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第４章 被告国の規制権限不行使の国家賠償法上の責任 

 

 

第１ 最高裁判例の判断枠組みと考慮要素 

 

１ 本件判断枠組み 

国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は，その権限を定めた法令

の趣旨，目的やその権限の性質等に照らし，具体的状況の下において，その不

行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは，そ

の不行使により被害を受けた者との関係において，国家賠償法１条１項の適用

上違法となるものと解されている（最三小判平成１６年４月２７日民集５８巻

４号１０３２頁〔筑豊じん肺訴訟〕）。 

さらに，前掲筑豊じん肺訴訟判決は，「同法の目的，上記各規定の趣旨に鑑

みると，同法の主務大臣であった通商産業大臣の同法に基づく保安規制権限，

特に同法３０条の規定に基づく省令制定権限は，鉱山労働者の労働環境を整備

し，その生命，身体に対する危害を防止し，その健康を確保することをその主

要な目的として，できる限り速やかに，技術の進歩や最新の医学的知見等に適

合したものに改正すべく，適時にかつ適切に行使されるべきものである。」と

判示した。  

本件においても，「最新の科学技術水準への即応」をするために省令制定権

限が「適時にかつ適切に」行使されなければならなかった。 

なお，本件での被告国の規制権限行使の在り方として，本件が原子力発電所

に対する安全規制であることに鑑み，原子力発電所の構造的危険性やそこでの

事故被害の重大性などを踏まえて，規制権限は適時にかつ適切に行使されなけ

ればならないが，この点は後述する。 
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２ 規制権限不行使による違法性の判断基準（作為義務の導出のための要件） 

規制権限不行使による違法性の判断基準（作為義務の導出のための要件）は，

これまでの判例や学説を踏まえると，上記最高裁判例の枠組みであれ，裁量権

収縮論を採用する場合であれ，作為義務の導出にあたって共通する要件として

は，おおむね①被害法益の性質，重大性，②被害の予見可能性，③被害の結果

回避可能性，容易性，④規制権限行使への期待可能性をあげることができる。

なお，以上の前提として，国賠法上の違法性を判断する上では，違法の意義に

ついて職務行為基準説を前提とする限り，法令の趣旨，目的に基づいて当該被

害者の利益が法的に保護されているものかどうかの検討が論理必然的に求めら

れる。 

したがって，本件においてもこれらの要素に沿って，国の規制権限不行使の

判断がなされるべきである。筑豊じん肺訴訟及び関西水俣病訴訟（最二小判平

成１６年１０月１５日民集５８巻７号１８０２頁）の最高裁判例は，いずれも

内容的にほぼこのような基準に沿っていると考えて矛盾はないし，本件では，

これら事案とまさに同じように国民の生命，健康という重大な法益に対する危

険が問題とされているからである。 

この点，関西水俣病訴訟最高裁判決での調査官解説は，「チッソ水俣工場の

排水により周辺住民に重大深刻な健康被害が継続的に発生していたこと，周辺

住民には排水を止めるための有効な手段がなく，国による権限行使の必要性や

それに対する期待が大きかったことといった本件の具体的事情の下では，権限

を行使しなかったことに合理性があったと見ることは困難であろう」と説明し

ているが（長谷川浩二「時の判例」ジュリスト１２８６号１１３頁（２００５

年）），この説明は，実質的に裁量権収縮論に近いものと評価されており（西

埜章『国家賠償法コンメンタール』２３６頁），まさに前記最高裁判決におい

ても上記要件に基づく判断が肯認されているといえる。 
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３ 前記要件以外の事情について 

これに対し，クロロキン事件（最二小判平成７年６月２３日民集４９巻６号

１６００頁），宅建業者事件（最二小判平成元年１１月２４日民集４３巻１０

号１１６９頁）の判例においては，それ以外の諸要素が考慮されており，この

点などを踏まえて，権限行使の判断は，諸般の事情の「総合考慮」であると主

張する見解もある。この見解は，権限行使が義務化する上で積極的に作用する

事情のみならず，消極に作用する事情，例えば，権限行使に支障となる事情や

前後で採られた具体的な措置の有無と内容なども含めて，一切の事情が評価対

象となることを主張する。しかし，結局のところ，以上の主張は，行政の現状

を肯定，追認し，国賠責任を否定することにつながりやすいものと評価されて

おり（西埜章『国家賠償法コンメンタール』２４３頁），本件訴訟においては

考慮すべきではない。実際にも責任が否定される判例（宅建業者事件及びクロ

ロキン事件）においてはこれらの事情がその否定理由として重視されている。

被告国もこの点を強調するが，これが誤りであることは後述する。 

 

４ 要件の緩和化が認められるべきことについて 

この点，作為義務導出にあたり，上記最高裁の判例法理の解釈として，被害

の実情が現に深刻な状況にあったり，そのような被害が生じる危険性が切迫し

ていることなどを要件として強調し，要件の厳格化を主張するかのような見解

もある（二子石亮他「規制権限の不行使をめぐる国家賠償法上の諸問題につい

て」判例タイムズ１３５６号２２頁他）。 

しかしながら，仮に規制権限行使をすべき時点で被害の実情が明らかになっ

ていない状況においても，その被害が一度発生すれば，国民の生命身体に取り

返しのつかない極めて深刻な事態をもたらす場合には，被害法益の重大性や生

じうる被害，その危険性の程度からみても国による権限行使が必要とされる状

況は前記と異なるものではない。この点は，近時，作為義務の成立要件そのも
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のについて，判例・学説において緩和化の方向で進んでいることとも相反する。 

特に国民の生命身体に対する重大な危険がある場合には，まさに要件の緩和

が認められるべきであり，このような危険がある程度具体的に予見される場合

にまで，それが「切迫」したり「容易」に知りうるときでなければ行政は無為

に過ごしてよいというのはどうみてもいきすぎで，危険の蓋然性のあるときは

それなりに対処する義務がある（阿部泰隆『国家補償法』１９０頁），特に人

の生命身体に重大な損害をもたらす場合には，抽象的危険の予見可能性で足り

る（佐藤英善「食品・薬品公害をめぐる国の責任」法律時報５１巻１０号１１

４頁），（引用者注：国民の生命や健康に対する）危険の切迫を要求している

ことは一般論としては狭すぎる（淡路剛久「公害・環境問題と法理論（その三）

最近の公害・環境訴訟を中心に」ジュリスト８３５号１２９頁）といった種々

の緩和の必要性が説かれているところである（西埜章『国家賠償法コンメンタ

ール』２４３頁もこのような緩和の方向性を肯定する）。  

なお，裁判例においても，福岡高裁昭和５９年３月１６日判決（カネミ油症

第１陣訴訟）や福岡地裁小倉支部昭和６０年２月１３日判決（カネミ油症小倉

第３陣訴訟）でも，概ね被害法益が国民の生命・身体・健康であるときは危険

の切迫性は不要であるとするものである。さらに，被侵害法益が生命身体の場

合には，裁量が入り込む余地がないとの指摘もなされている（福岡スモン訴訟・

福岡地判昭５３．１１．１４，群馬スモン訴訟・前橋地判昭５４．８．２１）。 

したがって，本件での被害法益からすれば，むしろ作為義務の導出にあたっ

て要件の緩和化が認められるべきであって，被害の深刻性や危険の切迫性を強

調することは誤りである。 

 

５ 各要件の相関性について 

以上に加え，上記作為義務の導出要件については，以下のような要件相互の

相関性が認められる。 



   
 

19 

 

すなわち，作為義務の成立要件は，相互に独立したものである反面，互いに

密接に関連しているものであるから，①被害法益が重大であれば，④の期待可

能性は高まるし，②の被害の予見可能性も，①において生命侵害などの重大な

法益侵害が予想される場合には，相当程度の危険の蓋然性があれば，権限行使

が要請されるであろうし，逆に法益が重要でなければより具体的な予見可能性

が必要とされる。③についても他の要件の程度が高まれば肯定されやすくなる

ことは同様である。また，私人自らが危険の回避が困難で，④の期待可能性が

高まれば，やはり厳格な予見可能性を要求することは適切でない。なお，④の

期待可能性は，場合によっては，国民が知識を全く有せず，自衛することがで

きないからこそ国の規制権限の発動が期待されることがあり，単に現実に国民

が行政介入を期待していたかどうかは問題ではなく，客観的に行政介入が期待

される状況にあったかどうかの判断が必要である（以上につき，宇賀克也「規

制権限不行使に関する国家賠償」判例タイムズ８３３号４３頁，同『行政法概

説Ⅱ行政救済法』４１４頁）。以上のとおり，個々の要件は互いに密接に関連

するものであるから，個々独立に要件の充足を認定しうるわけではない。 

本件では，従前述べたとおり，①特に被害法益が国民の生命・身体・健康と

いう不可侵で重大な法益であることから，②予見可能性は，厳格なものを要求

することは適切でなく，相当程度の蓋然性があれば権限行使が要請されるし，

③結果回避可能性についても同様に考えるべきである。また，④についても同

様に必然的に高まることとなる。 

 

６ 本件では行政の「裁量」は問題とならず「適時にかつ適切に」権限が行使

されるべきものであること 

前記の筑豊じん肺訴訟最高裁判決，関西水俣病訴訟最高裁判決の説明でも指

摘したところであるが，これら事案では，いずれも，行政の「裁量」に対する

言及は一切なく，その存在は問題となっていない。これは，一方の被害者側の
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法益が生命・健康という不可侵で重大なものであり，他方で規制される側の不

利益は，事業者の物的・経済的負担であること，規制権限を付与した根拠法規

の趣旨・目的が被害法益を直接保護することを主要な目的の一つとしているこ

とから，処分をなすか否かの判断，どのような処分をなすかの判断，いつ行な

うかの判断についての行政庁の「裁量」の存在を問題とせずに，生命・健康被

害の発生・拡大を防止するために「適時にかつ適切に」規制権限を行使するこ

とが求められることを明確にしたものである。 

したがって，これら最高裁判決は，規制権限を付与した根拠法規が，生命，

健康という不可侵の法益を直接保護することを主要な目的の一つとしている場

合には，規制権限を有する行政庁の「裁量」の幅は極めて狭いか裁量の余地が

存在しないことを明らかにしているということができる。 

本件では，後記のとおり原子力発電所の事故がひとたび起きれば周辺住民の

みならず広範囲に甚大かつ深刻な被害をもたらすことからして，前記筑豊じん

肺訴訟，関西水俣病訴訟の各最高裁判決と同様に，生命・健康被害の発生・拡

大を防止するために「適時にかつ適切に」規制権限を行使することが強く要請

されるものである。 

 

第２ 規制権限不行使の判断枠組みに関する被告国の「裁量」を重視する主張

の誤り 

 

１ 被告国の主張 

被告国は，規制権限不行使にかかる違法性の判断枠組みについて，宅建業者

訴訟最高裁判決及びクロロキン事件最高裁判決において，規制権限の根拠法令

の内容，性質等からその裁量性について判断していることを前提に，筑豊じん

肺訴訟最高裁判決においても，具体的な規制権限たる保安措置の内容が専門的，

技術的事項であることから，これを省令に包括的に委任した点をとりあげて，
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行政庁が現実に講ずべき措置の具体的内容については，主務大臣の裁量判断に

委ねざるを得ないと主張する。また，関西水俣訴訟最高裁判決においても，同

様の趣旨を主張している。 

しかし，本件原子力発電事業に対する安全規制における規制権限の根拠法令

が具体的措置を省令に包括的に委任した趣旨からすれば，むしろ規制権限は裁

量を前提とせず，適時にかつ適切に行使されるべきものであり，被告国の主張

は失当である。 

 

２ 原子炉等規制法等の省令委任の趣旨 

原子炉等規制法は，原子力施設等に対して必要な規制を行い「これらによる

災害を防止し，及び核燃料物質を防護して，公共の安全を図る」ことを目的と

すると規定する（１条）。そのうえで，同法は「技術上の基準」に適合しない原

子力発電所に対して施設の使用停止，修理などを命ずることができ（３６条，

２９条２項），この規制は７３条で電気事業法の規制（同法３９条，４０条）に

譲られている。そして，経済産業大臣は，上記の電気事業法の委任を受けて，

省令６２号や各種指針等を制定していた。 

以上のように，原子炉等規制法及び電気事業法は，いずれも国民の生命，健

康及び財産の保護，環境の保全等をその目的として，原子力施設を設置する事

業者に対して，国民の生命，健康及び財産を保護できるよう技術基準を定め，

それに適合するよう必要な措置を講ずるよう規定を設け，その具体的内容を省

令に委任し，違反行為に対して罰則を科すことにより，事業者に義務を課した

規定の実効性を担保している。 

原子炉等規制法及び電気事業法が，上記具体的措置を省令に包括的に委任し

た趣旨を考慮するにあたっては，伊方原発訴訟最高裁判決（最高裁平成４年１

０月２９日・民集４６巻７号１１７４頁）の次の判示が重要である。すなわち，

「（原子炉等）規制法二四条一項四号は，原子炉設置許可の基準として，原子炉



   
 

22 

 

施設の位置，構造及び設備が…原子炉による災害の防止上支障がないものであ

ることと規定しているが，それは，原子炉施設の安全性に関する審査が，…多

方面にわたる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づいてされる必

要がある上，科学技術は不断に進歩，発展しているのであるから，原子炉施設

の安全性に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困難であるのみ

ならず，最新の科学技術水準への即応性の観点からみて適当ではないとの見解

に基づくものと考えられ，右見解は十分首肯できる」というものである。同判

決が「最新の科学技術水準への即応性」を求めている点は，まさに泉南アスベ

スト訴訟大阪高裁判決や関西水俣病訴訟最高裁判決が「適時にかつ適切に」規

制権限を行使すべきと判示していることと同趣旨である。 

以上を考慮すれば，原子炉等規制法及び電気事業法が，上記具体的措置を省

令に包括的に委任した趣旨は，原子力施設が国民の生命，健康及び財産を保護

するに足りる技術基準に適合しているかの判断は，多方面にわたる極めて高度

な最新の科学的，専門技術的知見に基づいてされる必要がある上，科学技術は

不断に進歩，発展しているのであるから，原子力施設の技術適合性に関する基

準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困難であるのみならず，最新の科学

技術水準への即応性の観点から適当ではないという点にある。 

したがって，被告国は，原子炉等規制法及び電気事業法に基づく経済産業大

臣の省令制定権限を，「国民の生命，健康に対する危害を防止することを目的と

して，できる限り速やかに，技術の進歩や最新の科学的知見等に適合したもの

に改正すべく，適時にかつ適切に行使されるべき」だったものである。 

 

３ クロロキン事件最高裁判決を根拠に裁量的判断を強調する被告国の誤り 

クロロキン事件は，厚生大臣（当時）が当時のクロロキン製剤による副作用

（クロロキン網膜症）による被害の発生を阻止するために薬事法上の規制権限

（製造承認の取消等）を行使しなかったことが違法であるとして争われた事件
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である。 

当該事案では，その権限行使による影響として，原告らの生命，健康の利益

と，他方で規制された場合の治療を必要とする患者側の生命，健康の利益とい

う，ともに同じ患者の生命，健康に関わる利益が比較考量されるという特徴を

有しており，そのため，その利益考量をするにあたって，最高裁は，権限の性

質から，医学的知見における高度の専門性による「裁量」を挙げ，さらには，

その違法性の否定材料として，それまでの措置に合理性があったことや被害防

止には一次的に製造業者や医師の考慮が働き国の責任が補充的であることを

指摘するのである。 

しかし，本件では，規制権限の根拠となる法令（本件では原子炉等規制法，

電気事業法）の趣旨目的において保護される法益が国民の生命，健康という不

可侵の重大な法益であり，規制権限の根拠となる法令の趣旨目的で保護される

利益と相対立する利益が同等に比較されるものではないことから，当該事案と

同様の考え方，検討要素をもって判断することはそもそも誤りである。 

この点，泉南アスベスト訴訟大阪高裁判決は，クロロキン事件最高裁判決に

ついて，「医薬品は，治療上の効能，効果とともに何らかの有害な副作用の生じ

ることを避けがたく，副作用の点も考慮した上で医薬品としての有用性を判断

されるもの」といえるので，規制権限を行使するにあたっては，「当該医薬品の

有効性と副作用（中略）に関する医学的，薬学的知見を前提として専門的かつ

裁量的判断を行うべきものと解される」ところ，そのような医薬品に関する「薬

事行政の在り方は，本件における石綿製品とその製造過程である石綿粉じん曝

露による健康被害の関係及び労働安全衛生行政との在り方とは大きく異なり，

同様の議論が妥当するものではない」とし，クロロキン事件最高裁判決とは事

案を異にすることを明確にしている。 

本件についても，上記のとおり，原子炉等規制法及び電気事業法が，具体的

措置を省令に包括的に委任した趣旨が，国民の生命，健康に対する危害を防止
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することを目的として，できる限り速やかに，技術の進歩や最新の科学的知見

等に適合したものに改正すべく，適時にかつ適切に行使されるようにする点に

あり，これは筑豊じん肺訴訟最高裁判決や泉南アスベスト訴訟大阪高裁判決の

事案における規制権限行使の趣旨と同様である。 

また，泉南アスベスト訴訟大阪高裁判決は，クロロキン事件最高裁判決につ

いて，「クロロキン薬剤という医薬品につき，副作用も考慮してもなおその有用

性が肯定し得たという具体的事案の下で（中略）規制権限不行使の違法性を判

断するに際して，実際にとられた規制措置の内容等を考慮要素の一つとしたも

のであって，『既存の規制措置に一応の合理性が認められる場合には，それ以外

の規制権限を行使しなかったことは違法とはいえない』というような判断基準

を示したものではないと解される」と判示した。この判示からしても，被告国

がクロロキン事件最高裁判決を曲解していることは明らかである。 

なお，宅建業者事件では，そもそも規制権限の根拠となる法令の趣旨目的に

おいて，原告の被侵害利益を直接保護するものではないとされており，その上

で，権限の性質や権限行使の影響から受ける取引関係者の不利益等が重視され

た判断がなされている。本件のように国民の生命・健康の利益が法令上の趣旨

目的から直接保護されていることが明確な事案と全く異にするものである。 

 

４ 適時かつ適切な規制権限行使が求められる段階では行政の裁量は前提とな

らない 

筑豊じん肺訴訟最高裁判決は，上記のとおり規制権限が「適時にかつ適切に」

行使されるべきことに前提に，被害法益の重大性や予見可能性，結果回避可能

性などの原告らがあげる違法性を基礎付ける考慮要素を検討し，「諸点に照ら

すと，通商産業大臣は，遅くとも昭和３５年３月３１日のじん肺法成立の時ま

でに，前記のじん肺に関する医学的知見及びこれに基づくじん肺法制定の趣旨

に沿った石炭鉱山保安規則の内容の見直しをして，石炭鉱山においても，衝撃
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式さく岩機の湿式型化やせん孔前の散水の実施等の有効な粉じん発生防止策を

一般的に義務付ける等の新たな保安規制措置を執った上で，鉱山保安法に基づ

く監督権限を適切に行使して，上記の粉じん発生防止策の速やかな普及，実施

を図るべき状況にあったというべきである。」として，国の責任を肯定してい

るのであり，上記知見の確立や結果回避可能性が認められる段階においては，

すでにクロロキン事件最高裁判決がいうような，「処分の選択，その権限行使

の時期等は，（中略）専門的判断に基づく合理的裁量に委ねられている，」と

いう段階にはない。 

関西水俣訴訟最高裁判決においても同様である。ここにおいても，被害法益

の重大性や予見可能性，結果回避可能性等を考慮要素として，判旨で認定した

時点（昭和３４年１１月末）において，「水俣湾及びその周辺海域を指定水域

に指定すること，当該指定水域に排出される工場排水から水銀又はその化合物

が検出されないという水質基準を定めること…という上記規制権限を行使する

ために必要な水質二法所定の手続を直ちに執ることが可能であり，また，そう

すべき状況にあったものといわなければならない。…この手続に要する期間を

考慮に入れても，同年１２月末には…通産大臣において…規制権限を行使して

…必要な措置を執ることを命ずることが可能であり，しかも，水俣病による健

康被害の深刻さにかんがみると，直ちにこの権限を行使すべき状況にあったと

認めるのが相当」であり，「昭和３５年１月以降，水質二法に基づく…規制権

限を行使しなかったことは…水質二法の趣旨，目的や，その権限の性質等に照

らし，著しく合理性を欠く」と判示し，国の責任を肯定している。 

さらに，熊本県の責任については，「前記事実関係の下において，熊本県知

事は，水俣病にかかわる前記諸事情について上告人国と同様の認識を有し，又

は有し得る状況にあったのであり，同知事には，昭和３４年１２月末までに県

漁業調整規則３２条に基づく規制権限を行使すべき作為義務があり，昭和３５

年１月以降，この権限を行使しなかったことが著しく合理性を欠くものである



   
 

26 

 

として，上告人県が国家賠償法１条１項による損害賠償責任を負うとした原審

の判断は，…是認することができる」として，上記の一定の段階では，県に作

為義務があることを明示して，その作為義務を怠ったことが著しく合理性を欠

くとして国賠法１条１項の違法性を肯定しているのである。 

したがって，このような行政庁に権限の行使を義務づける「作為義務」が認

められた時点では，クロロキン事件最高裁判決がいうような，「処分の選択，

その権限行使の時期等は，（中略）専門的判断に基づく合理的裁量に委ねられ

ている」として，いかなる状況下でも行政庁には当該権限を発動しないとの自

由が付与されているかのような，いわゆる行政便宜主義とも思われる主張は，

ここではあてはまらない。 

なお，国は，当該関西水俣訴訟最高裁判決の原判決に対し，上告受理申立て

理由として，「権限を行使するかどうかは技術的，政策的な裁量にゆだねられ

ていること」をあげていたが，最高裁判決は，このような国の主張に対して，

上記の判旨のとおり，裁量に触れることなく明確に作為義務を認めて国の主張

を排斥したものである。 

 

５ まとめ 

以上のとおり，規制権限不行使の違法性における判断枠組みにおいては，仮

に一般的に行政庁の規制権限の行使に関し効果裁量が与えられている場合で

も，一定の場合にはその権限を行使しないという不作為が違法となるのであり，

そして，そのような規制権限不行使が違法であるためには，そこに作為義務が

生じていることが前提であり，そして作為義務が前提となる以上は，そこには

効果裁量を認める余地はない（宇賀克也「宅建業者の監督と国家賠償責任」行

政判例百選Ⅱ〔第６版〕４７１頁。なお，塩野宏教授は，裁量と作為義務は対

立概念であるとする（塩野宏・行政法Ⅱ〔第三版〕２７７頁等））。 

４判例共通の判旨は，「その権限を定めた法令の趣旨，目的や，その権限の
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性質等に照らし，具体的事情の下において，その不行使が許容される限度を逸

脱して著しく合理性を欠くと認められるとき」は，国家賠償法上１条１項の適

用上違法となるとするものであり，本件でも，最終的にこのような枠組みに沿

って判断されるべきことについては，原告らも争うものではない。ただ，この

４判例の枠組みは，当該具体的事情の下においては作為義務の存在が認められ，

それを懈怠した場合に，当該権限の不行使が著しく合理性を欠くというもので

あり，逆にいえば，権限の不行使が著しく不合理な場合には効果裁量がなくな

るという趣旨である（宇賀克也・同上）。だからこそ，筑豊じん肺訴訟最高裁

判決や関西水俣訴訟最高裁判決では，権限行使の「裁量」に言及していないし，

関西水俣訴訟最高裁判決では，熊本県に「作為義務」があると明示して，その

懈怠が著しく合理性を欠くとして，従来の最高裁の違法性判断枠組みにあては

めた上で国賠法上違法であると判断した原審を是認しているのである。 

なお，以上の最高裁の立場を，裁量を前提にした裁量権消極的濫用論に立つ

ものと考えようと，裁量権収縮論に近づけて考えようと，これら理論構成の違

いは，作為義務が生じるための要件の違いを当然にもたらすものではなく，い

ずれの理論構成をとるにせよ，重要なのは，この作為義務を認定するに際し，

いかなる事項がどのように考慮されるかということである。この点で，原告ら

は，原告らの第５準備書面において主張しているとおり，作為義務の導出にあ

たっては，①被害法益の性質，重大性，②被害の予見可能性，③被害の結果回

避可能性，容易性，④規制権限行使への期待可能性という各要件に沿って判断

されるべきことを主張しているのである。 

 

６ ４判例を踏まえた本件における判断枠組みについて 

本件における４判例を踏まえた規制権限不行使に係る違法性の判断枠組みに

ついては，原告らの第５準備書面で述べているとおりである。 

本件では，筑豊じん肺訴訟最高裁判決や関西水俣訴訟最高裁判決と同様に，
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まさに被害法益が国民の生命，健康という不可侵の重大な法益である。したが

って，両判決と同様にその権限行使にあたっては，以下のような規範が妥当す

る。 

すなわち，原子炉等規制法及び電気事業法は，いずれも国民の生命，健康に

対する危害の防止等をその目的として，これらの確保を図るべく，事業者に対

して，同危害を防止するために必要な措置を講ずる等の義務を課す規定を設け，

事業者が講ずべき具体的な措置の内容を省令に委任しているところ，これら法

律が上記具体的措置の内容を省令に包括的に委任した趣旨は，事業者が講ずべ

き措置の内容が多岐にわたる専門的，技術的事項であり，また，その内容をで

きる限り速やかに，技術の進歩や最新の科学的知見等に適合したものに改正し

ていく必要があることから，これを主務大臣である経済産業大臣に委ねるのが

適当とされたことによるものである。これら原子炉等規制法，電気事業法の目

的，両法が省令制定権限を付与した趣旨にかんがみると，上記各法に基づく経

済産業大臣の省令制定権限は，「国民の生命，健康に対する危害を防止するこ

とを目的として，できる限り速やかに，技術の進歩や最新の科学的知見等に適

合したものに改正すべく，適時にかつ適切に行使されるべき」ものである。 

このような規範を踏まえて，国の規制権限不行使が，著しく合理性を欠くと

いえるかについて判断するには，その考慮要素として，上記の①から④を踏ま

えた判断がなされるべきである。 

 

第３ 違法性を判断する視点／原子力発電所に対する国の規制権限行使の在

り方 

 

１ 原子力発電所の構造的危険 

核エネルギー（原子力）は，通常の科学技術のレベルを超えた制御不能な「異

質な危険」を内包している。このような「異質な危険」を内包している核エネ
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ルギーを利用する原子力発電は，ひとたび事故を引き起こすと，広域・多数の

国民の生命・健康・財産や環境に対し，甚大かつ不可逆的な被害をもたらす。

原告らは，本件原発事故により，その被害態様は多様であるものの，いずれも

甚大かつ不可逆的な被害を被っているのである。 

他方で，核エネルギーを利用した技術である原子力発電は，通常の技術革新

がその時代の諸要請と技術の熟成との合致によって，いわば「必要は発明の母」

として生み出されるのとは異なり，開発の当初からその危険性が明確に認識さ

れながら，国策として，被告国と被告東京電力等の電力会社などにより意識的

に創り出された受容不能なリスクを抱える巨大な技術である。したがって，被

告国や被告東京電力は，本件原発事故を発生させた福島第一原発を稼働するに

あたって，具体的に想定される危険性のみならず，抽象的な危険性をも考慮し

たうえで，広域・多数の国民の生命・健康・財産や環境が侵害されないための

万全な安全対策を確保することが求められる。しかし，被告国と被告東京電力

は，その求められる万全な安全対策を確保することを放置した結果，本件原発

事故を発生させ，原告らに甚大かつ不可逆的な被害をもたらしたのである。 

本件において，被告国の規制権限不行使の違法性を判断するにあたっては，

上記した本件事故による被害の実相と本件事故を引き起こした加害の構造を直

視することが強く求められている。 

 

２ 安全規制，炉規法・電気事業法が省令に包括的に規制を委任した趣旨 

電気事業法３９条に基づき，技術基準に関する規制権限を経済産業大臣に包

括的に委任した趣旨は，「人体に危害を及ぼし，又は物件に損傷を与えないよ

うにする」ために規定すべき技術基準（省令）の内容が，多岐にわたる専門的，

技術的事項であること，また，その内容を，適時にかつ適切に，技術の進歩や

最新の地震，津波等の知見に適合したものに改正をしていくためには，これを

主務大臣にゆだねるのが適当であるとされたことによるものである。したがっ
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て，経済産業大臣の電気事業法３９条の規定に基づく省令制定権限（技術基準

を定める権限）は，原子力の利用に伴い発生するおそれのある受容不能なリス

クから国民の生命・健康・財産や環境に対する安全を確保することを主要な目

的として，万が一にも事故が起こらないようにするため，技術の進歩や最新の

地震，津波等の知見等に適合したものにすべく，適時にかつ適切に規制権限を

行使することが求められる。そして，原子炉（電気工作物）を，この新たな技

術基準に適合させるため，技術基準に適合させる権限（同法４０条）を適時に

かつ適切に行使し，国民の生命・健康・財産や環境に対する安全を確保するこ

とが求められるというべきである。 

 

３ 伊方原発訴訟最高裁判決 

上記の規制権限の行使の在り方は，前述したが伊方原発訴訟最高裁判決(１９

９２〔平成４〕年１０月２９日，民集４６巻７号１１７４頁）の以下の判示か

らも十分に裏付けられているといえる。つまり，同最高裁判決は，「（原子炉

等）規制法二四条一項四号は，原子炉設置許可の基準として，原子炉施設の位

置，構造及び設備が…原子炉による災害の防止上支障がないものであることと

規定しているが，それは，原子炉施設の安全性に関する審査が，…多方面にわ

たる極めて高度な最新の科学的，専門技術的知見に基づいてされる必要がある

上，科学技術は不断に進歩，発展しているのであるから，原子炉施設の安全性

に関する基準を具体的かつ詳細に法律で定めることは困難であるのみならず，

最新の科学技術水準への即応性の観点からみて適当ではないとの見解に基づく

ものと考えられ，右見解は十分首肯できる」と判示し，また原子炉等規制法２

４条１項３号，４号の趣旨について，「原子炉が原子核分裂の過程において高

エネルギーを放出する装置であり，その稼働により，内部に多量の人体に有害

な放射性物質を発生させるものであって，原子炉を設置しようとする者が，原

子炉の設置，運転につき所定の技術能力を欠くとき，又は原子炉施設の安全性
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が確保されないときは，当該原子炉施設の従業員やその周辺の住民等の生命，

身体に重大な危害を及ぼし，周辺の環境を放射線によって汚染するなど，深刻

な災害を引きおこすおそれがあることにかんがみ，右災害が万が一にも起こら

ないようにするため，原子炉設置許可の段階で…申請にかかる原子力施設の位

置，構造及び設備の安全性につき，科学的，専門技術的見地から，十分な審査

を行なわせることにあると解される」と判示している。 

伊方原発訴訟最高裁判決は，原子炉設置許可処分の取消の適否に関するもの

であるが，上記した判示部分は，本件で被告国の規制権限の行使の在り方に関

する原告らの上記主張を十分裏付けるものといえる。 

 

４ 電力事業者の原子力発電事業は被告国の関与なくして成り立たないもので

あり被告国による積極的な規制権限行使が期待されていること 

原告らの第１１準備書面等で詳述したとおり，被告国は，原子力発電事業の

計画を立ち上げ，原子力の平和的利用をうたい，自らその潜在的危険を持ち込

んだ当事者である。被告国の原子力の国策民営による事業推進がなければそも

そも民間事業としての原子力発電は成り立たない構造にあったものである。 

そして，そのような被告国が自ら持ち込んだ潜在的危険を有する原子力事業

に対する安全規制は，被告国自身において原子炉等規制法，電気事業法等の原

子力事業を規制する立法の趣旨に沿って，国民の生命，健康を保護するための

適時かつ適切な規制権限を行使することが求められている。 

このような被告国の原子力規制に対する規制権限の性質からみても，そこで

は積極的な権限行使が期待されている。この点，被告国が原子力発電事業にお

いて積極的に規制権限行使すべき事情を，上記立法上の保護法益の観点以外か

らさらに補足する。 

例えば，ある製品の生産に許可制が採られておらず事後的監督措置にとどま

る場合と，医薬品のように厚生労働大臣の事前承認が原則必要とされている場



   
 

32 

 

合とは，責任の性質も異なる。後者は承認により本来禁止されている事項につ

き国がその規制を解除することで，いわば国の「お墨付き」を与えて市場で流

通させているのであり，さらに医学的知見が絶えず変化し，承認段階で予期し

得なかった重篤な副作用が承認後に判明することも稀でないことや，国民はも

とより医療機関ですら安全性を確認することは一般に困難であること等に鑑み

れば，承認後のフォローアップは当然で，単なる二次的，後見的監督責任にと

どまるとはいえない（宇賀克也「行政介入請求権と危険管理責任」行政法の新

構想Ⅲ267 頁）。この点は，規制権限行使への期待可能性の差異となりうる。 

本件における被告国の立場もこれと同様のことがいえる。すなわち，２００

６（平成１８）年当時，原子力発電事業においては，被告国は，原子炉の設置

について経済産業大臣の許可を必要とし（原子炉等規制法２４条），その後も

工事計画の認可（電気事業法４７条），使用前検査（同４９条），定期検査（同

５４条）などを経済産業大臣が定める技術基準（発電用原子力設備に関する技

術基準を定める省令）に基づいて規制監督を及ぼすことで，当該原子力発電事

業に「お墨付き」を与えているのであり，さらに，原子炉等規制法で定める「原

子炉による災害の防止上支障がないものであること」や電気事業法の目的であ

る「公共の安全」の確保のための知見は絶えず進展し，設置許可の後も新たな

知見によって危険性が判明することも稀ではない（かような知見の進展につい

ては後述する）。そして，原子力発電所の事故による放射性物質の大量放出な

どの事故によって被害を受ける周辺住民を含む国民は，当該原子力発電所の安

全性を確認しようがなく，被告国の上記監督に期待するしかない。 

以上の事情からすれば，本件のような原子力発電事業においては，医療の場

合に比較してもより一層，被告国が適時にかつ適切に監督権限を行使して，安

全性を担保することは当然の前提となる。 

なお，前記のとおり，そもそも原子力発電事業の計画を立ち上げ，原子力の

平和的利用をうたって，その潜在的危険を持ち込んだのは被告国であり，また
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上記のとおり原子力発電事業のリスクマネジメントを安全審査などを通じて引

き受けているのも被告国である。そこには，長年にわたる国策民営による原発

推進政策の実態がある。このような歴史的社会的事実は，被告国が二次的後見

的責任にとどまらず，一次的責任を負う立場にあることを明らかにするもので

ある（詳細は，原告らの第１１準備書面）。そして，そのような国の立場だか

らこそ，国民の生命健康を保護するために規制権限を積極的に行使すべき期待

可能性が認められるのである。 
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第５章 敷地高さを超える津波の予見可能性～総論 

 

 

第１ はじめに 

 

第４章では，本訴訟での被告国の規制権限不行使の違法性の判断枠組とその

考慮要素について整理した。第５章では，そのうち，被告国に適切な結果回避

措置を講じることを義務付けるために必要とされる被害の予見可能性について

論じるものである。 

すなわち，本件事故は，福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の到

来により，原子炉等建屋内に津波が浸水し，非常用電源設備やその配電盤等，

炉心冷却を維持するために必要な電源機器が被水したことで，全交流電源喪失

に陥り，その結果，炉心損傷から大量の放射性物質の放出に至ったものである

ところ，そのような事故の結果を防ぐだけの結果回避措置の動機付けるために

は，何に対してどの程度の予見可能性が必要とされるのかを，予見可能性の有

無を判断する前提として確認しておく必要がある。 

 そこで，以下では，本件で被告国の結果回避措置を義務づけるのに必要な予

見可能性の対象と，その対象についてどの程度の知見があれば本件の予見可能

性として十分であるかについて整理する。 

 

第２ 予見可能性の対象は敷地高さを超える津波であること 

 

１ はじめに 

これまで原告らは，被告国の規制権限不行使の違法性及び被告東京電力の過

失を判断するにあたっての津波に関する予見可能性のうち，予見の対象につい

て，次のように主張してきた。すなわち，予見の対象は，福島第一原子力発電
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所において全交流電源喪失をもたらしうる程度の『地震及びこれに随伴する津

波』が発生する可能性であり，具体的には，福島第一原子力発電所の敷地高さ

を超えて建屋内に浸水を及ぼしうる程度の津波が到来し，全交流電源喪失に至

る可能性である（原告らの第１０準備書面２４頁，第２５準備書面９頁等）。 

これに対し，被告らは，当該予見の対象について，本件地震及びこれに伴う

津波（Ｏ．Ｐ．＋約１１．５ｍ～約１５．５ｍ），またはこれと同規模の地震及

び津波が福島第一発電所に発生，到来することと主張している。 

しかしながら，予見可能性は，あくまで被告らに被害に対する適切な結果回

避措置を取ることを法的に要求するための前提であり，被告国との関係でいえ

ば，「適時にかつ適切に」規制権限を行使して結果回避の現実的な可能性のある

措置を取るべきという，作為義務の導出のための考慮要素である。したがって，

予見の対象についても，被害の発生を防止する行為としての結果回避行為を義

務づけるために必要な限度で特定されることが求められる法的な判断にすぎな

い。被告国の主張するような，現実に生じた事実経過を前提に結果発生の原因

となる事象を予見するというのでは，まさに結果発生のメカニズムや事後に生

じたことの因果を遡ってその原因事象の発生経緯や因果の流れを予見すること

までを求めているものであって，何故に予見可能性の判断が求められているの

かを正解していない主張といわざるをえない。また，そもそも被告国が安全規

制のための規制権限を行使するにあたっては，被告東京電力ら電力事業者と同

様に当該発電所の対象地点を特定した上で個別具体的な津波浸水予測計算の数

値まで把握しなければ行使できないというものではない。したがって，本来，

被告国の安全規制の必要性を基礎付ける予見可能性と事業者である被告東京電

力の具体的な津波防護措置の必要性を基礎付ける予見可能性は区別されるべき

ものである。 

以下では，まずこのように被告ごとに区別されるべき予見可能性を整理した

上で，被告国においては，敷地高さを超える津波到来の予見可能性があれば具
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体的な結果回避措置としての安全規制が求められることについて，特に津波の

一般的性質や，被告らの敷地高さを超える津波により全交流電源喪失に至るこ

とを認識していた事実などから論じるものである。 

 

２ 国の安全規制の必要性を基礎付ける予見可能性と事業者東電の具体的な津

波防護措置を基礎付ける予見可能性は異なること 

（１）被告国の主張 

被告国は，原告らの予見可能性の対象に関する主張に対し，「津波の具体的

な規模を想定しなければ，原告らが結果回避措置として主張する建屋や非常用

電源設備等の重要機器の水密化や，電源設備の設置場所の多様化，分散配置な

どの措置について，いかなる範囲，規模，性能，位置関係等をもって講じるこ

とを要するのか・・・判断することはできず，実際上，現実に設計は困難であ

る」として，原告らの主張は結果回避可能性の前提としても失当であると批判

する。 

 

（２）被告東京電力が具体的な防護措置を設計する前提としての津波予見 

確かに，被告東京電力において，たとえば福島第一原子力発電所を対象とし

て具体的な津波対策を立案し施工することを前提とすれば，具体的な評価対象

地点を特定して，かつ詳細な津波浸水予測計算を行い，具体的な想定津波高さ

を推計する必要があるといえよう。 

 

（３）被告国による津波に対する安全規制の前提としての津波予見 

これに対して，経済産業大臣が，技術基準省令６２号を改正して原子力発電

所の「敷地高さを超える津波」に対して原子炉施設の安全を確保するための規

制権限を行使し，各原子力事業者に対してその設置・運営する各原子力発電所

において必要とされる津波防護対策を講じることを求めるためには，個々の原
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子力発電所における津波浸水高さに関する詳細な推計結果の算出が必要とされ

るものではない。 

経済産業大臣による津波防護対策に関する規制権限行使の前提としては，想

定される津波によって対象とされる原子力発電所において，敷地高さを超える

津波が襲来する可能性があることが示されれば十分である。 

原子炉施設には高度な安全性が求められること，そして主要建屋敷地高さを

超える津波の襲来は全交流電源喪失，そしてそれに起因する過酷事故をもたら

す危険性があることからすれば（この点は３で詳述する），個々の原子力発電

所に到達する津波高さの詳細な推計値が判明しない限り「敷地高さを超える津

波」に対する安全対策を求める規制権限を行使しないということは許されない

のであり，「敷地高さを超える津波」の襲来の可能性があれば，これに対する

安全対策を求める規制権限を行使すべきことは当然といわなければならない。 

 

（４）「安全規制の必要性」と「具体的対策の決定」の予見可能性の差異 

以上のとおり，経済産業大臣の立場を前提とした「敷地高さを超える津波」

に対する安全規制の必要性を基礎づける予見可能性と，個別の原子力事業者の

立場を前提として具体的な対策を確定するための基礎となるべき想定津波を基

礎づける予見可能性とは，明確に区別される必要がある。 

前者は，主要建屋敷地高さを超える津波の襲来があり得ることの予見可能性

であれば足りる。後者は，安全規制において「基準津波」を設定する手法が確

定されることを踏まえて，当該原子力発電所における基準津波が具体的に設定

され，具体的な防護措置が工学的に設計され対策が実施に移されるべきもので

ある。 

 

３ 敷地高さを超える津波に対する安全規制が求められたこと／敷地高さを超

える津波が到来すれば全交流電源喪失・シビアアクシデントに至る危険があ
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ること 

前記２で整理したとおり，被告国の予見可能性の対象ついては，個別の電力

事業者の立場を前提として詳細な津波高さの推計値がなければ規制権限を行使

できないというものではない。敷地高さを超える津波の危険性があれば，これ

に対する安全対策としての規制権限を行使すべきである。なぜこのような可能

性があれば安全対策としての規制権限を行使すべきかであるが，端的にいえば，

敷地高さを超える津波が到来すれば，本件事故と同様の結果，すなわち原子炉

等建屋内への浸水により非常用電源機器等が被水し全交流電源喪失からシビア

アクシデントに至る危険性があるからである。以下では，この点を明らかにす

る。 

 

（１）津波の性質から 

ア 津波の陸上における遡上態様の不確実性 

津波が防波堤などを越えて陸上に進入した場合には，津波は，そこの地形や

構造物の存在などの影響を受けて複雑な挙動を示すこととなり，その結果とし

て，最終的な津波の到達した限界が，浸水高ないし遡上高という関係に立つ。

そして，上陸後の津波の挙動は，地形や構造物の存在などの影響を受けて，極

めて複雑な挙動を示すこととなることから，遡上の最終的な到達を示す浸水高

ないし遡上高を精緻に予想することは，一般には容易ではない。 

この点に関して，津波の専門家は「敷地の高さ」を超える津波の「遡上」に

ついて，「陸地に達した津波は，洪水の流れのように陸地に流れ込むことにな

ります。海面の持ち上がりが大きければ大きいほど，流れ込む海水の量と勢い

は著しいのです。流れが強いままで斜面などにぶつかると，そこを駆け上がる

ことになります。その結果，海岸での津波の高さをはるかに超える高さまで登

ることがあり，数十メートルの高さまで駆け上がることもよく見られます。」

と解説する（甲ロ７５・第２章５６頁）。 
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こうした関係は広く知られている常識的な内容であり，「津波は上陸してか

ら，そこの地形や構造物の存在などによって，異様に高いところまで達する」

とされている（甲ロ７７・５７頁）。 

イ 「津波評価技術」自体も極めて概括的な把握に留まること 

被告国及び被告東京電力が，もっぱらその主張の根拠として依拠している「津

波評価技術・本編」（丙ロ７）においても，津波の陸地上における遡上態様の

複雑性を踏まえ，津波の陸上への遡上に関係する「陸側境界条件」については，

「完全反射条件」，すなわち「汀線を鉛直無限壁と考えて」計算することに留

めている。 

また，特に，「陸上遡上境界条件」により「陸上斜面への遡上を考慮する場

合」については，「津波先端部での地形を格子間隔幅の階段状に近似し」て計

算することも規定はしているものの（１－４８頁），その地形条件の考慮は，

極めて概括的な数値による地形条件の考慮に留まるものである（「津波評価技

術・付属編」（乙ロ３・２－１２６頁）。すなわち，津波評価技術が例示する

「詳細格子を用いた遡上計算」の実例（乙ロ３・２－１９０頁）においても，

対象区域の地形を，地形図を下にして「１０ｍ格子」に近似するとしている。

すなわち，一辺が１０メートルの立方体を積み木ブロックのように積んだ状態

を仮定して再現計算をするに留まるものである。このような大雑把な仮定をし

て計算するものであることから，遡上計算といっても，地形を大まかに考慮し，

巨視的にみた遡上の程度を推計することはできたとしても，実際の複雑な地形

に応じた遡上の態様を再現することは到底できない。 

なお，津波の陸上での遡上を推計する数値シミュレーションに際しては，計

算する格子の大きさにつき「陸上への遡上を計算するには，数十ｍ以下に細か

くする必要がある。」（甲ロ７８・６４頁）とされており，いずれにせよ，陸

地に進入した津波の浸水高ないし遡上高を精緻に予測することが難しいことが

示されている。まして，建物や構造物などの影響を考慮しての遡上高の再現は
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より一層困難を伴う。 

ウ 首藤教授も遡上態様の不確定性を認めていること 

「津波評価技術」の作成に関与した首藤伸夫教授は，政府事故調査委員会の

聴取に際して，「津波評価の確からしさについて」以下の通り述べている。 

すなわち，津波波高の予測が完全ではないことに関しては，そもそも， 

「波は陸地に向かって走ってきて，行き場を失ったところで相当の高さまで駆

け上がる。」 

「波が壁状の構造物に衝突して跳ね上がる高さは，階段状になっている場所

の２段目以降では計算できない。」（引用注，福島第一原子力発電所は海岸線

にＯ．Ｐ．＋４メートルの段があり，その先にＯ．Ｐ．＋１０メートルの原子

炉建屋等の敷地があり，２段の階段状になっている。） 

「このような水の跳ね上がりで電機系が故障するようなケースへの対策は重

要であり，波高計算がすべてではない。」（甲ロ７９の１・５枚目） 

また，「遡上高は５０ｍ離れただけで２ｍも異なることがある。建物にぶつ

かった波は壁に沿って駆け上げるが，建物のないところに来た波はそのまま流

れていき，大きな遡上高の差が生じる。到達する波の大勢はわかるが，細部は

不明点があることを認識し，防水対策を考えておく必要がある。」（甲７９の

２・４枚目）と述べ，津波予測の不確実性と，敷地に遡上した津波の運動の予

測不能性を訴えている。 

エ 本件津波の遡上態様によってもその複雑性が確認されること 

陸上に遡上した津波が，地形や建物などの影響を受けて，極めて複雑な挙動

を示すことは，常識的な知見とも言えるところであるが，本件津波の遡上の態

様からも十分確認できる。 

被告東京電力事故調査報告書（乙イ２の２・添付資料３－７）によれば，４

号機南側の地点８ではＯ．Ｐ．＋１５．５メートル程度の浸水高とされている

が，そのわずか西側にある地点６では同１２～１３メートルに留まり，また同
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じく近接する地点７では同１１．５メートルに留まる。これらの結果は，地点

８の１５．５メートルという浸水高が，建物の存在による津波の流れの重なり

あいによって異常に高いものとなっているものであることを示す。 

また，地点８から約５００メートルの距離にある１号機付近のＦ地点では浸

水高はＯ．Ｐ．＋１２メートルとされ，また同じくＧ地点においては，同１０

メートルの浸水高しか確認されていない。 

こうしたことは，津波の陸上における遡上については，地形や建物の存在に

よって極めて複雑な挙動を示すものであること，そのため，海岸部に設置され

ている検潮所で測定されるべき津波の高さを大幅に超えて極めて高い浸水高，

遡上高を記録することがありうることを示すものである。 

これを逆にいえば，原子炉施設への津波の影響を考える場合には，海岸部に

設置されている検潮所で測定される津波の高さによって，敷地高を超えるか否

かについて判断して危険性を判断すべきであり，建物位置などの偶然的な事情

の影響によって極めて複雑な挙動を示す浸水高を予測して，これに依拠して津

波の危険性を判断すべきではないのである。 

 

（２）被水に対する脆弱性という電源設備の宿命  

非常用ディーゼル発電機および非常用高圧電源盤等の非常用電源設備等は，

いずれも電気機器であるところ，水（特に海水）は電気を流すので，電気回路

が水に浸かると，本来，流れてはいけないところに電流が流れ，回路がショー

ト（短絡）を起こす。短絡が発生すると電気回路には非常に大きな電流が流れ

ることとなり，許容限界を超える電流による発熱や発火によって，機器の機能

喪失に至る。 

このように，水を被ることによって機能喪失をする脆弱性は，電気機器の負

う宿命ともいうべきものである。 
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（３）非常用電源設備等の被水と全交流電源喪失の危険 

全交流電源喪失を回避するためには，外部電源又は非常用ディーゼル発電機

等からの電源が確保される必要があるが，このうち，外部電源については，必

ずしも，耐震強度が充分には確保されておらず，想定される範囲内の一定規模

の地震動によって，機能喪失に至る危険があり得る。 

被告国も，その第７準備書面の第９の３（８８頁以下）において，外部電源

が，耐震において脆弱性を内包するものであることを事実上認めている。外部

電源系が，機能喪失することが設計上も想定されている以上，その場合に炉心

の冷却のための動力電源は，非常用電源設備等によって確保されるべきもので

あり，この非常用電源設備等が機能を維持することが，全交流電源喪失に基づ

く炉心損傷を回避するための最後の命綱の役割を果たす。そして，外部電源が

地震動等によって失われることは設計上も想定されている以上，全交流電源喪

失を回避するためには，内部電源，すなわち非常用ディーゼル発電機等の非常

用電源設備等の機能を維持することが絶対的に求められるところである。 

しかし，これらの非常用電源設備等は，上記の通り，被水に対して脆弱であ

るという電気機器の宿命を負っている。 

よって，非常用電源設備等の機能を維持して，万が一にも，全交流電源喪失

に基づく炉心の損傷を回避するためには，非常用ディーゼル発電機および非常

用高圧電源盤等を，水に浸けないということが絶対的に要請される。換言すれ

ば，配管破断等による内部溢水であれ，津波等の自然現象に伴う外部溢水であ

れ，その原因事象の性質に関わらず，非常用ディーゼル発電機および非常用高

圧電源盤等が被水する事態が生じた場合には，全交流電源喪失を引き起こす現

実的な危険性があるといわなければならない。 

 

（４）非常用電源設備等の被水による全交流電源喪失も想定されていること 

非常用電源設備等の被水から全交流電源喪失に至る現実的な危険性があるこ
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とは，そもそも，原子炉の設計において，当然のこととして想定されていると

ころである。この点については，いわゆる溢水勉強会における知見について，

被告東京電力自体が次の通り弁明していることからしても明らかである。 

すなわち，被告東京電力は，いわゆる溢水勉強会の示す知見について， 

「建屋敷地が浸水すると，電源設備などが水没し機能を喪失するという結果

が得られています。」「 ただし，この結果は保安院から指摘されて気付くよう

な知見ではなく，設計上想定していない場所に浸水を仮定すれば，当然の結果

として機能を失うものと認識しておりました。」（甲ロ８０・１枚目）として

いる。 

つまり，そもそも設計上，建屋敷地への浸水は想定されておらず，逆に，建

屋敷地への浸水があれば，当然の結果として「建屋開口部から水が浸入し，電

源設備などが水没し機能を喪失する」のであり，しかも，これは保安院から指

摘されて気付くような知見ではなく，以前から当然のこととして，非常用電源

設備等の被水による全交流電源喪失の可能性も認識していたことを明確に示す

ものである。 

 

（５）溢水による非常用電源設備の機能喪失 

非常用電源設備等が設置されている建屋内における被水をもたらし得る溢水

事象については，いわゆる内部溢水と外部溢水があり，２００６（平成１８）

年に，被告東京電力および被告国らも参加して行われた「溢水勉強会」におい

ても，この２つの態様の溢水がいずれも検討の対象とされていた。特に津波等

の外部事象による建屋への浸水については，建屋内の重要な機器が浸水によっ

て機能喪失する可能性・危険性が個別のプラントごとに具体的に示されていた

（丙ロ１３の２等）。 

 



   
 

44 

 

（６）敷地高を超える津波による全交流電源喪失の現実的危険性の認識 

以上述べたとおり，臨海部に立地する原子力発電所においては，建屋等重要

施設のある敷地高さを超える津波が到来すれば，全交流電源喪失に至る現実的

危険性がある。そして，被告東京電力及び被告国は，この敷地高を超える津波

による全交流電源喪失の現実的危険性を明確に認識していた。 

以下，被告国および被告東京電力が，この現実的な危険性について明確に認

識していたことについて，資料に基づいて詳述する。 

ア 「対応について」（甲ロ６２） 

いわゆる４省庁報告書に対し被告東京電力を含む電気事業連合会がその対応

について検討を行っている甲ロ６２（以下，単に「対応について」という。）

によれば，既に１９９７（平成９）年当時，被告東京電力を含む電力各社，及

び被告国が，建屋等重要施設のある敷地高さを超える津波が襲来すれば，全交

流電源喪失の現実的危険性があることを明確に認識していたことが示されてい

る。 

「対応について」では，数値解析の２倍値で見た場合の「検討結果」が示さ

れている（甲ロ６２・７頁「７省庁津波評価に係わる検討結果（数値解析結果

等の２倍値）について」）ところ，柏崎・刈羽原子力発電所では，敷地高さＯ.

Ｐ.＋５メートルを上回るＯ.Ｐ.＋７．７メートルの高さとなり，「熱交建屋（引

用注・熱交換建屋の略）が水没するため，建屋内への海水漏洩により非常機器

が水没する可能性がある」とされ，まさに敷地高さを超える津波によって非常

用電源設備等の機能喪失が起こりうるとされている。また，浜岡原子力発電所

においては，建屋設置面及び敷地前面砂丘の高さを超える津波の高さとなり，

「Ｒ／Ｂ（引用注・原子炉建屋），Ｈｘ／Ｂ（引用注・熱交換建屋）に海水漏

洩が考えられ，電源盤等の機能喪失が考えられる」とされており，建屋敷地へ

の津波の浸水による全交流電源喪失の危険が具体的に指摘されている。この報

告は，電源盤等が設置されている建屋への浸水により全交流電源喪失の危険が
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指摘されているものであり，まさに，本件原子力発電所事故の発生の危険性に

ついての警告ともいうべき内容である。 

被告東京電力が設置する福島第二原子力発電所については，「熱交建屋」の

設置面であるＯ.Ｐ.＋４メートルを超えるＯ.Ｐ.＋９．７メートルの津波高さが

指摘され，「熱交建屋が水没するが，海水の漏洩による機器への影響が少ない

ため，問題なし」とされるも，これは，海水の漏洩の程度によって重要機器に

機能喪失がありうることを示すものである。 

そのほかの複数の発電所については，津波の高さが「敷地高さよりも低いた

め問題なし」とされているが，この検討結果は，言い換えれば「敷地高さを超

える津波」の存在が危険性の分水嶺となっていたことを示している。 

そして，津波の高さが敷地高さを超える場合の対応策については，「上げ対

応案－２」が示されているが，この場合の対応案としては，重大事故の回避の

ためには，「建屋駆体の変更」が必要であるとされている（甲ロ６２・８頁）。

すなわち，敷地高さを超える津波に対しては，主要建屋の駆体の変更まで必要

であるとされているのである（なお，電気事業連合会は，こうした必要な対応

策について，「現状建屋の駆体変更は難しい」として無責任にも対応を放棄し

ている・同頁）。 

イ ２００６年の溢水勉強会によって示された知見 

２００６（平成１８）年に，被告国及び被告東京電力も参加して，いわゆる

溢水勉強会が連続的に開催された。 

被告東京電力及び被告国は，同勉強会の示す知見に基づき，遅くとも２００

６（平成１８）年には，原子炉敷地高を超える津波が襲来した場合に，建屋内

に海水が流入し非常用電源設備が被水することによって機能喪失し，その結果

として全交流電源喪失に至る現実的危険性があることを明確に認識していた。 

すなわち，溢水勉強会における調査・研究結果によれば，敷地高さを１メー

トル超過する津波が継続することによって，福島第一発電所５号機においても
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「Ｔ／Ｂ（引用注・タービン建屋）の各エリアに浸水し，電源設備の機能を喪

失する可能性があることが判明した。」とされ，「浸水による電源の喪失に伴

い，原子炉の安全停止に関わる電動機，弁等の動的機能を喪失する。」とされ

ている（丙ロ１３の２）。 

また，浜岡発電所４号機においては，敷地高さ＋１メートルの浸水により「浸

水により安全上重要な機器へ影響を与える可能性がある。」とされており（丙

ロ１３の３），大飯発電所３号機においても，敷地高さ＋１メートルの津波に

より「原子炉建屋および制御建屋に流入する可能性がある。」とされている（丙

ロ１３の４）。さらに，泊発電所１・２号機においては，敷地高さ＋１メート

ルの津波水位を前提とすると，「原子炉補助建屋および原子炉建屋の管理区域

が被水範囲」となり，その結果「浸水による電源の喪失に伴い，原子炉の安全

停止に関わる電動機，弁等の動的機器が機能を喪失する」とされている。女川

発電所２号機においても同様に，敷地高さ＋１メートルの津波水位を前提とす

ると，建屋への浸水によりＥＣＣＳ（非常用炉心冷却装置），Ｄ／Ｇ（非常用

ディーゼル発電機）及びＲＣＩＣ（原子炉隔離時冷却系）がそれぞれ機能喪失

するとされている（丙ロ１７の２・２枚目表２参照）。 

このように，いずれの原子炉においても，敷地高さ＋１メートルの津波によ

って電源の喪失を来たし，緊急時に炉心を冷却する機能を失う危険が高いこと

が報告されているところである。 

ウ 浸水による全交流電源喪失は当然の結果という被告東京電力の自認 

被告東京電力は，本件事故後の２０１２（平成２４）年５月１６日に，一部

の新聞報道に対して，「平成１８年に保安院から津波による全電源喪失のリス

クを伝えられ，必要な対策をとらなかったという事実はありません」（甲ロ８

０）という報道発表を公表し，その中で，上記溢水勉強会によって示された，

敷地高さを超える津波の危険性について述べている。 

すなわち， 
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「万一非常用海水ポンプが津波で冠水し機能を失ったと仮定しても，福島第一

原子力発電所には空冷の非常用ディーゼル発電機が設置されているため，建屋

敷地レベルに津波が到達しなければ全電源喪失には至らないと考えていまし

た。」とある。これは，換言すれば，建屋敷地レベルを超える津波があれば，

全交流電源喪失に至ることを示すものである。 

さらに，溢水勉強会の示す知見についても， 

「建屋敷地が浸水すると，建屋開口部から水が浸入し，電源設備などが水没し

機能を喪失するという結果が得られています。」「ただし，この結果は保安院

から指摘されて気付くような知見ではなく，設計上想定していない場所に浸水

を仮定すれば，当然の結果として機能を失うものと認識しておりました。」（い

ずれも甲ロ８０・１枚目）としている。 

つまり，そもそも設計上，建屋敷地への浸水は想定されていないのであり，

逆に言えば，建屋敷地への浸水があれば，当然の結果として「建屋開口部から

水が浸入し，電源設備などが水没し機能を喪失する」のである。しかも，これ

は保安院から指摘されて気付くような知見ではなく，被告東京電力としても，

以前から当然のこととして認識していたことなのである。 

エ 被告東京電力の事故調査報告書による自認 

この点は，被告東京電力の事故調査報告書によっても明確に示されている。 

すなわち， 

「建屋の周りが水に覆われてしまえば，非常用Ｄ／Ｇが設置されている建屋の

種類や設置場所に関係なく，ルーバ等の浸水ルートとなり得る開口部と浸水深

さの高さ関係で非常用Ｄ／Ｇ自体の浸水につながるものと考えられる。」とさ

れている。 

また，２００８（平成２０）年８月の経済産業省所管の独立行政法人原子力

安全基盤機構の報告書（「地震にかかる確率的安全評価手法の改良 ＢＷＲの

事故シーケンスの試解析」）においても，「プラントに津波が到達するほどの
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高い津波の場合，安全上重要な施設に被害を生じ炉心損傷に至ることが報告さ

れている。」とされている（乙イ２の１の３１頁）。 

オ 小括 

以上みたように，原子炉施設が設置された敷地高を超える高さの津波が到来

した場合には，原子炉施設建屋への浸水，さらには地下１階に設置されている

非常用電源設備の被水により全交流電源喪失がもたらされる現実的な危険性が

あるのであり，かつ，被告国及び被告東京電力は，１９９７（平成９）年，遅

くとも２００６（平成１８）年には，こうした危険性を認識していたといえる。 

 

（７）結語 

以上のとおり，津波の一般的性質や非常用電源設備の被水に対する脆弱性な

どから敷地高さを超えた津波の到来によって全交流電源喪失に至る危険性が明

らかであること，及び被告らがこのことを十分に認識していたことからすれば，

冒頭で述べたように，被告らにおいて敷地高さを超える津波の予見があれば，

当該被害の発生防止のための結果回避措置を義務づけることができるというべ

きである。 

さらに，以下のＩＡＥＡの本件事故前から存在した国際的な津波防護に関す

る原則からもこのことは裏付けられている。 

 

４ ＩＡＥＡによる国際原則からも敷地高さを超える津波の対策が求められて

いること 

（１）ＩＡＥＡの概要とＩＡＥＡ技術文書の位置づけ 

ＩＡＥＡ（国際原子力機関）とは，第２次世界大戦後，原子力の商業的利用

に対する関心の増大とともに，核兵器の拡散に対する懸念が強まり，原子力は

国際的に管理されるべきであるとの考えが広まったことから，１９５６年に国

連において憲章草案が採択され，翌１９５７年７月２９日に発足した国際機関



   
 

49 

 

である。２０１２年４月現在，加盟国は１５４か国ある。日本は，ＩＡＥＡ憲

章の原加盟国であるとともに，発足当初からＩＡＥＡの意思決定機関である理

事会の指定理事国として，ＩＡＥＡの政策決定・運営に一貫して参画し，その

活動に積極的に協力してきた。 

ＩＡＥＡの目的は，原子力の平和的利用を促進するとともに，原子力が平和

的利用から軍事的利用に転用されることを防止することにあり，全世界におけ

る平和的利用のための原子力の研究，開発及び実用化を奨励し，援助すること

などをその権限とする。事業内容としては，原子力の平和的利用に関する分野

と，原子力が平和的利用から軍事的利用に転用されることを防止するための保

障措置の分野に大別され，平和利用の分野においては，原子炉施設に関する安

全基準をはじめとする各種の国際的な安全基準・指針の作成及び普及に貢献し

ている（以上，外務省ホームページより引用 1 ）。 

ＩＡＥＡ事務局長は，２０１２年９月のウィーンで開催されたＩＡＥＡ年次

総会において，「ＩＡＥＡが福島第一原子力発電所に関する報告書を作成する」

と表明し，２０１５年９月，要約と概要報告書によって構成される事務局長報

告書と，５巻の技術文書を公表した。原告らはその２巻のうち「２．１ 外部

事象との関連における発電所の評価」（以下「ＩＡＥＡ技術文書」という）を翻

訳し証拠として提出している。ＩＡＥＡは，原子力発電を推進するための国際

組織であるが，事務局長：天野之弥は，日本の原子力発電事業者と規制当局が

「日本の原子力発電所は非常に安全であり，２０１１年３月１１日に発生した

福島第一原子力発電所の規模の事故は全く考えられない」という，『想定』を

受け入れ，疑問を呈してこなかったことが，事故につながった大きな要因の一

                         
1 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/04_hakusho/ODA200

4/html/siryo/sr3320015.htm 

http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shiryo/hakusyo/01_hakusho/ODA200

1/html/siryou/sr30315.htm 
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つである，と厳しく批判している。 

 

（２）敷地高さを超える津波に対して防護策を講じる必要性についての指摘 

ＩＡＥＡの報告における結論は，津波ハザードを被告国（保安院）も被告東

京電力も過小評価していたことにより，津波による浸水が原子力施設の安全性

に深刻な影響を与える可能性を軽視し，その構造物，設備，機器に関する適切

な防護策を講じてこなかったことを指摘するものである。 

 その前提として，そのような対策を取るべき分水嶺は，ＩＡＥＡが指摘する

ように，当該施設の津波ハザードを評価した結果として施設がドライサイトか

らウェットサイトになるかどうかである。このことは，まさに原告らが主張す

るように，敷地高さを超えて津波が浸水するかどうかにより，その浸水に対す

る防護策を講じること（被告国についてはそれに応じた規制権限を行使するこ

と）の必要性が決まるということであり，結果回避措置を義務づける津波の予

見可能性が敷地高さを超える津波の到来であるとする原告らの主張を裏付ける

ものといえる。 

 ドライサイトとは，ＩＡＥＡによれば，次のような考え方である。 

 （引用） 

  「 ドライサイトの考え方とは，設計基準浸水時の基準水位に影響する可

能性のある風波効果，及び任意の随伴事象（高潮，海面上昇，地殻変動，

瓦礫の蓄積，土砂の流送，氷など）を考慮に入れた上で，安全上重要な

物件はすべて，設計基準浸水の水位よりも高くに建設するという意味で

ある。このことは，発電所を十分な高標高に立地させることによって，

または必要に応じ，敷地内の地盤面を推定最大浸水水位よりも高くまで

かさ上げするような建設体制を取ることによって，達成が可能である。

… 

ドライサイトの考え方は，安全性に影響しかねない敷地内浸水ハザー
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ドへの対策の要点と考えられる。発電所の当初レイアウトはこれをもと

に定めるべきであり，また発電所の供用寿命中にもこれを再評価するこ

とによって，こうした状況を確認する必要がある。再評価で否定的な結

果が出た場合には，適切な防護策及び減災措置を，適時に実施しなけれ

ばならない。」（５頁） 

そして，このような条件が満たされない，すなわち敷地高さを超えて浸水が

及ぶ場合については，サイトは「ウェットサイト」に転じる。この場合の考え

方について，ＩＡＥＡは以下のように指摘する。 

  （引用） 

  「 上述の条件（引用者注：ドライサイトの条件）が満たされない場合，

サイトは『ウェットサイト』，すなわち設計基準浸水の水位がプラント

主地盤高よりも高いと決定されたものと見なされる。従って建設・供用

の各段階中，恒久的なサイト防護策を取る必要があり，また上述のよう

に，こうした人工的なプラント防護策は，安全上重要な物件と見なすべ

きであり，従って適切に設計・保守する必要がある。」（同上） 

すなわち，ドライサイトであった施設が，その後の津波や浸水が及ぶ外部事

象に関する再評価などを通じて設計基準となる水位が敷地より高くなる可能性

が示された場合には，それに応じた適切な浸水の防護策を講じなければならな

いと指摘しているのである。 

 

（３）被告国もウェットサイト下での浸水防護の必要性を認めている 

この点，被告国は，上記引用に対し，ドライサイト・ウェットサイトに関す

る一般論を述べたに過ぎず，被告国の規制権限行使の違法を問う上で考慮され

るべき予見可能性の対象やその有無について何ら具体的に言及していないた

め，原告らの主張を補強するものではないとする。 

しかしながら，そもそも，原告らが上記引用をもってドライサイト・コンセ
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プトに関する指摘をしたのは，ドライサイト・コンセプトが，「原子炉施設の

津波に対する安全確保措置に関して，最も基本的な原則として確立した考え

方」であり，規制の在り方の指針として，国際的に広く認められていることを

主張する趣旨にある。すなわち，こうした考え方に基づいて設置許可された原

子炉施設の主要施設に津波の襲来する可能性が想定されるに至った場合には，

安全確保の前提がなくなったのであるから，敷地高さを超える津波が襲来した

としても原子炉施設の安全性が確保し得る防護措置をとり，またそうした法規

制を行うことが必要とされるということを主張するものである。 

被告国は，一般論として，施設がウェットサイトになった場合の適時かつ適

切な浸水防護策の必要性を認めておきながら（被告国第１５準備書面８頁），

一方で，本件では，そのような防護策が全く講じられていないにもかかわらず，

その点を無視して，「ウェットサイトになったとしても，それだけで直ちに福

島第一発電所事故が発生したとはいえないし，ウェットサイト下における浸水

防護策を講じていたからといって，本件地震及びこれに伴う津波による結果を

回避し得たとはいえない」などと別の論理を展開した上で原告らの主張を論難

する。 

しかしながら，なぜＩＡＥＡがウェットサイトになれば適時かつ適切な浸水

防護策が必要と指摘するのか。それはドライサイトからウェットサイトへの変

化により敷地内浸水の可能性が現実的となり，ひいては重大な事故に結びつく

危険性が発生するからであることはいうまでもない。被告国は，一般論として

であっても，このような段階（本件でいえば敷地高さを超えた津波の到来）で

の規制の必要性を自認しているのである。そして，この考え方が本件において

だけ除外される理由もない。仮に被告国の前記論理（本件事故の発生の危険性）

を前提にしても，ウェットサイトになった場合，つまり敷地高さを超える津波

が到来した場合に本件事故と同様の全交流電源喪失に至る危険性は，これまで

原告らが主張立証してきたとおり，もはや明らかである（原告ら第３６準備書
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面，第４３準備書面等）。 

したがって，本件でも，ＩＡＥＡが指摘するとおり，知見の進展によりウェ

ットサイトに転じた段階で，被告国が規制を行う（規制権限を行使する）必要

性があったことは明らかである。これは，すなわち，敷地高さを超える津波が

到来すること（ウェットサイトに転じること）が予見の対象であり，このよう

な予見に至った段階で被告国は適時にかつ適切に規制権限を行使しなければな

らないということである。 

 

第３ 予見可能性の程度～被告国が主張するような科学的知見の確立まで求

めることは誤りであること 

 

１ 被告国の主張 

被告国は，その第１７準備書面第１において，被告国の規制権限不行使の違

法性を判断する前提として，規制権限行使が作為義務になるまでの必要な予見

可能性の程度が「客観的かつ合理的な根拠としての科学的知見が確立している

場合に限られ」（同準備書面１～２頁），その確立した科学的知見は，一部の

専門家から論文等で提唱されただけでは足りず，「専門的研究者の間で正当な

見解であると是認され，通説的見解といえる程度に形成，確立した知見である

ことを要する」などと主張する。 

 その上で，本件の福島第一原子力発電所事故においては，被害を発生させた

本件地震及びこれに伴う津波と同規模の津波が発生到来することの予見可能性

の判断を前提に，そのような知見が通説的見解といえるまで確立した科学的知

見であることが必要であるとし，特に，いまだ発生していない被害の発生防止

のための規制権限行使においては，より一層確立された科学的知見に基づき，

具体的な危険の発生の予見可能性が必要であると主張する。 

 さらに被告国は，原子力工学の専門家である岡本孝司，山口彰の各意見書（丙
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ロ９２及び丙ハ１０８）を引用し，おおむね，「原子力工学の観点から」とし

て，投入できる資源や資金にも限りがある（同準備書面２頁），人的資源の問

題や時間的な問題として，緊急性の低いリスクに対する対策に注力した結果，

緊急性の高いリスクに対する対策が後手に回るといった危険性もあることか

ら，優先順位が高いものから行っていく必要がある（同３頁），グレーデッド

アプローチの観点からその優先順位を決めるために安全対策を施す前提となる

知見に相当な精度・確度が認められる必要がある（同５頁）などと主張し，こ

れらの意見書が被告国の予見可能性の程度に関する主張を裏付けるものとして

いる。 

ここでの被告国の主張の核心は，このような知見の確立がなければ予見可能

性が認められないとすることで，原告らの主張する敷地高さを超える津波の予

見可能性を裏付ける地震本部「長期評価」について，そのような科学的知見と

しての確立に至っていないと結論づけることにある。「長期評価」の知見とし

ての意義等ついては第６章以下で詳述するとして，ここでは，個別の知見の前

提として，本訴訟のような原子炉施設に対する規制権限の行使が問題となる事

案において求められる予見可能性の程度について述べる。 

 

２ 原子炉施設には「万が一」をも考慮した高度の安全性が求められること 

（１）原子炉等規制法等が原子炉施設に高度の安全性を求めていること 

被告国の上記主張は，原子炉施設においては，原子炉等規制法等の趣旨・目

的を踏まえ，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」（伊方原発訴

訟最高裁判決）という特別高度な安全性が求められることを一切考慮に入れて

いない点において失当というしかない。 

すなわち，本件のような原子力発電所の事故は，一たび事故が起きれば国民

の生命身体に不可逆的で深刻な被害をもたらすおそれがある。原子炉施設がか

ような巨大で潜在的な危険性を内包していることを踏まえ，原子炉等規制法等
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の一連の安全規制の法制度は，そのような重大事故による深刻な災害が万が一

にも起こらないようにするという目的を達するために，被告国（経済産業大臣）

がその規制権限を，適時にかつ適切に行使すべきことを要求しているのである。 

この規制権限行使を基礎づける予見可能性の程度については，国民の生命身

体に深刻な被害をもたらしかねない重大事故が万が一にも起こらないようにす

るという観点から，どの程度の危険性まで認識していれば，結果回避義務を基

礎づけるに十分かという規範的判断が求められるところである。 

 

（２）事故の経験を踏まえて安全性を高めていくという対応は許されないこと 

このような観点からすれば，被告国が主張するような「科学的知見が通説的

見解として確立する」まで規制権限行使が義務づけられることはないという立

場は，仮にその言葉通りに実行されたとすれば，実際には，知見の確立まで規

制が行われず，その結果として被害が現実化することもやむを得ない
．．．．．．

とするも

のであり（被害の受容），被害の現実化や知見の確立を待って初めて規制権限

行使が義務づけられ事故の経験を踏まえ将来に向けて安全性を高めていくとい

う考え方といえる。しかし，こうした考え方は，少なくとも原子炉等規制法等

が原子炉施設について高度な安全性を求めている趣旨に沿うものとはいえな

い。被告国が立脚するこうした安全規制の考え方は，事故による被害が（個人

の被害を離れ社会全体としてみれば）回復可能であり，いったん発生した被害
．．

の
．
経験を踏まえ
．．．．．．

（これを
．．．．

前提として受け入れ
．．．．．．．．．

）
．
，
．
将来的に
．．．．

向けて
．．．

被害の再発・
．．．．．．

拡大を防止する
．．．．．．．

ことによって法の目的を達することができる領域においてのみ

正当化される考え方である。 

 

（３）原子炉施設では万が一にも事故が起きないことが求められること 

これに対して，原子炉施設における重大事故は，想像を絶する被害をもたら

すものであり，かつ（個人的にも社会的にも）およそ回復不可能な被害をもた
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らすものであり，事故による被害の経験を教訓として徐々に安全性を高めてい

くという対応を取ることはおよそ許されないものである。こうした観点からは，

原子炉施設の安全確保のための規制権限行使に関しては，伊方原発訴訟最高裁

判決が明らかにした「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という

原子炉等規制法等の趣旨・目的に照らして無視できず，当然に考慮すべきと評

価される科学的な知見であれば，経済産業大臣の規制権限行使を義務づけるの

に十分というべきである。 

そして，後述するとおり地震本部の「長期評価」は，原子炉等規制法等の趣

旨，目的からして無視できず，当然に考慮すべきと評価される科学的な知見で

ある。 

 

（４）被告国の主張は伊方原発最高裁判決の趣旨に反すること 

被告国は，上記原子炉施設の構造的危険性や伊方原発訴訟最高裁判決が原子

炉施設の安全規制において求める考え方には一切触れず，自らに都合のよい部

分だけを援用して主張しているにすぎない。すなわち，伊方原発訴訟最高裁判

決は，原子炉施設の安全基準について「科学技術は不断に進歩，発展している」

ことから「最新の科学技術水準への即応性」が求められると指摘した上で，深

刻な災害をもたらさないために「万が一にも」事故を起こしてはならないと指

摘しているところである。しかるに，被告国は，こうした点を一切無視し原子

炉施設の安全規制に求められる特性とは無関係に，「規制対象を原因にしてす

でに被害が発生している場合と異なりいまだ発生していない被害の発生防止に

はより一層の確立された知見がなければ規制ができない」などという主張に終

始している。このような主張は前記最高裁判決が示す原子炉等規制法等の趣旨

にまさに逆行する考え方という他ない。 
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３ 原子力工学の観点を予見可能性の判断に持ち込むことの誤り 

（１）岡本ら工学研究者は地震津波の専門外であり適格性を欠く 

被告国は，前記予見可能性の程度に関する自らの主張を裏付けるために，原

子力工学の研究者である岡本孝司，山口彰の意見書（丙ロ９２及び丙ハ１０８）

を度々引用する。 

しかしながら，そもそも岡本孝司，山口彰の研究対象は，原子力に関する工

学であり，地震津波の発生到来に関する予見可能性は研究対象でもなく全くの

専門外である。このような専門外である研究者が，地震津波の専門研究者のす

でにある見解すら真摯に検討・把握しようともせず，地震津波に関連してその

予見可能性について述べること自体，研究者としての良識を疑わざるをえない。

また裁判所に誤った判断材料を与えかねず，ひいては裁判所の研究者全体に対

する信頼を低下させるおそれのあるものとして極めて不当という他ない。 

また，同人らは，前記の工学的観点のみに基づいて，その観点から地震津波

の予見可能性について原告らの主張を批判するのみである。一般防災における

地震調査研究推進本部の「長期評価」の内容や意義，地震津波の予測のために

津波評価技術等，本件で地震津波の予見可能性を基礎付ける知見について十分

に理解しているとも思われない。このことは両人の意見書を一読すれば明らか

である。これらの意義や評価を無視して述べられている以上，専門外の分野に

ついて単なる憶測を述べているといわざるをえず，意見書の内容は到底信用で

きるものではないし，専門的知見とみなすことも当然ながらできない。 

 

（２）地震津波の予見可能性は工学的知見とは明確に区別されるものである 

地震津波の予見可能性の判断とは，どこにどの程度の規模の地震が発生しど

こにどの程度の規模の津波が到来するかについて，地震津波の専門的研究の成

果を踏まえて純粋に地震学の知見から判断されるものであり，ここに工学的な

判断が入り込む余地はない。そして，当該場所にそのような津波が到来するこ
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とが予見された場合に，そこではじめて設計基準事象としてその津波を取り入

れて対策を取る必要があるのか，設計基準事象として考慮しないものの設計基

準事象を超える対策の拡充を考えるのかといった判断がありうる（ただし，こ

の対策の必要性を基礎付ける判断に工学的観点を持ち込むこと自体，原告らは

是認するものではない）。 

すなわち，地震学の知見に基づいて津波の到来を予見しうるかどうかを判断

する場面と，その上でその知見を取り入れて当時から対策を行うべきかどうか

を判断する場面とは全く異なる場面であり，さらに後者の段階において，工学

という一面的な側面からその対策の要否を判断することもまた誤りである。 

被告国の主張は，地震学の知見から判断される津波の到来の予見可能性の判

断の中に，このような工学的な観点を持ち込むことで議論を混乱させている。 

繰り返しになるが，被告国は岡本らの意見に基づいて，あくまで工学的な見

地から原子力発電所の安全対策においてどのような性質の知見を取り入れるべ

きかを述べているにすぎず，これは被告国の原子力発電所の安全規制として規

制権限行使の作為義務を基礎付ける予見可能性の問題とは，全く異質のもので

ある。 

 

（３）被告国の主張によっても「長期評価」は科学的に確立した知見である 

被告国が引用する山口彰の意見書では，科学的知見の確立があったことの一

つの例として，地震動の安全対策の分野において，平成７年の阪神淡路大震災

の教訓を踏まえ平成１８年９月に原子力安全委員会での検討のもとに耐震設計

審査指針が改訂されたことを挙げているが（丙ハ１０８・１０頁），これは，

被告国がいう学会や研究会での議論を経て論文などをもって専門家の間で正当

な見解として是認されたものではない。山口がいうように，このような公的機

関における専門家の検討や議論を経て成立した公的見解が，科学的知見の確立

の根拠となるのであれば，まさに津波においては，文科省下の地震調査研究推



   
 

59 

 

進本部における２００２（平成１４）年「長期評価」（甲ロ５０）こそが，同

様の議論を経て成立した公的見解として，被告国の主張においても確立した科

学的知見として扱われるべきものである（知見としての「長期評価」について

は，次章第４にて詳述する）。 

 

第４ 総括 

 

 以上，原告らは，本件における予見可能性の対象として敷地高さを超える津

波の到来であることについて，津波の陸上における遡上態様の不確実性といっ

た津波の性質や，建屋内に設置された非常用電源設備等の被水に対する脆弱性

と全交流電源喪失に至る構造的な危険性などから明らかにした。そして，敷地

高さを超える津波が到来すればこのような危険性が顕在化し全交流電源喪失に

至ることは被告ら自身も「対応について」（甲ロ６２）や溢水勉強会の結果によ

って十分に認識し，その認識を公表もしていたものである。そして，ドライサ

イトとウェットサイトの区別のもとで敷地がウェットサイトとなれば速やかに

津波防護措置を取るべきことを求めていた本件事故前から存在するＩＡＥＡの

国際原則は，すなわち敷地高さを超える津波が予見できれば対策を講じる必要

性があると明確に指摘するもので，原告らの主張を裏付けている。以上からす

れば，本件の予見可能性の対象は，原告らの主張するとおり，敷地高さを超え

る津波の到来である。 

 さらに，そのような対象についてどの程度まで予見していれば結果回避を基

礎付けられるかという点では，原子炉施設において求められる安全規制の趣旨

から原告らの主張を明らかにした。すなわち，原子炉施設において一度被害が

発生すれば国民の生命身体に不可逆的に深刻な被害を生じるのであり，伊方原

発訴訟最高裁判決のとおり原子炉施設では万が一にも事故を起こしてはならず，

高度の安全性が求められることからすれば，このような原子炉等規制法等の趣
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旨目的に照らして無視できないと評価されるだけの科学的知見の積み重ねがあ

れば，被告国（経済産業大臣）に規制権限を義務づけるに十分というべきであ

る。他方で，被告国の主張するような科学的知見の確立や専門研究者の間で正

当な見解として是認され通説的見解といえるまで確立しなければならないとし

た場合，そのような時点まで結果回避措置のための規制権限行使が義務づけら

れないとすれば，およそ原子炉施設における潜在的危険性から国民の生命や健

康を守ることなど不可能となる。この点に関し被告国の主張は，原子炉施設の

構造的・潜在的危険性や伊方原発訴訟最高裁判決には一切触れることなく，工

学的観点として人的資源や資金の限界といった原子炉施設に対する安全規制の

在り方とは真逆の論理を持ち出し，事故の主張を正当化しようとするが，前記

のとおり失当という他ない。 
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第６章 敷地高さを超える津波の予見可能性を基礎付ける知見 

 

 

第１ はじめに 

 

 第５章では本件の予見可能性の対象について，敷地高さを超える津波の到来

とすべきこと，その予見可能性の程度して原子炉等規制法等の趣旨目的からし

て無視できない知見の集積があれば足りることを明らかにしたが，第６章では，

このような予見可能性の前提となる整理を踏まえて，その予見可能性を裏付け

る知見，すなわち，２００２（平成１４）年，遅くとも２００６（平成１８）

年までに福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波が到来することを基礎

付け，また，原子炉等規制法の趣旨目的から無視することのできない具体的な

知見について明らかにしていく。 

 

１ 原告らのこれまでの主張立証について 

これまで原告らは，敷地高さを超える津波の予見可能性を基礎づける知見に

ついて，最も中心的な主張として，２００２年「長期評価」の地震想定を前提

として，その公表の当時既に実施が可能であった被告東京電力の２００８年推

計の結果を踏まえれば，２００２（平成１４）年当時に，福島第一原子力発電

所の主要建屋敷地（建屋の立地点）において，Ｏ.Ｐ.＋１２メートル程度の高

さの津波の襲来が予測されたものであることを主張・立証した（原告らの第４

２，４３準備書面等）。 

第２以下では，まず，地震津波の基本的な知見を確認した上で，２００２年

「長期評価」に先だって得られた知見として，既往最大を超えて想定しうる最

大規模の地震津波の考慮が求められていたことを明らかにする。すなわち，被

告国（建設省など４省庁）が，「地域防災計画における津波対策強化の手引き」
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の策定と合わせて，１９９７（平成９）年３月に作成した「太平洋沿岸部地震

津波防災計画手法調査報告書」（いわゆる「４省庁報告書」）が示す津波の想

定，及び被告国（国土庁）が，１９９９（平成１１）年３月に日本全国の海岸

部を対象として作成し公表した「津波浸水予測図」が示す津波の想定によって

も，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さを超える津波の襲来が予見可能

だったのであり，敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規

制）の必要性を基礎づける津波襲来に関する知見が得られていたことを明らか

にする。 

そして，以上の知見を踏まえて，原告らが知見として最も中心的に主張する

「長期評価」について，その結論の根拠から信用性に至るまでを整理していく。

さらに，「長期評価」公表後も「長期評価」の信頼性が確認されており敷地高

さを超える津波到来の可能性が示されていたこと，そして，いわゆる２００８

年推計として，被告東京電力が福島第一原子力発電所の敷地 O.P.＋１０ｍを優

に超える具体的な設計津波水位を計算しており，この推計は，２００２年時点

でもすでに可能であったこと，ひいては，これらの事実により，本件の予見の

対象である敷地高さ超える津波の到来に関する予見可能性が十分に裏付けられ

ていることを明らかにしていく。 

なお，これら原告らの主張の趣旨を明らかにするため，２点にわたって以下

補足する。 

 

２ ウェットサイト規制の必要性を基礎づける津波知見としての評価 

第１点は，原告らが，本項で「４省庁報告書」及び「津波浸水予測図」の示

す津波襲来の想定を論じる趣旨は，これをもって，直ちに福島第一原子力発電

所の津波防護対策の設計が可能になるという趣旨で主張するものではないとい

うことである。すなわち，既に詳述したが，被告東京電力が具体的な防護措置

を設計する前提としての津波予見と，被告国による敷地高さを超える津波に対
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する安全規制（ウェットサイト規制）の必要性を基礎づける津波予見は，別個

に検討されるべきものであり，以下においても，後者の被告国の安全規制を基

礎づける津波予見性を基礎づける事実として上記二つの津波知見を論じるもの

である（よって，原告らは，この２つの知見によって被告東京電力において，

直ちに，津波防護の具体的な設計をなし得ると主張するものではない。）。 

 

３ 先立つ津波知見を踏まえ「長期評価」の意義を捉えるべきこと  

第２点は，被告国による敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェット

サイト規制）の必要性を基礎づける各知見を評価する場合に，これを分断して

個々ばらばらに評価すべきではないという点である。 

すなわち，歴史的にみれば，福島第一原子力発電所の建屋敷地高さを超える

津波の襲来があり得ることに関しては， 

① １９９７（平成９）年３月  建設省他「４省庁報告書」 

② １９９９（平成１１）年３月 国土庁「津波浸水予測図」 

③ ２００２（平成１４）年７月 地震調査研究推進本部「長期評価」 

というように，政府機関による報告が，時間的に近接し，かつ連続的に公表

されていることを全体として評価する必要がある。 

すなわち，先行して示されている①「４省庁報告書」及び②「津波浸水予測

図」が，いずれも敷地高さを超える津波の襲来があり得るとしていたという事

実を踏まえて，その延長上に，③２００２年「長期評価」において福島県沖の

日本海溝沿いにおいても甚大な津波被害をもたらし得る「津波地震」が相当程

度の確率で起こり得るとされ，従来，想定されていた以上に高い津波の襲来の

可能性があることが示されたのであり，その結果，「４省庁報告書」及び「津

波浸水予測図」の示す知見の蓄積の上に，２００２年「長期評価」の地震想定

の知見が付加されることによって，敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウ

ェットサイト規制）を行うべきことの必要性がより一層強く基礎づけられるに
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至ったという歴史的な経過を十分に踏まえて評価する必要がある。 

（なお，上記②と③の間である２００２（平成１４）年２月には，土木学会

「津波評価技術」が公表されており，津波シミュレーションに関する計算手法

についての取りまとめがなされており，２００２年「長期評価」の想定地震を

前提としても精緻な津波シミュレーションが実施可能となったことについて

は，原告ら第４２準備書面第３において詳述した。また後記第７参照）。 

 

第２ 地震津波に関する基本的知見 

 

１ 地震のメカニズム 

（１）プレートテクトニクス理論による地球内部構造の説明 

地球の内部構造について，地殻・マントル・核に区分されることは広く知ら

れている。これは物質の違いによる区分であるが，物質の性質（特に流動しや

すさ）で地球内部を考えた場合，粘性（粘り気）による区分がなされる。 

地殻とマントル上部は温度が低いため固く流動しにくい。この部分をリソス

フェアという。他方，この固いマントル部分の下は温度が高く（岩石も溶ける

温度）物質が柔らかくなっている。この柔らかく流動しやすい部分をアセノス

フェアという。つまり，やわらかく変形しやすいアセノスフェアの上に固い大

地（リソスフェア）が乗っているのであり，これにより固い大地といえども動

くことになる（甲ロ５３・６頁）。 

このリソスフェアは海洋で１０～１５０ｋｍ，大陸で１００～２００ｋｍの

厚さがあり，地球全体では十数枚のプレートに分かれている。それぞれのプレ

ートは別々の方向に動いており，隣り合うプレート同士には，近づくもの・離

れるもの，あるいはすれ違うものもある。このため，プレート境界では様々な

地学現象が発生する（甲ロ５３・６～７頁）。 
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（２）地震発生の仕組み 

地震とは地球内部で発生する岩石の破壊現象である。岩石はバネの性質を有

しており，外部から力が加わると岩石は変形して反発力を増し，外部の力と反

発力が釣り合うことで均衡を保つ。しかし，岩石が支えられる力には限界があ

り，その限界以上の力が加わると岩石は壊れてしまう。地球内部では様々な規

模でこうした岩石の破壊現象が無数に発生している（甲ロ４９・２頁）。 

地球内部は非常に高い圧力を持っていることから，岩石が破壊を起こす際に

新たな隙間を作って膨張する（体積を増やす）ことができない。そのため，地

震（岩石の破壊）が起きる際には，岩石に断層（亀裂）が生じ，亀裂に沿って

ずれを起こすことで周囲から加わっている力を軽減させている。これを断層の

ずれと呼ぶ（甲ロ４９・２頁）。 

地震を起こした後も断層は高い圧力の下にあり，更に地球内部の高温や地下

水が化学反応を促進するため，断層はやがて固着し強度が回復する。しかし，

一度破壊を起こした部分は周囲の岩石よりは弱いため，加わる力が再度大きく

なった時には同じ断層が再度壊れる場合が多い。こうした理由で，地震は同じ

場所で繰り返し発生する性質があると考えられている（甲ロ４９・２頁）。 

 

（３）地震のエネルギー 

地震のエネルギーは，①地震時にずれを起こす断層の面積と②ずれの大きさ

の積に，③岩石のばねの強さ（剛性率）を乗じたものと定義される（甲ロ４９・

３頁）。この物理量を地震モーメントと呼ぶ（後述）。 

地震の規模を表すには，エネルギーの対数に比例するマグニチュードという

指標を用いる。マグニチュードで０．２の差は地震のエネルギーが２倍異なる

ことを意味する。マグニチュードが１大きくなるとエネルギーは約３２倍に，

同様に２大きくなるとエネルギーは約１０００倍になる（甲ロ４９・４頁）。 

ところで，規模が大きい地震ほど発生頻度は低くなる。一般的に，マグニチ
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ュードが１大きくなると発生頻度は約１／１０になることが知られており，こ

れをグーテンベルク・リヒター則と呼ぶ。この法則に従えば，ある地域である

期間にマグニチュード８の地震が１個起きるとき，マグニチュード７の地震は

約１０個，同６の地震は約１００個起きている計算になる。この法則は，大き

な被害をもたらす巨大地震ほど発生頻度が桁違いに小さくなり，過去の限られ

た経験から将来の危険を察知して備えることが大変困難であることを意味して

いる（甲ロ４９・４頁）。 

 

（４）海溝沿いの地震 

プレート境界は，①海嶺・地溝帯，②トランスフォーム断層，③海溝・大山

脈の３つに分類されるが（甲ロ５３・８頁），これらプレート境界の中でも特

に地震の発生頻度が高く，しかも巨大な地震が起きる場所として重要なのがプ

レートの沈み込み帯である（甲ロ４９・２頁）。 

海溝では，海側のプレートが陸側プレートの下に沈み込んでおり，両プレー

トの境界面で地震が起きる。沈み込み帯では，海側のプレートが陸側のプレー

トの下へ年間数㎝の速さで沈み込んでいるが，２つのプレートの境界は固着し

ているため，陸側のプレートは海側のプレートに引きずり込まれる形で変形し，

時間の経過と共に反発力が増加していく。この力が限界に達すると，プレート

境界の固着では陸側プレートの反発力を支えきれなくなり，プレート境界が破

壊されて断層のずれ（陸側がプレート境界に沿ってずれ上がるような形）が生

じる。これが海溝沿いにおける地震発生のメカニズムである（甲ロ４９・２頁，

甲ロ５３・１０頁）。 

 

（５）アスペリティのずれと巨大地震 

このように，地震はプレート境界面で発生するが，境界面の岩塊は通常数十

Km にわたり固く結びついている。このような広い範囲の固着域をアスペリテ
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ィという（甲ロ５３・１２頁）。 

大きなアスペリティがずれると，それにより周辺の固着していない部分も同

時にずれる。さらにその周辺の固着域にも力が及んでずれることになる。この

ようにして境界上の広い面積が同時にずれるので巨大地震を引き起こす。この

大きなアスペリティにかかる力が限界に達するまでには長い時間がかかり，し

たがって巨大地震の発生間隔は百年から数百年の長きにわたる（甲ロ５３・１

２頁）。 

たとえば，２０１１（平成２３）年の東北地方太平洋沖地震では，日本海溝

に近い部分における断層のずれの量が最大４０～８０ｍと推定されている。太

平洋プレートの沈み込みは年間約８㎝であり，したがって４０～８０ｍの断層

のずれを引き起こすためには５００～１０００年間に対応するプレートの移動

量が必要となる（甲ロ４９・３頁）。 

 

（６）ゆっくり地震（低周波地震） 

このように，プレート境界面ではアスペリティのずれにより巨大地震が発生

する一方で，地震の波をほとんど（あるいはまったく）出さず，ゆっくり断層

がずれる「ゆっくり地震」も発生することが明らかとなっている（甲ロ５３・

１２，１６頁）。 

これは，普通の地震よりもずれがゆっくり起こり，人が感じるような強い地

震の揺れはない（あるいは小さい）が，地震計にゆっくりした低周波数（長周

期）の地震波が記録されたり，ＧＰＳ観測網などで大地のゆっくりした動きと

して捉えられる（甲ロ５３・１６頁）。津波地震もその一種であり，こうした

低周波地震の大規模なものと考えられている（津波地震については後述する）。 
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２ 津波のメカニズム 

（１）津波とは 

津波とは，沿岸で異常に大きな潮の満ち引きが１０～数十分で起こり，短く

ても数時間続く現象をいう。単なる大きな波ではなく，海そのものが盛り上が

って陸地に押し寄せてくるものである（甲ロ５３・１５頁）。 

 

（２）津波発生の仕組み 

津波の原因は，広い地域における海底の上昇（隆起）と下降（沈降）である

（甲ロ５３・１５頁）。 

大地震が海底下の浅い部分を震源として発生すると，海底の地殻変動によっ

て海水に上下変動が生じる。海面に生じた高低差は海水の流動によって解消さ

れるが，この時に海面変動が周囲に広がっていく現象が津波である。津波の伝

わる速度は近似的に海の深さの平方根に比例することが知られており，たとえ

ば深さ５，０００ｍの海では時速８００ｋｍというジェット機並みの早さで伝

わるが，深さ５０ｍの沿岸部では時速約８０ｋｍまで減速する。しかし後続の

波は（海底が深いため）より速い速度でどんどん前の津波に追いついていき，

結果として沿岸部では津波の高さが増していく（甲ロ４９・４頁）。 

また，津波の高さは海岸付近の地形の影響を受けるため，地理的に近い場所

でも津波の高さは大きく変化することになる。 

 

３ 津波地震 

（１）津波地震とは 

海域で発生する地震のうち，地震の規模に対して大きい津波を引き起こす地

震を「津波地震」と呼ぶ（甲ロ４９・６頁，甲ロ５３・１６頁）。なお，後述

する地震調査研究推進本部「長期評価」においては，津波地震を「断層が通常

よりゆっくりとずれて，人が感じる揺れが小さくても，発生する津波の規模が
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大きくなるような地震」と定義している（甲ロ５０・３頁脚注２）。 

これまで東北地方沖で発生した地震のうち，慶長地震（１６１１年），延宝

房総沖地震（１６７７年），明治三陸沖地震（１８９６年）が津波地震であっ

たと考えられている（甲ロ５３・１６頁）。このうち，明治三陸沖地震は，地

震の揺れそのものは震度３～４程度でそれほどの被害もなかったが，直後に３

０ｍを超える津波が沿岸部を襲い，２万人を超える死者・行方不明者を出した

（甲ロ４９・６頁）。 

 

（２）津波地震のメカニズム（なぜ揺れに比して津波が大きいのか） 

  ア 地震モーメントの計算式による説明 

前述のとおり，津波地震とは地震の規模と比較して大きな津波を引き起こす

地震，言い換えると，揺れが小さいにも関わらず大きな津波を引き起こすもの

である。その発生メカニズムについて，ここでは震源の性質との関係で説明す

る（甲ロ５３・１７頁以下）。 

震源の物理的な大きさは，地震モーメントと呼ばれる量によって表されるが，

これは以下の式により定義される。 

  地震モーメント＝剛性率×断層面積×断層のずれの量 

そして，津波の高さは地震モーメントの大きさによって決まり，他方で地震

の揺れの大きさは地震モーメントの変化の早さ（時間微分）に比例して決定さ

れる。 

  イ 断層のずれの速さが小さい場合 

まず，剛性率・断層面積は一定の値と仮定し，地震モーメントの時間変化を

考えてみる。 

地震発生前において地震モーメントはゼロ（断層のずれの量がゼロ）であり，

断層がずれる間に地震モーメントは増大していく。そして，上記アのとおり，

地震の揺れの大きさは地震モーメントが変化する速度に比例するのであるか
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ら，ずれの速度が速ければ揺れも大きくなる。 

他方，津波の高さは地震モーメントの大きさによって決まる。したがって，

もし断層のずれが長い時間にわたってゆっくり起これば，時間微分は小さいが，

最終的なずれの量が大きくなるのであるから，地震モーメントは大きくなる。

言い換えると，地震の揺れは小さくとも津波の高さは大きくなる。 

  ウ 断層の破壊伝播速度が小さい場合 

津波地震のメカニズムは，断層面積の変化によっても説明できる。地震は地

中で破壊が生じることによって起きるが，その破壊は，ある場所から始まって

破壊域（断層面積）が広がっていく。この破壊伝播速度が大きいと，断層面積

の拡大速度が大きくなり，地震モーメントの変化の早さ（時間微分）は大きく

なり，したがって揺れも大きくなる。 

他方，破壊伝播速度は小さいが，長い時間にわたって破壊が続くと，地震モ

ーメントの変化の早さは小さくなり，したがって揺れも小さくなる。しかし，

最終的な断層面積は大きくなるのであるから，地震モーメントは大きくなり，

したがって津波の高さも大きくなる（甲ロ５３・１８頁）。 

 

（３）小括 

このように，断層のずれの速さや破壊伝播速度が小さくても（＝揺れが小さ

くても），地震モーメントが大きくなる場合があり，これにより津波地震の発

生が説明できる。 

これは，最初に津波地震という概念を提唱した金森博雄氏の説明である。そ

の理論的な根拠は，地震計に記録された様々な周波数の地震波によって津波地

震を解析した結果，低周波数（長周期のゆっくりした揺れ）ほど揺れが大きい

ことに基づいている。 

そして，早くも１９８０年には，日本海溝の内側斜面域にこのような低周波

地震発生帯が存在することが明らかとなった（甲ロ５３・２０頁，甲ロ５７の
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１，甲ロ５７の２）。津波地震とはこの低周波地震の大規模なものと考えられ

ている（甲ロ５３・２０頁）。 

この津波地震に関する知見の進展については，後に項を改めて述べる。 

 

４ 津波・地震予測の手法と限界 

（１）歴史地震研究の重要性と限界 

  ア 概説 

将来発生し得る地震・津波に備えるためには，過去に発生した事象を知るこ

とが必要になる。しかし，わが国において計器を用いた地震・津波の観測が行

われるようになったのは明治以降であるため，観測記録だけでは不十分である。 

そのため，歴史記録（古文書）や地質学的情報を用いて過去に発生した地震・

津波を研究することが必要不可欠となる。 

  イ 古文書による研究とその限界 

日本には古くから多くの文書が残されており，地震・津波に関する記述も多

い。例えば，１０世紀初頭に完成した史書「日本三代実録」には，８６９（貞

観１１）年に現代の宮城県沿岸を襲った貞観地震津波に関する詳細な記録が残

っている。こうした古文書に記録された被害状況等から，過去の記録の規模を

推定する研究等が行われている（甲ロ４９・１４頁）。 

ただし，こうした資料の信頼性は様々であり，正しく解釈するには幅広い知

識と多くの経験を必要とするため，専門家の数は限られている。また，当然の

ことながらすべての記録が残っている訳ではなく，特に中世の資料には欠落が

多い。本州以南で大地震がほぼ欠落せずに記録されているのは，江戸時代以降

の約４００年間に過ぎない（甲ロ５３・２１頁）。 

既往最大の地震について議論する場合には，このように歴史の記録に残って

いない地震が発生している可能性に留意しなければならない（甲ロ５３・２１

頁，甲ロ２３・１２３頁）。 



   
 

72 

 

  ウ 地質学的情報の研究とその限界 

記録に残された地震は過去１０００年以上前まで遡ることができるが，地震

活動解明のためにはまだ不十分である。そのため，断層地形の調査，断層トレ

ンチ調査や津波の痕跡調査等，地質学的情報の利用も重要となる。 

ただし，条件によっては地震・津波の痕跡が残らない場合もあるので注意が

必要である（甲ロ４９・１４頁）。 

（２）固有地震モデルの限界 

  ア 固有地震とは 

上記（１）で述べた歴史資料や地質学的情報を利用した過去の地震の研究に

より，大地震が，長期の繰り返し間隔（１，０００～１０，０００年）で，同

じ場所で，同じように繰り返し発生することが明らかになっている。より正確

に言うと，大地震は，ほぼ同一の場所で，ほぼ同様の震源規模で，繰り返し発

生し，その間隔にもある程度の規則性が認められる。こうした観測事実を単純

化したものを固有地震モデルという（甲ロ５３・２１頁）。 

  イ 単純化したモデルであることに留意すべき 

しかしながら，同一の震源規模をもつ地震が，同一の場所で，一定の間隔で

発生する，ということはほとんどない。 

例えば，固有地震として知られる「南海地震」は，歴史資料から少なくとも

８回の繰り返しが確認されている。しかし，この南海地震は「同じような地震」

が単純に繰りかえされたものではない。７回目の安政南海地震（１８５４）は

最後の昭和南海地震（１９４６）より規模が大きく，６回目の宝永南海地震（１

７０７）は震源域が他の南海地震よりも広大であった。更に，その前の慶長南

海地震（１６０５）は津波地震であったと考えられている。このように，一括

りに「南海地震」と言っても，ひとつひとつは異なる地震である（甲ロ５３・

２２頁）。 

固有地震モデルを用いた地震予測は確かに有用ではあるが，その利用に際し
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ては，あくまで単純化されたモデルであること，そして実際の地震は複雑であ

ることに十分注意しなければならない。 

 

（３）地震発生の空白域 

既述のように，地球表面は十数枚のプレートに覆われているところ，長い時

間的スパンで見れば，境界上のどの位置においても，必ず同じようにずれるこ

とになる（甲ロ５３・２０頁）。 

 すなわち，プレート境界で発生した地震の震源域を図上にプロットしていく

と，長い間には境界上を隙間無く震源域が埋めることになる。したがって，あ

る期間，震源域が存在しない＝空白となった地域（空白域）が存在しても，そ

れは次の期間には埋められることになる。地震の空白域とは，このような理論

に基づいている。 

 

５ 「３．１１」の地震・津波 

（１）連動型地震 

２０１１（平成２３）年３月１１日に発生した巨大地震は，断層の破壊が三

段階に分かれていることが判明している（甲ロ５３・３４頁，甲ロ２３・１２

５頁）。 

破壊の第一段階は，まず三陸沖南部海溝寄りで始まり，次いで宮城県沖に及

んだ。 

破壊の第二段階では，プレート境界の極浅部，海溝付近で大きなずれが発生

した。この段階は，大きなエネルギーの放出と日本海溝付近での５０ｍにも及

ぶ異常に大きな海底の動きを伴った。この破壊域には激しい揺れを生じる震源

はなく，明治三陸地震と同様の津波地震が日本海溝付近で発生したと考えられ

ている。 

この異常に大きなずれに引きずられたように，三陸中部沖，福島県沖，茨城
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県沖に破壊の最終段階が拡大していった。 

 

（２）津波地震の発生 

東日本大震災においては，地震の第二段階（およびそれ以降）において，宮

城県沖～福島県沖で津波地震が発生したものと考えられる（甲ロ５３・３４頁）。

この津波地震については，後述の「長期評価」でもその発生が予測されていた

ものである（同）。「長期評価」の詳細については項を改めて述べるが，以下

では，「長期評価」に至るまでの「長期評価」以前の知見について述べる。 

 

第３ 既往最大の地震津波から想定しうる最大規模の地震津波の考慮が求め

られていたこと 

 

１ 原発と津波想定前史 

（１）地震対策：安全率に余裕を持たせる考え方が早期に確立 

わが国初の商用原発は，１９６６（昭和４１）年に運転を始めた日本原子力

発電東海発電所（茨城県東海村）である。１９５７（昭和３２）年，原子力委

員会（当時）は日本に原発を導入するのに先立ち，原子炉地震対策小委員会を

設置し，耐震設計の検討を始めた。この小委員会を日本原電社内に設置された

地震対策委員会が引き継ぎ，１９５８（昭和３３）年に耐震設計仕様書を策定

した。この仕様書では，重要部分の設計では，地震によって構造物に加わる力

を建築基準法より３倍大きめに想定することを決めた（甲ロ４８・５頁）。 

   この当時の地震想定は，現在と比較すると非常に単純なモデルに基づい

ていたが，それでも「揺れについてはよく分かっていないから，安全率に余裕

を持たせる」という基本的な考え方は，既に原子力発電の黎明期から確立して

いたのである。 
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（２）津波対策：地震とは対照的な甘い想定 

  ア 福島第一原発設置当時の津波想定 

他方，この当時，津波に対する警戒は非常に手薄であった。上記東海原発の

設計当時，設置許可申請書に津波について何も書かれていない等，津波につい

て考慮された記録は残っていない（甲ロ４８・７頁）。 

１９６６（昭和４１）年，福島第一原子力発電所の設置許可申請に際しても，

被告東京電力は「現地においては，継続的な潮位観測を行っていないので，小

名浜港における検潮記録を準用する」とし，既往最大津波として，１９６０（昭

和３５）年のチリ津波で観測されたＯ．Ｐ．＋３．１２２ｍを取り上げている。

これは気象庁小名浜検潮所（福島県いわき市）が設置された１９５１（昭和２

６）年～１９６３（昭和３８）年の１２年間に観測したデータにおける最高値

だった（甲ロ４８・７頁）。 

イ 非現実的だった津波想定 

このように，津波想定に関しては小名浜検潮所を基準点とした訳だが，そも

そも小名浜検潮所と福島第一原発は約５５ｋｍも離れている。そして，東日本

大震災当時，小名浜検潮所付近の津波高さが約４ｍだったのに比べ，福島第一

原発ではＯ．Ｐ．＋１１．５～１５．５ｍと，約３～４倍もの開きがあった。 

このように津波の挙動が大幅に異なる場所の，しかもわずか１２年分のデータ

を元に設計がなされていた訳である（甲ロ４８・９頁）。 

 ともあれ，こうした認識に基づき，被告東京電力は，「潮位差を加えても防

災面からの敷地地盤高はＯ．Ｐ．＋４．０００ｍで十分である」と判断し，非

常用海水ポンプ等は高さ４ｍの埋立地に，原子炉建屋は１０ｍの敷地に設置す

ることとなった（甲ロ４８・１０頁）。 

 なお，この点に関し，被告東京電力常務（当時）の姉川尚史氏は，２０１３

（平成２５）年の講演において，上記想定は余りに甘すぎたとして，次のよう

に反省の弁を述べている（甲ロ４７，４８）。 
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「原子力のエンジニアにとって，放射能が環境に大量に放出されてしまうよ

うな炉心溶融事故は，１００万年に１回以下の発生頻度となるように対策を取

るべきであることは常識となっている。津波を考える上でも，当然『１００万

年に１回の津波ってどんなものだろう』と考えるべきであった」 

「ところが，福島第一は１９６６年に設置許可を国に申請した際，６０年のチ

リ地震津波『最大』として設計の条件にした。提出した方も提出した方だと思

うが，よくこの申請が通ったなと今でも恥ずかしくなってしまう。当時として

は，それが技術の知見の最善だったのかもしれないが，そういう想定の甘さが

あって全電源喪失になったのが問題だと思っている」 

 

（３）「既往最大」に縛られた津波想定 

ア 地震・津波に関する知見の進展 

 １９７１（昭和４６）年に福島第一原発（一号機）が稼働を開始した。その

後，プレートテクトニクス理論の発展等，地震および津波に関する科学的知見

が蓄積されていく一方，津波の高さを理論的に求める方法やコンピュータの処

理能力向上により津波の数値予測ができるようになった。 

そして，日本海中部地震（１９８３（昭和５８）年）や北海道南西沖地震（１

９９３（平成５）年）を受け，数値予測の改良が進んだことから，津波の実態

が少しずつ把握できるようになっていった（甲ロ４８・１４頁）。 

イ 津波地震に関する知見の進展 

  （ア）津波地震とは 

前述のとおり，「津波地震」とは，通常の地震と比べて断層が非常にゆっく

りとずれて，人が体感する揺れが小さいにも関わらず，発生する津波の規模が

大きくなるような地震をいう（甲ロ５０・３頁脚注２）。より学術的な定義で

は，津波マグニチュード＝Ｍｔ（津波の高さの分布を使って地震の大きさの指

標）が表面波マグニチュード＝Ｍ（地震の規模を表す指標）と比べ０．５以上
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大きいものを指す（同脚注１）。 

 ここでは，津波地震に関する知見の進展に関し，改めて簡単に述べる。 

  （イ）「深海地震」の発見 

 このような「地震の規模に比して不相応に大きな津波を引き起こす特異な地

震」に関する研究は古くからなされており，既に１９２８（昭和３）年，地球

物理学者の和達清夫氏がこの種の地震を「深海地震」としてカテゴライズして

いる（和達清夫「深海地震の特異性及び三種類の地震に就いて」気象集誌第２

輯６巻№１，甲ロ５３・１７頁）。 

この「深海地震」とは， 

① 深海海溝付近で発生し，震源の深さが極めて浅い 

② 振幅が時間とともに徐々にしか増加しない 

③ 地震規模が大きいにも関わらず，弱くかつゆっくりとしか感じられない 

④ 群発地震として起きることが多い 

⑤ 思いのほか広汎な津波を伴う場合がある 

という特色を有する地震である（甲ロ５７の１，甲ロ５７の２）。 

  （ウ）「津波地震」のメカニズムに関する知見の進展 

そして，１９７２（昭和４７）年には，金森博雄氏が明治三陸地震および津

波を解析し，この種の特異的な地震を「津波地震」と定義した。 

金森氏は，低周波数（長周期のゆっくりした揺れ）の地震ほど津波の高さが大

きいとの観測結果から，地震モーメントが大きいにも関わらず，断層のずれの

速さや破壊伝播速度が小さい場合には，地震の揺れが小さくなるとし，津波地

震の発生を説明できるとした（甲ロ５３・１８頁）。 

  （エ）日本海溝の内側に津波地震と同性質の地震が群発していること 

深尾良夫氏・神定健二氏は，１９８０（昭和５５）年発表の論文において，

日本海溝沿いの海域で１９７４～１９７７年に発生した６１１個の地震を調べ

た結果，日本海溝に沿った海域（下記図１の「Ｉゾーン」の領域）の内側斜面
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域に，このような低周波地震発生帯が存在することを明らかにした（甲ロ５７

の１，同２）。 

 すなわち，同論文では，地震計の記録から超高周波・高周波・低周波・超低

周波の４種類の波動特性を有する地震を取り出し，震源域の地域的分布を調査

した。その結果，超低周波（図２の◎），低周波（図２の○）群の地震は，ほ

ぼＩゾーンの中にしか見つからないことが判明した。津波地震とは，この低周

波地震の大規模なものと考えられている。言い換えると，日本海溝沿いの細長

い領域では，津波地震と同じ性質を持った地震が頻発しているのである。 

  

 

図２ 日本海溝沿い（Ｉゾーン）における超低周波地震・低周波地震の分布（甲
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ロ５７） 

  

後述の地震調査研究推進本部「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期

評価について」（長期評価）では，三陸沖北部から房総沖の海溝寄り（上記図

１のＩゾーンにほぼ重なる）の何処においても津波地震が発生しうると予測し

ているが，そのような評価に至る背景には，こうした長年にわたる研究の蓄積

があったのである。この点に関しては，長期評価の箇所で改めて詳述する。 

ウ 北海道南西沖地震を受けた津波想定の見直し 

１９９３（平成５）年７月１２日に発生した北海道南西沖地震は，北海道か

ら中国地方に至る日本海沿岸に大きな津波を引き起こし，特に北海道の奥尻島

は最大３０ｍ超（遡上高）の津波に襲われ，死者・行方不明２３０名という大

きな被害を出した。 

同年１０月，原発の安全審査を担当していた通商産業省・資源エネルギー庁

（当時）は，被告東京電力を始めとする電力事業者で組織する電気事業連合会

（電事連）に対し，原子力発電所の津波想定の再検討を指示した。これを受け

て被告東京電力は１９９４（平成６）年３月に報告書をまとめた（甲ロ３１）。

なお，福島第一原発に関しては，設置許可以来，津波想定の見直しはこれが初

めてであった（甲ロ４８・２２頁）。 

エ 被告東京電力による津波想定 

この津波想定の見直しにおいては，まず文献調査（１１件）に基づき，福島

第一原発・第二原発の敷地に影響を及ぼす可能性のある地震を抽出し，これを

元に予測式により敷地に来襲する津波高さの推定を行っている（甲ロ３１・１

頁）。なお，数値シミュレーションの対象津波として選定されたのは，慶長地

震津波（１６１１年）・宝永地震津波（１６７７年）・チリ地震津波（１９６

０年）の３つのみである（同２頁）。 

そして，シミュレーションの結果，福島第一原発においては，最大水位上昇
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量等についてはチリ地震津波による値が最も大きいとした。そして，このシミ

ュレーション結果によれば，満潮時における最高水位はＯ．Ｐ．＋３．５ｍに

なるが，主要施設が被害を受けることはない旨報告している（同４頁，同１３

頁第７・第８表，甲ロ４８・２２頁）。 

 

（４）まとめ 

 地震の多発地帯である日本に原子力発電を導入するにあたっては，地震対策

に関しては当初から余裕をもたせた安全対策を取ることが電力業界において共

通認識となっていた。 

 ところが，地震随伴事象である津波への備えに関しては，現在から見ると意

外なほど手薄であった。そして，地震や津波に関する理論やコンピュータ・シ

ミュレーションが発達し，またその当時戦後最大の津波被害をもたらした北海

道南西沖地震の後ですら，わずかな文献調査に基づく「既往最大」の考え方に

囚われていたのである。 

 

２ 北海道南西沖地震を契機とした一般防災としての津波対策の強化 

前記のとおり１９９３（平成５）年に北海道南西沖地震が発生し，奥尻島を

中心として２００名を超える津波による犠牲者を出すに至った。こうした厳し

い経験を踏まえ，被告国は，津波を含めた災害対策の推進に乗り出していく。 

 

（１）中央及び地域防災計画の策定と不断の見直し 

災害対策基本法は，防災に関する被告国の重大な責務を踏まえ，防災行政の

総合的かつ計画的な推進のための重要な手段として，被告国（中央防災会議）

において，防災基本計画を作成することを求め，そして，前述のとおり「災害

及び災害の防止に関する科学的研究の成果」等を踏まえて，「毎年
．．

防災基本計画

に検討を加え，必要があると認めるときは，これを修正しなければならない」
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としている（同法３４条１項）。 

 都道府県及び市町村も，防災基本計画に基づいて都道府県，又は市町村レベ

ルにおける地域防災計画を作成することが求められており，国レベルと同様に，

災害及びその防止に関する最新の科学的な研究の成果を，適時に取り入れる必

要があることから，これを毎年
．．

検討し，必要な修正を行わなければならないと

され（４０条，４１条），現に地域防災計画が各地方自治体によって作成され，

毎年，検討され，必要な修正が加えられてきた経過がある。 

 

（２）「手引き」等が推計手法と波源設定の最新の知見をまとめたこと 

 被告国（国土庁など 7 省庁）は，１９９７（平成９）年３月に「地域防災計

画における津波対策強化の手引き」（甲ロ１５）を作成し，翌年３月には，これ

が公表されるに至った。 

この「地域防災計画における津波対策強化の手引き」は，都道府県及び市町

村においても，それぞれの地域防災計画において津波防災対策を組み込む必要

性があることを踏まえ，被告国の所轄官庁である国土庁など７省庁が，各地の

地域防災計画において津波対策を強化する際の指針を示すことを目的とした

「手引き」である。 

以下では，「７省庁手引き」，その別冊「津波災害予測マニュアル」，及び関連

文書である「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」（いわゆる「４省

庁報告書」。甲ロ１７，甲ロ１８）の概要を整理し，①「津波災害予測マニュア

ル」が，当時の最新の知見を踏まえて津波シミュレーションの手法を整理した

ものであること，また，②「７省庁手引き」及び「４省庁報告書」が，津波シ

ミュレーションの実施に際して極めて重要な意味を持つ「波源モデルの設定」

について，「既往最大の地震・津波」の考え方に留まらず，当時の地震学の最新

の知見を踏まえ「想定し得る最大規模の地震・津波」をも想定すべきであると

いう考え方を提示していることを明らかにする。 
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３ １９９８年７省庁による「津波対策強化の手引き」（７省庁手引き） 

（１）概要 

前記のとおり，１９９３（平成５）年に北海道南西沖地震を踏まえ，被告国

（国土庁など７省庁）は，「地域防災計画における津波対策強化の手引き」（甲

ロ１５）の作成に着手し，１９９８（平成１０）年３月には，これを確定・公

表するに至った。 

「地域防災計画における津波対策強化の手引き」においては，「津波という

災害の特殊性を十分踏まえ，総合的な観点から津波防災対策を検討し，津波防

災対策の一層の充実を図ることが必要不可欠となっている」という認識の下，

「防災に携わる行政機関が，沿岸地域を対象として地域防災計画における津波

対策の強化を図るため，津波防災対策の基本的な考え方，津波に係る防災計画

の基本方針並びに策定手順等についてとりまとめ」られている（甲ロ１５・３

頁「位置付け」参照）。 

このように「地域防災計画における津波対策強化の手引き」は，都道府県及

び市町村においても，それぞれの地域防災計画において津波防災対策を組み込

む必要性があることを踏まえ，国の所轄官庁である国土庁など 7 省庁が，各地

の地域防災計画において津波対策を強化する際の指針を示すことを目的とした

「手引き」である。 

 

（２）「手引き」が想定し得る最大規模の地震津波を考慮すべきとしたこと 

ア 従来は歴史記録に残った既往最大の津波のみが考慮されてきたこと 

「津波災害予測マニュアル」も指摘するように，津波浸水予測計算のために

は，推計の出発点となる，海域における断層モデル（波源モデル）の設定が極

めて重要である。 

この点に関して，わが国の原子力発電所の設置の黎明期に採用された考え方
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は，「既往最大の津波」を参考にするというものであり，現に福島第一原子力

発電所においても，その建設の直前に観測されていた遠地津波であるチリ沖津

波を参考に，想定津波はＯ.Ｐ.＋３．１メートルとされ，それを踏まえて，海

水ポンプ等の設置された地盤はＯ.Ｐ.＋４メートルに設定され，かつ主要建屋

敷地は，元は約３５メートルの高さがあったところ，わざわざ掘り下げてＯ.

Ｐ.＋１０メートルに設定されたところである。 

イ 「手引き」が既往最大に留まらず「想定し得る最大地震」の考えを導

入したこと 

しかし，その後，地震学の知見は大きく進展し，「地域防災計画における津

波対策強化の手引き」においては，一般防災を前提としつつも，旧来の「既往

最大」という考え方では不十分であることが自覚されるに至り，「対象津波の

設定」について，地震学の進展を踏まえ「想定し得る最大規模の地震・津波」

をも想定すべきであるという考え方が採用されるに至っている。 

この点は，本件の争点との関係において極めて重要な点であるので，以下，

やや長くなるが，同「手引き」によって，わが国の津波防災対策の基本に据え

られるに至った考え方を紹介する。 

「従来から，対象沿岸地域における対象津波として，津波情報を比較的精度

良く，しかも数多く入手し得る時代以降の津波の中から，既往最大の津波を採

用することが多かった。 

近年，地震地体構造論，既往地震断層モデルの相似則等の理論的考察が進歩

し，対象沿岸地域で発生しうる最大規模の海底地震を想定することも行われる

ようになった。これに加え，地震観測技術の進歩に伴い，空白域の存在が明ら

かになるなど，将来起こりうる地震や津波を過去の例に縛られることなく想定

することも可能となってきており，こうした方法を取り上げた検討を行ってい

る地方公共団体も出てきている。 

本手引きでは，このような点について十分考慮し，信頼できる資料の数多く
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得られる既往最大津波とともに，現在の知見に基づいて想定される最大地震に

より起こされる津波をも取り上げ，両者を比較した上で常に安全側になるよう，

沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定するものとする。」（３０

頁） 

このように，「７省庁手引き」が，（一般防災を前提とした）地域防災計画

における津波防災対策の検討に向けて，地震・津波の想定を，従来の「既往最

大」に限定された地震・津波想定から，「現在の知見に基づいて想定し得る最

大地震」をも想定に取り入れるという考え方に発展させた根拠は，「７省庁手

引き」が作成された１９９７（平成９）年当時までの地震学の進歩の成果を，

津波防災計画に反映させるという当然の要請に従ったものであるといえる。 

なお，佐竹健治証人も，「７省庁手引き」等について，「この報告書は，過

去の実績（既往津波）だけでなく，当時の知見に基づいて想定される最大地震

により起こされる津波の影響を検討するという考え方を採用したことは先駆的

であった」（丙ロ４５・１０頁）と高く評価しているところである。 

ウ 津波地震への特別の配慮の必要性の指摘 

以上の指摘は地震一般の想定に関することであるが，「７省庁手引き」は，

津波についての防災対策の強化という観点から，特に「津波地震」への配慮を

求めている。 

すなわち，津波防災対策に際して， 

「留意すべき事は，最大地震が必ずしも最大津波に対応するとは限らないこ

とである。地震が小さくとも津波の大きい『津波地震』があり得ることに配慮

しながら，地震の規模，震源の深さとその位置，発生する津波の志向性等を総

合的に評価した上で，対象津波の設定を行わなければならない」（３０頁） 

としている。 

この指摘も，１９９７（平成９）年当時までの，地震学（とりわけ津波学）

の「津波地震」に関する知見の進歩の成果を，地域防災計画に反映させるとい
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う当然の要請に沿うものである。 

 

４ １９９７年４省庁による太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書

（４省庁報告書） 

（１）４省庁報告書の策定 

前述の北海道南西沖地震による津波災害を契機として，被告国の４省庁（農

林水産省構造改善局，農林水産省水産庁，運輸省港湾局，建設省河川局）は，

総合的な津波防災対策計画を進めるための手法を検討することを目的として，

１９９６（平成８）年度の国土総合開発事業調整費に基づき，「太平洋沿岸部

地震津波防災計画手法調査」を実施し，その成果を１９９７（平成９）年３月

に「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」（甲ロ１７，以下「４省

庁報告書」という）にまとめた（甲ロ１７「はじめに」，１頁及び６８頁）。 

同調査は，学識経験者および関係機関からなる「太平洋沿岸部地震津波防災

計画手法調査委員会」（以下「調査委員会」）の指導と助言のもと，日本沿岸

を対象に既往地震津波による被害を整理し，太平洋沿岸を対象として想定地震

の検討および津波数値解析を実施し，津波高の傾向や海岸保全施設との関係に

ついて概略的な把握を行ったものである（同１頁，６８頁）。 

 

（２）津波想定についての基本的な考え方 

この「４省庁報告書」においては，前記「７省庁手引き」を引用した上で，

津波予測を行うにあたっては，「既往最大の津波」を考慮するだけでなく，「想

定し得る最大の津波」をも考慮すること，更に地震の大きさと比較して大きな

津波被害をもたらす「津波地震」にも十分な考慮を払うよう求めている（甲ロ

１７・本体「５ 地域防災計画における津波対策強化の手引き」の２３８頁）。 
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（３）４省庁報告書における津波推計の手法 

 こうした目的による推計であることから，同報告書による津波推計に際して

は，沿岸部まで一律に６００メートル格子の計算方法が採用され，かつ，陸上

への遡上計算はなされていない。あくまで沿岸部に到達する津波高さの推計が

なされているものである。 

具体的には，「４省庁報告書」は海岸線に至るまで６００メートルの計算格

子で津波高さを推計していることから，福島第一原子力発電所周辺において，

計算地点の分布状況のイメージを再現すると，甲ロ９０のような状況となる（赤

丸・黒丸が６００メートルの格子点〔計算点〕であり，赤丸が陸地に最も近接

する計算点であり，平均的には約３００メートル沖合にあることとなり，この

地点における津波高さが，推計される津波高さ自体ということになる。なお，

周辺の水深は甲ロ１５５に示されている。）。 

推計方法にこのような限界があることを踏まえ，同報告書自体によっても，「汀

線付近の（詳細な）津波の挙動を把握するためには（詳細な計算格子と遡上計

算を組み込んだ）従来モデルを使用する必要がある」（括弧内は引用者）とさ

れている。 

しかし，他方で，「広域を対象とした津波の傾向を推定するための手段とし

ては高速演算モデル」による推計が適当であるとされていることにも留意が必

要である（同上１７６頁）。 

 その意味で，同報告書における津波高さの推計結果は，個々の地点を対象と

する詳細な推計とはなっていないものの，市町村レベルの広がりを持つ地域を

前提として，その市町村において想定されうる平均的な津波高さを概略的に把

握するという範囲においては，有益な情報を提供するものである。 

 

（４）市町村ごとの想定される津波の高さ平均値と最大値 

ア 沖合の津波高さは平均で６．８～６．４ｍ，最大で８．６～８．４ｍ 
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「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査報告書」においては，想定地震の

地域区分については，地震地体構造論の知見に基づく地域区分を行うこととし

（甲ロ１７の１，９頁及び１０頁図―３．２），福島県沖を含む「Ｇ３」領域

においては，既往最大の地震を１６７７年延宝房総沖地震であると特定してい

る（同頁，表－３．１）。 

その上で，「想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅する」

（同９頁）という方針に従って，Ｇ３領域内で発生した１６７７年延宝房総沖

地震の断層モデルを，同領域内の全域を対象として南北にずらして波源の設定

を行っている（同１６２頁）。 

こうした推計の結果として，福島第一原子力発電所の立地点である福島県双

葉町及び大熊町の沿岸部に到達する津波高さの推計値としては，１６７７年延

宝房総沖地震が福島県沖で発生したことを想定する推計（「Ｇ３－２」）によ

り，双葉町における津波水位の平均値としてＯ.Ｐ.＋６．８メートル，大熊町

においては平均値としてＯ.Ｐ.＋６．４メートルの津波の襲来があり得るとの

結果が与えられている。 

また，この推計に基づく津波高さの最大値については，「想定津波で生じた

沿岸最大津波水位の市町村内最大値」が整理されており（甲ロ１６７「太平洋

沿岸部地震津波防災計画手法調査・第３回委員会」１６頁），それによれば，

最大値はＯ.Ｐ.+７．２（双葉町）～Ｏ.Ｐ.+７．０メートル（大熊町）である（同

２０頁）。 

そして，「４省庁報告書」の推計値は，平均潮位を前提としていることから，

潮位変動を考慮して，朔望平均満潮位（Ｏ.Ｐ.＋１．３５９メートル）を前提

とすると，最大津波高さは，Ｏ.Ｐ.+８．６（双葉町）～Ｏ.Ｐ.+８．４メートル

（大熊町）に達することとなる（甲ロ１７０・電気事業連合会「７省庁津波に

対する問題点及び今後の対応方針」平成９年１０月・添付資料―２・表２参照）。 

イ 陸地への遡上に際して津波の高さが高くなること 
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双葉町及び大熊町の沿岸部に到達する平均的な津波高さ（Ｏ.Ｐ.+６．８～６．

４メートル）及び最大の津波高さ（Ｏ.Ｐ.+８．６～８．４メートル）という計

算結果は，あくまで沖合地点における津波高さを示すものであり，海岸線に到

達した後の津波の遡上計算を含むものではないことに留意する必要がある。 

一般に，津波は海岸部に到達するまでは，海水が標準潮位を超えて盛り上がっ

ているという位置エネルギーと津波の進行方向に流れる（進行する）という運

動エネルギーを持っている。海岸部に到達して陸上に遡上する過程においては，

護岸への衝突や，陸上にあって津波の流れを阻止する地盤や頑丈な建物などに

ぶつかることによって，津波の高さは高くなる。また，陸上の複雑な地形や障

害物の影響を受けることによって，津波の流れの方向が変えられることによっ

て，遡上した波同士がぶつかり合うことによっても，海水の遡上は，本来の津

波高さ以上に高くなる。 

この点に関して，津波の専門家は「敷地の高さ」を超える津波の「遡上」に

ついて，「陸地に達した津波は，洪水の流れのように陸地に流れ込むことにな

ります。海面の持ち上がりが大きければ大きいほど，流れ込む海水の量と勢い

は著しいのです。流れが強いままで斜面などにぶつかると，そこを駆け上がる

ことになります。その結果，海岸での津波の高さをはるかに超える高さまで登

ることがあり，数十メートルの高さまで駆け上がることもよく見られます。」

と解説する（甲ロ７５「地震と津波」第２章５６頁）。 

こうした関係は広く知られている常識的な内容であり，「津波は上陸してか

ら，そこの地形や構造物の存在などによって，異様に高いところまで達する」

とされている（甲ロ７７・５７頁）。 

津波が陸上に遡上する過程において，本来の津波高さを大幅に超える浸水深

をもたらし得るということを考慮すれば，沖合地点における平均的な津波高さ

（Ｏ.Ｐ.+６．８～６．４メートル），及び，最大津波高さ（Ｏ.Ｐ.+８．６～８．

４メートル）という計算結果は，福島第一原子力発電所の海岸線への到達及び
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その後の遡上によって，津波がＯ.Ｐ.＋１０メートルの主要建屋敷地高さを超

えることがあり得ることを示すものといえる。 

ウ 約５ｍの高さの津波により建屋敷地が浸水することが実証されたこと 

津波が陸地へ遡上する際に，海岸部に到達した際の津波高さを大きく超える

浸水高をもたらすことは，東北地方太平洋沖地震によってもたらされた本件津

波においても実測されているところである。 

すなわち，本件津波については，福島第一原子力発電所の沖合約１．５キロ

メートルに設置された波高計によって津波高さが実測されている。それによれ

ば，高さ約４メートルの「第１波」が襲来して，いったん津波高さは下がった

後に，高さ約５メートルの「第２波（１段目）」と，測定限界である高さ７．

５メートル超の「第２波（２段目）」の襲来が測定されている（丙ロ７６，３

６頁）。 

本件津波襲来時に，撮影された写真の解析の結果からは，高さ約５メートル

の「第２波（１段目）」の襲来によって，１～４号機の主要建屋敷地高さ（Ｏ．

Ｐ．＋１０メートル）において，少なくとも自動車の下半分程度が隠れる程度

の浸水が生じていることが確認されている（同８頁・写真１３及び１４，丙ロ

７６，４１頁）。 

エ 小括 

 以上から，双葉町及び大熊町の沖合における平均的な津波高さの推計値がＯ.

Ｐ.+６．８～６．４メートル，最大津波高さでＯ.Ｐ.+８．４～８．６メートル

に達すること，さらには，この高さの津波は福島第一原子力発電所の海岸に到

達し遡上する過程で当初の津波高さを超える浸水高さをもたらし得ることなど

からすれば，沖合における平均値でＯ.Ｐ.+６．８～６．４メートル，最大値で

Ｏ.Ｐ.+８．６～８．４メートルの津波高さの推計結果は，福島第一原子力発電

所の主要建屋の所在するＯ.Ｐ.＋１０メートル盤に遡上する津波の襲来があり

得ることを示すものといえる。 
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（５）小括 

このように「地域防災計画における津波対策強化の手引き」及び「太平洋沿

岸部地震津波防災計画手法調査報告書」における津波想定の考え方は，１９９

７（平成９）年当時までの地震学（とりわけ津波学）の知見の進歩の成果を，

（一般防災を前提とした）地域防災計画に反映させるという要請に沿うもので

あり，「最新の知見に基づいて想定し得る最大規模の地震・津波」に対する対

応を求めるという考え方を採用した点で意義深いものであった。 

なお，こうした「想定し得る最大規模の地震・津波」に対する対応は，繰り

返し指摘したように，７省庁手引き等が災害対策基本法に基づく防災計画のた

めに，一般防災の観点から，想定すべき地震・津波についての考え方を確立し

たものであり，より高度な安全性が求められる原子力防災においても，「想定

し得る最大規模の地震・津波」に対する対応が求められるに至ったことは当然

と言わなければならない。 

 

５ １９９７年「津波災害予測マニュアル」 

（１）「津波災害予測マニュアル」の目的 

７省庁手引きの策定に合わせて，その「別冊」としての「津波災害予測マニ

ュアル」（甲ロ１６）が作成された。 

この「マニュアル」の目的は，地域防災計画の策定に責任を負う「地方公共

団体が個々の海岸におけるきめ細かな津波災害対策を行うには，海岸ごとに津

波の浸水予測値を算出した津波浸水予測図等を作成すること」（「まえがき」）

が有益であるとして，そのための技術的な知見を整理することにある。 

すなわち，「津波浸水予測図は，県域の津波予報が発表されたとき，各市町

村における個々の湾や海岸が浸水するか否か，浸水する場合はどの程度浸水す

るかの浸水予測区域を表示したものであり，津波防災対策に役立てようとする
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ものである。」 

そして，「沿岸の各市町村は，あらかじめ作成しておいた津波浸水予測図か

ら，発表された津波の高さに対応する予測図によって浸水区域が予想されれば，

避難勧告・指示等の津波応急対策を実施することができる」とされるものであ

る。 

このように，この「マニュアル」は，「７省庁手引き」と一体となり，市町

村単位の津波浸水予測図の作成を通じて，各自治体による地域防災計画に津波

防災対策を的確に取り入れることを目的とするものである。 

 

（２）「津波災害予測マニュアル」の構成 

このような目的の下，「津波災害予測マニュアル」においては，第１章「津

波」において，地震学の成果を踏まえた津波に関する一般的な知見が整理され

ており，第２章「津波による被害」において，わが国の過去の津波被害の実例

を整理しており，第３章「津波予測の発表」において，気象庁が行う津波予報

やこれから導入されようとしていた量的津波予報などについての説明がなされ

ている。 

さらに，４９頁以下，第４章「津波浸水予測図の作成」においては，津波浸

水予測図の一般的な説明，津波浸水予測計算の手法の説明，及び，田辺湾と八

戸を対象として実施した予測計算の実施例などが紹介されている。 

 

（３）津波シミュレーションの具体的な方法 

この「マニュアル」においては，既にみたとおり，津波浸水予測計算（津波

シミュレーション）の具体的内容については，「①地殻変動に伴う津波の発生 

②外洋から沿岸への伝播 ③陸上への浸水，遡上の３過程に分けて考えること

が出来る」とされている。 

そして，同マニュアルにおいて，「推計結果の良否は初期に与えた海面変動
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すなわち波源モデルの表現と遡上域でのエネルギー損失の表現の適否に大きく

依存する」とされているとおり，全体としての津波浸水予測計算の精度を決定

づける要素としては，「波源モデルの設定」が極めて重要であるとしているこ

とも，既に整理したとおりである。 

 

（４）「津波災害予測マニュアル」が最新の知見を踏まえて策定されたこと 

同「マニュアル」作成の事務方を担った国土庁の担当者は，「津波浸水予測

図の作成とその活用」（甲ロ７１の１）において，「国土庁では，気象庁・消

防庁と共に，近年の津波に関する研究成果やコンピューターに関する技術の進

歩を踏まえ，地震断層モデルと津波の挙動のシミュレーション技術を活用した

津波浸水予測図作成方法を『津波災害予測マニュアル』として取りまとめた」

と紹介しているとおり，この「津波災害予測マニュアル」がまとめている津波

浸水予測計算の手法自体は，当時の地震学や津波シミュレーションの最新の知

見を踏まえた内容となっているものである。 

佐竹健治証人も津波シミュレーションの専門家として，同「マニュアル」の

策定の中心を担っていた一人である（佐竹健治平成２７年１１月１３日証人調

書（以下「佐竹証人第２調書」という）１～２頁）。 

 

６ １９９９年国土庁「津波浸水予測図」 

（１）「津波浸水予測図」が敷地高さを超える津波の襲来を示すこと  

ア １９９９年・国土庁による「津波浸水予測図」の公表 

被告国（国土庁）は，１９９９（平成１１）年３月に，日本全国の海岸部を

対象として「津波浸水予測図」（甲ロ７０の１～４，以上は，福島第一原子力発

電所を含む地域のみ）を作成し公表した。 

 これは，「気象庁の津波予報の，予測津波高さに対応させて，沿岸領域での浸

水高さ分布をあらかじめそれぞれ数値計算し，その結果を１／２５，０００地
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図上に表示したものである。」（甲ロ７１の１「「津波浸水予測図」の作成とその

活用」中辻剛〔国土庁防災局震災対策課〕他，５０頁左段）とされる。 

なお，福島第一原子力発電所の所在する領域に関して作成された「津波浸水

予測図」の全て
．．

についての情報公開請求に対して，内閣府政策統括官（防災担

当）から情報公開された図面は，２，４，６，８メートルの津波高を前提とす

る「津波浸水予測図」のみであり，１０メートルの津波高を前提とした「津波

浸水予測図」は存在しないとされている（甲ロ１６８「行政文書開示決定通知

書」，及び国土庁ほか「津波浸水予測図（９）福島県・茨城県」の「津波浸水予

測図の使用にあたって」参照，丙ロ６３）。 

イ 津波が敷地高さを超えることが示されていること 

１９９９年「津波浸水予測図」は，気象庁が設定した「日本近海に想定した

地震断層群」（「津波災害予測マニュアル」４３頁）を前提として作成されたも

のであり，その想定される地震断層モデルによる津波が，実際に，海岸部に到

達した上で陸上にどの程度遡上するかという予測結果が示されている。 

福島第一原子力発電所の主要建屋が立地する領域の「津波浸水予測図」の最

大の「設定津波高」は８メートルとされており（甲ロ７０の４），想定される地

震断層モデルによって，福島県全域を対象とする津波予報区においては，その

沿岸部（水深１メートル地点）において，最大で８メートルを超える津波の襲

来が予測されている。 

そして，想定される最大の８メートルの津波高（あくまで福島県全域を対象

とした予測の最大値であることに留意）の津波が襲来した場合には，「津波浸水

予測図」（甲ロ７０の４）によれば，福島第一原子力発電所所在地においては，

主要建屋敷地高さであるＯ．Ｐ．＋１０メートルを大きく越えて，同敷地上に

おいて２～５メートルの浸水深をもたらす津波の襲来がありうるとされている。 

また，より控えめな６メートルの津波高さを前提とする「津波浸水予測図」

によっても，主要建屋敷地を大きく越えて，２～３メートルの浸水深をもたら
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す津波の襲来があり得ることが示されている（甲ロ７０の３）。 

これに加えて，「津波浸水予測図」の作成に際しては，「地図の基準面はほぼ

平均海面に相当するので，満潮時にはここに示した浸水予測図よりも浸水の程

度が大きく」なるとされている（前記「津波浸水予測図（９）福島県・茨城県」

２枚目参照）。よって，最大の津波高さの推計のためには朔望平均満潮位におけ

る平均海面からの海面上昇分（約０．６メートル）2を加算する必要があるので

あり，「津波浸水予測図」の推計結果以上の遡上高がもたらされ得るものである。 

 以上より，被告国（国土庁）が気象庁の想定した地震断層モデルに基づいて

推定した津波によって，福島第一原子力発電所の敷地高さを，２～５メートル

と大きく超える津波の襲来があり得ることが具体的に示されていたのであり，

これにより敷地高さを超える津波に対する安全規制の必要性が十分に示された

といえる。 

なお，国土庁「津波浸水予報図」は，被告国が指摘するとおり，気象庁の量

的津波予報と関連して利用されることが予定されているものであり，「４省庁報

告書」の津波予見とは直接に関連づけられるものではない（この点は，佐竹証

人が証言において説明を行っているとおりである。佐竹証人第２調書６６～６

７頁）。この点は第４３準備書面の４１頁で主張したとおりである。 

以下，「津波浸水予測図」の信用性について詳述する。 

 

（２）「津波浸水予測図」に基づく遡上予測の信頼性が高いこと 

ア 「津波浸水予測図」が浸水予測を目的とし地形データを考慮している

こと 

                         
2 「小名浜港工事基準面（Ｏ.Ｐ.）」は，日本の地形図において標高の基準とされている「東

京湾平均海面（Ｔ.Ｐ.）」の下方０．７２７メートルにあたること（甲ロ７４の２・２枚

目「用語の定義」），福島第一原子力発電所の朔望平均満潮位がＯ.Ｐ.＋１．３５９メート

ル（甲ロ１７０・添付資料―２・表２）であることから，この差が満潮時に平均海面を超

過する高低差となることから，「津波浸水予測図」の推計値には，０．６３２メートルを

加算して評価する必要がある。 
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（ア）沿岸部への津波の遡上予測を目的とした精緻な推計であること 

１９９９年・国土庁による「津波浸水予測図」作成の目的は，沿岸付近の細

かな地形による影響をも考慮に入れて，津波の浸水状況を具体的に予測し，そ

の結果を地域防災計画に反映させることにある。  

 すなわち，津波予報区単位の「量的津波予報」は，あくまで「県単位程度の

広がりを対象としていることから，各市町村における個々の湾や海岸の津波の

状況との関係を把握しておく必要がある」とされており，こうした必要を踏ま

え，「津波浸水予測図」が作成されるものである。 

 「津波災害予測マニュアル」（甲ロ１６，４９頁）においても，「『津波浸水予

測図』は，県域の津波予報が発表されたとき，各市町村における個々の湾や海

岸が浸水するか，浸水する場合はどの程度浸水するかの浸水予測区域を表示し

たものであり，津波防災対策に役立てようとするものである。沿岸の各市町村

は，あらかじめ作成しておいた『津波浸水予測図』から，発表された津波高さ

（前記の県域の予報区を対象とした水深１メートルの沿岸における最大津波高

さをいう。引用注）に対応する予測図によって浸水区域が予想されれば，避難

勧告・指示等の津波応急対策を実施することができる」とされている。 

（イ）詳細な地形データに基づく密な計算格子による推計がなされること 

 「津波浸水予測図」の目的が沿岸部から陸上への津波の遡上の態様を予測す

ることに主眼があることから，沖合予測点から沿岸部・陸上への津波の伝播・

遡上の挙動の予測については，（量的津波予報
．．．．．．

のように
．．．．

）「グリーンの法則」に

よる概算的な推計を行うことはできないことから，実際の海底地形及び陸上地

形のデータを踏まえ，かつ移流項や海底摩擦項等（非線形の項）を省略するこ

となく，計算格子を密にして，厳密な津波伝播計算を行うこととなる（丙ロ４

５佐竹意見書，９頁参照）。 

イ 「津波浸水予測図」が津波災害予測マニュアルに依拠していること 

「津波災害予測マニュアル」は，その作成当時（１９９７〔平成９〕年３月）
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における津波シミュレーションに関する最新の知見を被告国の責任において取

りまとめたものであるところ，国土庁・１９９９年「津波浸水予測図」は，こ

の「津波災害予測マニュアル」に沿って作成されており，津波シミュレーショ

ンに関する当時の最新の知見に沿った信用性の高いものということができる

（甲ロ７１の１，同５１頁）。 

実際に１９９９年「津波浸水予測図」の作成にあたった国土庁の担当者の解

説によれば，具体的な推計手法は次のとおりである（なお，この推計方法につ

いては佐竹証人第２調書５５～５６頁でも確認されている。）。 

ウ 気象庁が設定した想定地震断層群に基づく推計であること 

１９９９年「津波浸水予測図」の作成に際しても，津波シミュレーションの

出発点となる地震断層モデル（波源モデル）の設定が極めて重要な意味を持つ

が，この波源モデルの設定については，国土庁の担当者は，その解説において

「計算に用いる初期津波波形は，気象庁に提供して頂いた」としている（同（５））。 

そして，気象庁は，原告ら代理人からの情報公開請求に対して，１９９９年

「津波浸水予測図」の作成に際して実際に用いられた想定地震断層は，「津波災

害予測マニュアル」４３頁に紹介されている「日本近海に想定した地震断層群」

であると回答しているところである（甲ロ１６８，２頁と５頁。甲ロ１７６，

２頁）。 

エ 「津波浸水予測図」の初期条件と計算条件  

（ア）津波シミュレーションの初期入力条件 

「津波浸水予測図」を実際に作成する際の，初期条件と計算条件については，

同マニュアルの６２頁に整理されている。 

これによれば，「津波浸水予測図」を作成するための数値計算を開始する地点

は，対象領域のうち水深１００メートル付近として，実際には，気象庁モデル

の格子点（すなわち，量的津波予報における「沖合予測点」）での津波波形を遡

上計算の初期入力値とするとされている。 
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なお，福島県の津波予報区においては，沖合予測点は４点設定されており，

１９９９（平成１１）年から現在まで変更はされておらず，それぞれの沖合予

測点の緯度・経度は，甲ロ１６８（４，７頁）であり，これを地図上に表示す

ると，甲ロ１６９のとおりであって，グーグルマップの表示によれば，いずれ

も水深１００メートルを越えている。 

また，気象庁の「津波浸水予測図」に関する資料によれば，福島第一原子力

発電所を含む計算領域は，「福島２」とされ，これに対応する沖合の「予測地点

番号は「１５１」とされ，さらにこれに対応する断層モデルは「Ｆ－ＦＳ００

２」であることが示されている（前記「津波浸水予測図（９）福島県・茨城県」

６枚目参照）。 

（イ）津波シミュレーションの計算領域の広さ 

１９９９年「津波浸水予測図」の計算領域は「３０～５０ｋｍ」（５１頁の（１））

であるのに対して，「津波災害予測マニュアル」の示す八戸における「予測計算

の実施例」（６８頁）は，２９×３９キロメートルであり，「津波浸水予測図」

の計算領域の設定は，同マニュアルに準拠している。 

（ウ）津波シミュレーションにおいて考慮される地形データ 

 「津波災害予測マニュアル」においては，海底地形については，海上保安庁

から発行されている海底地形図を用いるものとされており，原則として５万分

の１の縮尺の地形図を用いるものとされている。 

１９９９年「津波浸水予測図」においても，陸上地形及び海底地形について

は，陸上の２万５０００分の１の縮尺の地形図，及び海底地形図を用いて，地

形のデジタル化を行ったとされている（５１頁（４））。 

 当然のことながら，地上への津波の遡上過程も計算対象となっている（佐竹

証人第２調書５９頁）。 

ただし，「沿岸の構造物の形状，特に高さを考慮するための，全国的なデータ

を揃えるのが困難であり，今回は
．．．

，防波堤や水門等の防災施設や沿岸構造物に
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よる効果は考慮していない」（同（３））とされている（この点の計算結果への

影響については，６（６）「防波堤の外側の付け根部分ではかえって津波が高く

なること」で後述する。）。 

（エ）津波シミュレーションの計算格子間隔 

計算条件については，「津波災害予測マニュアル」では，格子間隔は小さいほ

ど良いとされ，５万分の１の縮尺の海底地形図を用いる場合には，３０～１０

０メートル程度とする，とされている。同マニュアルの「予測計算の実施例」

のうち八戸・田辺湾の例（６３，６８頁）も１００メートルとされている。 

これに対して，１９９９年「津波浸水予測図」の格子間隔は「１００ｍ」（５

１頁の（３））であり，計算格子間隔も，同マニュアルに準拠している。 

（オ） 数値計算 

１９９９年「津波浸水予測図」は，その「数値計算」については，「（津波災

害予測）マニュアルに従って，摩擦係数・・・等を設定して，数値計算を実行

した」とされており，津波災害予測マニュアルに準拠した手法が採用されたと

している。 

（カ）計算結果の表示 

 以上の計算結果を，陸上の２万５０００分の１の地形図上に，１メートル間

隔の等浸水線として色分けを行ったとされている（同（７））。 

 なお，実際の「津波浸水予測図」の表現は，計算格子サイズの正方形で区切

られた表示とはなっていないが，この点については，佐竹証人は，「多少，これ

はスムージング（表示方法の円滑化）とかしているのかもしれません」として

いる（佐竹証人第２調書８４頁）。 

オ 小括 

以上みたように，１９９９年・国土庁「津波浸水予測図」の作成手法は，当

時の津波浸水計算の最新の知見を集約した「津波災害予測マニュアル」によっ

ているものである（５１頁左側上段）。 
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同「津波浸水予測図」は，津波シミュレーションの初期条件として極めて重

要な意味を持つ地震断層モデル（波源モデル）の設定についても，気象庁が一

般防災を前提として設定した「日本近海に想定した地震断層群」（「津波災害予

測マニュアル」４３頁）の想定を前提として，津波の伝播計算等についても，

（防波堤等を考慮しない点を除けば）「津波災害予測マニュアル」が整理した最

新の津波シミュレーションの方法に依拠したものであり，その推計結果には十

分な信用性が認められるものである。 

 

（３）特定の地点の津波高さを予測するものではないとの指摘について 

ア 被告国の主張 

 被告国は，「津波浸水予測図」は，気象庁の量的津波予報に対応して用いられ

るものであり，「津波浸水予測図」上の特定の地点
．．．．．

に「設定津波高」の津波が到

来することを予測するものではないとして，１９９９年「津波浸水予測図」の

想定津波が福島第一原子力発電所の敷地高さを超えることを示していることを

もって，建屋敷地高さを超える津波の襲来がありうることを予見することはで

きないと主張する。 

イ 「津波浸水予測図」は海底地形等を踏まえ詳細な伝播計算を行ってい

ること 

 しかし，被告国の主張は，沿岸部へ到達する津波高さの推計に際して，気象

庁の量的津波予報と１９９９年「津波浸水予測図」では全く異なる計算方法を

用いていることを意図的に無視している点において，失当というしかない。  

 すなわち，量的津波予報においては，まず，想定される波源モデルによって

沖合予測地点において想定される津波高さを算定し，この沖合予測点における

津波高さから，いわゆる「グリーンの法則」に基づいて，沿岸部（水深１メー

トル）地点の津波高さを推計するという手法を取っている。グリーンの法則は，

「津波の高さは，深海と浅海の水深比の４乗根に比例して増幅する」という法
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則である。この推計方法は，水深のデータだけから津波高さの増幅を簡易に推

計することが可能となるが，他方で，海底地形の影響は一切考慮されず，また，

沖合予測点と推計対象となる沿岸部の距離なども考慮されないものであり，極

めて概括的な推計に留まることは明らかである。 

 これに対して，１９９９年「津波浸水予測図」の作成に際しては，前述のと

おり，「津波災害予測マニュアル」（甲ロ１６）に準拠して，津波シミュレーシ

ョンの計算領域を設定し，その領域における実際の海底地形のデータに基づい

て津波の伝播計算を行い，海洋部における計算格子間隔についても前記マニュ

アルに従って当時の最先端の水準に従って設定されているところである。さら

に，津波が地上へ遡上する計算に際しては，陸上の地形データに基づいて詳細

に遡上態様を計算しているところである。 

 このように，１９９９年「津波浸水予測図」は，前記マニュアルに準拠して，

海洋部における津波の伝播と陸上への遡上について，詳細な地形データに基づ

いて計算しているものであるから，計算格子間隔に対応した個々の
．．．

計算対
．．．

象地
．．

点
．
ごとに津波高さと想定される遡上高を推計しているものである。 

ウ 小括 

 １９９９年「津波浸水予測図」は，気象庁の「量的津波予報」によって，た

とえば沿岸部で６メートルの津波高さが予報された場合には，対応する「設計

津波高６ｍ」の「津波浸水予測図」によって，すみやかに陸上への浸水状況を

判断することができるように設計されているという点で，両者は関連づけられ

て利用されることが予定されているところである。しかし，沿岸部へ到達する

津波の高さの推計方法についていえば，両者はその精密さにおいて全く次元の

異なる推計方法が用いられているのであり，量的津波予報がグリーンの法則に

よって概略の推計をしているからといって，これに関連づけられて利用される

「津波浸水予測図」の津波伝播計算についてまで「個々の
．．．

計算対象地点
．．．．．．

ごとに

津波高さと想定される遡上高を示すものではない」とする被告国の主張は失当
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というしかない。 

 

（４）地震学的な根拠に基づく断層モデルの設定ではないとの指摘について 

ア 被告国の主張 

 被告国は，「津波浸水予測図」は，計算領域ごとに対応する沖合の予測地点に

対応して設定された便宜的
．．．

な断層モデルに対応して計算されているものであり，

「設計津波高」（たとえば８メートル）の津波高さとなるように上記の断層モデ

ルの「マグニチュード」「断層の長さ」等が機械的に調整されているものであり，

地震学的な根拠に基づいて断層モデルを設定しているものではないので，「津波

浸水予測図」の結果をもって敷地高さを超える津波の襲来の予見可能性を基礎

づけることはできないと主張する。 

イ 気象庁が現実に発生する可能性の高い地震の断層モデルを想定してい

ること 

 被告国は，「津波浸水予測図」における断層モデルの設定が，全く根拠のない

「便宜的」に設定されたものであるかのように主張する。 

しかし，「津波浸水予測図」の作成に際して設定された断層モデルについては，

気象庁自身が，「本津波浸水予測図は，現実に発生する可能性が高く
．．．．．．．．．．．．．

，その海岸

に最も大きな浸水被害
．．．．．．．．．

をもたらすと考えられる地震を想定して作成してありま

す」と解説しているところであり，地震学的な根拠もなく「便宜的」に断層モ

デルを設定したとの被告国の主張は，「津波浸水予測図」を作成した主体である

気象庁（被告国）自身によって否定されているところである。 

ウ 各断層モデルによって起こり得る最大津波高さが検討されていること 

 また，被告国は，「津波浸水予測図」の作成に際しては，各「設計津波高」（た

とえば８メートル）の津波高さとなるように，対応する断層モデルの「マグニ

チュード」等が機械的に調整されるとして，実際にその断層モデルによっても

たらされ得る津波高さを検討することなく，各「設計津波高」に応じた断層モ
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デルの調整がなされているかのように主張する。 

 しかし，「津波浸水予測図」についての国土庁の解説（甲ロ７１の１）によっ

ても，「設定津波高」については「各領域において，津波高さが２，４，６，８，

１０ｍになるよう，津波波形の設定を行った」としているものの，他方で，「（気

象庁が設定している）地震断層モデルから想定される最大津波高さが１０ｍ未
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

満の領域では
．．．．．．

，
．
その津波高さを最大として
．．．．．．．．．．．．

，
．
それ以上の津波高さは設定しなか
．．．．．．．．．．．．．．．

った。
．．．

」（５１頁）とされている。このことは，「設計津波高」の設定に際しては，

対応する断層モデルから想定される最大津波高さを個別に検討していること，

そして，その結果として設定される最大津波高さ以上の「設計津波高」に対応

する「津波浸水予測図」はそもそも作成していない，という事実を示すもので

ある。よって，「津波浸水予測図」における最大「設計津波高」の設定自体が，

気象庁によって「現実に発生する可能性が高い」とされた各断層モデルに対応

して，想定しうる最大の津波高さの検討の結果として設定されているものであ

り，「地震学的な見地から想定される津波高さの検討を行っていない」かのよう

な被告国の主張は，国土庁の解説自体に反するものである。 

この点について，福島県予報区において確認すると，前述のとおり，同予報

区においては，１０メートルの津波高さを前提とする「津波浸水予測図」は作

成されていないものの，他方で，８メートルの津波高さを前提とした「津波浸

水予測図」が作成されている。 

以上からすれば，福島第一原子力発電所を含む福島県予報区においては，気

象庁の想定地震断層モデルから予測される最大津波高さの最大値は，１０メー

トルは超えないものの８メートルは
．．．．．．

超える
．．．

ものであったことが分かる。 

エ 小括 

以上より，「設定津波高」の最大値（福島第一原子力発電所所在地では８メー

トル）が地震学的な根拠のない「計算のために仮定された津波高さ」であるか

のように主張する被告国の主張は，国土庁（被告国）の「津波浸水予測図」の
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説明自体に反するものであり，失当というしかない。 

 

（５）気象庁の想定する断層モデルによって建屋敷地が水没すること 

ア 「設定津波高」と各対象地点における津波遡上の関係 

 「津波浸水予測図」は，沿岸（水深１メートル地点）の津波高さが「設定津

波高」（たとえば８メートル）となる場合において，その津波が陸上に遡上する

態様を推計計算したものである。そして，この場合の「沿岸の津波高さ」とは，

津波予報区（本件に即していえば福島県予報区）の領域における最大の津波高

さをいうものである。 

 この点については，佐竹証人も，「津波浸水予測図」の「設定津波高」（例え

ば甲ロ７０の４「設定津波高：８ｍ」）の意義について次のとおり証言している。 

答「この予測図の趣旨といいますのは，気象庁が津波警報を出したときに

福島県で８メートルと。それは福島県の中で最大の高さなんですけれども，

それが８メートルとなったときに，この福島の例えば大熊町の福島第一原

発を含むその周囲でどのくらいの高さのばらつきがあるかということを

示したものでございます。」（佐竹証人第２調書５２～５４頁。同旨６６頁） 

 要するに，８メートルの「設定津波高」に対応する「津波浸水予測図」（甲ロ

７０の４）が示す遡上の態様は，福島県内の沿岸部のどこかで
．．．．

最大８メートル

の津波高さとなる地震が発生した場合に，具体的な，福島第一原子力発電所の

沿岸部において，どの程度の津波の遡上となるかが示されているのである。 

イ 気象庁の想定断層モデルによって建屋敷地が水没すること  

 上記（４）で述べたとおり，気象庁の想定地震断層モデルから想定される，

福島県予報区の津波高さの最大値は，１０メートルは超えないものの８メート

ルを超えるものである。 

 そして，その想定津波によって，「福島第一原子力発電所所在の沿岸部におい

て，陸上へどの程度の遡上が予測されるか」が，「津波浸水予測図」によって示
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されているということとなる。 

福島第一原子力発電所の立地する領域の「津波浸水予測図」のうち最大の「設

定津波高」は８メートルであり（甲ロ７０の４），これによれば，同発電所所在

地においては，主要建屋敷地高さであるＯ．Ｐ．＋１０メートルを大きく越え

て，同敷地上において２～５メートルの浸水深をもたらす津波の襲来がありう

るとされている。 

また，より控えめな６メートルの津波高さの「津波浸水予測図」によっても，

主要建屋敷地を大きく越えて，２～３メートルの浸水深をもたらす津波の襲来

があり得ることが示されている（甲ロ７０の３）。 

ウ 佐竹証人も敷地高さを超える浸水が示されていると認めていること 

この点に関しては，佐竹証人も，次のとおり，気象庁の設定した想定地震断

層群によって福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さを超える津波の遡上が

示されていることを認めているところである。 

すなわち，原告側からの反対尋問に対しては次のとおり証言する。  

 

問「気象庁が想定した
．．．．．．．．

断層モデル
．．．．．

で計算すると，福島第一原発を含む領域で

は，８メートルは超えるけれども，１０メートル以下の数値が出て，それ

を・・・ 

答「福島県ではですね。」 

問「ええ，福島県ではそういう数値が出て，それに基づいて計算をすると，・・・

具体的な断層モデルを置いて，福島県で８メートルを
．．．．．．．．．．

超える
．．．

津波高さ
．．．．

が出て，

それが来ると１０メートルの
．．．．．．．

敷地高さを超える
．．．．．．．．

という数字が試算されている

わけですよね。」 

    答「それはおっしゃるとおりですね。はい。」 

（佐竹証人第２調書５７～５８頁） 

問「（津波が）海のほうから８メートルで来たときでも，やっぱり１０メート
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ルの敷地高さを超えるのが計算上出てくるという意味でいいんですね。」 

    答「そうですね，これ，はい。」（同８４頁） 

問「その（福島県内の）どこかで６メートルのところの津波が来たと。そう

すると，実際に福島第一原発で敷地高さを超えるくらいの計算は出てくる，

計算上出てくるということですね。」 

    答「はい，そうです。」（同８５頁） 

 

また，被告国からの再主尋問に対しても次のとおり証言する。 

問「この津波浸水予測図を見ますと，設定津波高が６メートルで敷地が浸

水するかのようになっておりますが，現に，この予測図からそのようにい

えるのでしょうか。」との質問に対して， 

   答「この予測図は，構造物が（計算の基礎に）入ってないのと，実際

の敷地高さ（の地形データ）がどこまで入っているかというのがよく

分かりませんので，細かいことは，敷地の高さが十分に
．．．．．．．．．

，１００メー

トル（の計算格子）でも，合わされていれば
．．．．．．．．

，
．
浸水するように見えま
．．．．．．．．．．

す
．
けれども」 

と答えている（佐竹証人第２調書７８頁。丸括弧内は引用者による。）。 

１９９９年「津波浸水予測図」においては，防波堤等の構造物の存在は考慮

に入れられてはいなかったものの，陸上の地形データは２万５０００分の１の

地形図に基づいて計算の基礎に組み込まれていたのであり（上記３（２）エ（カ）），

「敷地の高さは十分に合わされていた」のであるから，佐竹証言によっても，

同「津波浸水予測図」によって，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地への浸

水が認められるのである。 

 

（６）防波堤の外側の付け根部分ではかえって津波が高くなること 

ア 被告国の主張 
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被告国は，「津波浸水予測図」において，１００メートル以上の規模をもつ港

湾構造物が考慮されているとしても，その標高は０とされているのであり，防

波堤等による津波の遮蔽効果は十分に考慮されていないとして，「津波浸水予測

図」の津波の遡上計算結果には信頼性がないかのように主張する。 

イ 防波堤の存在によってそのすぐ外側部分において津波が高くなること 

 確かに，福島第一原子力発電所の海岸線に設置されている防波堤の構造を前

提とすると，主要建屋の立地する地点の東側の海岸線については，防波堤によ

って防護されていることから津波の影響が減殺されることがあり得る。 

しかし，他方で，防波堤の外側，とりわけその付け根の部分においては，防

波堤と本来の海岸線によって約９０度の角度のくぼみ状の海岸線が形成される

こととなる。そして，防波堤によって進行・遡上を妨げられた津波の影響がこ

のくぼみ状の部分に集中することによって，かえって防波堤の外側直近の部分

においては，防波堤がない状態を大きく超える津波高さが出現するということ

が想定されるところである。 

 この点については，都司証人自身が，津波の挙動に関する説明の中で，詳し

く証言している（都司嘉宣氏の平成２７年５月１９日に福島地裁で実施された

証人尋問での調書（甲ロ１３１）（以下，「都司証人第１調書」という）５０～

６７頁）。 

また，佐竹証人も，次のとおり証言する。 

問「防波堤があると，防波堤の内側は守られますけれども，防波堤によっ

て津波が防護されることによって，防波堤のすぐ外側は逆に津波が高くな

るという一般的な傾向はないですか，角のところでは。」 

    答「あり得ますね。」（佐竹証人第２調書８５～８７頁） 

すなわち，防波堤の外側付け根の部分において，防波堤の存在の影響によっ

て，かえって津波の高さが増幅されることは，津波の専門家が一致して認める

ところである。 
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ウ 小括 

 以上より，上記「津波浸水予測図」（甲ロ７０の１～４）において，防波堤の

存在が計算から除外されていることに関しては，防波堤によって防護がされて

いる領域においては，防波堤による防護効果が考慮に入れられていないことか

ら，推計結果が過大に算定される可能性は否定できない。 

しかし，他方で，防波堤の外側部分においては，実際には，防波堤の存在に

よって津波高さがかえって増幅されることとなり，その結果として増幅された

高さの津波が敷地南部等の陸上に遡上・横溢し，その海水が，何らの防護策が

とられていない敷地を通じて主要建屋敷地周辺に流入することは容易に予測で

きたといえる。 

よって，「津波浸水予測図」（甲ロ７０の１～４）が，防波堤の存在を計算基

礎に組み込まなかったことを考慮に入れたとしても，「津波浸水予測図」によっ

て想定される津波が，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地を越えて遡上する

ことを示すことには何ら変わりはないのである。 

 

（７）まとめ 

 以上より，被告国（国土庁）が，１９９９（平成１１）年３月に作成公表し

た「津波浸水予測図」は，気象庁が「現実に発生する可能性が高く
．．．．．．．．．．．．．

，その海岸

に最も大きな浸水被害
．．．．．．．．．

をもたらすと考えらえる地震を想定」し，その断層モデ

ルによって想定される（津波予報区ごとの）最大津波高さをもたらす津波によ

って，各沿岸部において想定される津波の遡上態様を明らかにしたものである。

そして，津波の伝播・遡上計算においては，海底地形及び陸上地形データに基

づいて「津波災害予測マニュアル」に準拠して推計を行っており，信頼性の高

いものといえる。 

 そして，福島第一原子力発電所の立地する福島予報区においては，最大８メ

ートルの津波高さが想定され，その想定津波によれば，同発電所の主要建屋敷



   
 

108 

 

地高さであるＯ．Ｐ．＋１０メートルを大きく越えて，同敷地上において２～

５メートルの浸水深をもたらす津波の襲来がありうるとされている。 

 この「津波浸水予測図」の示す津波の予測の結果は，経済産業大臣において

敷地高さを超える津波に対する安全規制（ウェットサイト規制）を行うことの

必要性を十分に基礎づけるものである。 
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第４ ２００２年地震調査研究推進本部「長期評価」 

 

１ はじめに 

 １９９３（平成５）年の北海道南西沖地震を契機とした被告国の津波対策強

化の流れを踏まえ，被告国は４省庁報告書や７省庁手引きなどから一般防災と

して既往最大を超える想定しうる最大規模の地震津波を考慮する必要性を認識

するに至った。そして，このような一般防災での考え方は，当然ながらより高

度の安全性が求められる原子炉施設に対する津波対策としても同様にあてはま

るものであり，被告国としても，原子炉施設の安全規制として，想定しうる最

大規模の地震津波について対応する必要があることを認識するに至った（なお，

被告らの当該認識についての詳細は，第７章「被告らの津波の予見可能性に関

する主張について」参照）。 

 このような経緯の中で，１９９５（平成７）年には阪神・淡路大震災が発生

し，被告国の中で地震防災対策の推進の機運が高まり，地震防災対策特別措置

法のもとで地震調査研究推進本部が立ち上がり，２００２（平成１４）年には

「長期評価」が公表された。この「長期評価」のもとで具体的に福島沖日本海

溝寄りでの津波地震の発生が予測されることによって，敷地高さを超える津波

に対する安全規制の必要性がより一層強く基礎付けられるに至る。本「第４」

では，この歴史的経緯を踏まえて登場した「長期評価」について，設立経緯や

役割から，その意義をあらためて確認した上で，「長期評価」が具体的に示し

た福島沖を含む日本海溝寄りにおける地震予測について，その概要とともに領

域分けや予測の根拠となる３つの歴史上の津波地震を解説し，被告国の「長期

評価」の信頼性を減じようとする批判にも言及し，「長期評価」の信用性は当

時から十分に認められ，原子炉施設の安全規制上の観点からも無視できない知

見であったことを明らかにしていく。 
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２ 文科省地震調査研究推進本部と「長期評価」の意義 

（１）推進本部設立の経緯 

１９９５（平成７）年１月に発生した阪神・淡路大震災を契機として，同年

７月，全国にわたる総合的な地震防災対策を推進すること，及び地震に関する

調査研究の推進を図るための体制の整備を目的として（同法１条），地震防災

対策特別措置法が制定された。 

同法１３条は，「国は，地震に関する観測，測量，調査及び研究のための体

制の整備に努めるとともに，地震防災に関する科学技術の振興を図るため必要

な研究開発を推進し，その成果の普及に努めなければならない」として，地震

に関する調査研究の推進についての被告国の責任を定めている。 

地震調査研究推進本部は，地震に関する調査研究の成果が国民や防災を担当

する機関に十分に伝達され活用される体制になっていなかったという課題意識

の下に，行政施策に直結すべき地震に関する調査研究の責任体制を明らかにし，

これを政府として一元的に推進するため，同法に基づき総理府に設置（現・文

部科学省に設置）された政府の特別の機関である（甲ロ５０，また，地震本部

の体制・権限等については，原告ら第２５準備書面６１頁以下，原告ら第３４

準備書面４３頁以下ですでに整理している。）。 

 

（２）推進本部の役割・権限 

推進本部は，地震防災対策の強化，特に地震による被害の軽減に資する地震

調査研究の推進を基本的な目標とし，以下のような役割を果たすものとされる

（甲ロ２０）。 

    ① 地震に関する総合的かつ基本的な施策の立案 

    ② 関係行政機関の予算等の事務の調整 

    ③ 総合的な調査観測計画の策定 

    ④ 関係行政機関，大学等の調査結果等の収集・整理・分析およびこ
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れに基づく総合的な評価 

    ⑤ 上記の評価に基づく広報 

また，推進本部は政策委員会と地震調査委員会に分かれる。地震に関する調

査や研究結果等を収集・整理・分析し，これに基づき総合的な評価を行うのは

地震調査委員会の役目である。 

この地震調査委員会は「毎月の地震活動に関する評価」，「長期評価」，「強

震動評価」など様々な地震の評価を実施している。本件でとくに問題となる「長

期評価」は，主な活断層と海溝型地震を対象にした地震の規模や一定期間内に

地震が発生する確率などの評価結果を指す。 

 

（３）長期評価の意義 

このように，地震調査研究推進本部は，国を挙げて地震に関する調査研究を

推進し，その成果に基づいて地震防災対策の強化を図ることを目的として設置

された機関である。 

その調査研究の推進に関しては，各種機関からの情報の収集についても特別

の権限が付与され，国家予算の裏付けも法定されている。長期評価はそうした

調査研究活動の成果のひとつであり，地震防災対策の強化に向けての国民全体

の財産ともいえるものである。すなわち，地震本部が行う調査研究のうち，主

要な活断層で発生する地震や海溝型地震を対象に，地震の規模や一定期間内に

地震が発生する確率を予測したものを「長期評価」とよぶ（地震本部ＨＰより）。 

重要なのは，「長期評価」は，国の公的な機関である地震調査委員会の長期

評価部会（さらには海溝型分科会）に召集された第一線の地震学者が，過去の

地震の評価と将来の地震の予測について最大公約数的な見解を確定し，明らか

にしたものだという点である（島崎邦彦平成２７年８月２５日証人調書（以下，

「島崎証人第２調書」という）３６頁）。 

このように「長期評価」は地震の専門家の個人的な見解とは比べられない公
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的性格と重要性を持つものである。佐竹氏の反対尋問で確認された，阿部勝征

氏の１９９７（平成９）年の著作における以下の記述も，上記島崎証言を裏付

けている（佐竹証人第２調書３～４頁）。 

「これまで研究者の発表した地震情報は，防災面で重要な役割を果たしたも

のもありましたが，ともすれば『言いっ放し』にならざるを得ないこともあり

ました。今後は，地震調査研究推進本部の広報する情報は，行政的にも地震防

災に生かされていくことになります。」 

そして，地震本部の策定する「長期評価」等の知見は，それが部分的にでも

明らかになれば，可能な範囲で地域防災対策に活用してゆくべきことが当然に

予定されていた（甲ロ８３，１９９９〔平成１１〕年「地震調査研究の推進に

ついて」）。 

よって，被告国が，この調査研究成果に沿って地震防災対策を進めるべきこ

とは当然であり，一民間団体に過ぎない（しかも電力業界の強い影響下にある）

土木学会策定の津波評価技術の想定手法を優先することは許されないというべ

きである。 

 

（４）被告国の主張の誤り 

被告らは，２００２（平成１４）年に地震調査研究推進本部が策定した「長

期評価」について，長期評価と整合しない見解やこれに異を唱える見解も複数

存在したとか，専門家の間でも評価が分かれていた（被告東京電力共通準備書

面（８）８３頁他）などと主張する。 

しかし，前記のとおり，そもそも地震調査研究推進本部は防災のために設置

された被告国の組織であり，その地震本部が策定・公表した「長期評価」は，

防災を目的とした被告国の「公的見解」であって，個々の専門家が発表した地

震や津波についての「論文」や学会での「報告」類とは，目的，性質，そして

その重要性が根本的に異なるものである。 
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 また，過去の一つの地震の評価を巡っても地震学者の間では見解はしばしば

分かれうるのであって，「統一的見解」，つまり全ての専門家が賛同する見解

には容易に到達しないのが通常である。もし被告国の主張するように，地震・

津波の防災に活かすべき知見の条件として，「地震学者の間での統一的見解で

あること」を求めるとすれば，それは一人でも専門家の異論があればその知見

は防災上無視して良いというに等しい。実践的には，公的機関に召集された専

門家による最大公約数的な地震評価を防災対策に活かすことを否定し，阪神淡

路大震災以前の，個々の学者の「言いっ放し」（阿部勝征氏）の状態に退行せ

よ，というに等しい。 

島崎証人が「地震学会（での見解の統一）なんて言われても，それは無理で

す」，「統一される場はありません。統一したのは長期評価です」（島崎証人

第２調書３６頁。丸括弧内は引用者。）と述べたのは，地震本部の制度趣旨を

踏まえた当然の証言であって，「専門家の統一見解の有無」を持ち出す被告国

の主張の誤りは明らかである。 

 

３ 「長期評価」の示した日本海溝沿いにおける地震予測 

（１）「長期評価」に先立つ「津波地震」の知見の進展 

本件の争点（福島県沖の日本海溝寄りに「津波地震」を想定すべきであった

か否か）との関係で，「津波地震」についての知見の進展と，「津波地震」の知

見が「長期評価」の土台となり，その高い信頼性を支えていることを確認する

ことが重要である。 

以下，３人の専門家の証言を通じて明らかになった，「長期評価」に先立つ地

震・津波の知見，とくに「津波地震」の知見の進展について論じる。 

ア 「津波地震」の意義と観測記録による低周波地震の発生帯の確認 

１９２８（昭和３）年には和達清夫氏が，周期が長く人が弱くしか感じられ

ないが大きな津波を伴うことがある地震が海溝近くに発生することを，早くも
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指摘していた（甲ロ５３・島崎意見書，甲ロ１６４，１９２８年和達清夫「深

海地震の特異性及び三種類の地震に就いて」気象集誌・第２輯，６，１－４３）。 

１９７２（昭和４７）年には Kanamori（金森博雄氏）が，１８９６年の明

治三陸地震の解析を通じ，人が感じるような高周波（短周期）の揺れは小さい

が，低周波（長周期）のゆっくりした揺れが大きく，大きな津波を生じる地震

を「津波地震」という専門用語により初めて提案した。 

１９８０（昭和５５）年には Fukao and Kanjyo（深尾良夫氏，神定健二氏）

が，上記の知見を踏まえつつ，１９７４（昭和４９）年から７７（昭和５２）

年に発生した６１１の地震を選定し，波動特性により超高周波，高周波，低周

波，超低周波に分類し，日本海溝の軸にほぼ平行な３つのゾーンに分割できる

こと，日本海溝の内壁直下に，低周波および超低周波地震がほぼその領域でし

か見られない「低周波地震ゾーン」を認めることができることを実証した（甲

ロ５７の２「日本海溝の内壁直下の低周波地震ゾーン」）。 
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こうして，日本海溝の海溝軸付近では低周波地震が発生しており，その大き

なものが津波地震であるとの知見が確立していった。こうした知見は，２００

２年「長期評価」策定の時点で，地震・津波の専門家に広く共有されていたこ

とは，都司・島崎両証人が証言するとおりである（都司証人第１調書１２１～

１３１項，島崎邦彦平成２７年７月１０日証人調書（以下，「島崎証人第１調書」

という）９頁）。 

イ 「津波地震」は海溝軸近くのプレート境界で起こるという知見の確立 

また，日本海溝寄りの他にも，近代的観測が可能になって以降に発生した１

９４６年のアリューシャン地震，１９９２年のニカラグア地震，１９９４年の

ジャワ地震，１９９６年のペルー地震などが「津波地震」とされている。都司
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嘉宣氏の調査によれば，地震による津波のうち７％は津波地震によるものであ

る（島崎証人第１調書９～１０頁）。 

地震計記録や験潮所の津波波形の分析を通じ，１９９０年代には，こうした

世界各地の「津波地震」がいずれも海溝軸近傍のプレート境界において起こっ

ていることが確認された。佐竹健治氏は，津波地震についてのかかる知見の確

立に大きく貢献した専門家の一人である（佐竹証人第２調書１１頁，甲ロ１１

２，２００３年谷岡・佐竹「津波地震の発生メカニズム」）。 

このように，近代的観測データとその分析により「津波地震は海溝軸近傍の

プレート境界で起こる」という知見が確立されたことにより，近代的観測以前

の歴史資料に記録された地震津波（地震に伴う津波）についても，地震の被害

がないかあるいは軽微であるのに対し津波の被害が甚大であるものについては，

海溝寄りに発生した「津波地震」であると評価できるようになった。都司嘉宣

氏は，地震学や海洋物理学，流体力学の知識だけでなく，古文書を原文で読め

る数少ない地震・津波の専門家の一人であり（都司証人第１調書８～１１項），

歴史地震のなかから「津波地震」を抽出する上で大きな役割を果たした。 

ウ 阿部勝征氏による津波地震の定量化 

津波地震についての研究が進展する中で，阿部勝征氏は，近代的観測以後の

地震津波の基礎データに基づき，津波マグニチュード（Mt）の値が，マグニチ

ュード（M）の値に比べ０．５以上大きいものを「津波地震」として，津波地

震を定量的に定義した（阿部，１９８８年「津波マグニチュードによる日本付

近の地震津波の定量化」，甲ロ５８参照）。 

エ 歴史地震研究の進展 

１９９０年代半ばには都司嘉宣らによる歴史資料の検討によって，歴史地震

のうち，１６１１年の慶長三陸地震や１６７７年の延宝房総沖地震など，震害

についての記載がないか極めて少ないのに，津波による被害が甚大であったこ

とが記載により明らかな地震，すなわち「津波地震」と評価すべき地震が明ら
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かになってきた（甲ロ１２９・都司意見書２５～２９頁，甲ロ１３３，都司「歴

史上に発生した津波地震」，・甲ロ１６５，１９９８年渡辺偉夫「日本被害津

波総覧（第２版）」）。 

こうした歴史地震についての研究の進展と資料の収集・利用可能性の高まり

は，近代的観測による１００年余りの地震・津波のみに基づく地震の評価と予

測から，歴史資料・歴史地震をも含むより広い地震を対象とした評価と将来予

測への途を開いたといえる。 

 

（２）「長期評価」の示した日本海溝沿い津波地震に関する地震予測 

ア 「長期評価」の概要 

「長期評価」は，三陸沖から房総沖までの太平洋沿岸を含む日本海溝沿いの

地域では，過去に大地震が数多く発生していることを踏まえ，日本海溝沿いの

うち三陸沖北部から房総沖までを対象とし（甲ロ５０・１５頁図１），長期的な

観点で地震発生の可能性，震源域の形態等について評価して取りまとめたもの

である（甲ロ５０・１頁）。 

ここでは，評価の対象となる海域を図３のように８つの領域に区分し，特に

「三陸沖北部から房総沖の海溝寄り」と名付けられた海域（以下「日本海溝付

近」という）で津波地震が発生すると評価された（甲ロ５３・２４頁）。 
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  図３：三陸沖北部から房総沖の評価対象領域（長期評価より） 

以下，長期評価において，三陸沖から房総沖における「次の地震」＝プレー

ト間大地震（津波地震）の発生時期および規模がどのように評価されているか

について述べる。 

イ 三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震） 

  （ア）発生確率の評価 

長期評価は，この領域（図３の細長い帯状の領域）について，Ｍ８クラスの

プレート間地震が過去４００年間に３回発生していることから，この領域全体
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では約１３３年に１回の割合でこのような大地震が発生すると推定されるとす

る。 

そして，ポアソン過程3に基づき発生確率を計算すると，今後３０年以内の発

生確率は２０％程度，今後５０年以内の発生確率は３０％程度と推定している

（甲ロ５０・４頁，１３頁表４－２）。 

（イ）評価の根拠 

このような評価の根拠は，過去４００年間に発生した３つの津波地震，すな

わち，慶長三陸沖地震（１６１１年），延宝地震（１６７７年）そして明治三陸

沖地震（１８９６年）である（甲ロ５３・２６頁）。 

慶長三陸沖地震（１６１１年）および明治三陸地震（１８９６年）は，津波

数値計算等から得られた震源モデルから，海溝軸付近に位置することがわかっ

ている。このことから，およその断層の長さは約２００ｋｍ，幅は約５０ｍと

し，南北に伸びる海溝に沿って位置すると考えている。しかし，過去の同様の

地震の発生例は少なく，このタイプの地震が特定の三陸沖にのみ発生する固有

地震であるとは断定できないとする。 

  （ウ）評価の方法 

海溝寄りの津波地震については，通常のプレート境界地震と比べて発生頻度

が低く，今日まで同じ場所で繰り返し発生した事例は世界的に知られていない。

そのため，記録のある津波地震を固有地震として評価しようにも，再来間隔が

推定できず評価できない（甲ロ４９・１３頁）。 

そこで，長期評価においては，三陸沖から房総沖に至る海溝沿いの領域全体

をひとつの地域として扱うことにより，統計的な地震活動の取り扱いが可能と

なるよう工夫している（甲ロ４９・１３頁）。 

                         
3 地震の発生間隔がお互いに独立で，同一の分布をするような確率過程を更新過程という

（地震発生確率は毎年変わる＝更新される）。そのうち，発生間隔が同一の指数分布に従

う場合をポアソン過程という。過去の最新の地震発生時期が不明である場合，地震発生が

ポアソン過程に従うと仮定し，「平均的には何年間隔で地震が発生するか」という情報の

みを用いて発生確率を計算する。 
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これは空間と時間とが互換であるとの考え方に基づくものである。長期間の

データがないために個々の想定の検証は難しいが，多数の想定を考慮すれば統

計的により安定した処理が可能である。すなわち，時間軸が限定されている場

合には，空間軸を拡大することによって標本数を増やし，これによって統計的

な検証が可能になる（甲ロ５３・３３頁）。 

（エ）津波地震は日本海溝付近のどこでも起こりうる 

日本海溝付近の津波地震は，太平洋プレートの沈み込みが引き起こすプレー

ト境界地震である。津波被害の記録から，慶長三陸沖地震・明治三陸沖地震の

津波は日本海溝付近の北部，延宝地震津波は南部で発生したと推定されている。

これら３つの津波地震は固有地震ではないため，将来起こり得る津波地震の震

源域を特定することはできない（甲ロ４９・１３頁）。 

しかしながら，海溝の北部・中部・南部の地形等に大きな違いはなく，プレ

ートの沈み込みによって北部と南部でだけ津波地震が発生し，中部だけは起こ

らないとは考えにくい。こうしたことから，長期評価においては，津波地震は

日本海溝付近のどこでも発生する可能性があると判断している（甲ロ５０・９

頁表３－２，１８頁，甲ロ５３・２６頁）。 

前記３つの津波地震（慶長三陸・延宝・明治三陸）がそれぞれ異なった震源

域を持つことを考えれば，将来の津波地震は，これら３箇所でのみ繰り返し発

生すると考えるより，海溝沿いの異なる場所で起きると考える方が妥当である

（甲ロ４９・１３頁）。 

ウ 日本海溝付近での津波地震評価の背景 

長期評価が，日本海溝付近の津波地震に関して以上のような予測を行った背

景には，前記のような研究の蓄積があった。 

すなわち，既述のとおり，地震学の世界においては，津波地震の発生域が構

造的にみて海溝付近であるという知見がほぼ確立していた。特に，深尾良夫氏・

神定健二氏は，日本海溝の内側斜面域に低周波地震帯が存在することを明らか
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にしているが，この低周波地震の大規模なものが津波地震にほかならない（甲

ロ５７の１，甲ロ５７の２，甲ロ５３・２７頁，丙ロ２９・３７０頁）。 

 

 図４：長期評価による海溝型地震の発生領域（左）と Fukao and Kanjo(1980)による

低周波地震発生帯（右） 

上掲図４を見れば一目瞭然であるが，日本海溝付近，すなわち三陸沖北部か

ら房総沖の海溝寄り（図の左）の領域には，低周波地震（Very Low Frequency 

および Low Frequency）が集中して発生している（図の右）。長期評価におい

ては，このような研究成果も参考にして，日本海溝付近の海域を津波地震の発

生域としている。このことは，長期評価部会長を務めた島崎邦彦氏が明言する

ところである（甲ロ５３・２７頁）。 

エ 小括 

この長期評価の根底にある考え方は，歴史資料は不十分であることに留意し，

津波の繰り返し間隔が長い場合には歴史に残らない可能性を考慮する，という

ものである。すなわち，歴史地震が起きていないのは，単に記録に残っていな
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いだけであり，実際には起きているかもしれないと考えるのである（甲ロ５３・

３３頁）。 

この点は，記録に残っていない地震は存在しないものとして扱う津波評価技

術のスタンスと決定的に異なるところである。原子力発電所の防災対策という

観点からみて，どちらがより適切といえるかは明らかである。  

 

（３）「長期評価」策定時における議論状況 

 被告国は，地震本部地震調査委員会の長期評価部会海溝型分科会等において

も異なる見解が示されていたことをもって長期評価の信頼性に対して疑義を述

べる。 

 しかし，長期評価策定に関しては，地震調査委員会・海溝型分科会で行われ

ているところ，過去４００年間に発生した，慶長三陸沖地震（１６１１年）・

延宝地震（１６７７年）・明治三陸地震（１８９６年）の３つにつき，日本海

溝寄りのプレート間の津波地震と考え，ポアソン過程を用いて評価していく方

向で議論が進んだものである（甲ロ５３・２９頁）。 

そして，海溝型分科会では，これら地震が同じ場所で発生しているとは言い

がたいため固有地震とは扱わず，同様の地震が三陸沖北部から房総沖の海溝寄

りのどこでも発生する可能性があるとの結論に至った。この点に関しては，海

溝型分科会委員を務めた鷺谷教授，島崎教授の両名とも，分科会において意見

が割れたということはなく，最終的には皆が納得する形でまとめられたと明言

している（甲ロ４９・１４頁，甲ロ５３・２９頁，甲ロ４８・７７～７８頁，

甲ロ５１の１～６）。 

さらに，海溝型分科会の議論メモ（甲ロ５１の１～６）から，過去の個々の

地震の評価や，将来の地震を長期評価する際の領域分けについて，具体的な議

論が繰り返し行われたことが確認できる。 

都司証人は，海溝型分科会での議論について，以下のように証言している（都
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司証人第１調書１０４項）。 

「各先生の専門性の強さと，見解というのは先生同士少しずつ違うところ

があって，結構論争活発，…（中略）…かなり白熱した議論が始まって，

しかしながら最後にこういうふうな文章にまとめられるときには，そこに

いらっしゃる先生方全ての合意として，最大公約数というんですか，そう

いう文章が作られると，毎回そのような議論で進んでおりました」 

このような，海溝型分科会における第一線の専門家らによる充実した議論を

経て，「長期評価」が「津波地震」については前記のような結論に達したもの

である。 

 公的機関に召集された専門家による最大公約数的な地震評価を防災対策に活

かすためにまとめられたのが「長期評価」である。そのような統一的な公的見

解を導き出すために議論の中で異論が出るのはある意味当然であって被告国の

主張は失当という他ない。 

 

（４）「長期評価」の日本海溝寄り津波地震の発生を基礎付ける３つの津波地震

について 

  「長期評価」における三陸沖から房総沖日本海溝寄りの津波地震の発生予

測については前記のとおり，３つの津波地震（１８９６年明治三陸地震，１６

７７年延宝房総沖地震，１６１１年慶長三陸地震）が日本海溝寄りの北から南

にかけて発生しており，固有地震とみなすことができないことから，同様の津

波地震が日本海溝寄りどこでも起こりうるとするものであり，３つの津波地震

が評価の根拠となっている。これに対し，被告国は，これら３つの津波地震が

そもそも津波地震ではないとか発生場所が異なるなどと反論しているため，以

下で，こられ３つ津波地震に関して「長期評価」がどのような結論をとってい

るか詳述する。 
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ア 長期評価における「津波地震」の定義 

「長期評価」は，「津波地震」について，「断層が通常よりゆっくりとずれて，

人が感じる揺れが小さくても，発生する津波の規模が大きくなる地震のことで

ある。この報告書では，Ｍｔの値がＭの値に比べ０．５以上大きい（阿部，１

９９８参照）か，津波による顕著な災害が記録されているにも係わらず顕著な

震害が記録されていないものについて津波地震として扱うことにした」と定義

している（３頁の注２）。 

これは，前述の金森らの過去の知見を踏まえた上で，観測数値に基づき区別

可能な基準（阿部）と，観測数値が明らかではない歴史地震からも津波地震を

評価しうる基準を総合した定義である（都司証人第１調書１２１～１４３項）。 

イ １８９６年明治三陸地震について 

１８９６年に発生した明治三陸地震は，陸上の揺れ自体は気象庁震度２～３

に過ぎず震害は皆無であったが，一方で，三陸沿岸各地で２万２０００人もの

犠牲者を出し，「津波地震」という専門用語を生み出す大元になった地震である。 

明治三陸地震は，津波地震あるいは低周波地震であること（甲ロ１６５，１

９９８年渡辺偉夫「日本被害津波総覧（第２版）」１０１頁），日本海溝寄りに

波源があること（１９９６年谷岡・佐竹，甲ロ５０，「長期評価」図７，上記渡

辺・１０４頁図（下記））が明らかになっており，「長期評価」もこれらの知見

を踏まえて明治三陸地震を「津波地震」であると結論している（都司証人第１

調書１４５～１５７項）。 
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ウ １６７７年延宝房総沖地震について 

（ア）海溝寄りの津波地震であるとの結論にいたる議論の経緯 

１６７７年に房総沖で起こった地震は，信頼できる歴史資料により，小さな

揺れであり震害はなかったが（「萬覚書写」等），一方で，房総半島を中心に，

北は宮城県仙台市近くの岩沼まで，津波による犠牲者が多数に上ったことが明

らかになっている（「玉露叢」，「玄蕃先代集乾」等）。 

特に，江戸時代の公式記録である「玉露叢」で，「奥州岩沼領に津波上る。民

屋（みんおく）４９０軒余流家，人馬１５０人溺死，うち馬２７匹（つまり溺

死１２３人）なり。以上，田村右京大夫領知なり」とされていることは，この

地震による津波が極めて広範囲に及んだことを示すものであり，重要である（都

司証人第１調書１７５～１７７項）。 

海溝型分科会の議論では，延宝房総沖地震は日本海溝近くではなく，もっと

陸寄りで起こったのではないかという石橋克彦氏の説（１９８６〔昭和６１〕
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年に論文がある。）についても検討している。これに対しては，「津波の被害が

岩沼にでているから，宮城県に及んでいるのは確か」（甲ロ５１の３，第１０回

分科会），「津波の範囲は結構広い。だからあまり陸地に近いと思うのは不自然」

（甲ロ５１の５，第１２回分科会）との意見が出され，議論の結果，日本海溝

寄りの津波地震であるとの結論に至った（以上，都司証人第１調書１５８～１

８３項）。 

（イ）被告国の主張について 

被告国は本訴において，石橋克彦氏が２００３（平成１５）年の論文（丙ロ

３１）で，１６７７年の延宝房総沖地震が海溝寄りであるとの地震本部の見解

に疑問を呈していること等を挙げて，「長期評価」が公表された後においても，

「長期評価の前提に異を唱える見解が存在した」（被告国第５準備書面１６頁等）

と主張する。また被告国は，都司証人への反対尋問において，石橋説に触れつ

つ１６７７年の延宝房総沖地震は日本海溝寄りではなくもっと陸寄りで発生し

た可能性もあったのではないかと尋ねている（都司嘉宣氏の平成２７年７月２

１日に福島地裁で実施された証人尋問での調書（甲ロ１３２）（以下，「都司証

人第２調書」という）１８６，１８７，１９２頁等）。 

しかし，島崎証人は石橋氏の見解について，以下のとおり証言している（島

崎証人第１調書２４頁）。 

「石橋論文，これは２００３年のものですけれども，内容は１９８６年

に石橋先生が発表した論文と同じです。長期評価の議論の中でこの８６

年の論文について議論をしておりますので，いわば長期評価の中に織り

込み済みのものです」 

よって，石橋氏の見解を長期評価「後」の異論とする点で，被告国の主張は

誤っている。  

さらに，都司証人は，海溝型分科会での議論において石橋氏の見解がどのよ

うに評価されたかについて 
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「大部分の人は承認しませんでした」 

「全体として統一見解をまとめるという場で，やはりローカルな石橋説

というのは成り立たないだろうというのが，聞いた途端，皆さんそうい

う考えでしたと今では記憶していますね」 

と証言している（都司証人第２調書１８９，１９５項他）。 

海溝型分科会の議論メモを見ても，津波の被害の記録が八丈島から宮城県岩

沼まで広がっており陸寄りの地震であるとの石橋説は成り立たないという，歴

史資料上の根拠を伴った発言（第９回５頁，第１０回６頁。これらは都司証人

による発言である。）に対して，具体的な反論・反証が示された様子は伺えない。 

重要なのは異論があったことではなく，海溝型分科会で異論が取り上げられ，

検討されたうえで根拠をもって退けられ，１６７７年の延宝房総沖地震が日本

海溝寄りの「津波地震」であるとの結論に達したことである。第一線の専門家

が石橋氏の異論も含めて検討と議論を尽くし，最大公約数的な結論として海溝

寄りの津波地震であると評価したのである。 

なお，佐竹証人も，海溝型分科会の結論として，延宝房総沖地震を津波地震

とすることに賛成したと証言している（佐竹証人第２調書１３頁）。 

また，１６７７年延宝房総沖地震については，「長期評価」に先立ち２００２

（平成１４）年２月に公表された，土木学会「津波評価技術」においても，津

波地震とされているところである（甲ロ３５「付属編」２－３０頁。なお，下

図は，「長期評価」および「津波評価技術」で引用されている１９７５羽鳥の図

である。）。 
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（ウ）津波地震であるとの評価の妥当性は事後により明らかになった 

１６７７年の延宝房総沖地震の津波被害が，福島県沖からさらに宮城県の岩

沼まで及んだという歴史資料の確かさについては，「長期評価」後も都司証人ら

による研究成果が明らかにされている（甲ロ１３９・都司・佐竹・今村ら，甲

ロ１４２・都司・今村他，都司証人第２調書１７８～１８０項，「藩史大辞典」）。

波源の位置を陸寄りに想定するとこのような広範な津波被害の範囲を説明でき

ないことは明らかであって，石橋氏の見解を採りえないことは，２００２年「長

期評価」策定後，より明らかになったといえる。 

エ １６１１年慶長三陸地震について 
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（ア）海溝寄りの津波地震であるとの結論にいたる議論の経緯 

１６１１年の慶長三陸地震については，信頼できる記録（「言緒卿記」，「伊達

治家記録」等）から午前８時～１０時頃に体感できる地震が発生していること，

地震による死者についての記録はないこと，津波の到達時刻は，現在の岩手県

の宮古で午後２時頃であること（「宮古由来記」）が分かっている（都司証人第

１調書１８５～１８８項）。 

津波の高さについては，岩手県の田老，山田町で明治三陸地震の津波より高

かったとされている（甲ロ１３６・都司論文３７６頁，甲ロ１０５・首藤論文

１０頁）。また，津波の被害の及んだ範囲については，三陸地方を中心に，南は

現在の福島県相馬まで犠牲者を生んでいる（伊達藩公式記録「譜牒余禄」，およ

び「ビスカイノ金銀島探検報告」）。人口が希薄な江戸時代初期で，しかも，午

後２時という比較的助かりやすい時間帯であったのにこれだけの被害を生じて

いることから，高さにおいても範囲においても明治三陸地震を上回る規模の大

津波だったといえる（都司証人第１調書１８９～１９６項，甲ロ１３６の３７

６頁）。 

これらの歴史記録を踏まえた上で，海溝型分科会は，１６１１年慶長三陸地

震の震源域について，相田勇氏の断層モデル（１９７７年，甲ロ１２９・都司

意見書５３頁）により，三陸沖の日本海溝付近であるとした（都司証人第１調

書１９７，１９８項）。 

（イ）被告国の主張について 

被告国は本訴において，都司証人が２００３（平成１５）年の論文（丙ロ３

０）で，１６１１年の慶長三陸津波は「地震によって誘発された大規模な海底

地滑りである可能性が高い」と述べていること等を挙げて，「長期評価」後の見

解には，「長期評価の前提に異を唱える見解が存在した」，都司証人の見解は「長

期評価」における津波地震の定義に反する（被告国第５準備書面１８頁），など

と主張する。 
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しかし，第１に，都司証人は２００２年「長期評価」に先立つ１９９５（平

成７）年の論文で，１６１１年慶長三陸地震について海底地滑りによる可能性

を既に指摘している（甲ロ１３５）。よって，都司証人の見解を「長期評価」後
．

の異論とする点で，被告国の主張は誤っている。 

第２に，すでに本準備書面でも確認したとおり，「長期評価」は「津波地震」

を，「断層が通常よりゆっくりとずれて，人が感じる揺れが小さくても，発生す

る津波の規模が大きくなる地震のことである。この報告書では，Ｍｔの値がＭ

の値に比べ０．５以上大きい（阿部，１９８８参照）か，津波による顕著な災

害が記録されているにも係わらず顕著な震害が記録されていないものについて

津波地震として扱うことにした」と定義している（甲ロ５０，３頁の注２）。 

「長期評価」は近代的観測以前の歴史地震をも念頭に入れて，「津波による顕

著な災害が記録されているにも係わらず顕著な震害が記録されていないもの」

という部分を定義に含ませており，その際，津波地震の意義について，特定の

原因やメカニズム（例えば海底地すべりかどうか）を前提としていない。 

したがって，都司証人のこの説と「長期評価」における「津波地震」の定義

は矛盾せず，この点でも被告国の主張は誤りである（都司証人第１調書２０２

項，島崎証人第１調書２３頁，第２調書６１頁）。 

（ウ）被告国の反対尋問について 

被告国は都司証人への反対尋問で，２００２年「長期評価」策定当時，１６

１１年慶長三陸地震による津波について堆積物調査から，震源は三陸沖ではな

く千島沖にあった可能性もあったのではないか，と尋ねている（都司証人第２

調書１４８項以下）。 

しかし，第１に，岩手県宮古で大きな音がしてから３０分ほどで大津波が来

たと推察できる歴史資料が残っており（都司証人第２調書１２８項），この資料

の信頼性については争いがない。被告国の反対尋問に対する都司証人の以下の

証言は，歴史資料上から推察できる所要時間や確認できる死者数を根拠とする，
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具体的かつ説得的なものである（都司証人第２調書１５０項）。 

「宮古に３０分以内に津波が到達するためには三陸沖でなくてはいけ

ないんですね。千島だと一時間くらいかかってしまう。それと，この全

体の死者の数が２０００人から３０００人の間と，伊達藩や南部藩の記

録にありますね。一番被害がたくさん出たというわけですから，恐らく

これに一番近いところに震源があったと理解するのが自然ではないか

と考えるわけですが」 

第２に，上記都司証言に対して被告国は，「では，証人は客観的な津波堆積物

については軽視してもよいというご見解ですか」と，難癖の様な質問を続けて

いる。しかし，これに対する都司証人の証言は明快である（都司証人第２調書

１５１項）。 

「違う。同一視できないんじゃないかなという見解を持ってお    

ります。つまり北海道東部に確かにこれと近い年代で津波の痕跡があ

るんですが，それがこれと同一であるという証拠がない。むしろ少し

年代がずれているのではないかと」 

当時，北海道東部の霧多布湿原等の調査が進み，１６１１年の慶長三陸地震

の津波についても，波源は千島沖にあるのではないかという見解があった（甲

ロ１２３）。霧多布湿原の調査に加わった佐竹氏も，当時はそのような可能性を

指摘する論者の一人であった（佐竹証人第２調書１５頁，甲ロ５１の５・第１

２回論点メモ５頁「佐竹委員さんの言うことは，可能性を残しておきたいとい

うこと」との記載がある。）。 

しかし，都司証人個人も，また２００２（平成１４）年当時の海溝型分科会

も，堆積物調査を軽視していたどころか，同調査に基づく見解を傾聴し，検討

した上で根拠をもって退けているのであって，被告国の反対尋問は全くの的外

れである。 

当時の海溝型分科会は，日本海溝沿いだけでなく，南千島・北海道沖の長期
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評価の検討も進めており，この説を議論の中で取り上げ検討している（甲ロ５

１の４・第１１回論点メモ，５頁）。その上で，都司証人の証言するように，証

拠が十分でないこと，また岩手県宮古での大きな音を説明できないことを理由

に退けているのである（甲ロ５１の５・第１２回論点メモ）。佐竹氏も，反対尋

問において以下のように証言し，自身の当時の見解を含め，充実した議論がな

されたことを認めている（佐竹証人第２調書１６～１７頁）。 

「問 ２０００年の先生や七山先生らの予稿集などを拝見しますと，可

能性のある歴史津波としては１６１１年三陸沖津波地震が挙げられる

けれども，その詳細は不明であるというふうに留保した言い方になって

いますね。 

当時はそうです。はい。 

ですので，言わばそういう最新の調査，知見も含めて，１６１１年の

慶長地震についての議論は相当丁寧にやっているという印象を私は受

けたんですが，それは賛成していただけますか。 

１６１１年がどこに起きたのかということに関しては，いろんな

議論をしました。」 

ここでも，重要なのは異論があったことではなく，異論が取り上げられ，検

討されたうえで根拠をもって退けられ，１６１１年の慶長三陸地震が，日本海

溝寄りの「津波地震」であるとの結論に達したことである。 

第３に，海溝型分科会では千島沖に波源があった可能性を述べていた佐竹証

人も，その後２００３（平成１５）年の時点では，霧多布湿原に津波堆積物の

痕跡を残した地震については，１６１１年慶長三陸地震とは別個の，根室沖と

十勝沖の連動型地震であるとの見解に立って論文を発表している（佐竹証人第

２調書１５頁，１７頁）。 

「北海道の霧多布の湿原で調査を正にやっている途中だった。これは，

２００２年，２０００年頃ですかね。ですから，正に調査をやっている
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途中でしたので，その頃には，時期的には慶長と対応しますので，その

可能性があるかと思っておりましたが，その後に更に調査を広げまして，

北海道に関しましては霧多布のみならず北海道の沿岸であちこちでや

りまして，その後に津波のシミュレーションをやりまして，それでモデ

ルというのを提出して，慶長というよりは千島海溝の根室沖と十勝沖の

連動のほうがいいんじゃないかということを知りました。」 

なお，被告国は都司証人への反対尋問で，１６１１年の慶長三陸津波は千島

海溝で発生した地震によるのではないかとの岡村行信氏らの説（都司証人第２

調書１６４項）を縷々引用したが，今回の震災後に出された仮説に過ぎない上，

ただ，同人の論文にそのような記載があることの確認を求めるだけで，およそ

反対尋問としては意味のないものであった（都司証人第２調書１６９項・裁判

長質問）。 

（エ）日本海溝等専門調査会も慶長三陸地震の震源を日本海溝寄りとして

いること 

なお，「長期評価」公表後の，２００６（平成１８）年には，中央防災会議・

日本海溝等専門調査会報告が公表された（丙ロ２８８頁）。 

同報告においても，「明治三陸地震の領域」として「明治三陸地震（Ｍ８．５）

は，１８９６年に三陸沖の海溝寄りで発生した。この地震は地震の規模のわり

に揺れは小さく，巨大な津波が発生した，いわゆる“津波地震”である。」とし

た上で，さらに「１６１１年慶長三陸地震は，明治三陸地震の震源域を含んだ

領域で発生したものと推定されることから，明治三陸地震の震源域の領域はこ

のタイプの津波地震が繰り返し発生する領域と考えられる。」としており，１６

１１年慶長三陸地震の震源が三陸沖の日本海溝寄りの領域であることが再確認

されている。 

 以上のとおり，日本海溝寄りの領域設定を基礎付ける３つの歴史地震が津波

地震であることは，長期評価策定過程における議論状況のみならず，長期評価
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策定以後の知見や佐竹証人自身も認めていることからももはや明らかであり，

この点を論難する被告国の主張は失当である。 

 

（５）日本海溝寄りを一体とした「長期評価」の領域区分の妥当性 

 以上の「長期評価」の日本海溝寄りの津波地震の予測のうち，被告国は，「長

期評価」が結論づけた前記領域区分，すなわち三陸沖北部から房総沖までの日

本海溝寄りを一つの領域としたこと自体に対し，当時の日本海溝の北部と南部

での地形や地質，地震の起こり方などの違いがあるとして異議をとなえている。 

以下では，「長期評価」において，日本海溝寄りを一つの領域としたことの経

緯，議論状況をみることで，同設定の妥当性を論じる。 

ア 海溝型分科会での議論を経て決まった領域分け 

海溝型分科会では，これら３つの津波地震について議論を積み重ねる中で，

三陸沖から房総沖まで日本海溝寄りを一つの領域として区分することが提案さ

れた。そして，この領域内のどこかで明治三陸地震と同様の津波地震が起こる

可能性があるとする結論が支持されていった。 

津波地震は震害が少ないのに高い津波による多大な犠牲を生むという点で，

地震学的に他の地震とは明確に区別され，防災対策上も重要な地震である。従

って，津波地震の発生を根拠に，日本海溝寄りを一つの領域として区分するこ

とは，議論の流れとしてごく自然である。 

イ 海溝寄りを陸寄りと区別しひとつの領域としたことの根拠 

海溝型分科会は，日本海溝寄りを陸寄りと区別してひとつの領域とするにあ

たり，上述の３つの津波地震の存在に加え，プレート境界の構造についても検

討を加えている。 

（ア）微小地震等に基づくプレート境界面の確定 

プレート境界の構造について論じるためには，前提として，陸側の北米プレ

ートと沈み込む太平洋プレートとの境界面の形状を推定する必要がある。 
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「長期評価」では，太平洋プレートの沈み込みに関連して発生する微小地震

の震源分布等の知見に依拠して，「図３ 微小地震の震源分布等に基づくプレー

ト境界面の推定等深線図」を作成している。 

以下，「長期評価」本文より引用する（甲ロ５０，１７頁）。 

「地震の発生位置及び震源域の評価作業に当っては，過去の震源モデル

を参照し，微小地震等に基づくプレート境界面の推定に関する調査研究

成果及び当該地域の速度構造についての調査研究成果を参照して，三陸

沖北部から房総沖にかけての領域について推定した。」 

「プレート境界の形状については，バックスリップの解析に用いた伊藤

他(1999)，Ito et al.（2000），西村他(1999)，Nishimura et al.（2000）

による等深線を元に，Umino et al.(1995)，海野他(1995)，Kosuga et 

al.(1996)等を参照し，宮城県沖付近については，三浦(2001a，b)，Miura 

et al.(2001，2002)の海底下構造調査の解析結果，茨城県沖から南側に

ついては，Ishida(1992)，Noguchi(2002)を参照し，気象庁震源の断面

図(図４－１，２)も参考にして，図３のように作成した」 

さらに，都司証人は，プレート境界の各断面図を確認しながら，以下のとお

り証言した（都司証人第１調書３６，３７項）。 

「日本海溝の位置から２つめのアスタリスクの所までというのは，ほと

んど微少な地震が起きておりません。この間というのは，応力が殆ど蓄

積されずに微小地震すら起きていないわけですね。で，２番目のアスタ

リスクから沈み込む角度が大きくなりまして，そこで非常にたくさんの

微小地震の震源が並んでいることが分かります。ここでは，応力が蓄積

されていて，微小地震も普段から非常によく起きている場所であると言

うことが分かります」 

「北から南までほとんどこの構造は変わりません。この日本海溝からお

よそ７０キロの範囲の中では，ほとんど微少地震は起きておりません。」 
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プレート境界の日本海溝寄りは普段微小地震がほとんど起きず，しかし，地

震の揺れに比して巨大な津波を生み出す「津波地震」が発生する領域として，

プレート境界の陸寄りとは明確に区別される，というのが都司証言の趣旨であ

る。 

これに対して，佐竹証人はその主尋問において，長期評価の図４－２の平面

図（甲ロ５０，図４－１および４－２，丙ロ６２，２０～２１頁）をもとに，

海溝軸付近の地震の数は青森県沖（Ｄ）から岩手県沖（Ｅ）ではそれより南部

の宮城沖（Ｆ）や福島県沖（Ｇ）より多く，南北で異なると証言している。 

しかし，反対尋問でも確認されたとおり，そもそも佐竹証人自身，「長期評価」

発表後間もない２００３（平成１５）年の論文では，下記のように述べている

（佐竹証人第２調書７頁，甲ロ１１２，谷岡・佐竹「津波地震のメカニズム」

３４９頁左段。）。 

「１９９０年代までの研究から津波地震は海溝軸近傍のプレート境界

で発生していることが分かった。しかし海溝近傍のプレート境界は非地
．．．．．．．．．．．．．．

震域と呼ばれ
．．．．．．

，
．
微小地震は殆ど発生していない
．．．．．．．．．．．．．．

。例えば三陸沖では日本

海溝軸の陸側３０ｋｍまでのプレート境界は非地震域で，海底地震観測

でも微小地震はほとんど捕らえられていない」， 

「ではどうして津波地震が海溝軸付近のプレート境界で発生している

のだろうか」 

このように，佐竹証人自身がその論文の中で，三陸沖の海溝軸近くのプレー
．．．．．．．．．．．．．

ト境界ではほとんど微小地震は発生していない
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という客観的事実を前提として

確認した上で，ではなぜ津波地震が発生するのかと問いを立てている。この論

文では，海溝寄りプレート境界面での微小地震の少なさ
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

という事実を正しく指

摘しており，先に引用した都司証人と同様の認識に立っていることが明らかで

ある。佐竹証人自身の論文の内容とも相矛盾する主尋問での証言内容は，反対

尋問において事実上撤回されたに等しい。 
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佐竹証言に基づき，微小地震の発生の多少において日本海溝寄りの北部と南

部では異なると描き出そうとした被告国の意図は失敗に終わった。 

（イ）プレート境界の構造についての海溝型分科会での議論 

第１２回海溝型分科会では，海溝寄りと陸寄りを区別する境界線をどこに置

くかが検討されている。 

「長期評価」（甲ロ５０）の「図５」について 

「黄色い線がある。これは波源域の東側を通って津波地震と言われるも

のはこの黄色い線の右側にある，というふうに解釈できないか？」 

「太平洋プレートの沈み込み角度が変わる屈曲点が，ちょうどこの線の

あたりにありそうだ。（以下略）」 

「気象庁のＭ６クラス以上の地震の破壊の開始点を見るとかなり線上

に並んでいる部分が，この境目のラインである。それ以上大きな地震は

もっと海溝寄りに起こったりもっと深いところで開始する」 

等の議論が交わされている（甲ロ５１の５，第１２回議論メモ６頁）。陸側の

北米プレートの下に沈み込む太平洋プレートの，沈み込む角度（傾斜角）がど

こで変化するか，このような議論を経た上で，「長期評価」は，「海溝沿いの領

域については，この領域で過去に発生した１８９６年の明治三陸地震，１９３

３年の三陸地震の震源モデル（Tanioka & Satake， 1996，Kanamori， 1971a，

1972 等）の幅と傾斜角から，海溝軸から約７０km 程度西側のところまでとし

た」（甲ロ５０，１７頁）。 

この点，佐竹証人はその主尋問において，「プレート境界の形状あるいは地形

などについては，そもそも議論をしておりませんでした」と証言する（佐竹健

治平成２７年１０月５日証人調書（以下，「佐竹証人第１調書」という）２７頁）。

しかし，上記に引用した議論メモから確認できるように，海溝型分科会ではプ

レートの沈み込み角度（傾斜角）の変化について議論しているのであるから，

形状あるいは地形について全く議論していないかのように述べる同証言は，事
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実に反している。 

佐竹証人は，上記議論メモに基づく原告側の反対尋問に対しては，以下のよ

うに証言している（佐竹証人第２調書６頁）。 

「問 こういう領域分けを行う際に，海溝型分科会で議論がされたと思

うんですが，陸寄りと日本海溝寄りを区分する議論の中で，プレート境

界の地形や形状についても若干は議論をしていたんじゃないですか。 

深いほうと浅い方を分けるときには，プレートの深さが関連して

いますので，はい。 

屈曲点がどの辺にありそうだとか，そういう議論を第１２回分科会で

した御記憶はありますか。 

深いほうと浅いほうを分けるに関しては，屈曲点というのは断面

での屈曲点という意味でしょうか。 

そうですね。 

どこでどの深さで浅い所と深いところを分けるかという意味では，

プレートの形状といいますか，断面ですね。そこでのプレートが

どこで曲がるかということはあったと思います」 

これら一連の証言は，プレート境界の形状について「そもそも議論をしてい

ない」という主尋問における誤った証言を，事実上撤回したものである。 

海溝型分科会は，プレート境界の形状についても十分に議論をし，その検討

結果を踏まえた上で，海溝寄りと陸寄りの領域を分けるという結論に達してい

ることは明らかである。 

（ウ）低周波地震についての海溝型分科会での議論 

すでに主張のとおり，日本海溝の海溝軸付近では低周波地震が発生しており，

その大きなものが津波地震であるとの知見が，２００２年「長期評価」策定の

時点で，地震・津波の専門家に広く共有されていた（都司証人第１調書１２１

～１３１項，島崎証人第１調書９頁）。 
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低周波地震が日本海溝寄りのプレート境界に南北にわたり集中していること

を実証的に明らかにした深尾・神定論文（甲ロ５７の１，２）そのものは，「長

期評価」に引用ないし参考文献としてあげられていない。しかし，低周波地震

と津波地震についての従来の知見を集約した専門書（甲ロ１６５，１９９８年

渡辺偉夫「日本被害津波総覧（第２版）」）が「長期評価」の中でも引用されて

いることは，都司証人が証言しているとおりである（都司証人第１調書１５３

項）。 

低周波地震・超低周波地震が起こる場所は日本海溝寄りのプレート境界に集

中しており，同じプレート境界の陸寄りにはほとんど見られない。低周波地震

の発生の有無という点でも，日本海溝寄りと陸寄りは明確に区別されるのであ

る。 

この点，佐竹証人はその主尋問において，「長期評価」策定の海溝型分科会で

は深尾・神定論文の図は直接取り上げられて議論はされていないと述べ，さら

に低周波地震・超低周波地震は日本海溝寄りの北側で多く南側で少ないと証言

している（佐竹証人第１調書２８～２９頁）。 

しかし，第１に，日本海溝寄りに低周波地震が集中しており，その大きなも

のが津波地震であるという知見は，海溝型分科会に集まった専門家の間であら

かじめ共有されており，いちいち深尾・神定論文を引用するまでもなく，議論

における当然の前提・背景となっていた。島崎証人は主尋問で以下のように証

言している（島崎証人第１調書１５頁）。 

「問 この低周波地震は，津波地震と何か関係があるのですか。 

低周波地震を子供に例えると津波地震は親になります。低周波

地震を極端に大きくしたものが津波地震です。」 

「問 この深尾・神定論文は，長期評価部会の海溝型地震分科会における

議論の材料となったのですか。 

日本海溝沿いに津波地震が発生するという考えの基礎になった，
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背景となった論文だと思います。 

問 直接この論文が議論に使われたということはあるんでしょうか。 

この論文は比較的古い文献でしたので，それより新しい専門書

などが直接には議論で引用されています。背景と申し上げたの

はそういう意味です。また，この図を直接テーブルの上に出し

て議論するということはありませんでした。 

問 この長期評価の引用文献リストには深尾・神定論文が挙げられてい

ないのですが，それは今おっしゃった理由によるものですか。 

はい。」 

上記引用の島崎証言どおり，第１２回海溝型分科会では，低周波地震の巨大

なもの（「親玉の親玉」）が津波地震であることを当然の共通認識として，１９

５３（昭和２８）年に房総沖で発生した地震を「津波地震」に含めるどうかに

ついて，突っ込んだ議論がなされている（甲ロ５１の５，４頁）。 

第２に，低周波地震が日本海溝寄りの南北を問わず発生していることについ

ては，被告らが本訴訟において「長期評価」策定後の有力な異論として好んで

引用する２００３（平成１５）年の松澤・内田「地震観測から見た東北地方太

平洋下における津波地震発生の可能性」（丙ロ２９，例えば，被告国第５準備書

面１６～１７頁）においても指摘されている。 

佐竹証人の反対尋問においても明らかになったとおり（佐竹証人第２調書８

～９頁），同論文は，前述の深尾・神定論文を参考文献として挙げつつ，以下の

ように述べている。 

「実際，海溝軸近傍で低周波の地震が発生することはよく知られており，

日本海溝沿いにおいても同様の特徴が知られている」（３７０頁） 

さらに松澤・内田論文は以下のように述べている。 

「河野による解析では，低周波地震は三陸沖と福島・茨城県沖に多く，

宮城県沖には少ない」 
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「この河野の求めた低周波地震が多い領域と図２で示した繰り返し地

震の発生率が高い領域はよく対応しており，前述の仮説が正しければ，

福島県沖～茨城県沖にかけての領域においても大規模な低周波地震が

発生する可能性がある」（３７３頁） 

同論文は沈み込むプレートの形状に着目して，日本海溝寄りの南北で津波地

震の起こり方には違いがあるのではないかという仮説を提唱してはいるが，低
．

周波地震の起こり
．．．．．．．．

方については
．．．．．．

，
．
北（三陸沖）だけでなく南（福島県沖から茨
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

城沖）でも多いとしており
．．．．．．．．．．．．

，
．
南でも「大規模な低周波地震」すなわち「津波地
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

震」が発生する可能性があると認めている
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

のである。 

被告国は，同論文を「長期評価」後の有力な異論として挙げる一方で，同論

文が指摘する被告らに不利な知見（低周波地震は日本海溝寄りの南でも多く発

生している）については否定しようとしているのであって，ご都合主義という

ほかない。 

ウ 小括 

（ア）日本海溝寄りを陸寄りと区別し一つの領域としたことの妥当性 

以上に見たとおり，２００２年「長期評価」は，①微小地震等のデータにも

とづきプレート境界を推定し，沈み込みの角度等の構造・形状についても確認

し，②低周波地震についての知見も背景として，海溝型分科会における充実し

た議論により，日本海溝寄りで過去約４００年の間に３つの津波地震が発生し

たとの結論に達し，また，③以上の検討と結論に基づき，プレート境界の日本

海溝寄りを陸寄りと区別される一つの領域として定めたのである。 

このような領域分けは２００２年「長期評価」において初めて示されたが，

その後，２００４（平成１６）年および２００８（平成２０）年における土木

学会のアンケート（甲ロ１０４，丙ロ４４），２００６年のマイアミ論文（甲ロ

２４，２５），２００９（平成２１）年の長期評価（改定）等において広く受け

入れられていったものであり，地震学者の間において，日本海溝寄りの地震の
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発生について検討する際の領域分けとして，標準的なとらえ方として広く受け

容れられるに至っているものである。 

佐竹証人が反対尋問で証言したとおり，１９８０年代から９０年代までは地

震地体構造論による区分けが主流であったが，その後，津波地震が海溝軸付近

の浅い所で起こり，普通のプレート間地震は深いところで起きるという知見が

確立していった（佐竹証人第２調書４１頁）。「長期評価」における領域区分は，

地震学におけるこうした最新の知見を反映した，合理的な区分けであったとい

える。 

（イ）微小地震や低周波地震を根拠に海溝寄りを南北に分断しようとした

被告国の試みの失敗 

被告国は，佐竹主尋問や都司・島崎反対尋問を通じて，微小地震や低周波地

震の発生が日本海溝寄りの北で多く南で少ないことを示すことで，日本海溝寄

りの領域を南北に分断しようと試みた。その意図は，北の三陸沖で発生した津

波地震（１８９６年の明治三陸地震）と同じような津波地震が日本海溝寄りの

南側でも起こる可能性を否定することにあった。 

しかし，微小地震についても低周波地震についても，被告国のこの試みが完

全に破綻したことは，すでに佐竹反対尋問の検討を通じて明らかにしたとおり

である。 

「長期評価」の結論は，島崎・都司・佐竹証人を含め，海溝型分科会に集ま

った第一線の地震・津波の専門家による充実した議論を経て，最大公約数的な

結論として示されたものである。そして，１８９６年の明治三陸，１６１１年

の慶長三陸，１６７７年の延宝房総沖のそれぞれの地震について「一個一個相

当な議論をして」（都司証人第２調書１９６項）津波地震であると結論づけた

こと，３つの津波地震に加えプレート境界の地形や形状についても議論をした

上で日本海溝寄りを一つの領域としてまとめたことは，３証人の尋問を通じて

具体的に明らかになった。 
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４ 「長期評価」の信頼性を減じようとする被告らの主張について 

（１）過去の資料が少ない福島県沖海溝寄りに津波地震が発生した記録がない

との被告らの主張について 

ア 被告らの主張と佐竹証言 

被告国は，「『三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地

震）』については，過去の地震資料が少ない状況にあり，長期評価後に新しい知

見が得られればＢＰＴ分布を用いた地震発生確率算定の検討が期待されていた

ことがうかがわれる」と主張する（被告国第５準備書面１４頁）。 

また被告東京電力は，「同じ領域で過去に大きな津波を伴う地震が発生した記

録が残っていない場合や，過去に発生した津波の痕跡（あるいはその痕跡につ

いての研究）が不十分な場合には，断層モデル（波源モデル）の設定に困難を

極めることとなる」，「（福島県沖日本海溝寄りでは）現に過去に大きな津波を伴

う地震が発生した記録もなかった」，「こうしたことを踏まえ，専門家による既
．．．．．．．

往津波や地震地体構造等の知見の入念な検討
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

の結果，･『津波評価技術』におい

ては，福島県沖海溝沿い領域には大きな地震・津波をもたらす波源の設定領域

を設けておらず･･･（中略）･･･当該領域における断層モデル（波源モデル）も

設定していない」（被告東京電力共通準備書面（８）１６頁）などと主張する（前

記傍点部分に関して，津波評価部会では専門家による検討がされていないこと

については，佐竹証言からも明らかである）。 

さらに，被告国は，佐竹証人の主尋問において，「東北地方太平洋沖地震を教

訓とした地震・津波対策に関する専門調査会」第１回会合の議事録にある阿部

勝征氏の発言を引きながら，佐竹証人に「阿部先生が言っておられますように，

福島県沖ではマグニチュード７クラスの地震があったけれども，それ以外は起

きないと思い込んでいたということがここに書かれています。それから，過去

に起きていないものは将来に起きないという考えは間違ったというふうに書い
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てありますので，過去に起きてないものは将来に起きないというふうに考えて

いたということが分かります」（佐竹証人第１調書３６頁）と解説させている。 

このように，過去の資料が少ないこと，福島県沖の日本海溝寄りに津波地震

が発生した記録がないことを根拠に，「長期評価」に基づき福島県沖日本海溝寄

りに津波地震を想定しなかったことを正当化しようとするのが，被告らの主張

である。 

イ 過去の地震を全て把握していると考えることの誤り 

しかし，そもそも地震・津波の長い歴史に比して，現在我々が把握している

地震・津波は，近代的観測に基づくものは１００年余りに過ぎない。また，歴

史記録に基づくものに広げても，８６９年の貞観地震・津波についての「日本

三代実録」などの例外を除けば，東北地方を含む東日本においては，せいぜい

江戸時代以降の４００年あまりの限られた期間のものに過ぎない（都司証人第

１調書５～７項）。そして，津波堆積物による過去の地震の調査研究は未だ発展

途上の段階である。 

したがって，たとえば福島県沖で過去に津波地震の記録がないからといって，

福島県沖で過去に津波地震が起こったことはないと断言することはできない。

現在の地震学・津波学が把握していない，長い繰り返し期間（間隔）で津波地

震が発生している可能性や，歴史記録の制約によりそれらを見逃している可能

性を否定できないからである。 

「過去に起きてないものは将来に起きない」（阿部勝征氏）と考えることが誤

りなのではない。過去の地震を全て把握しているという前提に立つことが誤り

なのである。 

必要なのは，将来の地震を予測するにあたって，過去の把握には常に制約が

伴うことを考慮に入れることである。「長期評価」は，過去の地震を検討するに

あたり，その冒頭で下記のように述べている（甲ロ５０，２０頁）。 

「２－２－１ 過去の地震について 
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三陸沖～房総沖の日本海溝沿いに発生した大地震の過去 の研究では，

８６９年の三陸沖の地震まで確認された研究成果があるが，１６世紀以

前については，資料の不足から地震が見落とされている可能性があるた

め，１７世紀以降について整理した。」 

さらに島崎証人は以下のように証言する（島崎証人第１調書１４頁）。 

「４００年間に３回しかなかったということが，逆に，このような地震

の発生の頻度，あるいは発生の確率に対する重要な情報となります。す

なわち，４００年間には繰り返し発生していないということになります

ので，当然，このように頻度が低い場合は，時間を狭めることなく空間

を広く取る必要があります。そのことによって，統計的な検討が可能に

なるからです。ある意味，時間軸が限られている場合は，空間軸を広く

取ることによって標本域を確保して，統計的に検討する必要があるとい

うことです。」 

このように，２００２年「長期評価」は，その時点で把握できている過去の

地震には制約があるという正しい前提に立って，空間軸を広くとって統計的な

検討を加えた上で将来の地震を予測しており，過去に起こった地震は全て把握

しているというドグマには立っていない。 

ウ 過去の地震を全て把握しているとした被告東京電力ら電力事業者の誤

り 

既往最大の地震に限定せずに将来の地震・津波を予測するという考え方は，

２００２年「長期評価」以前にも示されていた。 

１９９７（平成９）年に取りまとめられ翌１９９８（平成１０）年３月に公

表された「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査」（４省庁報告書）および「地

域防災計画における津波対策強化の手引き」（７省庁手引き）は，「信頼できる

資料の数多く得られる既往最大津波と共に，現在の知見に基づいて想定される

最大地震により起こされる津波をも取り上げ，両者を比較した上で常に安全側
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になるよう，沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定する」ことを

提起していた（甲ロ１７，２３８頁）。 

しかし，被告東京電力は，各原子力発電所において抜本的な津波対策を迫ら

れることを嫌い，現在把握されている既往最大の地震・津波によって将来起こ

り得る最大規模の地震津波の上限を画することができるという考え方に立った

（甲ロ６２，１９９７年６月，「太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査への対

応について」２１頁）。 

「太平洋側に関しては，プレート間の相対速度が大きく，歴史期間の長

さからみて，大地震が発生する場所では既に大地震が発生している可能

性が高いと考えられる。歴史的に大地震が発生していない場所では，プ

レート間のカップリングの性質により大地震が起こらない場所になっ

ている可能性が高い。特別に大地震の発生の可能性が指摘されている場

合を除いて，歴史的に大地震が発生していない場所にまで想定地震を設

定する必要はない」 

この考え方は，２００２年「津波評価技術」にも持ち込まれており，「太平洋

沿岸のようなプレート境界型の地震が歴史上繰返し発生している沿岸地域につ

いては，各領域で想定される最大級の地震津波をすでに経験しているとも考え

られる」（甲ロ３５，本編１－３１）と述べられている。 

「津波評価技術」を策定した土木学会津波評価部会の事務局は，被告東京電

力ら電気事業者が主導していた。当時の第５回部会では，「過去１万年の間のＭ

ｗの最大値はどのようになるのか」との質問に対し，「ストレスを溜め込むこと

ができる地体構造上の上限があると考えられる。５００年程度以上でＭｗは飽

和状態に達してしまうため，５００年と１万年とではそれほど変わらないと思

う」という回答が事務局からなされた（甲ロ１０３，政府事故調松山昌史氏第

１回聴取結果書）。ここでも，過去５００年程度の間で最大津波をすでに経験し

かつ認識しているという考え方が表れている。 
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しかし，このような，過去最大級の地震をすでに経験しかつ認識していると

いう考え方は何ら根拠がない，重大な誤りである。 

都司証人は下記のように証言する（都司証人第１調書２２４項）。 

「２つの間違いがあります。一つは，歴史記録の長さ，これは東北地方

で４００年ですね。歴史記録の中に，大きな津波がこの場所であったと。

これは偶発的なごく一部を見ているだけであって，そういうふうに考え

ます。例えば関東地方の利根川の洪水というのは，二，三年に１回起き

てて，４００年間の記録があったら，大体１００を超える洪水記録があ

る。この中に最大がある，これは正しい。ところが，地震に関しては，

１３３年に１回，その中の４００年だけ取り出した。この中にもう既に

最大がある，これはどう考えたっておかしいですね。これが間違いの第

１点です。  

間違いの第２点は，今まで起きていないところ，しかしながら地震

的な構造が同じところ，これはたまたまそこに起きていないだけであっ

て，そこは未来永劫に起きないものだ，到底こんなこと考えることでき

ません。地質構造が同じ，微小地震の起き方が同じ，しかも低周波の地

震まで起きてる。それと同じ性質を持っているものが明治（三陸地震）

で起きてる。しかし，今はたまたま（福島県沖では）起きてない。こう

いう場合には，その場所にまだ歴史記録で起きてないけれども，隣接す

る場所ではあるけれども，当然明治（三陸地震）の津波と同じものがこ

こで起きると，当然考えなきゃいけないと思います。以上の点で，２つ

の点で間違ってますね。歴史記録の中に既に最大が起きてる，第１点の

間違い。それから，その津波のまだ起きてないところはもう永劫に起き

ないと判断できる，これが２番目の間違いです。」（丸括弧内は引用者

による補充） 

島崎証人も，被告東京電力の反対尋問に答えて，「津波評価技術」と対比して，
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「長期評価」の依って立つ立場を次のように証言している（島崎証人第２調書

７１頁）。 

「問 証人は，この津波評価技術について，過去４００年の歴史地震に

とらわれているというような御意見を述べられているんですが，長期評

価も，過去４００年の歴史地震に基づいて，海溝沿いで起きる地震の規

模について最大マグニチュード８クラスにとどまるとしていたのでは

ないですか。   

そこはちょっと違うと思うんですね。津波評価技術は，飽くまで

も既往最大を考えているわけです。それはなぜかというと，結局，

津波を想定して，それで数値計算をして，その結果を原発のところ

で過去の痕跡高と比較して，それよりも高ければオーケーというこ

とで，結局既往最大がその根本なわけです。我々は，４００年問の

データが限られていると。いいですか，ここが重要なので。４００

年間のデータで全てが分かるんではなくて，４００年間のデータと

いうのは，僅かに限られた時点のデータであるということを意識し

て，そこから出発しているんです。そこが大きな違いだということ

を認識していただきたいですね。」 

電力事業者らが主導する津波評価部会事務局の「５００年と１万年とではそ

れほど変わらないと思う」という見解にも，何ら根拠がない。 

当時，日本海溝では未だ巨大地震の繰り返しの履歴が分かっていない状況で

あったことは，佐竹証人が１９９８（平成１０）年の論文で「巨大地震の繰り

返しの履歴がある程度分かっている，千島海溝南部～日本海溝北端部，駿河～

南海トラフ，相模トラフ北半という日本列島のプレート沈み込み境界を主たる

対象として，（巨）大地震の長期予測の問題点を古地震研究の観点から検討した」

と述べているとおりである（佐竹証人第２調書３２頁，甲ロ１０８，佐竹・石

橋「古地震研究によるプレート境界巨大地震の長期予測の問題点―日本付近の
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プレート沈み込み帯を中心として―」）。 

また，津波堆積物の研究が進んでいた北海道沖ですら，研究は未だ途上であ

り，いわゆる「５００年周期説」は出ていなかった（佐竹証人第２調書３２頁，

甲ロ１０３，前述の松山調書）。  

さらに，８６９年の貞観地震と同様の巨大地震が８００年～１１００年程度

の周期で繰り返しているのではないかという，仙台平野の堆積物調査に基づく

見解が示されていた（佐竹証人第２調書３０頁，甲ロ１１０の１，２，箕浦他

「８６９年貞観津波の堆積物，及び東北日本太平洋岸における大規模津波の再

来間隔」）。 

さらに佐竹証人自身，２００４（平成１６）年のスマトラ地震調査なども踏

まえ，世界の連動型巨大地震は７０年～８００年という非常に幅のある周期で

見なければならないという見解を，２００６（平成１８）年の著書および論文

の中で示している（佐竹証人第２調書８７頁，甲ロ８２「きちんと分かる巨大

地震」，甲ロ１１６「沈み込み帯における超巨大地震」）。 

したがって，「５００年と１万年でそれほど変わらない」という津波評価部会

の事務局（電力業界関係者）の見解には，２００２（平成１４）年当時におい

ては勿論，２００６（平成１８）年の時点においても，何の科学的根拠もなか

った。「５００年と１万年とではそれほど変わらないと思う」との発言は，将来

の津波を予測する上で考慮すべき過去の地震を，４００年ないし５００年程度

に限定してしまいたいという事務局（電力業界関係者）の願望が表れているに

過ぎない。 

エ 小括 

以上のとおり，過去に福島県沖の日本海溝寄りに津波地震の記録がないこと

をもって，「長期評価」の信頼性やそれに基づく対応の必要を否定しようとする

被告らの主張の誤りは明白である。 
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（２）福島県沖海溝寄りで発生する積極的・具体的根拠が述べられていないと

の被告ら主張について 

ア 被告らの主張および佐竹証言 

被告東京電力は，「長期評価の見解において，福島県沖海溝沿いという特定の

領域でマグニチュード８クラスの地震が発生する積極的・具体的な根拠が述べ

られているわけでもなかったため，長期評価の見解を受けて，福島県沖海溝沿

い領域に断層モデル（波源モデル）を設定することもできなかった」（被告東京

電力共通準備書面（８）１７頁）等と主張する。 

また，被告国も佐竹証人に対し「日本海溝寄りの北部から南部の領域のどこ

でも津波地震が起こると積極的に議論されたわけではないということでしょう

か」と誘導し，「はい，そのとおりです」と証言させている（佐竹証人第１調書

３８頁）。 

イ 反論～福島県沖にだけ起こらないという積極的根拠がない 

しかし，「長期評価」が結論したとおり，過去に北では明治三陸地震と慶長三

陸地震の２つの津波地震が発生し，南では延宝房総沖という津波地震が発生し

ているところ，日本海溝の南北を通じて，太平洋プレートが陸寄りのプレート

境界の下に同様の速度で沈み込み続け，かつ，プレート境界の形状も共通する

という同じ構造をもつことからすれば，日本海溝寄りの南部と北部で津波地震

が現に起きている以上，その中間にある福島県沖海溝寄りの領域を含めて，津

波地震はどこでも発生しうると考えるのがごく自然であり，それが正に「根拠」

である。 

被告らは，前述のとおり，４００年あるいは５００年程度の限られた期間に

おいて，起こりうる地震は起こっており，かつそれを認識しているという前提

に立っている。そして，その誤った前提の上で，福島県沖海溝寄りでだけ
．．

津波

地震が起こらないと主張しているに過ぎない。積極的・具体的根拠を示してい

ないのは被告らの側である。 



   
 

151 

 

 

（３）津波地震のメカニズムが未解明だったことについて 

ア メカニズムの未解明を強調する被告国および佐竹証言 

被告国は，島崎反対尋問等を通じて，津波地震のメカニズムが未解明であっ

たことを強調している（島崎証人第２調書５２～５４頁）。 

また，佐竹証人は，「どこで起きるかということも含めて.津波地震のメカニ

ズムというのは，まだ完全に分かっておりません。これは事故後でも変わらな

いと思います。」と証言している（佐竹証人第１調書５５頁）。 

イ メカニズムが未解明であること 

なるほど，２００２年「長期評価」が策定された時点でも，また現在におい

ても，津波地震がどのように発生するかというメカニズムについては議論が続

いており（佐竹証人第２調書１１～１２頁，島崎証人第２調書５２頁），付加体

の働きを重視する説（例えば都司証人第１調書１３３～１３９項）もあれば，

海底のずれの大きさで説明できるという説（たとえば島崎証人第２調書５３頁）

もある。被告らが「長期評価」への異論として挙げる松澤・内田論文も，あく

まで，津波地震が発生するには厚い堆積物が必要であるという仮説に基づき議

論しているにすぎない（島崎証人第１調書２２～２３頁）。 

しかし，すでに見たとおり，２００２年「長期評価」策定の時点で，津波地

震は海溝寄りのプレート境界において起こるということ自体はすでに確立した

知見であり，海溝型分科会での議論を経て，過去４００年の間に日本海溝付近

の南北で３つの津波地震が発生したとの結論に達している。 

そして，太平洋プレートが日本海溝付近ではほぼ水平に近い角度で陸側北米

プレート下に沈み込み始め，陸に向かうにつれてその勾配が大きくなること，

この沈み込みによって陸側北米プレートが東から西へ押しこまれるという基本

的な構造については，日本海溝の北部から南部にかけて特に違いがない（島崎

証人第１調書１２～１３頁，都司証人第１調書４４項）。 
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これらの知見が出揃っている以上，海溝型分科会において，津波地震がプレ

ート境界の日本海溝寄りのどこでも起こり得ると判断する十分な根拠があった

といえる。そして，津波地震のメカニズムが未解明であり，様々な仮説にもと

づく議論が続いていたことは，この判断の妨げには何らならない。地震の長い

歴史と対比すると，４００年という限られた期間に北部と南部で津波地震が発

生している以上，その間にある福島県沖海溝寄りでだけ
．．

生じないと考える積極

的理由がないからである。また，歴史地震に関する資料の限界を踏まえれば，

防災対策の観点から地震・津波の予測評価を行うためには，津波地震の「メカ

ニズム」が完全に解明されることまでは求められないからである。 

 

（４）福島県沖以南の日本海溝寄りは固着（カップリング）が弱く大きな地震

は発生しないと考えられていたとの被告らの主張について 

ア 被告らの主張と佐竹主尋問 

この点，被告東京電力は，「福島県沖の領域のうち日本海溝沿いの部分（以下

「福島県沖海溝沿い領域」という）については，これより北部の日本海溝沿い

の領域とは異なり，地震活動の性質自体が異なり，相対するプレートの固着（カ

ップリング）が弱く，大きな地震を発生させるような歪みが生じる前に「ずれ」

が生じるため，大きなエネルギーが蓄積しないためと考えられていた（乙イ２

の１・福島原子力事故調査報告書２０頁），と主張する。 

また，被告国は佐竹主尋問において，鶴哲郎氏らの論文（丙ロ６２，丙ロ５

４）を詳細に引用した上で，「堆積物の厚さの違いがプレート境界へのカップリ

ングの違いを示唆しているとして，このカップリングの違いによってプレート

境界地震の発生の地域差を説明できる可能性があるというふうな指摘をしてい

るということ」を，佐竹証人に確認させている（佐竹証人第１調書２４～２７

頁）。 

イ 鶴論文は南の延宝房総沖での津波地震を説明できない仮説に過ぎず現
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在ではその誤りが明らかになっている 

しかし，第１に，そもそも鶴氏らの論文は，日本海溝寄りの北部ではプレー

ト境界に堆積物がくさび型に沈み込んでいるのに対し，南部では一様に堆積物

が沈み込んでいることから，「プレート境界地震の発生の地域差を説明できる可

能性」，つまり北部では津波地震が起こり南部では起こらない「可能性」を述べ

るものであるが，この見解は，東北地方太平洋沖地震の発生により現在ではそ

の誤りが明らかになっている。 

東北地方太平洋沖地震の震源域のうち海溝寄りの部分は「津波地震」の性格

を有しているところ（佐竹証人第１調書５２頁），海溝寄り北部に属する部分だ

けでなく，南部に属する部分も含め大きくプレート境界面がずれることにより

巨大な津波地震を生んでいるからである。 

佐竹氏は，被告国の誘導により鶴論文の内容を追認する証言をしているが，

それに先立って以下のように述べている（佐竹証人第１調書２４頁）。 

「問 証人は，今回の地震前には
．．．．．．．．

，そのような違い（原告ら代理人注：

海溝軸付近の詳細な地形や堆積物の厚さの違い）が津波地震発生の有無

に影響するという風に考えておられたんでしょうか。 

      はい，そのとおりです。」 

被告国代理人が「今回の地震前には」とあえて時期を限定して尋ね，佐竹証

人が「そのとおりです」と答えていることから，同証人が現在では鶴氏らの見

解を支持していないこと，すなわち，海溝寄りの南北における些細な地形の違

いや堆積物の厚さは津波地震の発生の有無には影響しないと考えていることが

窺える。 

第２に，鶴氏らの見解は，東北地方太平洋沖地震の発生によってその誤りが

明らかになったというだけでなく，２００２年「長期評価」策定当時において

も，あくまで仮説に過ぎなかった。  

この点は島崎証人が証言するとおりである（島崎証人第２調書５７頁）。 
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「問 地質構造の違いなどから，科学的・合理的に地震の発生してない

根拠が説明できるような場合には，そうした地震の空白域の理論という

のは，そもそも当てはめることはできないのではないでしょうか。 

お話の科学的と言われますけれども，先ほどの鶴さんたちの論

文を引用したところを見ると，単に仮説の提唱を言っているだけ
．．．．．．．．．．．．．．．

でありまして，仮説が提唱されたらば，必ず検証されなければ科

学的とは言えないんです。 

では，お伺いしますが，証人は，この海溝沿い領域の地体構造につい

て異ならないとは言っていないわけですか，沈み込みの様子が同じであ

るということなんですね。 

プレートの沈み込みは，どこも同じように起こっていると申し

上げます。」 

第３に，鶴氏らの仮説は，１６７７年延宝房総沖地震が日本海溝寄りの津波

地震であるということを説明できない。 

もし鶴氏らの仮定するとおり，南部では北部と異なり海溝軸から少し入った

ところのプレート境界間に付加体が一様に分布していることにより固着（カッ

プリング）が弱くなるというのであれば，大きな地震になる以前にずれ，ある

いはすべりが生じることによって，日本海溝寄りの南部では津波地震はそもそ

も起こらないことになるはずである。 

ところが，現実には１６７７年に延宝房総沖の津波地震が起こっているので

あって，鶴氏らの仮説はこれと整合しない。佐竹証人も，鶴氏らの論文の内容

を確認するだけで，では延宝房総沖で津波地震が起こっていることについては

どう説明するのか（前述のとおり，佐竹氏自身はこの地震を津波地震と評価す

ることに，海溝型分科会で賛成している。）については，何ら証言していない。

これは不自然というべきであり，鶴氏らの仮説と日本海溝南部における津波地

震の発生との矛盾を合理的に説明することができないことを物語っている。 



   
 

155 

 

 

５ 「長期評価」の信頼度について 

（１）「長期評価」の「信頼度について」の被告らの主張 

被告らはいずれも，「長期評価」後の２００３（平成１５）年３月に作成され

た「プレートの沈み込みに伴う大地震に関する『長期評価』の信頼度について」

（丙ロ２７，以下「信頼度について」と略記する。）において，「発生領域の評

価の信頼度」や「発生確率の評価の信頼度」が「Ｃ（やや低い）」とされている

ことを指摘し（被告国第５準備書面１４～１５頁，被告東京電力共通準備書面

（８）２６，７７頁），「長期評価」に基づき福島県沖海溝寄りの津波地震を予

見すべきであったとの原告ら主張には理由がないと主張している。 

しかし，被告らの主張は，第１に「信頼度について」における「発生領域」

および「発生頻度」の評価信頼度が「Ｃ」であることの意味を正解しない

（あるいは意図的に言及しない）点で，第２に「発生規模評価の信頼度」

が「Ａ（高い）」とされていることを無視する点で，二重に誤った主張であ

る。   

 以下，順に論じる。 

 

（２）発生領域の評価の信頼度が「Ｃ（やや低い）」の意味について 

第１に，「信頼度について」の「発生領域の信頼度」が「Ｃ（やや低い）」と

されていることの意味は，その領域内のどこかで地震が起こることは確実に分

かっているが，その領域内のどこで起きるかが分からないということであって，

その領域内で起こらないということを意味するものではない（島崎証人第１調

書１８頁，都司証人第１調書２１２～２１３項）。 

島崎証人は以下のとおり証言している。 

「問 この場合に，信頼度が C とされたというのは，どういう意味なのでしょうか。 

これも回数で決まっていますので，４回以上がＢ，１ないし３回
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がＣ，まだ起きてない場合がＤですので，３回ですから，Ｃという

ことです。 

とにかくＣというと余り信頼度がないかのように思われるかもし

れませんけれども，この意味は，同じような地震が発生することが

分かっていて，それはこの領域の中で起こるということが確実に分

かっているんですけれども，この領域の中のどこかということが詰

め切れてないという場合に当たるということです。ですから，発生

しないだとか，発生があやふやだとか，そういう意味ではありませ

ん。 

問 そうしますと，発生領域の信頼度がＣというのは，日本海溝沿いのど

こでも津波地震が発生し得るという可能性自体を否定するものなのでし

ょうか。 

いいえ，違います。どこで起こるか分からないということは，逆

にどこでも起こり得るということですので，日本海溝沿いのどの地

域も，津波地震を考えて対策をすべきだということになります。」 

 

（３）発生確率の評価の信頼度が「Ｃ（やや低い）」の意味について 

次に，発生頻度の信頼度が「Ｃ（やや低い）」とされているのは，明治三陸地

震の震源域の位置が南北については厳密に定まらないことによるものである。

もし同地震の位置が厳密に確定されているなら，それより南側での津波地震の

発生確率はより高くなるのであって，津波地震が起きない，あるいは起きるか

どうか曖昧であるということを意味するものではない（島崎証人第１調書２１

頁，都司証人第１調書２１７～２１８項）。 

 島崎証人は以下のとおり証言している。 

「問 Ⅽというのは，『想定地震と同様な地震は領域内で２～ ４回』，こ

れに該当するということですか。 
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はい，そのとおりです。 

問 そうしますと，そのＣに該当するというのは，大きな津波地震が発

生するという予見自体を否定したり，あるいは信頼性を下げるという

ものなのでしょうか。 

いえ，これはその発生の確率がある公表される値よりも大きくな

る，あるいは小さくなるようなことがあるかどうかという意味です。

今回の場合，なぜＢＰＴではなくポアソン過程を使っているかとい

いますと，明治三陸地震の震源域の位置が南北が定まらない，どこ

だか分からないというためです。 

もしもの話ですが，例えば明治三陸の発生位置がきっちり図示で

きるように分かっていたとします。もし分かっていたとすると，そ

れより南の場所は４００年間地震が起きてないわけですから，発生

の可能性は高いわけです。ですから，確率は公表された値よりも高

くなるということで，公表されている値の確率がどのくらい動き得

るかという目安がこのＣという信頼度になっているわけです。動き

得る可能性が大きいということになりますが，とにかくそういうこ

とであって，地震が起きないだとか，起きることがあやふやだとか

いうのではなくて，起きるときの確率の計算の値のあやふやさが出

ているだけであります。ですから，もちろん起きると思ってちゃん

と対策をとる必要があります。 

問 発生確率の信頼度がＣだからといって，防災上の観点から無視してい

いとは言えないということでしょうか。 

無視するなんていうのはとんでもありません。これは，ちゃんと

備えないといけないということです。」 
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（４）発生規模の評価の信頼度が「Ａ（高い）」であることについて 

さらに，「信頼度について」では，発生する地震の規模の評価の信頼度が「Ａ

（高い）」とされている。その意味は，想定地震と同様な地震が３回以上発生し，

過去の地震から想定規模を推定でき，地震データの数が比較的多く，規模の信

頼度は高いということである（島崎証人第１調書１９頁，都司証人第１調書２

１９，２２０項）。 

島崎証人は，以下のとおり証言している。 

「問 規模の信頼度がＡだとすると，福島県沖の日本海溝沿いにはどのよう

な規模の津波地震を想定すべきだということになりますか。 

１８９６年の明治三陸と同様な規模の地震が起こり得ると想定す

べきだということです。」 

また，都司証人は以下のとおり証言している。 

「問 規模の信頼度Ａとの評価によれば，福島県沖や官城沖の日本海溝沿い

にどのような津波地震を想定すべきということになりますか。 

この三陸北部から房総沖の海溝寄りの長いゾーンの北のほうで，

一番北で明治三陸，一番南で延宝房総沖の地震が起きて，ともに非

常に大きな人的な被害，家屋の被害を出しているわけですね。こう

いうふうなものが既に３つ知られているわけですが，それと同じよ

うなものが福島県沖で起きる，あるいは茨城県沖で起きる，構造的

に全く同じ構造しておりますので，そこで起きると考えるのはちっ

とも不思議ではない。当然そういうことが起きるものと想定しなけ

ればいけないということになります。」 

（５）小括 

島崎証言および都司証言により，一方で「発生場所」「発生確率」の評価「Ｃ

（やや低い）」の意味を正解せず，他方で「発生規模」の評価「Ａ（高い）」に

ついては無視することにより，「長期評価」の信頼度を低めようとする被告らの



   
 

159 

 

主張の恣意性が明らかになった。 

なお，前述のとおり，「長期評価」は，通常の市民生活や経済活動一般を対象

とした防災対策（「一般防災」）に活用されることを予定した地震調査研究推進

本部の見解であるところ，被告らに問われているのは，万が一にも過酷事故を

起こしてはならない原子力発電所における，津波に対する防護措置の確保であ

る。従って，「発生頻度」や「発生確率」が「Ｃ（やや低い）」ことは，そもそ

も，「長期評価」に基づく津波対策やその前提となる調査（津波試算や原子力発

電所の重要施設・重要機器への影響の調査等）を怠ってよい理由にはなり得な

い。 

 

６ まとめ 

これまで述べてきたとおり，２００２年「長期評価」は，阪神淡路大震災の

反省を踏まえて設置された被告国の地震調査研究推進本部において，地震調査

委員会・海溝型分科会に召集された第一線の地震・津波の研究者が議論を尽く

し，最大公約数的な結論として示された，日本海溝沿いにおける過去の地震の

評価および将来の地震の予測についての，被告国自身による法令に基礎を置く

公的な見解であった。 

そして，「長期評価」の内容および結論（日本海溝寄りと陸寄りを領域分けし

た上で，海溝寄りにつき過去に３つの津波地震が発生したこと，将来において

この海溝寄りのどこでも同様の津波地震が発生しうると評価したこと）は，当

時の地震・津波学の最新の知見を踏まえたものであり，高度の信頼性を有する

ものであった。 

「長期評価」に対する被告国の主張は，被告国自身の公的見解をおとしめよ

うと，事後的なものを含めて幾つかある学者の一見解を異論として殊更に強調

し，「長期評価」の結論は通説的見解にまで確立していないなどと自説に強引に

引きつけようとする。しかし，「長期評価」がそれらの点も含めて議論し，公表
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後にも「長期評価」の考え方が広く取り入れられ，その考えは，最終的には原

子炉施設の設計上の津波として考慮されるべき知見として被告国や電力事業者

においても扱われ，被告東京電力の２００８年推計に結実することからすれば，

被告国の反論は，「長期評価」の当時からの信用性を何ら減じるものではない。 

以上より，この福島県沖日本海溝寄りを含めて三陸沖から房総沖の日本海溝

寄りのどこでも明治三陸地震と同様の津波地震が起こりうると予測した「長期

評価」によって，福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の到来は容易

に予見でき（この点はさらに第６で詳しく説明する），これに対する安全規制の

必要性も十分に基礎付けられるというべきである。 
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第５ 「長期評価」公表以降にもその信頼性が確認されたこと 

 

１ はじめに 

  これまでの整理により，原告らは，「長期評価」が示した「三陸沖北部から

房総沖の海溝寄りの領域内のどこでもＭ８クラスのプレート間の大地震（津

波地震）が発生する可能性がある」（甲ロ５０，１０頁）との地震・津波想定

は，「長期評価」が公表された２００２（平成１４）年時点においても，原子

力発電所の津波防護対策に際しては，その前提として考慮されるべき高い信

頼性を持つものであることを明らかにしてきた。 

本「第５」においては，「長期評価」公表後においても， 

① 「長期評価」がその後の知見の進展を踏まえて検討・改訂がなされた過程

においても，日本海溝寄りの津波地震の発生可能性に関する「長期評価」の

見解が再確認され，維持されたこと 

② 土木学会・津波評価部会におけるその後の検討においても日本海溝寄りに

津波地震を想定すべきであるとの見解が支持されるに至ったこと 

などから，２００２（平成１４）年に「長期評価」が示した「三陸沖北部

から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでもＭ８クラスのプレート間の大地震

（津波地震）が発生する可能性がある」（甲ロ５０，１０頁）との地震・津波

想定の信頼性が，その後の経過によっても，さらに確認されたことを整理す

る。 

 

２ 「長期評価」の地震想定がその後の改訂を通じても確認・維持されたこと 

（１）「長期評価」が知見の進展を踏まえて随時改訂されること 

そもそも「長期評価」は，地震防災対策特措法の目的に沿って，地震・津波

に関する最新の知見を踏まえて，これを防災計画に反映させることを目的とし

ているものであることから，当然のことながら，重要な知見の進展があれば，
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当然にそれを盛り込む改訂がなされることが予定されているものである。 

よって，仮に被告らが主張するように「長期評価」公表後に異を唱える見解

が複数存在していたことを前提にすれば，行政施策に直結する地震の調査研究

を行う地震本部では，これらの異論や学者の見解を踏まえて，「長期評価」の従

前の評価に対する見直しがなされているか，少なくともそのための議論がなさ

れてしかるべきであろう。 

しかし，「長期評価」は，以下に述べるように，２００２（平成１４）年の公

表後も，引き続き，再検討及び改訂の作業が繰り返されてきたが，上記の「長

期評価」の津波地震の想定についての見解は，その後の再検討の過程において

も，変更されることなく維持され，再確認されてきたところである。 

 

（２）「長期評価」の改訂においても津波地震の評価が維持されたこと  

「長期評価」については，２００９（平成２１）年から改訂作業が進められ

ており，地震調査委員会長期評価部会の会合が２００９（平成２１）年６月か

ら本件地震前まで１９回開かれ，約２０人の専門家が議論に参加しているが，

津波地震に対する否定的な意見は出されず，見直しがなされないどころか見直

しのために複数の見解が提起された形跡もない。 

ア ２００９（平成２１）年３月の一部改訂 

すなわち，地震調査研究推進本部長期評価部会は，２００９（平成２１）年

３月に，２００２年「長期評価」について，これを一部改訂した（甲ロ８５）。 

改訂の主なポイントは，茨城県沖で想定した地震が発生したことから（平成

２０年５月８日の茨城県沖の地震（Ｍ７．０），茨城県沖の地震の長期評価を見

直すとともに，三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価について，前

回の公表から時間が経過したため，地震発生確率等，記述の一部を更新したも

のである。 

この改訂に際しても，「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震
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（津波地震）」については，「１６１１年の三陸沖，１６７７年１１月の房総沖，

明治三陸地震と称される１８９６年の三陸沖（中部海溝寄り）が知られて」い

るとして，その評価を変えてはいない。 

イ 本件地震後の「長期評価」第二版においても津波地震の評価が維持さ

れたこと 

さらに，地震調査研究推進本部長期評価部会は，２０１１（平成２３）年１

１月に，東北地方太平洋沖地震の発生を踏まえて，２００２年「長期評価」の

改訂版として，「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価（第二版）」

（丙ロ４８）を公表した。 

当然のことながら，東北地方太平洋沖地震の知見を踏まえて必要な改訂はな

されているが，それは，東北地方太平洋沖地震が津波地震の要素を含むもので

あることから，従前の３つの津波地震にこれを付加して評価するという改訂が

なされているに留まるのであり，「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート

間大地震（津波地震）」について，「１６１１年の三陸沖，１６７７年１１月の

房総沖，明治三陸地震と称される１８９６年の三陸沖（中部海溝寄り）が知ら

れて」との評価はなんら変更されていない。 

ウ 小括 

つまり，２００２（平成１４）年７月の「長期評価」公表後から，三陸沖か

ら房総沖の日本海溝寄りの津波地震の予測については，その後の「長期評価」

においても変更は一切なされていないのである。 

 

（３）「長期評価」の津波地震の地震想定がその後も維持されていることは専門

家の証言等によっても裏付けられる 

前記のとおり，「長期評価」における「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領

域内のどこでもＭ８クラスのプレート間の大地震（津波地震）が発生する可能

性がある」との予測は，公表後に一切見直しがなされていないが，この点につ
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いては，島崎証人も，「長期評価」公表後に異論が複数存在して，「もしそのよ

うな異論に多くの人が賛成するのであれば，必ず長期評価をやり直せという意

見が出てくるはずですけれども，そのような意見は全くありませんでした。」と

述べているとおりである（島崎証人第１調書２５頁上から７行目）。 

さらに，本件事故後，２００８（平成２０）年当時，地震本部地震調査委員

会の委員長であった阿部勝征氏は，「長期評価は科学的には無理がない。三陸沖

で明治三陸津波が起きたなら，その隣でも起こるだろう，とその程度は誰でも

思うわけですよ。それは否定できないけれども，強く起こるとは言えないんで

す。僕もこれでおかしくはないだろうと思っていた」と述べており（甲ロ４８，

添田孝史「原発と大津波 警告を葬った人々」１５３頁），「長期評価」におい

て「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでもＭ８クラスのプレー

ト間の大地震（津波地震）が発生する可能性がある」の予測には科学的に無理

がないとして，その信頼性を肯定している。 

加えて，阿部氏は，１９９７（平成９）年の論文で「地震調査研究推進本部

の広報する情報は，行政的にも地震防災に活かされていくことになります。」と

述べており，２００２年「長期評価」は，公表当時から，そしてその後にも地

震防災のために取り入れられていくことが必要とされていたのである。 

 

３ 土木学会津波評価部会における「長期評価」を踏まえた議論の進展 

佐竹証人の尋問により，２００２（平成１４）年当時，土木学会津波評価技

術は波源の設定について個別の地震を詳細に検討しておらず，波源の設定では

過去の地震を調べてどの領域でどの程度の規模の地震が起きるかを詳細に検討

した「長期評価」によるべきことが明らかにされた（佐竹証人第２調書５８～

５９頁等，この点は別途主張を追加する予定である）。以下では，このような土

木学会津波評価技術においてすら，２００２（平成１４）年以降において，「長

期評価」の考え方を取り入れて議論が進展していることから，事後的にも「長
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期評価」の信頼性が裏付けられていることを述べる。 

 

（１）津波評価部会のその後の活動と津波地震の想定の見直し 

津波評価部会は，２００２（平成１４）年２月に「原子力発電所の津波評価

技術」を公表して，第１期の活動を終えることとなった。その後，津波評価部

会は，第２期（２００３〔平成１５〕年～）及び第３期（２００７〔平成１９〕

年～）においては，いわゆる確率論的な津波評価の手法の検討を進め，その成

果を集約したものとして，２００９（平成２１）年６月に「確率論的津波ハザ

ード解析の方法（案）」が取りまとめられている。 

その後，津波評価部会の第４期（２００９〔平成２１〕年１１月２４日以降）

においては，決定論的手法に基づく津波波源の決定方法をどうバージョンアッ

プしていくかという検討を中心に進めて，決定論の波源モデルの見直しを行っ

た（甲ロ１６３，松山昌史・第２回聴取結果書（平成２３年１１月１８日）１

４頁）。 

 

（２）日本海溝南部において延宝房総沖地震の波源を想定すべきとされたこと 

ア 本件地震の直前における被告東京電力から保安院への報告 

被告東京電力は，本件地震の４日前，２０１１（平成２３）年３月７日に，

原子力安全・保安院に対して，「福島第一・第二原子力発電所の津波評価につい

て」と題する書面を提出して，福島第一原子力発電所等における津波想定につ

いての報告を行っている。 

この報告に際しては，被告東京電力は，想定される津波による福島第一原子

力発電所等への影響について，３つの重要な推定結果を報告している。 

イ ２００２年「長期評価」に基づくＯ.Ｐ.＋１５.７メートルの推計 

第１には，「地震調査研究推進本部の見解（２００２）」である「三陸沖北部

から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）」について「１８９６年
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の『明治三陸地震』についてのモデルを参考にし，同様の地震は三陸沖北部か

ら房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性があると考えた」とす

る見解に基づくものである。こうした見解を前提に，明治三陸地震の波源モデ

ルを福島県沖に想定した「『１８９６年』明治三陸沖で評価した」推計によって，

福島第一原子力発電所の敷地南側でＯ.Ｐ.＋１５．７メートル，４号機の立地

点では同２．６メートルの浸水深となり，主要建屋敷地高さＯ.Ｐ.＋１０メー

トルを大幅に超過することが報告されている（甲ロ２７の２枚目，真ん中の上

の推計。なお，この推計は，被告東京電力が，２００８（平成２０）年３月１

８には，関連会社である東電設計から報告を受けたものである。甲ロ１２４・

検察審査会決定及び甲ロ１２６の１５頁「明治三陸試計算による津波」参照）。 

ウ 貞観地震モデルによる敷地高さを超える推計 

第２には，８６９年貞観地震に関して，石巻平野，仙台平野及び福島県にお

ける津波堆積物を再現する断層モデルのうち，再現性の高い断層モデル（甲ロ

２６・佐竹論文及び丙ロ３３・行谷論文・）を用いて福島第一原子力発電所に

到達する津波高さを推計した結果である。これによれば，福島第一原子力発電

所においては，Ｏ.Ｐ.＋８．７～９．２メートルの津波高さがもたらされるも

のとされている。また，これに留まらず，甲ロ２７自体においても，頁欄外の

注３に「仮に土木学会の断層モデルが採用された場合，不確実性の考慮（パラ

メータスタディ）のため，２～３割程度，津波水位が大きくなる可能性あり」

との記載がある。また，佐竹及び行谷らによる推計は，あくまでそれまで判明

している石巻平野から福島県までの津波堆積物の調査結果に基づくものであり，

この範囲を超える，北部（三陸海岸沿岸）及び南部（茨城県沿岸）の津波堆積

物の調査によって，さらに大規模なものとなる可能性が留保されているところ

である。これらの可能性を考慮すれば，８６９年貞観地震の知見は，福島第一

原子力発電所において主要建屋敷地高さＯ.Ｐ.＋１０メートルを大幅に超過す

る津波の襲来があり得ることを示しているといえる。 
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エ 津波評価部会による延宝房総沖波源によるＯ.Ｐ.＋１３．６メートル

の推計 

第３に，２００２（平成１４）年「津波評価技術」の津波想定との関係で重

要な報告としては，「津波評価技術」を策定した主体である土木学会・原子力土

木部会津波評価部会自身によって，決定論に基づく津波想定の見直しがなされ

ており，その見直しに基づく津波評価も報告されている。 

この報告において，被告東京電力は，津波評価部会の事務局を担う立場から，

同部会の第４期における決定論的手法による波源モデルの見直しについて報告

している。具体的には，甲ロ２７の１枚目において，被告東京電力は，「三陸沖

北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）」については，「北

部では『１８９６年明治三陸沖』，南部では『１６７７年房総沖』を参考に設定」

することについて，「２０１０．１２．７ 津波評価部会にて確認」されたとし

て報告している。同様に，甲ロ２７の２枚目においては，「土木学会津波評価部

会の審議状況（２０１０．１２．７）」と上記期日における津波評価部会の審議

に言及して，「三陸沖北部から房総沖の海溝寄りのプレート間大地震（津波地震）」

については，「北部領域では『１８９６年明治三陸沖』，南部では『１６７７年

房総沖』を参考に設定する。」との方針に異論なし。」と報告している。 

そして，こうした波源の想定を前提として，延宝房総沖地震の波源モデルを

福島県沖の日本海溝寄りに設定した場合の津波水位の推計結果（２００８〔平

成２０〕年８月２２日，東電設計による計算結果）として，福島第一原子力発

電所の敷地南部でＯ．Ｐ．＋１３．６メートルとなることが報告されており，

同発電所の主要建屋敷地が同様の津波によって浸水する可能性があることが示

された（甲ロ１２４・検察審査会における議決の要旨１２頁）。 

以上のとおり，２０１０（平成２２）年１２月には，津波評価部会も，地震

調査研究推進本部「長期評価」が示した「日本海溝寄りの津波地震は三陸沖北

部から房総沖の海溝寄りの領域内のどこでも発生する可能性がある」という見
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解を受け入れるに至ったのである。なお，日本海溝の南部と北部との違いを強

調するか否かによって，想定地震が１８９６年明治三陸地震とされるか，また

は１６７７年延宝房総沖地震とされるかの違いは残るが，いずれの場合でも福

島第一原子力発電所の敷地を大きく超える津波の高さとなることは前記のとお

りである。 

 

（３）当時の津波評価部会に参加した者による裏付け 

以上の議論がなされたことは，当時の津波評価部会の事務局を担っていた電

力中央研究所の松山昌史による政府事故調のヒアリング結果からも明らかにさ

れている（甲ロ１６３・第２回聴取結果書）。すなわち，同内容によれば，第４

期の部会で福島県沖の日本海溝寄りの津波地震について，領域（三陸沖から房

総沖にかけての日本海溝寄りの領域）の北と南でどう考えるのかという議論が

あり，ある程度南に，つまり福島県沖の日本海溝寄りに津波地震を置くという

のは必要な項目だろうと述べているのである。そして，この議論は，「決定論，

波源の決定の仕方をどうバージョンアップしていくかというのがメイン」とし，

決定論における波源モデルの見直しとしての議論だったと述べている（同上）。 

 

（４）佐竹証人も確定論による波源モデルの見直しの議論の存在を認めている 

これに対して，佐竹証人は，個別の地震の議論についての記憶が余りないと

述べながらも，「津波評価技術というのは確定論なんですけれども，その確定論

をもうちょっとアップデートする必要があるよなという議論はしておりました

し，実際にやっております」と述べ，前記松山の発言を肯定している（佐竹証

人第２調書３８頁上から２行目）。 

なお，佐竹証人は，前述のとおり，２００７（平成１９）年に１６７７年延

宝房総沖地震の波源について，痕跡高等の調査を踏まえて，福島県沿岸にまで

及ぶ波源モデルを公表している（甲ロ１４３）。 
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（５）小括 

以上のように，土木学会津波評価部会における「長期評価」を踏まえた議論

の進展が意味するところはすなわち，福島県沖を含む三陸沖から房総沖の日本

海溝寄りにかけてどこでも津波地震が起こりうるとの「長期評価」の考えを，

同津波評価部会においても，「長期評価」の公表後には受け容れるに至ったとい

うことであり，このことは，事後的にも「長期評価」の信頼性を裏付けるもの

に他ならない。 

 

第６ ２００２年「長期評価」より敷地高さを超える津波の到来する可能性が

示され詳細な津波推計を行うことの必要性が示されたこと 

 

１ はじめに 

 これまで述べたとおり，１９９７（平成９）年３月の４省庁報告書や１９９

９（平成１１）年の津波浸水予測図によって，敷地高さを超える津波に対する

安全規制の必要性が示されていたところ，さらに，２００２年７月に地震調査

研究推進本部により「長期評価」が公表された。第４で詳述したとおり，「長期

評価」では，福島県沖を含む日本海溝寄りにおいてどこでも１８９６年明治三

陸地震と同規模の津波地震が起こりうることが示されている。「長期評価」によ

って，「４省庁報告書」や「津波浸水予測図」で示された以上に高い津波が想定

されることから，敷地高さを超える津波に対する安全規制を行うことの必要性

はもはや揺るぎのない段階に至ったといえる。 

 一方で，この「長期評価」が公表される５ヶ月前の，２００２（平成１４）

年２月，土木学会・津波評価部会により津波評価技術が策定されている。第４

４準備書面でその詳細を述べたところであるが，津波評価技術は，津波評価手

法としては当時の最高度の技術を集約したものであったものの，「４省庁報告書」
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のように「想定しうる最大規模の地震・津波」を考慮しておらず，既往地震の

みに基づいて波源を設定していたため，福島県沖の日本海溝寄りは過去の地震

記録がないとして波源を設定しなかった。その結果，被告東京電力がこの津波

評価技術に基づいて，２００２（平成１４）年３月に福島第一原子力発電所へ

の津波浸水の水位を計算した際は，陸寄りの１９３８年塩屋崎沖地震（福島県

東方沖地震）の波源モデルに基づいて計算しており，Ｏ．Ｐ.＋５．４～５．７

メートルの津波水位にとどまっていた。つまり従前から変わらずドライサイト

であることが維持され，津波浸水に対する防護措置が不要であることが確認さ

れた状況にあったということである。 

そのような状況の中で，２００２（平成１４）年７月の地震本部による「長

期評価」の公表によって，福島県沖を含む日本海溝寄りでどこでも１８９６年

明治三陸地震と同規模の津波地震が起こりうるとの結論が示された。この「長

期評価」により，前記のとおり敷地高さを超える津波の襲来，それに基づく安

全規制（ウェットサイト規制）の必要性が明らかになったことから，津波評価

技術に基づいて福島県沖に津波地震は起きないことを確認していた被告東京電

力は，その対応に苦慮することになる。その動揺をあらわすかのように，東京

電力の津波想定の担当者は，「長期評価」公表から１週間後，地震本部で「長期

評価」を取りまとめた海溝型分科会委員に対して，「（津波地震は起こらないと

している土木学会と）異なる見解が示されたことから若干困惑しております。」

などと電子メールを送っている（甲イ・８７頁）。これは「長期評価」により敷

地高さを超える津波の襲来の可能性が公的にも示されたことで津波防護に関す

る対応を余儀なくされることへの危機感のあらわれともいえる。 

しかし，結局，被告東京電力は，「長期評価」に基づいた津波予測の検討を見

送り，敷地高さを超える津波に対する防護措置は何ら取らないまま本件事故を

むかえることとなる。 
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２ 明治三陸規模の津波地震が起きれば敷地高さを超えることがあり得ること

が容易に認識できたこと 

（１）２００２年「長期評価」により示された内容 

２００２年「長期評価」では，福島県沖を含む太平洋岸の日本海溝寄りにお

いて，Ｍ８クラスの大地震が三陸沖北部海溝寄りから房総沖海溝寄りにかけて

どこでも発生する可能性があるとし，具体的には，１６１１年慶長三陸地震，

１６７７年延宝房総沖地震，１８９６年明治三陸地震とＭ８クラスのプレート

間大地震（津波地震）が過去４００年間に３回発生していることから，この領

域全体では約１３３年に１回の割合でこれらと同様の津波地震が発生すると推

定した。２００２年から３０年以内の発生確率は２０％程度としている。震源

域，地震の規模など明治三陸地震の波源モデルに基づいて算出している（甲ロ

５０・９，１，３，２６頁等）。 

ここで，明治三陸地震がそもそもどのようなで規模であったのか言及してお

く。１８９６年６月１５日に岩手県上閉伊郡釜石町（現釜石市）の東方沖２０

０Km を震源として発生した明治三陸地震は，震害はなく，地震後約３５分で津

波が来襲した。津波は，北海道の襟裳岬や室蘭，函館，父島，国外でもアメリ

カのハワイ州に９ｍの高さの津波が到来するなど広範囲に及んだ。三陸沖に到

来した津波高さは，岩手県種市町から陸前高田市の多くの地点で１０ｍを超え

た。甲ロ５０・４８頁図１５（地震調査委員会１９９９）では，三陸沖北部か

ら南部にわたって１０ｍを超える津波波高分布が示されている。 

阿部１９９９では，Ｈmax（三陸町綾里）＝３８．２ｍ，Ｈｍ（区間平均高の

最大値）＝１６ｍ，Ｍｔ（津波マグニチュード）＝８．２である。また，津波

の波源域を断層モデルから推定すると日本海溝沿いに長さ２００～２２０㎞，

幅５０～７０㎞となる（甲ロ５０，２０頁及び２９頁）。 

その被害は甚大で，２万２０００人の犠牲者をもたらした。被害の大きかっ

た岩手県の山田町では，戸数８００のうち１００戸ばかりが残り死者１０００
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人を記録した（甲ロ５０，２０頁）。これは日本における津波災害史上最大の被

害である。 

 

（２）「長期評価」により数値計算の必要性は十分に示されていた 

このような津波の規模でかつ甚大な被害をもたらした明治三陸地震と同様の

津波地震が福島県沖の日本海溝沿いで起これば，福島第一原発の敷地高さ（Ｏ．

Ｐ．＋１０ｍ）を超えて津波が及ぶ可能性があることは，具体的な数値計算を

示さずとも明らかである。したがって，２００２年「長期評価」により，その

可能性（危険性）が示された以上，具体的に敷地沿岸においてどの程度の津波

高さとなるのか，どの程度の浸水深をもたらすのか，その根拠となる「長期評

価」の知見に基づいて数値計算すべきは当然である。これは，事業者たる被告

東京電力はいうまでもないことであるが，被告国に対しても，前記のとおり「長

期評価」によって，ドライサイトからウェットサイトとなる知見が示された以

上は，その規制の必要性は十分に明らかであったといえる。 

以上のように数値計算の必要性は明らかであるが，加えて，「長期評価」にお

いては，その評価結果である地震の発生確率や地震の規模の数値には誤差を含

んでおり防災対策の検討などにあたって留意すべきともされているから（甲ロ

５０表紙），そのことを踏まえて，さらに数値計算の必要性が認められることを

述べる。ここでは，頻度，場所（発生域），規模という３つの要素が当時の情報

に基づいてどのように評価されるべきかについて言及する（甲ロ１６２島崎意

見書（２）７頁以降参照）。 

第一に，頻度については，長期評価における三陸沖北部から房総沖にかけて

の海溝寄りの津波地震は，４００年間に３回発生していることから，１３３年

に１回の割合で起きている。また，海溝寄りの地域は，津波地震の断層がほぼ

４個収まる大きさであることから特定海域では，上記頻度の１／４，すなわち

５３０年に１回発生する。この頻度は規制の対象としては十分に高い頻度とい
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うことができる（例えば活断層の地震の頻度では，数千年に一度である）。 

第二に，場所（発生域）であるが，「長期評価」では，日本海溝寄りに細長く

領域が設定されているところ，この設定の根拠は，すでに述べているとおりで

ある（原告ら第４２準備書面等）。福島県沖の日本海溝寄りで津波地震が発生す

るかどうかであるが，１６７７年延宝房総沖の津波地震が海溝寄り南部で発生

していることは明らかであり（甲ロ５０），北部では，１６１１年慶長三陸地震

と前記明治三陸地震の津波地震が発生していることからみて，南北に違いはな

い。 

第三に，規模であるが，海溝寄りでどこでも明治三陸地震と同様の規模の津

波地震が起こるとしたときに，その明治三陸地震の規模が問題となる。２００

２年当時の「長期評価」では，Ｍｔ（津波マグニチュード）８．２と設定され

ている。その後，阿部勝征氏の論文（２００３年，甲ロ５８）によれば，Ｍｔ

８．２は，日本の検潮記録から得られた値で過小となる等の問題があるため（佐

竹証人の論文〔１９８８年〕により検潮儀に大きな津波が記録されない可能性

が指摘されている），より正確に環太平洋の計器観測を踏まえてＭｔ８．６を採

用するとしている。そうだとすれば，「長期評価」では，規模の数値には誤差を

含んでおり防災対策の検討にあたっては留意すべきとある以上，原子力防災で

は当然に誤差を安全側に立って考慮し，上記のとおり明治三陸地震の規模をＭ

ｔ８．６として対策を取るべきであろう（甲ロ１６２・９頁）。 

以上のように，「長期評価」において具体的に予測された明治三陸地震と同様

の地震が起きるという場合の，その頻度，場所，規模に関する「長期評価」の

評価結果に基づいても，その数値計算の必要性は十分に明らかである。 

 

（３）専門家による証言からもその必要性は明らか 

「長期評価」に基づいて，明治三陸地震が福島県沖を含む日本海溝沿いどこ

でも起きると考えた場合に，三陸沖から房総沖にかけての太平洋沿岸で１０ｍ
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を超える津波が到来する可能性があることは，専門家の証言によっても裏付け

られる。 

すなわち，本法廷で証言した島崎証人によれば， 

「もし明治三陸津波が日本海溝沿いのどこでも起こると考えれば，福島県か

ら茨城県まで高さ１０メートルを超える津波が来ると，そういうふうに，例え

ば阿部勝征先生は言われるし，都司嘉宣先生も言われるわけです。それが津波

の専門家の常識なんですね。」（島崎証人第１調書１６頁），「津波の専門家にと

ってみれば，敷地高を超えるというのは常識ですね。そうだと思います。」（島

崎証人第２調書・７６頁） 

と証言し，そのような危険性が示されたならば，そこから具体的な数値計算

を行い対策に入るべきことを指摘する。そして，その島崎証人が言及した阿部

勝征氏も，２００３（平成１５）年１０月に開催された中央防災会議の日本海

溝等専門調査会第１回会合において， 

「三陸沖から房総沖にかけてのどこかで発生する危険性があると。そうする

と明治の三陸津波のような地震ですと，もう至るところで１０ｍを超えるよう

な津波が出ているわけです。それを場所が特定できないで，要するにあちこち

で起こしてしまいますと，東北地方沿岸，福島から茨城まですべて１０ｍを超

すような津波が出てくるわけです。」（甲ロ３６，２５頁） 

と述べており（同発言が阿部勝征氏であることは甲ロ１６２），２００８年推

計のような具体的な数値計算がなされる以前の段階から，「長期評価」と同じ考

え方に基づいて，福島県沖の日本海溝寄りも含めて明治三陸地震と同様の津波

地震が起きた場合には，１０ｍ（Ｏ．Ｐ．＋１０ｍ）を超えるような津波が襲

来しうることを率直に認めている。 
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（４）明治三陸地震の津波高さがリアス式海岸により高くなったとの批判が失

当であること 

この点，被告らは，島崎証人に対する反対尋問や佐竹証人の主尋問などを通

じて，三陸沖はリアス式海岸のために津波高さが高くなったため，当然に太平

洋沿岸でどこでも敷地高さを超えることの根拠とはならないと反論する。 

しかし，島崎証人の意見書（２）（甲１６２）で指摘しているように，リアス

式海岸でなく，福島県沖の太平洋沿岸のように平坦な海岸線のところであって

も条件次第で津波が高くなることはすでに知られている。 

この点は，被告らが主張の拠り所とする「津波評価技術」においても明示し

ている。すなわち，「津波評価技術」によれば， 

「１９８３年に日本海中部地震津波を経験するまでは，津波はリアス式海岸

の湾奥部において大きく増幅されるというのが常識であったが，平坦な海岸線

のところでも条件によっては遡上高が大きくなる（後略）」と明確に指摘してい

る。これは，『津波評価技術』第１章前書きの第二段落，すなわちこの文書の冒

頭に書かれていることから，津波評価部会の委員が共有する基本認識といえる。 

 さらに，被告らのいう三陸沖のリアス式海岸は，実際は三陸沖の北部南部で

地形が異なり，リアス式海岸と言われる地形は南部の宮古市以南を指し，北部

ではそのような地形ではない。しかしながら，北部であっても１０ｍ以上の津

波高さが記録されている場所は多数あり（田野畑では，２９．０ｍ，田老町で

は，１４．６ｍである。その他にも１０ｍを超える地点が多数記録されている），

必ずしもリアス式海岸であることによって特別津波高さが高く記録されている

ものではない。 

 なお，１６７７年延宝房総沖地震の被害についていえば，千葉県房総半島の

海岸線はリアス式海岸でなく，直線上の砂浜海岸であるが，津波地震により津

波の高さは少なくとも８～１０ｍに達したともされている（１９９４都司論

文・８０～８２頁）。 
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 リアス式海岸でなくても津波高さが高くなることは，２００８年推計でも実

証されている。福島県沖は，平坦な海岸線であるが，２００８年推計では，敷

地南部でＯ．Ｐ．＋１５，７ｍに達しており，それ以外の地点でも，浸水深が

１～２．６ｍに及んでいる。 

 以上からすれば，三陸沖がリアス式海岸であることを根拠に明治三陸地震の

津波高さが特別に高くなったかのような被告らの主張は失当という他ない。 

 

３ 阿部の簡易式による津波高さの推計 

（１）概要 

地震学者の阿部勝征氏が考案した津波高さを算出するための簡易式によれば，

おおよその目安として福島第一原子力発電所の敷地における津波の遡上高を推

定できる。（甲ロ５９，６０同氏の論文〔１９８９年，１９９９年〕，甲ロ５３

島崎意見書３５頁等）。これによれば，その採用する明治三陸地震の津波マグニ

チュード（Ｍｔ８．２～９．０）によって値は変わるが，遡上高の平均値で，

２．８ｍ～１６ｍ，遡上高の最高値で，５．６ｍ～３２ｍとなる（甲ロ１６２）。 

前記のとおり，Ｍｔ８．６の値は，すでに阿部勝征氏の２００３年の論文（甲

ロ５８）によって示され，推奨されているから，同値を採用した場合，遡上高

の最高値は，１４ｍになる。これだけでも十分に敷地高さを超える可能性が示

されている。 

 

（２）阿部の簡易式を用いる意味 

あらためて指摘しておくが，原告らが阿部の簡易式を用いて主張することの

意味は，前記（１）のとおり「長期評価」に基づいて明治三陸地震がどこでも

起こると考えた場合に，敷地高さを超える津波の可能性があることを示すため

である。 

島崎証人の意見書（甲ロ５３・３５頁）では，２００２（平成１４）年～２
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００６（平成１８）年の時点で，Ｏ.Ｐ.＋１０ｍを超える津波の到来を予測す

ることは可能であったことを論ずる中で，以下のように述べている。 

「阿部（2003）は三陸海岸での遡上高のデータを用いると津波マグニチュー

ドが９．０となることを示している。阿部（1989，1999）の式を用いて簡易計

算を行うと，太平洋岸の遡上高の区間平均値は 15－16ｍ，最大値は 31－32ｍで

あり，浸水高の区間平均値は 11ｍ，最大値は 22ｍである。簡易計算とはいえ，

十分注意を払うべき数値である。」 

すなわち，敷地高を超える津波の到来の危険性が阿部の簡易式によっても十

分に示されていることを述べているにすぎない。島崎証人が，１８９６年明治

三陸沖地震の津波マグニチュードが９．０で，本件地震の規模が同じであって，

それを当然に予測すべきだったと述べているのではない。想定において被害を

重視するならば明治三陸において実際に痕跡として残された三陸の遡上高から

津波マグニチュードを導くことが適当であり，その結果，津波マグニチュード

９．０であったというだけで，それにより具体的に本件地震と同規模の地震を

想定して対策を取ることができたということを主眼とするものではない。 

島崎証人において，津波マグニチュードが「８．６でも最大が２０メートル

になりますので，やはりこれを見れば当然対策をしただろうと思います。」，「８．

６でも敷地を超えますので，やっぱりやることは同じだと思います」（島崎証人

第２調書１７頁）と述べているように，その意味するところは，敷地高を超え

て津波が到来する危険性を把握した上で対策の必要性を基礎づけるには十分な

知見となるということである。 

これに対し，被告らは，あたかも当該阿部の簡易式によって，島崎証人が本

件地震や津波と同規模のそれを予測し得たと述べているかような前提に立って

尋問を行っているが全くの誤解であり，むしろ証言を曲解して尋問を行ってい

るようにすらみえる。 

実際に，島崎証人の証言からもこの点は明らかで，尋問者から，明治三陸地
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震の津波マグニチュード９．０を基に本件事故前にそれを前提に津波対策を取

ることは不可能を強いるものではないかと問われて，島崎証人は， 

「当然のことながら，それは津波の専門家に尋ねるわけですよ。で，津波の専

門家がどういうふうに言うかというと，もし明治三陸津波が日本海溝沿いのど

こでも起こると考えれば，福島県から茨城県まで高さ１０メートルを超える津

波が来ると，そういうふうに，例えば阿部勝征先生は言われるし，都司嘉宣先

生も言われるわけです。それが津波の専門家の常識ですね。」と答えている（８．

２５島崎証人調書１６頁）。 

また，阿部の簡易式だけで実際の津波対策を取ることが可能かと問われて， 

「実際にはやはり数値計算をすることが必要で，これは前回でもお話しを申し

上げたとおりです。（中略）これを見て，あっ，これは大変だ，何とかしなくち

ゃというんで数値計算をするというのは，当然皆さんなさるべきことじゃない

かと思いますが」と答えている（島崎証人第２調書２１頁）。 

以上からわかるとおり，島崎証人は，あくまで，前記のとおり敷地高を超え

る津波の到来の危険性とそれによる対策の必要性がこれによって基礎づけられ

ることを意図としているのであって，その後に必要となる具体的な原子力発電

所に対する津波の浸水予測など，設計津波と言われる数値計算とは別の意味合

いで述べていることが明らかである。 

 

（３）裏付けとなる阿部本人による発言 

以上を裏付けるように，阿部勝征氏は，中央防災会議の前記専門調査会（平

成１５年１０月，甲ロ３６）において，実際に以下のように発言している。繰

り返しになるが以下引用する。 

 「（津波地震について）三陸沖から房総沖にかけてのどこかで発生する危険性

があると。そうすると明治の三陸津波のような地震ですと，もう至るところで

１０ｍを超えるような津波が出ているわけです。それを場所が特定できないで



   
 

179 

 

要するにあちこちで起こしてしまいますと，東北地方沿岸，福島から茨城まで

すべて１０ｍを超えるような津波が出てくるわけです」。 

島崎証人が前記のとおり述べていることは，以上の発言によって裏付けられ

ているのである。 

 

（４）佐竹証人も原告らの主張に賛同している 

佐竹証人も，その尋問において，おおよその判断として明治三陸や延宝房

総沖の津波地震が福島沖に起きた場合には，海岸地点での津波高さとして１０

メートル程度になるかどうかという判断は専門家として容易にできるのではな

いかと問われ，「おおよその高さという意味では，例えば阿部先生の津波の予測

式というのは，そういう計算はできます」と述べており（佐竹証人第２調書４

６頁），さらに前記の阿部氏の中央防災会議での発言を踏まえて，「阿部先生は

先ほど言った阿部簡易式を発明された方ですから，その簡易式を使って１０メ

ートルというのは出したということは想像できますけれども，これが計算でき

るということに関してはそのとおりです」と述べている（同４７頁）。 

また，具体的な特定地点での津波水位ではなく，その前段階として，津波が

敷地に相当するかどうかといった危険性を把握するには特に詳細な計算がなく

ても分かるのではないかと問われ，「先ほどの阿部先生の式も，沿岸の高さを概

略的にやるためには詳細な計算をしなくてもできるかもしれません。ただ，遡

上ということになりますと，やっぱりそれは詳細な計算が必要になると思いま

す。」と述べている（同４７頁）。 

このように，佐竹証人においても，阿部の簡易式に基づいて，敷地高さを超

えるおおよその津波高さを導くことができることを否定しない。 

 以上のとおり，２００２年「長期評価」に基づき阿部簡易式を用いて，明治

三陸地震が福島県沖の日本海溝沿いで発生した場合の津波高さを算定した場合

には，敷地高さを超える可能性が十分に示されていたのであるから，そこから
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さらに具体的な数値計算を行う必要性も当時から明らかにあったといえる。 

 

（５）阿部の簡易式に関する被告国の主張が失当であること 

被告国は，島崎証人の意見書（甲ロ５３）やその証言などから，同証人が阿

部勝征氏の論文（１９９９）に基づいて遡上高の区間平均最大値から求めた明

治三陸地震の津波マグニチュード（Ｍｔ）が９．０とされておりこれを阿部簡

易式にあてはめれば最大遡上高が３１～３２ｍになり，本件事故前からこの津

波高さを予測できたのだからこれを基に津波対策を講じるべきだったと証言し

たものとみなし，この島崎証言のように明治三陸地震の津波マグニチュードを

９．０とすることが当時の地震学者の一般的考えではなかったとか，阿部簡易

式は津波高さの概略を把握するもので直接の津波対策の設計条件に用いること

はできないなどと主張する。 

しかしながら，いずれも原告らの主張や島崎証言を正解しておらず失当とい

う他ない。原告らや島崎証人もなにも明治三陸地震の津波マグニチュードを９．

０として津波高を予測すべきとは主張していないし（上記のとおり津波マグニ

チュードが９．０以下でも敷地高さを超える津波の危険性が示されているのだ

から当然である），阿部簡易式をもって具体的な設計条件としての敷地に対する

津波水位を算出すべきなどとも言っていない。被告国の主張は，原告らの主張，

ひいては島崎証人の証言の意味も正解しておらず失当という他ない。 

 

４ ４省庁推計との対比によって福島県沖の津波地震により津波が敷地を超え

る可能性が容易に認識できたこと 

（１）４省庁報告書自体による津波の推計結果 

 すでに第３の４でみたとおり，１９９７（平成９）年の「太平洋沿岸部地震

津波防災計画手法調査報告書」においては，地震地体構造論（萩原）に基づき，

福島県沖を含む「Ｇ３」領域における既往最大の地震を１６７７年延宝房総沖
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地震であると特定し，同地震が福島県沖で発生したことを想定する推計により，

津波高さの最大値としてＯ.Ｐ.+８．６（双葉町）～８．４メートル（大熊町）

に達することが示されていた。 

 

（２）「長期評価」が津波地震は海溝寄りで発生するという知見を示したこと 

  しかし，その後の地震学の進展によって，いわゆる「津波地震」は，陸寄り

で発生する「典型的なプレート間地震」と明確に区別されるべきものであり，

水深の深い（プレート境界の浅い）日本海溝寄りの部分において固有に発生す

るものであるとの知見が確立した。こうした「津波地震の発生領域」に関する

知見の確立を重要な根拠として，２００２年「長期評価」においては，日本海

溝沿いの地震・津波想定の領域分けに際しても，「陸寄りの領域」と「海溝寄

りの領域」を明確に区分するに至った。「長期評価」の示すこうした知見を踏

まえれば，津波地震の波源モデルは，当然のことながら海溝寄りの水深の深い

位置に想定すべきものである。 

 

（３）４省庁報告書が波源モデルを中間地点に設定し過小評価した可能性 

  「長期評価」が公表された時点において，過去に翻って４省庁報告書の波源

モデルの設定を再検討すると，４省庁報告書は，先に見たとおり震地体構造論

（萩原）に基づき，日本海溝沿いの北部（Ｇ２）と南部（Ｇ３）の領域区分を

行っているものの，これらの各領域内においては「陸寄りの領域」と「海溝寄

りの領域」を区別しておらず，その結果として，たとえば，福島第一原子力発

電所に最大の津波をもたらすものとして福島県沖に延宝房総沖地震の波源モデ

ルを設定（「Ｇ３－２」）するに際しても，その波源モデルを，「陸寄り」と「海

溝寄り」の領域の中間地点においてしまっているという点が指摘できる。 

 そして，被告東京電力の主張によっても，震源域の水深が深ければ深いほど

津波も大きくなるのであり（被告東京電力共通準備書面（７）１４頁），これは
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津波の規模を規定する要因に関する，いわば「教科書的な知識」といえる。 

以上から，４省庁報告書が，「陸寄り」と「海溝寄り」を区分せず，津波地震

の波源モデルを「最も規模の大きくなり得る海溝軸まで寄せ」なかったことか

ら，同報告書による津波推計は，津波地震の発生領域の特性を正しく反映して

おらず，もたらされる津波について過小評価した可能性があるところである（同

５４頁）。 

 

（４）波源を海溝寄りに設定すれば４省庁報告書の結果が大きくなること 

  以上より，既に４省庁報告書において，延宝房総沖地震による波源モデルを

福島県沖（の陸寄りと海溝寄りの中間地点）に想定する津波推計によって，津

波水位の最大値としてＯ.Ｐ.+８．６（双葉町）～+８．４メートル（大熊町）

に達することが示されていた以上，これに加えて，２００２年「長期評価」に

おいて「津波地震は海溝寄り領域」で発生するという確立した知見が公的に確

認されたことからすれば，津波地震の波源モデルを正しく海溝寄りに想定すれ

ば，上記の４省庁報告書の最大値を上回る津波高さとなることは，詳細な計算

を行うまでもなく，容易に認識できたものであるか。よって，「長期評価」の

示す津波地震の発生領域に関する知見によって，４省庁報告書の推計結果を超

え，敷地高さＯ．Ｐ．＋１０メートルを超える津波の襲来があり得ることは容

易に推定できたといえるのであるから，詳細な津波高さの把握のために精緻な

津波推計を行うことの必要性は容易に認識できたといる。 

 

第７ ２００２年時点で可能な２００８年推計により具体的に敷地高さを超

える津波の予見可能性が裏付けられること 

 

１ はじめに 

 第６で述べたとおり，２００２年「長期評価」により敷地高さを超える津波
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の到来する可能性が示された以上，２００２（平成１４）年当時から被告国は，

「長期評価」を踏まえて事業者である被告東京電力に対して詳細な津波推計を

行うよう求めるべきであったところ，かような推計を実際に行ったのが，被告

東京電力による２００８年推計（甲ロ１７８等）である。そして，この推計は，

２００２（平成１４）年当時から十分に可能であったものである。以下，この

点について詳しく述べる。 

 

（１）２００８年推計は２００２年当時の知見に基づくものであり「長期評価」

公表直後から２００８年推計が可能であったこと 

ア ２００８年推計の概要について 

２００８（平成２０）年４月，被告東京電力が「長期評価」の考え方に基づ

いて明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設定し，津波評価

技術の手法を用いて津波浸水予測の計算を行った結果，福島第一原子力発電所

の敷地南側で，Ｏ．Ｐ．＋１５．７メートルの津波高が計算上示された（甲ロ

２７，以下，この２００８年の被告東京電力による推計を「２００８年推計」

という。）。 

この２００８年推計では，福島第一原子力発電所に襲来する津波高を予測す

るにあたって，どのような波源モデルをどこに設定するかという段階において

は，２００２（平成１４）年７月の「長期評価」の考え方を採用した上で，１

８９６年明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設定し，そし

て，その設定された波源モデルに基づいて福島第一原子力発電所の各号機，敷

地内においてどの程度の津波高さになるかという具体的な計算段階では，２０

０２（平成１４）年２月の津波評価技術による計算手法（パラメータスタディ

等）を用いて，各号機における津波高さを算出している。 

この点，被告東京電力は，津波評価技術が公表された２００２年の３月の段

階ですでに，津波評価技術に基づいて福島第一原子力発電所の各号機における
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津波水位を計算しているところ（丙ロ８），ここでは，１８９６年明治三陸地震

の波源モデルの具体的な諸元（Mｗ，断層の長さ，幅，すべり量等）も示され

ている（丙ロ８・第３図における基準断層モデル表中の領域３の断層モデル）。

さらに，１～６号の各号機における直近に位置する海岸地点（同第４図（１））

での計算水位を時系列変化によって示してもおり（同第６図，２２頁），すでに

精度の高い計算が行われている。 

したがって，これまで原告らが指摘しているとおり，「長期評価」の考え方も，

津波評価技術の計算手法もいずれも２００２（平成１４）年当時から存在して

おり，実際に被告東京電力は２００２年３月に津波評価技術の計算手法を用い

て明治三陸地震の波源モデルを使って具体的に計算もしているのであるから，

この２つを組み合わせて福島第一原子力発電所における具体的な津波高を計算

すること自体は，２００２（平成１４）年７月に「長期評価」が公表されて以

降，直ちに可能であったものである。 

イ 被告東京電力が「長期評価」及び津波評価技術の知見を熟知していた

こと 

すなわち，被告東京電力は，電気事業連合会の中核をなす企業であり，土木

学会に対して，津波シミュレーションの予測手法をまとめる「津波評価技術」

の作成を依頼した主体として，「津波評価技術」の内容を熟知していた。また，

「津波評価技術」の作成自体が，７省庁手引きの示す地震・津波想定に対する

対応について電気事業連合会を挙げて対応した所産であることに示されるよう

に，被告東京電力が，被告国の示す地震・津波想定については極めて重大な関

心を払っていたことは明らかであり，「長期評価」の公表の直後からその内容を

十分に検討していたところである。 

甲イ１・国会事故調査報告書８７頁においても，被告東京電力の津波想定の

担当者は「長期評価」の公表の１週間後には，「長期評価」の取りまとめにあた

った地震調査研究推進本部・海溝型分科会の委員に対して，「（土木学会と）異
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なる見解が示されたことから若干困惑しております」として，地震調査研究推

進本部が「長期評価」を公表した理由を照会しており，「長期評価」の示す地震・

津波想定の持つ意味の重大性を十分に認識していたところである。 

ウ 被告国が「長期評価」及び津波評価技術の知見を熟知していたこと 

被告国（地震調査研究推進本部）は，「長期評価」を公表した主体であり，被

告国が「長期評価」の内容を詳細に把握していたことはあまりに当然のことで

ある。 

また，被告国の機関として，原子力発電所の安全規制を所管する原子力安全・

保安院においても，「津波評価技術」の内容については熟知していたところであ

る。 

すなわち，被告国は，本件訴訟においても，土木学会・津波評価技術につい

ては，「平成１４年から本件地震発生に至るまでの間において，被告国が把握し

ていた限り，津波の波源設定から敷地に到達する津波高さの算定までにわたる

津波評価を体系化した唯一のものであ」（被告国第１準備書面３５頁）るとして

いるところであり，その内容を熟知していた。 

しかも，被告国は，「津波評価技術」が公表された２００２（平成１４）年２

月の翌月（３月）には，被告東京電力より，塩屋崎沖地震を想定して「津波評

価技術」による津波推計の見直し（丙ロ８「福島第一原子力発電所 福島第二

原子力発電所 津波の検討 －土木学会『原子力発電所の津波評価技術』に関

わる検討－」）を受けて，ポンプ用モーターのかさ上げや建屋貫通部の浸水防止

対策などの対策を実施したことの報告を受けて，その「確認」をしているとこ

ろである（乙２の１・福島原子力事故調査報告書１７～１８頁）。 

被告国によるこの「確認」の約４ヶ月後には，塩屋崎地震の想定では不十分

であることを明示する「長期評価」が被告国の機関自身によって公表された以

上，被告東京電力に対して，「長期評価」の地震想定を前提に津波シミュレーシ

ョンの再検討を指示するのは極めて容易であり，そうした指示をすれば，福島
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第一原子力発電所において，２００８年推計が示すとおり，主要建屋敷地高さ

を大きく超える津波の襲来の可能性があることは容易に把握することができた

のである。 

 

（２）２００２年に可能な２００８年推計によって福島第一原子力発電所の敷

地高を超える津波の予見可能性が基礎づけられること 

前記のとおり，２００８年推計によって示される津波遡上の可能性について

は，被告東京電力としては２００２（平成１４）年には既に可能となっていた

ところであり，被告国（原子力安全・保安院）としても，「長期評価」の公表の

直後には，被告東京電力に「長期評価」の示す地震想定を前提とし「津波評価

技術」に基づく津波シミュレーションの実施を指示することによって，同様の

津波の予見は可能だったといえる。 

そして，２００８年推計の示す津波の遡上態様は福島第一原子力発電所敷地

南側でＯ．Ｐ．＋１５．７メートルに及び，１～４号機立地点においても浸水

深１～２.６メートル程度に達している。 

したがって，被告東京電力にとっても，被告国にとっても，２００２（平成

１４）年時点において，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さ（Ｏ.Ｐ.＋

１０メートル）を大きく超え，１号機から４号機の立地点においても，約２メ

ートル程度の浸水深をもたらす津波の襲来があり得ることは容易に予見するこ

とが可能だったのである。 

（３）小括 

以上からすれば，もはや被告らの予見可能性に関する原告らの主張に対する

反論は，その根拠を失ったものという他ない。 

そして，３人の専門家の証言により，このような２００８年推計が，２００

２（平成１４）年当時から可能かつ容易であったことが地震学の専門的な知見

からも明らかにされた。専門家３証人による証言は，もはやこの事実が揺るぎ
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のないものであることを示している。以下，詳述する。 

 

２ 「長期評価」の予測に基づき津波の数値計算を行うことは可能かつ容易で

あったことを３人の専門家が証言したこと 

（１）島崎証言 

島崎証人は主尋問において，２００２（平成１４）年の時点で，１８９６年

の明治三陸津波地震の断層モデルを福島県沖の日本海溝寄りに移動して計算す

るということは可能かとの問いに対し，以下のように述べる。 

「津波評価技術の取りまとめは，長期評価より前にされています。恐ら

く，この取りまとめをするときには，明治三陸津波の断層モデルを使っ

て，津波の計算・数値シミュレーションをしたと思われます。ですから，

長期評価が公表されたときに，その内容，すなわち日本海溝寄りのどの

地域でも，明治三陸と同様の規模の津波地震が起こるという内容さえ理

解すれば，すぐに計算できただろうと思われます。」 

「断層モデルを作って津波の数値計算をする場合には，津波の伝わり方

を再現できるように，計算プログラムが必要になります。もちろんこの

津波評価技術ではそういった津波の計算を行っているに違いないので，

当然津波の計算コードをお持ちのはずです。ですから，そこの入力のと

ころに，位置を三陸ではなくて福島県沖に変えて，かつ，断層の伸びる

方向を日本海溝に沿った方向に変えてやるだけで，あとは計算が可能に

なる，こういうふうに思います」（島崎証人第１調書３７頁） 

また，２００８（平成２０）年に被告東京電力が行った，「長期評価」の考

え方に基づき福島県沖に明治三陸津波地震の波源モデルをおいた津波試算に

おいて，福島第一原子力発電所の敷地南側でＯ．Ｐ．＋１５．７メートルとい

う数値を得たことについて，以下のように述べる。 

「計算の方式は分かりませんけれども，恐らく数値シミュレーションを
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やった結果だろうと思います。長期評価は，２００２年の７月末に公表

しております。ですから，その内容を理解して，計算能力があれば，恐

らく８月中，遅くとも１０月くらいまでにはこのような数値を得ること

はできたのではないかと思います。」（島崎証人第１調書３９頁） 

さらに，上記のように，既に発生した地震の断層モデルを既往地震・津波が

分からない領域に移動させて計算するという方法自体は，津波の予測として，

また地質学として，通常ありうるかと問われて，島崎証人は以下のように述べ

ている。 

「例えば，地震空白域があるような場合，そこの地震がどういう地震か

ということを想定する場合には，その地域と同じような地質学的な地学

的な条件にあるところで起きた地震の断層モデルを考えて，使って，そ

れをまだ起きていない空白のところに持っていって計算するというの

は，地震学ではごくごく常識的なやり方です。」（同３８頁） 

その上で，本件で地震空白域に相当する福島県沖の日本海溝寄りに，１８９

６年の明治三陸地震を断層モデルとして想定する理由として，次のように説明

する。 

「明治三陸地震は，３つある津波地震のうち一番新しい，一番よく分か

っている地震です。しかも，この津波の場合は，３か所で津波の記録が

残っています。その津波の記録に基づいて，谷岡先生，佐竹先生が断層

モデルを推定されたのです。ですから，一番よく分かっている断層モデ

ルを使うのというのは当然のことです。」（同３８頁） 

なお，明治三陸地震の断層モデルは，前記のとおり，すでに２００２（平成

１４）年２月の段階で津波評価技術によって示されている（丙ロ７）。島崎証人

によれば，この断層モデルを使って，２００８年推計のとおり，福島県沖の日

本海溝寄りに設定して計算することは，２００２（平成１４）年当時から，極

めて常識的でかつ容易な方法であったということである。 
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（２）都司証言 

福島地裁で証言した都司嘉宣氏は，その主尋問において，「長期評価」の前提

に立った場合に福島第一原子力発電所に襲来しうる津波の浸水高のシミュレー

ションが，２００２（平成１４）年の「長期評価」が公表された直後に可能だ

ったかと問われて，以下のように答えている。 

「可能だったはずですね。可能だったと思います。そのことの問題点に

気付いてやれば可能であったと思います。」（都司証人第２調書４４８） 

 

（３）佐竹証言 

さらに，佐竹証人も，前記のとおり島崎証人が２００８年推計について証言

したことを踏まえて，２００８年推計が「長期評価」や津波評価技術が公表さ

れた２００２（平成１４）年には可能になっていたかと問われ，以下のように

述べている。 

「波源をどこに置くかということを別にすれば，その波源を例えば福島

県沖に明治と同じものを持ってくる，あるいは延宝と同じものを持って

くるということをすれば，計算をすることは可能だったと思います。」

（佐竹証人第２調書４４頁）。 

その上で，この推計が技術的に信頼が置けるかどうかについても以下のとお

り述べる。 

「２００８年の段階での技術的には，この明治三陸をここに置けばと

いう前提は議論のあるところですが，この数値自体は信頼できるもの

だと思いますが。信頼できるというか，それなりの精度を持っている

ものだと思います。その精度といいますのは，１，２，３，４，５，

６と各号機，それから北側，南側と，これを分ける程度の精度を持っ

ていたという意味でございます。」（同４６頁） 
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この点，２００２（平成１４）年当時から，被告東京電力は津波評価技術に

基づいて各号機ごとに津波高さ，浸水深を算出していたから（丙ロ８参照），佐

竹証人の証言するような推計精度が，２００８（平成２０）年と２００２（平

成１４）年で大差がないことも明らかである。この点は後述する。 

なお，このようにして，同じような地質学的，地学的な条件にあるところで

起きた地震の断層モデルを使って，まだ起きていない地震空白域にそれを設定

して，当該地点での津波高さを算出するという手法（前記島崎証言）は，一般

論として佐竹証人自身も，「異論はありません」と答えている（佐竹証人第２調

書４５頁）。 

以上のとおり，原告ら及び被告国の双方から申請された，３人の証人がいず

れも２００８年推計が２００２（平成１４）年当時から可能かつ容易であった

ことを認めている。 

 

３ 「長期評価」に基づく推計により２ｍの浸水深となることが示されたこと 

２００８（平成２０）年４月，被告東京電力が「長期評価」の考え方に基づ

いて明治三陸地震の波源モデルを福島県沖の日本海溝寄りに設定し，津波評価

技術の手法を用いて津波浸水予測の計算を行った結果，福島第一原子力発電所

の敷地南側で，Ｏ．Ｐ．＋１５．７メートルの津波高が計算上示された（甲ロ

２７，以下，この２００８年の被告東京電力による推計を「２００８年推計」

という。）。津波の遡上態様は，これにとどまらず１～４号機立地点においても

浸水深１～２.６メートル程度に達している（甲ロ１７８）。 

この２００８年推計は２００２（平成１４）年当時の知見に基づくものであ

り，これにより「長期評価」公表直後から２００８年推計が可能であったこと，

２００２年に可能な２００８年推計によって２ｍの浸水深となることが示され

たことで，福島第一原子力発電所の敷地高を超える津波の予見可能性が基礎づ

けられることについては，原告ら第４２準備書面第３において詳述したとおり
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である。 

したがって，被告東京電力にとっても，被告国にとっても，２００２（平成

１４）年時点において，福島第一原子力発電所の主要建屋敷地高さ（Ｏ.Ｐ.＋

１０メートル）を大きく超え，１号機から４号機の立地点においても，約２メ

ートル程度の浸水深をもたらす津波の襲来があり得ることは容易に予見するこ

とが可能だった。 

以上からすれば，もはや被告らの予見可能性に関する原告らの主張に対する

反論は，その根拠を失ったものという他ない。 

そして，３人の専門家（島崎，都司，佐竹各証人）の証言により，このよう

な２００８年推計が，２００２（平成１４）年当時から可能かつ容易であった

ことが地震学の専門的な知見からも明らかにされている（この点も第４２準備

書面で詳しく述べている）。 

 

４ 被告国の主張に対する反論 

 以上の２００８年推計に関する原告らの主張に対し，被告らは，２００８年

推計と本件事故時津波との相違や推計の精度等について指摘しているので，こ

の点について反論する。 

（１）２００８年推計では敷地前面からの遡上がなく本件津波と異なるとの主

張について 

ア 被告国の主張 

被告国は，被告東京電力の２００８年推計においては福島第一原子力発電所

の主要建屋が設置されている敷地南側への遡上は確認されているが防波堤が設

置されている敷地東側の前面からは遡上しない結果となっているところ，これ

に対して，本件津波は東側前面から建屋敷地へ遡上しているとして，２００８

年推計の示す結果をもって本件地震によってもたらされた津波の遡上対応を予

測することはできないと主張する。 
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イ 敷地高さを超える津波の浸水が示す危険性として区別されないこと  

しかし，被告国（経済産業大臣）による原子力発電所の主要建屋敷地高さを

超える津波に対する安全規制の必要性を基礎づける予見可能性があったか否か，

という観点からは，非常用電源設備等の重要機器が設置されている建屋敷地へ

の浸水があり得るか否かということが規制の要否を決定する分水嶺となるもの

であり，敷地前面からの浸水という態様であれ，敷地南側へ遡上した海水が原

子炉建屋等の立地点に流入するという態様であれ，敷地高さを超える津波に対

する安全規制の必要性を基礎づけるという点においては，何ら区別されること

はない。 

よって，２００８年推計の浸水態様が，本件津波による浸水態様と異なると

いうことは，２００８年推計の結果が，敷地高さを超える津波に対する安全規

制の必要性を基礎づけることを否定する理由にはならない。 

ウ 防波堤の存在によりそのすぐ外側部分において津波が高くなること 

この点に関して，被告国は，福島第一原子力発電所の海岸線に設置されてい

る防波堤の存在により，敷地東側の海岸線については，防波堤によって防護さ

れていることから津波の影響が減殺されることを強調するようである。 

しかし，防波堤の内側は確かに防波堤の防護機能によって津波の影響は減殺

されることがあり得るものの，他方で，その外側，とりわけその付け根の部分

においては，防波堤の存在によってかえって，防波堤がない状態を大きく超え

る津波高さが出現することなる一般的な傾向があるものであり，こうした防波

堤による津波の増幅効果については，詳細な推計計算をせずとも容易に予測し

得るところであり，津波対策においては，こうした防波堤による津波の増幅効

果も当然に想定すべきものである。 

エ 防波堤による津波高さの増幅作用が２００８年試算でも判明していた

こと 

 防波堤の存在によってその外側部分において津波高さが増幅されることにつ
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いては，被告東京電力が２００８（平成２０）年に明治三陸地震の波源モデル

を福島県沖に設定した津波シミュレーションによっても実証されているところ

である。 

すなわち，同シミュレーションによれば，防波堤によって防護されている１

～４号機の海水取水ポンプ設置位置における浸水高は，Ｏ.Ｐ.＋８．４～９．

３メートルに留まり，５～６号機においても海水取水ポンプ設置位置における

浸水高は，Ｏ.Ｐ.＋１０．２メートルに留まるのに対して，防波堤の外側であ

る南側敷地では１５．７メートル，同北側の外側敷地では１３．７メートルの

浸水深となることが示されている（甲ロ２７，２頁「１８９６年明治三陸沖で

評価」参照）。 

このシミュレーションにおいては，１～４号機所在地において，１～２．６

メートル程度の浸水深となることが示されているが，それは，防波堤によって

防護された海岸線東側からの浸水によるものではなく，防波堤によって津波高

さが増幅されて南側敷地へ遡上・流入した海水が，防ぐもののない敷地を敷地

南側から主要建屋敷地方面に向かって大量に流れ込むことによってもたらされ

ているものである（甲ロ１２６，５頁の被告東京電力の主張，及び１５頁「明

治三陸試計算による津波」参照）。 

 同じく，被告東京電力が，２００８（平成２０）年に延宝房総沖地震の波源

モデルを福島県沖に想定して行った津波シミュレーションにおいても，防波堤

によって防護される関係にある１～４号機の海水ポンプ設置位置における浸水

深はＯ.Ｐ.＋６．８～７．３メートルに留まり，東側に面した部分からＯ.Ｐ.

＋１０メートル盤への遡上はなかったものの，南防波堤の外側すぐの敷地南側

においては１３．６メートルの浸水深となり，明治三陸地震の波源モデルによ

る推計と同様に，南側敷地から１～４号機の立地する北側方面への海水の流入

が防ぐことができない状況となることが示されている（甲ロ２７，２頁「１６

７７年房総沖で評価」参照）。 
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 なお，上記した津波推計の過程においては，被告東京電力内部においても，

防波堤の設置による対策も検討されたが，その際には，防波堤によって「反射

した波が周辺集落に向かう波を大きくする可能性がある」とされ，防波堤設置

という対策をとらない一つの理由とされていたところであり，防波堤の存在に

よって，かえってその外側において津波が高くなる増幅作用があることは，当

然のこととして認識されていたところである（東京電力事故調査報告書・乙イ

２の１・２３頁）。 

オ 本件津波の流入も防波堤外側からの流入が大きかったこと 

 被告東京電力は，本件事故後に，本件津波がどのような挙動を経てＯ.Ｐ.＋

１０メートルの主要建屋敷地に流入したかについて，防波堤及び建屋等の陸上

構造物の存在まで考慮に入れて詳細な津波挙動を再現するシミュレーションを

実施している（甲ロ７４の１・４－３～１３）。 

 その解析結果によれば，「地震発生より約４８分後（１５時３４分頃）に最大

波が到達し，まず南防波堤の外側から主要建屋設置エリア南東側（敷地高Ｏ.

Ｐ.＋１０ｍ）に浸入し，この流れは，敷地南西部へ到達後，北側の建屋に進行

が遮られ，局所的な水位の高まりを発生させ」（同４－１頁（１）水位変化の「１

～４号機側」参照）たとされ，また，津波の動態を示す「流況」についても，

「地震発生より約４８分後（１５時３４分頃）に大きな波が到達し，南防波堤

の外側から主要建屋設置エリア（敷地高Ｏ.Ｐ.＋１０ｍ）南東側へ高流速で遡

上が始まる。その後，流速の早い津波が４号機建屋背後に回り込む」（同頁）と

されており，南防波堤の外側からの浸入が優越していたことが示されていると

ころである。 

 以上より，２００８年推計が示すところの防波堤の存在により，その外側の

付け根部分において津波高さが増幅され，その地点が津波防護の弱点となり得

るとの結論は，実際の本件津波においても再確認されるに至ったものといえる

のである。 
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カ 小括 

 以上より，防波堤の存在によって防波堤の外側において津波高さが増幅する

ことは当然に予測された事態であり，かつ現に２００８年推計によってもそれ

が示されていたこと，そして本件津波においても防波堤による増幅効果があっ

たとの解析が示されていることからすれば，防波堤の外側からの敷地への浸水

を示す２００８年推計は，津波の想定において当然に想定すべき内容であり，

それにより現に主要建屋敷地への浸水が示されている以上，建屋前面からの浸

水が示されていないという２００８年推計の結果を理由として，敷地高さを超

える津波に対する安全規制の必要性を基礎づけることはできないとの被告国の

主張は理由がないといわなければならない。 

 

（２）２００２年時点の推計精度は２００８年推計に及ばないとの主張 

ア 被告国の主張 

 被告国は，仮に，２００２（平成１４）年時点において，「津波評価技術」が

示すところに従って２００８年推計に相当する計算が可能であったとしても，

明治三陸地震の波源モデルを構成するパラメータはもとより明治三陸地震の実

際の断層等を前提として成り立っており，その波源モデルを用いて機械的に福

島沖に移動させてシミュレーションをしても，信頼性ある津波推計とはいえな

いとか，２００２年と２００８年では参照すべき地形データなどにおいて精度

の差があり，同一の推計結果とはならないとなどと主張する。 

イ ２００２年に現に津波推計が実施されその推計と２００８年推計には

実質的差異はないこと 

しかしながら，「津波評価技術」公表の翌月である２００２（平成１４）年３

月に，被告東京電力は「津波評価技術」に基づく津波推計計算を現に実施し
．．．．．

（丙

ロ８，以下「２００２年推計」という。），またこの推計に基づいて原子炉施設

の津波防護策を実施し，被告国にもその内容を報告し確認を得ている（
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

乙イ２
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の１・東京電力事故調査報告書１７～１８頁，甲ロ１８６・原子力規制委員会

への情報公開請求により開示された２００２年推計文書）。 

２００２（平成１４）年における津波推計計算に十分な信頼性が期待できな

いかのように述べる被告国の主張は，現に実施された２００２年推計の内容と，

被告国がその結果に基づく津波防護策の報告を受けて確認しているという事実

に照らして，失当と言わなければならない。 

 また，２００２年推計と２００８年推計については，以下のとおりその信頼

性には実質的に差異がない。 

すなわち，２００２年推計と２００８年推計は，いずれも，①推計手法とし

て全面的に「津波評価技術」に準拠していること，②最新の海底地形等を基に

計算されていること，③波源モデル自体についても，「津波評価技術」が設定し

た明治三陸地震等の波源モデルに準拠して推計を行っていること，④「津波評

価技術」の求める位置等のパラメータスタディを実施して最大の津波高さにな

る推計値を採用していること，において全く共通である。 

２００２年推計と２００８年推計において異なるのは，既に述べたとおり，

２００２年推計においては「津波評価技術」の考え方に基づいて
．．．．．．．．．．．．．．．．．

，既往最大の

地震について，かつて発生した領域にのみ波源モデルを想定したが，２００８

年推計においては，「長期評価」の考え方に基づいて
．．．．．．．．．．．．．．．

，波源モデルを想定する領

域について，福島県沖を含む日本海溝南部において南北に広く領域を設定した

ことに尽きるのである。 

そして，この「波源モデルを想定する領域の設定」こそが，福島第一原子力

発電所に襲来し得る津波高さに決定的な影響を与える要因となっているのであ

る。 

なお，被告国は，「海底地形等のデータは平成１４年当時と平成２０年当時で

は変わっているのであるから，必ずしも，平成１４年当時に，平成２０年当時

の試算と同様の精度での試算が可能だったとはいえない」と主張している。 
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しかし，「津波評価技術」自体が，「地形データ」について「計算に用いる地

形データは，最新の海底地形図，陸上地形図等をもとに作成することを基本と

する」としており（丙ロ７・１－５３頁），その理由としても「精度向上の観点

から，用いる水深データは，最新の測定結果を基に作成することを基本とする」

とするにとどまっている（同１－５３頁）。 

そして，前述のとおり，２００２年推計の結果は，原子炉施設の津波防護策

の基礎として採用するに足りる十分な精度と信頼性を持つものとして，現に被

告東京電力によってその推計に基づいて津波防護策が実施され，かつその結果

は被告国に報告され，その確認を経ているというのであるから，海底地形等の

データの差異が，推計結果の信頼性を損なうものでないことは明らかである。 

ウ 佐竹証人自身が推計結果に信頼性があることを認めていること 

 この点については，津波シミュレーションの手法に関する第一人者として１

９９７（平成９）年「津波災害予測マニュアル」，及び２００２（平成１２）年

「津波評価技術」の策定に関与した佐竹証人自身の次の証言が参照されるべき

である。 

すなわち， 

問「２００８年に東京電力が行ったような明治三陸や延宝房総の波源モデルを

福島県沖の海溝沿いに想定する津波推計の計算を行うこと自体については，波

源モデルをどの範囲に想定するか否かは置くとしても，そうした津波推計の計

算をすること自体は津波評価技術及び長期評価が公表された２００２年には可

能となっていましたと」 

    波源をどこに置くかということを別にすれば，その波源を例えば福島

沖に明治と同じ物を持ってくる，あるいは延宝と同じものを持ってくる

ということをすれば，計算すること自体は可能だったと思います。もち

ろん，当時と先ほどの２００８年，２０１０年では地形などのデータも

変わってますから，その精度は上がると思いますけれども，ただ，大ま
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かな計算はできたと思います。 

 佐竹証人の証言によって，２００８年推計に相当する計算は可能であり，地

形データなどの影響による精度への影響も問題とするほどのものではないこと

が示されているところである。 

エ ２００８年推計のような既存の波源モデルを移動させて推計する方法

自体は地震学において常識的な方法であること  

被告国は，２００８年推計に対して，明治三陸地震の波源モデルを福島県沖

に機械的に移動させても信頼性ある推計結果とならないなどと主張しているが，

そもそもこのような未だ既往津波が分からない領域に既存の波源モデルを移動

させて計算させること自体は，津波の予測としても地震学としても通常ありう

る計算方法である。このことは，島崎証人が明確に証言しており，前記２でも

引用したがあらためて引用する。すなわち，島崎証人によれば，「例えば，地震

空白域があるような場合，そこの地震がどういう地震かということを想定する

場合には，その地域と同じような地質学的な地学的な条件があるところで起き

た地震の断層モデルを考えて，使って，それをまだ起きていない空白のところ

に持っていって計算するというのは，地震学でごくごく常識的なやり方です」

と述べているとおりである。この島崎証人が指摘する地震学として既存の波源

モデルを移動させて行う推計方法に対しては，佐竹証人も一般論としては賛同

しているところである（佐竹証人第２調書４５頁）。 

 以上からすれば，２００８年推計の精度について論難する被告国の主張はい

ずれも理由がなく，２００２年の時点で２００８年推計と同様の推計が可能で

あったとする原告らの主張は何ら揺らぐことはない。 

 

第８ 総括 

 

 本章では，福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の到来に関する予
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見可能性を裏付ける具体的な知見を明らかにしてきた。 

 地震津波，特に地震の規模に比して大きい津波を引き起こす津波地震等に関

する基本的知見（第２）から，歴史的な経緯として，北海道南西沖地震を契機

とした津波対策強化の流れから，１９９０年代から既往最大を超える想定しう

る最大規模の地震津波の考慮が求められており，４省庁報告書（１９９７年），

７省庁手引き（１９９８年），そして津波浸水予測図（１９９９年）といった

被告国による一般防災対策上の知見によって，十分に福島第一原子力発電所の

敷地高さを超える津波が到来する可能性は示されていたものである（第３）。 

 そして，以上の知見の延長上に公表された「長期評価」（２００２年）は，

福島県沖日本海溝寄りに甚大な津波地震をもたらしうる津波地震が相当程度の

確率で起こるとされ，従来想定されていた以上に高い津波の襲来の可能性があ

ることを示したものであるが，その公的見解としての位置づけやその結論の根

拠となる領域分けや歴史上の津波地震の評価も，当時の最新の知見を踏まえた

高度の信用性を有するものである（第４）。そして「長期評価」公表後には被

告らが主張するような異論を考慮するどころか，２００２年の津波地震に関す

る評価やその結論は維持され，見直しの形跡もなく，むしろ被告らが主張する

民間の土木学会・津波評価技術における議論にも「長期評価」の考え方が取り

入れられていった（第５）。以上のとおり，「長期評価」の公表により，敷地

高さを超える津波に対する安全規制の必要性がより一層基礎付けられるに至っ

たのである（第６）。 

 このような「長期評価」の公表により敷地高さを超える津波の到来する可能

性が示された以上，被告国には，被告東京電力に対して，具体的な津波の推計

を行わせるなどして津波に対する安全規制を実施すべきだったところ，そのよ

うな推計を実際に行ったのが，被告東京電力による２００８年推計であり，こ

れによれば，敷地南側で，O.P.＋１５．７ｍの津波高であることや，１号機か

ら４号機にかけて２ｍ程度の浸水深をもたらすことが明らかになっている。こ
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の推計は，波源の設定方法として２００２年「長期評価」を，その設定された

波源を基に具体的に計算する方法として２００２年「津波評価技術」を採用し

ていることから，島崎証人や佐竹証人が認めるように，２００２年「長期評価」

公表後から直ちに可能だったものである（第７）。 

 以上のとおり，１９９０年代の既往最大を超えて想定しうる最大規模の地震

津波を想定すべき必要性が示されて以降，２００２年「長期評価」によって，

敷地高さを超える津波の到来による可能性が一層示され，被告国による敷地高

さを超える津波に対する安全規制の必要性が明らかになったものであり，そし

て，具体的な敷地に平均して２ｍ程度の浸水深をもたらすという設計上も考慮

すべき数値を導き出すことが当時からできたのであるから，これらの知見から

すれば，被告東京電力はいうまでもなく，被告国において，本件の予見可能性

である敷地高さを超える津波の到来の予見可能性は十二分に裏付けられている

ものである。 
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第７章 被告らの津波の予見可能性に関する主張について 

 

 

第１ はじめに 

 

第６章では，原告らの主張として敷地高さを超える津波の予見可能性を基礎

付ける知見を明らかにしてきたところ，これに対し，被告らは，「長期評価」

の信頼性を減じようとして縷々反論するだけでなく，２００６（平成１８）年

までの原子炉施設における津波評価の基準として，民間の土木学会が策定した

「津波評価技術」が「津波の波源設定から敷地に到達する津波高さの算定まで

にわたる津波評価を体系化した唯一の」基準であったなどと主張している。 

そこで，第７章では，被告らの予見可能性に関する主張の拠り所となる「津

波評価技術」について，まず，その成立までの背景となる事実，すなわち，被

告らが前記７省庁手引きの時代から「既往最大を超える想定しうる最大規模の

地震」を考慮する必要性を認識しながら，あえてその対策を回避した上で，電

事連や電力事業者の主導により，「既往最大」を前提にした土木学会「津波評

価技術」の策定に至る流れを整理する。 

その上で，実際に策定された「津波評価技術」について，その目的と佐竹証

人が認めたように過去の地震の詳細な検討をしていないことによる限界，委員

の構成などを含め原子炉の安全基準としての適格性がないこと，「既往最大」

を前提にした波源設定自体がＩＡＥＡの国際原則とも矛盾していることなどか

ら， 

「津波評価技術」では，原告らの主張する予見可能性を否定する論拠となりえ

ないことを明らかにしていく。 

そして最後に，被告らの主張の中では，「長期評価」の信頼性に対する反論

として，２００６（平成１８）年の中央防災会議において「長期評価」の見解
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が取り入れられなかった点を指摘していることから，この点についても中央防

災会議と「長期評価」の役割の相違などから反論をする。 

 

第２ ７省庁手引き等に基づく「想定しうる最大規模の地震」の検討に対する

被告らの抵抗 

 

１ ７省庁手引きの地震・津波想定に対する電気事業連合会の修正要求 

（１）７省庁手引きの原案と「対応について」の関係 

第６章の第３で言及した「７省庁手引き」等の策定が進められている過程に

おいて，被告東京電力を含む電気事業連合会は，その内容如何によっては，従

来，津波が原子炉建屋敷地高さを超えることを一切想定していなかった原子力

発電所の津波対策（いわゆる「ドライサイト」の想定）に重大な影響を受ける

ことを懸念し，通商産業省（当時）を通じて報告書の草稿（ドラフト版）を入

手し，独自に検討し，その記載内容に対する修正意見を提出するに至っている。 

これが，被告国から提出された「『太平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査』

への対応について」（甲ロ６２，以下「対応について」という。）である。 

「対応について」は，通商産業省が電気事業連合会に対して「仮に今の数値

解析の２倍で津波高さを評価した場合，その津波により原子力発電所がどうな

るか，さらにその対策として何が考えられるかを提示するよう」要請したこと

（国会事故調査報告書・参考資料。甲ロ１９）に関連して，電気事業連合会内

部の津波対応ＷＧ（ワーキンググループ）が電力会社側の見解を整理し，１９

９７（平成９）年７月２５日に，被告国（通商産業省）宛てに提出したもので

ある（この点は，被告国も被告東京電力も事実上認めているところである。）。 

（なお，「対応について」は，原告ら代理人が「１９９７年に業界や東電か

ら規制当局に出された津波に関する資料」についての情報公開請求を行ったこ

とに対して（甲ロ１７２の１），原子力規制委員会が，規制当局である原子力
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安全・保安院（旧通商産業省）から承継した文書として公開したものと同一の

文書であり，元々の所持者は旧通商産業省であり，「対応について」は，甲１

７２の２「別紙１」の１番の文書である。） 

「対応について」の記載を詳細に検討すると，これに添付されている「資料

－４」の「津波防災計画策定指針（案）」は，同年５月２６日に開催された太

平洋沿岸部地震津波防災計画調査委員会（４省庁委員会）において提示された

「津波防災計画対策指針案」（７省庁手引きの原案）であり，「資料－４」の

「修正案」及び「理由・説明」は，この原案に対して，被告東京電力ら電気事

業連合会が，原子力発電所を運営する立場から，「表現の適正化」を求めて修

正要求を整理したものであることが分かる。 

 

（２）「想定し得る最大規模の地震・津波」への対応が求められたこと  

既にみたように，７省庁手引き等においては，津波の想定については，「既

往最大の津波」に留まらず，「近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地

震の発生の可能性が指摘されているような沿岸地域については，別途現在の知

見により想定し得る最大規模の地震津波を検討し，既往最大津波との比較検討

を行った上で，常に安全側の発想から沿岸津波水位のより大きい方を対象津波

と設定するものとする」（４省庁報告書・甲ロ１７・２３８頁）として，「想

定し得る最大規模の地震・津波」を考慮に入れるべきことを求めている。 

 

（３）電気事業連合会が津波の想定に重大な関心をもち修正意見を出したこと 

被告東京電力ら電気事業連合会は，この点について，「表現の適正化」の名

の下で，４省庁委員会に対して，修正を求めている。  

すなわち，「対応について」においては，「想定し得る最大規模の地震・津

波」についての「原子力（事業者）としての対応の方向性」（＝すなわち修正

を求める基本的スタンス）としては，「地震動評価に際しては，地震地体構造
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上最大規模の地震を考慮しており，津波評価に際しても，想定することが妥当

であると考えられる場合には，同地震による津波を検討する必要があるものと

考えられる。従って，今後整備される津波評価指針には，必要に応じて，地体

構造上最大規模の地震津波も検討条件として取り入れる方向で検討・調整を行

っていく。」としており，「想定し得る最大規模の津波」の考慮の必要性につ

いては，敢えて，「想定することが妥当であると考えられる場合」及び「必要

に応じて」などの限定を付し，かつ将来に向けての「検討・調整」の対象に留

めるという立場を明らかにしている（３頁）。 

そして，こうした立場から７省庁手引き原案が，「対象津波の設定」につい

て，「想定し得る最大規模の津波」と既往最大津波の比較検討を行った上で，

「常に安全側の発想から沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定す

るものとする。」としていることに対して，これを「対象津波を設定すること

が望ましい。」と修正するように求めている。 

この修正意見の趣旨は，「常に安全側の発想に立つ」という基本的な理念を

修正し，かつ，「想定し得る最大規模の津波」が既往最大の津波を上回ってい

る場合においても，その想定を考慮に入れるべきことを「望ましい」というレ

ベルに留め，原案の「ものとする」という義務づけのレベルから低下させ，実

質的な安全確保の水準の引き下げを求めるものであり，到底，「表現の適正化」

に留まるものではない。 

 

（４）日本海溝沿いの空白域についての具体的な修正意見 

被告東京電力ら電気事業連合会は，「想定し得る最大規模の地震・津波」を

想定するという７省庁手引きの原案に対する一般的な修正意見とともに，特に，

日本海溝沿いのプレート間地震については，具体的な理由を付記して強く修正

を求めている。 

すなわち，地震・津波の想定に関しては，４省庁報告書においては，「想定
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地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を網羅するように設定する」（甲

ロ１７・１２５頁）とされており，単に既往地震の発生位置に限定されず，い

わゆる空白域を含めて「太平洋沿岸を網羅」すべきこととされている。 

同様に，７省庁手引き原案である「津波防災計画策定指針（案）」において

は，「想定し得る最大規模の津波」の想定に際して，「想定地震の発生位置は，

既往地震の発生位置を含む当該沿岸地域とその周辺地域を網羅するように設定

する。」（「資料－４」８４頁③）とされている。 

これらの考え方によれば，日本海溝沿いの三陸沖及び房総沖においていわゆ

る津波地震が発生していることからすれば，「想定地震の発生位置」について

「当該沿岸地域とその周辺地域を網羅する」という以上，既往約４００年の歴

史記録では津波地震の記録が残っていない福島県沖においても，津波地震が発

生することを当然に考慮すべきということになる。 

しかるに，被告東京電力ら電気事業連合会は，この規定について強力に修正

を申し入れている。 

すなわち，「対応について」の「資料－３」の「参考資料」の「２．過去に

発生した地震津波」において，特に「プレート境界型の地震津波が繰り返し発

生している地域では，資料が十分に蓄積されており・・・過去に限界規模の地

震津波が起きていると考えることもできるため，過去に発生した地震津波とし

て，想定しうる最大規模の地震津波を考慮している」として，結果として，日

本海溝沿いのプレート型地震については，「過去に発生した地震津波」とは別

に「地震地体構造上プレート境界などに想定し得る地震津波」を考慮すること

を否定している。 

さらに，「太平洋側に関しては，プレート間の相対速度が大きく，歴史期間

の長さからみて，大地震が発生する場所では既に大地震が発生している可能性

が高いと考えられる。歴史的に大地震が発生していない場所では，プレート間

のカップリングの性質により大地震が起こらない場所になっている可能性が高



   
 

206 

 

い。特別に大地震の発生の可能性が指摘されている場合を除いて，歴史的に大

地震が発生していない場所にまで想定地震を設定する必要はないと考えられ

る」（「資料－４」の９頁「理由・説明」欄）とする。 

そして，こうした見地から，「想定地震の発生位置」として，「当該沿岸地

域とその周辺地域を網羅する」という原案に対して，「プレート境界における

大地震発生のパターンに顕著な地域性があることから，これまでに大地震が発

生している場所及びその近傍に設定することを基本とする」と限定して修正す

べきとしている。 

 

（５）４省庁報告書等が修正されなかったこと 

被告東京電力ら電気事業連合会による上記の修正意見に対して，既に策定さ

れていた４省庁報告書の「想定地震の発生位置は既往地震を含め太平洋沿岸を

網羅するように設定する」（甲ロ１７・１２５頁）との規定は修正されること

はなかった。 

同様に，７省庁手引きの「近年の地震観測研究結果等により津波を伴う地震

の発生の可能性が指摘されているような沿岸地域については，別途現在の知見

により想定し得る最大規模の地震津波を検討し，既往最大津波との比較検討を

行った上で，常に安全側の発想から沿岸津波水位のより大きい方を対象津波と

設定するものとする」（甲ロ１５・３０頁）との規定は修正されることなく，

１９９８（平成１０）年３月には，それぞれ公表に至っている。 

以上の経過からすれば，４省庁報告書等によって規定された「現在の知見に

より想定し得る最大規模の地震津波を検討する」という指針は，一般防災を前

提としても，被告国の津波対策の基本に据えられるべきものであることが確定

したといえる。 
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２ 電気事業連合会の「対応方針」が７省庁手引きに対する対応を定めたこと 

（１）電事連「対応方針」の位置付け 

電気事業連合会は，「対応について」で示されたとおりに，７省庁手引き等

の地震・津波想定に対する修正要求を行っていたが，１９９７（平成９）年９

月には読売新聞が４省庁報告書の作成とその内容を紹介する記事を掲載するに

至った。 

この記事において，７省庁手引き等が同年１１月末から１２月ころに公表さ

れる予定であるとされたことから（甲ロ１７０，実際は，公表は翌年３月にず

れ込んだ。），電気事業連合会としては，７省庁手引き等が求める津波対策に

対する原子力事業者としての統一的な対応を確定する必要に迫られた。 

こうした状況を踏まえて，電気事業連合会は，同年１０月１５日に，７省庁

手引き等に対する原子力事業者としての統一的な対応方針を定めた「７省庁津

波に対する問題点及び今後の対応方針」を確定し，これを通商産業省に提出す

るに至った（甲ロ１７０，以下，単に，電事連「対応方針」または「電事連ペ

ーパー」ともいう。）。 

なお，同文書は，「対応について」と同様に，「業界や東電から規制当局に

出された津波に関する資料」についての情報公開請求を行ったことに対して，

原子力規制委員会が，規制当局である原子力安全・保安院（旧通商産業省）か

ら承継した文書として公開したものであり，元々の所持者は通商産業省である

（甲ロ１７２の２参照，甲ロ１７０は，同証拠の「別紙１」の６番の文書であ

る。）。 

 

（２）保安院が規制的措置を放棄し「対応方針」を是認していること 

なお，電事連「対応方針」１頁においては，電気事業連合会は，当時，７省

庁手引き等の草稿（ドラフト版）を「通産省を通じて入手した」とされている。 

また，マスコミ等からの質問を想定し，電気事業連合会としての，対応方針
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をまとめた「Ｑ＆Ａ」（「添付資料－３」）においては，７省庁手引き等の内

容を踏まえた「津波のバックチェック」を実施したことに関連して，「ＭＩＴ

Ｉ（通商産業省のこと。引用注）に報告したこと・・・は言及しない。」とさ

れている。 

これらの記載は，電気事業連合会と通商産業省が，７省庁手引き等に対する

対応について，情報の入手についての便宜から，７省庁手引き等に基づく津波

推計結果の報告などを含めて，緊密に連絡を取りあっていたことを示している。 

さらに，電事連「対応方針」の１頁の上部には，手書きで，この文書のタイ

トルを「電事連ペーパー」とした上で，「ＭＩＴＩ（通商産業省）は情報の収

集に努める」「電力（会社）は独自に地震地体構造（から想定し得る最大規模

の地震津波）を自主保安でチェックする」「バックチェックの指示はきっかけ

がない（ので行わない。）電事連ペーパーで自主的に行う」（丸括弧内は，い

ずれも引用者による補充）との書き込みがなされている。 

これは，電事連「対応方針」が，通商産業省と緊密な連絡の下で作成され，

この「対応方針」に記載された方針について通商産業省と電気事業連合会が，

事実上の合意をしている事実を示すものである。そしてその内容としても，原

子炉の津波に対する安全性の確保については，原子炉等規制法等による規制的

な措置は行わず，あくまで原子力事業者の「自主的」な対応に委ねることが合

意されたことが示されている点において重要な意味を持つ。 

 

（３）電事連「対応方針」による７省庁手引き等の評価 

電事連「対応方針」は，７省庁手引き等の示す津波対策を分析し，原子力（事

業者）の考え方との大きな相違点を，以下のとおり，①「対象とする津波の想

定」の問題と，②「津波推計における誤差」の問題という，２つ問題点に明確

に区別して整理している。すなわち， 

「① 対象とする津波 
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従来，原子力では安全設計審査指針に基づき，歴史津波及び活断層によ

る地震津波を対象としてきたのに対して，７省庁の検討ではこれらに加え

て，地震地体構造的見地から想定される最大規模の地震津波を考慮してい

る。 

② 誤差・バラツキ 

７省庁の検討では，現状の津波予測手法には限界があり，予測結果には誤

差があることが示されている。また，地震地体構造的見地から想定される最

大規模の地震津波に対しても波源における断層パラメータのバラツキを考慮

することが参考として示されている。」 

この記載から明らかなように，電事連「対応方針」においては，「① 対象

とする津波」においては，波源モデルの設定に関して「地震地体構造的見地か

ら想定される最大規模の地震津波」を考慮することが求められていること，ま

た「② 誤差・バラツキ」においては，①で対応を求められる「想定される最

大規模の地震津波」を前提とした場合でも，さらに，断層パラメータのバラツ

キの考慮が求められていることが，明確に区別して確認されているところであ

る。 

 

（４）「想定し得る最大規模の地震」についての電事連「対応方針」 

上記した２つの問題点についての評価を踏まえ，同文書は２頁「原子力とし

ての考え方の方向性」を取りまとめている。 

すなわち，第１の「想定し得る最大規模の地震津波の取り扱い」については，

地震動の評価に際しては（耐震設計審査指針等により）既に地震地体構造上最

大規模の地震を考慮していることからして，津波評価に際しても同様に，同地

震による津波を検討する必要があるものと考えられるとして，結論として，「今

後，原子力の津波評価の考え方を指針類にまとめる際には，必要に応じて地震

地体構造上の（最大規模の）地震津波も検討条件として取り入れる方向で検討・
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整備していく必要がある。」（丸括弧は引用者による補充）とする。 

つまり，原子力事業者（電気事業連合会）としても，歴史記録に残っている

既往最大に対する対応のみでは不十分であることを認め，「地体構造的見地か

ら想定される最大規模の地震津波」についても想定するという新しい見解を取

り入れるべきことを認めているのである。 

この「想定される最大規模の地震津波」についても想定するという点に関し

ては，被告東京電力においても，当時，４省庁報告書において示された「想定

し得る最大規模の地震」を検討し，「既往地震を含めて太平洋沿岸を網羅する

ように設定する」という波源モデル設定の考え方に沿って，実際に津波シミュ

レーションを実施している。 

すなわち，１９９８（平成１０）年３月ころの被告東京電力作成に係る「太

平洋沿岸部地震津波防災計画手法調査に対する発電所の安全性について」（甲

ロ１７１）がそれである（なお，同文書は，原子力規制委員会が規制当局であ

る原子力安全・保安院（旧通商産業省）から承継した文書として情報公開した

ものの一部であり，甲ロ１７２の２「別紙１」１７番の文書である。つまり，

この推計結果は，作成当時に通商産業省に文書で報告されていることを示すも

のであることに留意されたい。）。 

被告東京電力は，同文書において，「念のため，４省庁が用いた津波の発生

源（波源モデル）に基づく計算についても実施した」としており，「図―１に

示すＧ２－３モデル，Ｇ３－２モデル及びＧ３－３モデルについて，海底地形，

海岸地形，防波堤等を詳細に反映させた高精度の数値シミュレーションを実施

した」としている。この内，「Ｇ２－３モデル」とは，１８９６年明治三陸地

震規模の地震（甲ロ１７・１３６頁）を宮城県沖（一部，福島県沖にかかる。）

の「Ｇ２」領域から「Ｇ３」領域にまたがって想定した波源モデル（同１６０

頁）であり，「Ｇ３－２モデル」とは，１６７７年延宝房総沖地震規模の地震

（甲ロ１７・１３６頁）を福島県沖に想定した波源モデル（同１６２頁）であ
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る。これは，明治三陸地震ないし延宝房総沖地震に相当する規模の地震が，（そ

うした地震の発生が歴史記録に残っていない）福島県沖においても発生するこ

とがあり得ることを想定すべきであるという７省庁手引き等が示した立場を，

被告東京電力としても受け入れたことを示している。 

同様に，電事連「対応方針」の添付資料―２の表２においては，被告東京電

力が，４省庁報告書による地震・津波の想定を受け容れ，「太平洋津波調査（４

省庁報告書のこと。引用注。）の想定地震断層モデルに基づいて数値シミュレ

ーションを実施」したことを紹介し，その推計結果として，福島第一原子力発

電所を含む双葉町・大熊町において，推計津波高さが，平均でＯ．Ｐ．＋６．

８～６．４メートル，最大でＯ．Ｐ．＋７．２～７．０メートルとなり，さら

に，朔望平均満潮位（１．３５９メートル）を考慮すると最大でＯ．Ｐ．＋８．

６～８．４メートルとなったことを紹介している。 

すなわち，被告東京電力及び電気事業連合会においても，７省庁手引き等が

示した，歴史記録に残っている既往最大に留まらず「地体構造的見地から想定

し得る最大規模の地震津波」についても想定するという新しい見解を取り入れ，

それに基づく詳細な津波予測シミュレーションを実施して，その結果に基づい

て「安全性への影響はない」（甲ロ１７１「（３）安全性」の結論部分）とし

ているのである。 

このように，少なくとも，７省庁手引き等が公表される時点においては，被

告東京電力も電気事業連合会も，「歴史記録に残っている既往最大」に留まら

ず，「想定し得る最大規模の地震・津波」を前提とした津波シミュレーション

を実施し，かつこれを規制当局にも報告するということによって，「想定し得

る最大規模の地震・津波」をも想定するという新しい見解を事実上受け入れて

いるのである。 

また，前記のとおり，この「対応方針」が規制庁である通商産業省と緊密な

連絡のもとで作成されており，そこで記載された方針について確認，合意がな
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されている以上，被告国についても同様に「想定し得る最大規模の地震・津波」

をも想定することを受け入れ，その必要性を認識していたものである（そもそ

も７省庁手引き等が被告国において作成されたものであるから当然のことであ

る）。 

なお，被告東京電力の上記の推計は，本来，海溝寄りに設定すべきであった

明治三陸地震及び延宝房総沖地震等の津波地震に相当する波源モデルを，水深

の浅い陸寄りに設定した結果として，発生する津波を過小評価している可能性

がある点に留意が必要である。 

 

（５）計算誤差，バラツキに対する電事連「対応方針」 

ア 計算誤差，バラツキについての電気事業連合会の「考え方の方向性」 

電気事業連合会は，「想定し得る最大規模の地震津波」の問題と並んで検討

対象とされた第２の問題である「津波評価に際しての計算誤差，バラツキの取

り扱い」については，さらに，①計算誤差と，②断層パラメータのバラツキ，

の２つの問題に区分した上で，その考え方をまとめている。 

すなわち，①計算誤差については「原子力の計算では各サイト毎に実際の海

底地形，海岸地形等を正確に再現するため格子サイズを細かくするなど詳細な

検討を実施して」（３頁）いるとし，「原子力においては数値解析上対処可能

または低減可能な項目は既に採用してきており十分な精度で予測している」（２

頁）として，追加的な対応は不要としている。 

また，「最大規模の地震津波を想定した上で更に（断層パラメータの）バラ

ツキを考慮すること」については，「その発生の可能性は小さく工学的には現

実的ではないと考えられる」（２頁）として，一応は，これに対する対応は不

要という考え方を示している。 

イ 通商産業省顧問の基本認識 

その上で，電気事業連合会は，上記の「考え方の方向性」に対して，原子力
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の安全性評価に影響を及ぼすと考えられる通商産業省顧問（首藤伸夫氏と推定

される。）の意見を聞いている。  

同顧問は，「現状の学問レベルでは自然現象の推定誤差は大きく，予測し得

ないことが起こることがある」としつつ，「どの程度の余裕高さを見込んでお

けばよいかを合理的に示すことはできない」との意見であった。 

ウ 通産省顧問の認識を踏まえた中長期的対応  

同顧問の認識を踏まえて，電気事業連合会は「今後の対応」として「（２）

中長期的対応（３年程度）」についての対応方針を示している。 

すなわち，「通産省顧問から合理的な評価が難しいといわれているバラツキ

や安全余裕の議論をすることが必要であることから，電力共通研究を実施する

ことにより技術的検討を行っていきたい」との対応方針を確認するに至ってい

る。そして，この「バラツキや安全余裕を考慮するための技術的検討」こそが，

土木学会に委託されることとなり，その検討結果が，後に津波評価技術に取り

まとめられるに至ったのである。 

 

第３ ２００２年土木学会「津波評価技術」 

 

１ 経緯 

１９９９（平成１１）年，被告東京電力ら電事連は，「津波評価に関する電

力会社の共通の研究成果をオーソライズする場として」，土木学会原子力土木

委員会内に津波評価部会を設置した（甲ロ１９・４２頁）。 

 津波評価部会は，当初から前記７省庁手引き等を踏まえた対応方針を経て，

このような位置づけのもとで進められていたのである。そして，津波評価部会

は，同年１１月の第１回から２００１（平成１３）年３月の第８回までの会議

を経て，２００２（平成１４）年２月に「原子力発電所の津波評価技術」（津

波評価技術）を策定した。 
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２ 評価手法 

ここで，津波評価技術による津波予測評価のプロセスが如何なるものである

か，改めてまとめておく（原告ら第２５準備書面４５頁以下）。 

 

（１）断層運動のモデル化 

まず既往津波を対象として設定し，この対象津波をもとに断層モデルによる

シミュレーションモデルを構築する。断層モデルの設定条件は一義的に確定す

るものではないことから，断層モデルや数値罫線の諸条件等を修正し，再現性

が十分であるか否かを確認して，再現性（信用性）が確認できる断層モデルを

設定する。 

 

（２）想定津波による設計津波水位の検討 

以上による断層モデルの設定を踏まえたうえで，本体作業と言うべき「想定

津波による設計津波水位の検討」（丙ロ第７・本編１－５頁の図３－１下段）を，

以下の手順で行う。 

① 「将来発生することを否定できない地震に伴う津波」（プレート境界付

近に想定される地震の場合。同１－３１頁）を対象津波として抽出。 

  ② 上記対象津波に基づいて「基準断層モデルの設定」を行う。 

③ 上記②で設定された「基準断層モデル」に基づいて，パラメータスタ

ディを行って各種の計算条件を設定し，複数の計算を行い，その結果と

して導かれる想定津波群から，最終的に設計想定津波を導く。 

④ 設計想定津波の水位と，既往津波の比較を行って，推計の妥当性を確

認する。 

そして，最終的に確定された設計想定津波に基づいて，対象となる原子炉所

在地に，どのような高さの津波が到来するかについての予測をすることになる。 
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 以下では，このような津波評価技術の問題点を述べる。 

 

３ 津波評価技術は「想定しうる最大規模の地震・津波」の検討は目的とされ

ていない 

（１）想定津波を文献記録が残るものに限定したこと 

ア 文献調査にのみ依拠した断層モデルの設定 

津波評価技術の最大の問題点は，既に何度も強調したとおり，将来発生し得

る津波の水位を推計するための「想定津波」の設定において，歴史記録に残っ

ている「既往最大」の津波をベースとしていることである。 

第一に，上記Ⅰ「断層モデルの設定」作業に関し，津波評価技術は「文献調

査等に基づき，評価地点に最も大きな影響を及ぼしたと考えられる既往津波を

評価対象として選定する」とする。更に，「評価地点に大きな影響を及ぼしたと

考えられる既往津波のうち，おおむね信頼性があると判断される痕跡高記録が

残されている津波を評価対象として選定する」としており，文献記録に残って

いない地震・津波についての考慮は示されていない（丙ロ７・１－２３頁）。 

イ 歴史資料にのみ依拠した想定津波の検討 

第二に，上記Ⅱ「想定津波の設定」についても，「将来発生することを否定で

きない地震に伴う津波を評価対象」として想定津波とするが，その際には，「太

平洋沿岸のようなプレート境界型の地震が歴史上繰り返して発生している沿岸

地域については，各領域で想定される最大級の地震津波をすでに経験している

とも考えられる」という基本認識に基づいて，これに一定の裕度を付加するの

みにとどめている（同前１－３１頁）。 

同様の観点から，想定する最大のモーメントマグニチュードも，「各海域にお

ける既往最大の地震規模」とするとされている（丙ロ７・１－１０頁（３））。

また，設計想定津波が十分なものであるかの確認についても，「設計想定津波の

計算結果が既往津波の計算結果または痕跡高を上回ることを確認」する方法に
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拠るとしており（丙ロ７・１－９頁），設定から確認作業に至るまで，歴史記録

に残っている既往津波にのみ依存する関係にある（詳細は原告ら第２５準備書

面４５～４７頁）。 

ウ 歴史資料の不完全性を無視していること 

以上の方法を採用した結果，津波評価技術は，文献記録に残っているわずか

４００年間の既往津波しか考慮していない。既往最大の津波を考慮すれば良い

とするなら，津波が繰り返す期間が４００年より短いことが保証されなければ

ならないが，その根拠は何ら示されていない（甲ロ５３・３３頁）。 

わが国は地震に関する資料が比較的よく残されているが，それでも中世期は

記録の欠落が多い。貞観地震（８６９年）からほぼ江戸時代に至るまで，京都

周辺や鎌倉などを除き，ほとんどの地方で資料が欠落している（甲ロ５３・２

１頁）。要するに，津波評価技術の根底にある考え方は，仮に文献記録の残って

いない古い時代（特に記録の欠落が大きい中世期）により巨大な津波が発生し

ていたとしても，そのようなものは評価対象として取り上げられないというも

のである。 

エ 空間的に広く区分する手法も採用していないこと 

地震の想定を行う場合，長期間のデータがないために個々の想定の検証は難

しいが，多数の想定を考慮すれば統計的により安定的な処理が可能となる。歴

史的なデータが不足している場合，言い換えると時間軸が限定されている場合

には，空間軸を拡大することによって標本数を増やすことにより，統計的な検

証が可能になる。空間と時間は互換できると考えられるからである（甲ロ５３・

３３頁）。 

後述する長期評価においては，三陸沖から房総沖に至る日本海溝沿いの領域

全体（後掲図３）全体をひとつの領域として扱い，統計的な処理を可能として

いる（第６・３（２）ウ参照）。 

ところで，津波評価技術においては，基準断層モデル設定のための領域区分
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は地震地体構造の知見に基づくとし，「過去の地震の発生状況等の地震学的知見

等を踏まえ，合理的と考えられるさらに詳細に区分された位置に」断層モデル

を設定したとする（丙ロ７・１－３３）。 

しかし，空間と時間が互換であるとの考え方からすると，空間を細分化する

ならば，長い時間をとる必要がある。そうでなければ十分なデータが得られな

いからである。すなわち，歴史資料の不十分性を考慮して，空間的に広い区分

をして検証を行う方法に拠るべきであった（甲ロ５３・３４頁）。 

オ 小括 

津波評価技術は，４００年間の歴史記録に現れた津波のみを基礎資料とし，

津波の繰り返し期間は４００年以下であり，それ以前には大きな被害をもたら

す津波は存在していなかったという暗黙の前提に立っている。重大事故を万が

一にも起こさないことが要求される原子力施設の防災対策の観点から，こうし

た方法論が不十分極まりないことは言うまでもない。 

後述する「三陸沖から房総沖にかけての地震活動に関する長期評価について」

（長期評価）が，「１６世紀以前については，資料の不足により，地震の見落と

しの可能性が高い。以下ではこのことを考慮した」（甲ロ５０・別添２頁，甲ロ

５３・３３頁）とフォローしているのとは対照的に，津波予測が不十分である

ことに注意を喚起する文言すらないのである。 

 

（２）福島沖を想定から外したこと 

ア 想定津波の波高計算の概要 

こうして基準断層モデルを設定した後（上記Ⅰ～②の作業），パラメータスタ

ディを実施して想定される津波の波高を計算することになる（上記③）。 

ここで，断層モデルをどこに設定するかにより，対象地点（原発所在地点）

で想定される津波の波高は大きく変わってくる。すなわち，明治三陸地震（１

８９６年）や慶長三陸地震（１６１１年）に基づく断層モデルを，日本海溝沿
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いの南側に動かして計算するかどうか（こうした地震・津波が海溝南方でも起

こり得ると想定するかどうか）により，福島第一原発で想定される津波の波高

は全く異なる。 

前記（２）のように断層モデルを設定した後，以下のような手順によりパラ

メータスタディを実施する（甲ロ６４・２－１７５頁）。 

  ① 検討対象地点（海岸域）を設定する。 

  ② 想定津波の発生域の選択と基準断層モデルのパラメータを設定する。 

③ 上記①において基準断層モデルによる最大水位上昇量が最も厳しい結

果を与える位置等を検討する。ここでは，想定津波の発生域において基

準断層モデルを逐次移動させながら計算を行う（概略パラメータスタデ

ィ）。 

④ 最も厳しい結果を与える位置において基準断層モデルのパラメータス

タディを実施する（詳細パラメータスタディ）。 

  ⑤ 上記④の結果から，想定津波群が痕跡高を上回ることを確認する。 

イ 恣意的な計算手法 

こうした手法に基づき，津波評価技術はパラメータスタディを実施している

が，明治三陸地震や慶長三陸地震に基づく基準断層モデルに関しては，北方に

移動させて計算を実施しているものの，南方にずらして計算することは行って

いない（甲ロ６４・２－１７７頁の図３.２.１－２『三陸沿岸の活動域』，同２

－１７８頁の図３.２.１－４『概略パラメータスタディにおける基準断層モデ

ルの位置』を参照）。しかし，何故に南の方（福島県沖）に「基準断層モデルを

逐次移動させながら計算を」実施していないのかについては，何ら具体的な根

拠が示されていない。こうした態度は，前述の４省庁報告書が，プレート境界

に沿って広く南北に想定地震の断層モデルを動かしている（福島県沖を含む）

こととは対照的である。 

既述のとおり，明治三陸地震や慶長三陸地震に代表される津波地震は，太平
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洋プレートの沈み込みによって発生している。場所で言えば日本海溝沿いの領

域である。地質的に同じ性質を持つ領域であるにも関わらず，福島県沖や茨城

県沖で津波地震が発生しないなどということは到底考えられない（甲ロ５３・

３３頁）。 

ウ 基準断層モデルを「既往最大」の領域のみに設定 

ところで，津波評価技術は，地震地体構造に基づく波源の設定に関し，「過去

の地震発生状況をみると，各構造区の中で一様に特定の地震規模，発生様式の

地震津波が発生しているわけではない」としている。そのうえで，想定津波の

評価にあたり，「基準断層モデルの波源位置は，過去の地震の発生状況等の地震

学的知見を踏まえ，合理的と考えられるさらに詳細に区分された位置に津波の

発生様式に応じて設定することができる」とした。 

そして，各地体構造区分に起こりうる地震規模の最大値の設定方法について

は，「海域については過去の地震の最大地震規模に基づいて評価する考え方」に

準拠するとしている（丙ロ７・１－３２～３３頁）。 

すなわち，津波評価技術は，大規模な津波の想定の対象とする領域を，過去

に大津波が発生した領域に限定するという考え方に拠っているのである。 

エ 小括 

このように，津波評価技術は「想定し得る最大の地震・津波」を考慮すると

いう４省庁報告書（７省庁手引き）の津波想定手法から後退し，「既往最大」だ

けを考えればよいという過去の想定手法に逆戻りした。その結果，福島第一原

発沖合の津波地震は想定から外されることとなった（甲ロ４８・３７頁）。 

 

（３）そもそも誤差バラツキを考慮した津波評価手法の体系化が委託されてい

たこと 

佐竹証人は，津波評価部会においては過去の地震についての詳細な検討がな

さることはなかったことを繰り返し証言している。これは，電気事業連合会の
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委託に基づいて土木学会に津波評価部会が設置された経過からしても，ごく自

然なことであったといえる。 

 すなわち，前記第２で述べたとおり，電気事業連合会は「７省庁津波に対す

る問題点と今後の対応方針」（甲ロ１７０）において，「想定し得る最大規模の

地震津波の取り扱い」の問題と，「津波評価に際しての計算誤差，バラツキの取

り扱い」を明確に区別して，それぞれの問題についての「原子力の考え方の方

向性」を取りまとめているところである。そして，電気事業連合会から土木学

会に委託されたのは，後者の「津波評価に際しての計算誤差，バラツキの取り

扱い」の課題の検討であり，前者の「想定し得る最大規模の地震津波の取り扱

い」ではなかったからである。 

電事連「対応方針」は，３年程度を見込んだ「中長期的対応」として，「津波

評価に際しての計算誤差，バラツキの取り扱い」について電力共通研究4を実施

することとしており，この「誤差，バラツキ」に関する研究テーマが，後に土

木学会に委託されることとなり，（「７省庁手引き」が公表された翌年である）

１９９９（平成１１）年に土木学会に津波評価部会が設置され，その検討結果

が，２００２（平成１４）年２月に津波評価技術として取りまとめられたので

ある。 

 土木学会に委託され，後に津波評価技術にまとめられることとなった「断層

パラメータのバラツキや安全余裕の議論をするための技術的検討」という問題

は，あくまでも推計計算の誤差
．．

や断層パラメータのバラツキ
．．．．

を考慮するという

要請に応えるためのものであり，「現在の知見により想定し得る最大規模の地震

津波を検討する」ということを前提とした上で，この「波源モデルの想定」の

問題とは全く別の問題として検討されていることに留意する必要がある。  

 以上みたように，電気事業連合会が土木学会に津波評価の手法の体系化を委

                         
4 「電力会社が共同して自主的に行う研究で，コンサルタント会社等への研究委託及

びその成果を踏まえた土木学会への研究委託を併せて行うもの」をいう（被告東京電

力準備書面（７）４６頁の注１５）。 
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託した経過からしても，津波評価技術の目的は，津波シミュレーションのため

の手法
．．

・
．
技術の高度化
．．．．．．

にあるのであり，地震学の最新の知見を踏まえて「想定

し得る最大規模の地震津波を検討する」ということは，そもそも津波評価部会

の目的には含まれていなかったのである。 

 

（４）事務局を担った電中研担当者も波源の検討は対象外とする 

津波評価部会の事務局を担った電力中央研究所の松山昌史氏及び大友敬三氏

は，政府事故調査委員会からの聴取に対して，次のとおり述べている（甲ロ１

０３）。 

 

問「津波評価部会が立ち上がる前に，電力共通研究『津波評価技術の高度化

に関する研究』が行われているが，それを開始した経緯如何」 

「１９９３年に北海道南西沖津波災害があり・・・国において津波防災

の考え方に変わり，過去最大の津波から，過去最大をベースに想定しう

る津波に対して備えるというものになった。これを踏まえ，電力でも津

波評価の考え方を検討することとなった。」 

「電力共通研究は２件あり，１つはさまざまな波源の
．．．．．．．．

調査
．．

やそれに基づ

く数値計算を行う『高度化研究』で，電力９社から・・・や・・・等に

委託して行われた。もう一つは，高度化研究の成果を踏まえ
．．．．．．．．．．．．

，学術的見

地から審議する『体系化研究』で，こちらが土木学会に委託された
．．．．．．．．．．．．．．

。津

波評価部会を作り，学識経験者と電力事業者が入って，いわゆる学会活

動として行われた。」 

 

この説明に明らかなように，「さまざまな波源の
．．．．．．．．

調査
．．

やそれに基づく数値計算」

は別途に「高度化研究」と銘打って電気事業連合会（の委託により土木学会と

は別途の機関）において検討がなされたのであり，土木学会津波評価部会は，
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あくまでこの「高度化研究の成果を踏まえ」て，誤差やバラツキを考慮した津

波評価の手法の体系化を検討したのである。電気事業連合会自体が，そうした

役割分担を明確に意識した上で，土木学会に検討を委託したことからすれば，

土木学会津波評価部会において，「さまざまな波源の調査」が詳細にはなされな

かったことは，その委託の趣旨からしても当然のことといえよう。 

 

（５）首藤主査も地震想定について独自の検討を予定していないこと 

 土木学会津波評価部会の主査を務めた首藤伸夫氏は，政府事故調査委員会の

聴取に対して，次のとおり述べている（甲ロ７９の１）。 

 「電事連が土木学会に地震等の研究を依頼したのが，（津波評価）部会のでき

たきっかけだと思う。・・・部会の実際の運営は電力側が行った。・・・（電力中

央研究所の）松山氏（上記の松山昌史氏のこと。引用注）や東電が事務局をや

っていた。」 

 また，津波評価部会における想定すべき地震の検討状況については，次のと

おり述べている。 

すなわち，津波評価部会のメンバーの中に「阿部勝征氏などの地震学者がお

り，地震については
．．．．．．．

彼らでしっかり中防会議（中央防災会議のこと。引用注）

の知見などを採り入れろ，津波については
．．．．．．．

こっちがやるから的な雰囲気だった」

という。 

 津波評価部会の主査として全体に責任を負う立場の首藤氏自身が，想定すべ

き地震の検討については，他の委員（阿部勝征氏）にお任せ状態だったことが

示されており，かつその検討も，津波評価部会自体で独自に検討することは想

定されておらず，中央防災会議などの他の機関の検討結果を「採り入れる」こ

ととし，津波評価部会において独自の検討をすることはそもそも予定もされず，

実際にも行われなかったことが示されている。 
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（６）過去の地震についての詳細な検討はしていないという佐竹証言 

既に述べたとおり，佐竹証人は，津波評価部会における検討状況に関して，

「津波評価部会で個別の地震について議論するというようなことはなかったと

思います。」（第２調書１４頁）と証言している。 

さらに，「長期評価」との関係についても「そもそも土木学会の津波評価部会

では，個別の地域で地震発生可能性というようなことを議論しておりません。

それは長期評価部会でやっていることで，そこが長期評価部会と土木学会の津

波評価部会の大きな違いでございます。」（同２３頁）と証言している。 

そもそも，電気事業連合会から土木学会に委託された趣旨が，津波シミュレ

ーションについての計算誤差や断層パラメータのバラツキを考慮した津波評価

の手法の体系化であったこと，また，「さまざまな波源の調査やそれに基づく数

値計算」は別途に「高度化研究」として他の機関に委託され，津波評価部会は，

あくまでその「高度化研究の成果を踏まえ」て検討を進めたという関係に立つ

ことからすれば，津波評価部会において，過去に生じた地震・津波についての

詳細な検討がなされなかったことは，けだし当然のことといえよう。 

 

４ 津波評価技術の目的と限界 

既にみたとおり，佐竹証人は，津波評価技術の目的に関して，「津波評価技術

は，原子力発電所における設計水位を求めるための評価手法
．．

を検討するという

のが目的」であると証言し，津波評価技術の主たる目的が，評価の「手法」の

確立にあったとする（佐竹証人第１調書１６頁）。 

 その趣旨は，津波評価技術が，津波シミュレーションに際しての計算誤差や

断層パラメータのバラツキを考慮した津波評価の手法を体系化することを目的

としたものであり，「想定し得る最大規模の地震」についての地震学の最新の知

見を整理することは，津波評価技術の主たる目的ではなかったということであ

る。 
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 原告ら第４４準備書面で詳述したとおり，佐竹証人は，「津波評価技術は，ど

こにどういう波源を置くかということについて詳細に検討していないけれども，

起きたものを・・・・・計算する技術としては，当時の最高度の技術を集約し

た」ものであり，他方で，「どこでどんな地震が起きるかということに関しては，

同じ年の７月に発表された長期評価の方が優れた，要するにそれを主に目的と

した知見だと，そういうふうに区分けできる」のか，との質問に対して，明確

に「はいそうです」と証言している。 

この佐竹証人の証言は，７省庁手引き等に対する電気事業連合会の対応と，

その延長上における電気事業連合会から土木学会への委託という一連の事態の

中で理解されるべきものである。 

以下では，既往最大に留まりそれを超える想定を検討しない津波評価技術の

限界を述べる。 

 

（１）被告国が津波評価技術の既往最大の考え方を合理的としていること 

 前記のとおり，津波評価技術は，「波源モデルの設定」については，いわゆる

「既往最大の地震・津波」を想定すれば足りるという旧来の考え方に留まって

おり，「想定し得る最大規模の地震・津波」をも想定するという考え方に基づく

検討を行っていない。 

 被告国は，津波評価技術が「既往最大の地震・津波」の考え方に留まってい

ること自体についてはこれを認めているところである。 

さらに，被告国は，津波評価技術が「既往最大の地震・津波」の想定に留ま

っていたことについても，「原子力発電所の津波対策については精緻な計算
．．．．．

が求

められることから，過去の記録から客観的に明らかになっている情報に基づい

て基準断層モデルを設定する必要があり，過去の記録から客観的に明らかにな
．．．．．．．．．．．．．．．．

っている既往最大の地震・津波
．．．．．．．．．．．．．．

に基づき設計津波を制定するのは不合理ではな

い」として，津波評価技術における地震・津波の想定が正当なものであるとし
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て，これを合理化する。 

 また，被告国は，「地震は過去に起きたものが繰り返し発生するという考え方

が地震学者の一般的な考え方であった」として，この点からも，「既往最大の地

震・津波」想定に留まる津波評価技術を合理的なものであるとする。 

 

（２）原子力防災では既往最大の想定に留まることは許されないこと 

 しかし，津波評価技術がその地震・津波の想定を「既往最大」の考え方に留

めたことは，到底，合理的なものとはいえない。  

ア 「７省庁手引き」が想定し得る最大地震等を採り入れていること 

 第１に，津波評価技術は，一般防災に比して高度な安全性が求められる原子

力防災における指針を示すことを目的としたものである。そして，既にみたよ

うに１９９８（平成１０）年３月に，被告国の防災関連省庁（国土庁など７省

庁）が津波防災についての指針を整理した「７省庁報告書」等においても，最

新の地震学の進展を踏まえれば，一般防災を
．．．．．

前提
．．

とした地域防災計画において

も，「既往最大」にとどまるのではなく「想定し得る最大規模の地震・津波」を

想定して津波対策を講じる必要があるとしているところである。これと対比し

た場合，原子力防災を目的とする津波評価技術において「想定し得る最大規模

の地震・津波」を想定しないということは矛盾というしかなく，津波評価技術

の想定は不十分なものと評価せざるを得ない。 

イ 地震動については「想定し得る最大規模の地震」が採り入れられてい

ること 

 第２に，原子炉施設の耐震設計の基準を示す耐震設計審査指針においては，

既に地震動については「想定し得る最大規模の地震」が採り入れられているこ

とが挙げられる。 

 この点については，既にみたように電事連「対応方針」（甲ロ１７０）におい

ても，「地震動
．．．

の評価に際しては，（耐震設計審査指針等により）既に地震地体
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構造上最大規模の地震を考慮
．．．．．．．．．．

していることからして，津波評価に際しても同様

に，同地震による津波を検討する必要があるものと考えられる」としていると

おりである。 

津波は，海洋部において発生する地震によってもたらされる「地震随伴事象」

であることからすれば，原子炉施設が地震動に対しては「想定し得る最大規模

の地震」を想定して安全性を確保されるべきものであるとされる以上，「地震随

伴事象」である津波についても「想定し得る最大規模の地震」を想定して安全

性を確保されるべきことは当然であり，これは被規制者である電気事業連合会

自身も受け容れているところである。 

ウ 被告国自身によるＩＡＥＡへの報告書での評価 

 第３に，本件事故後に被告国が国際原子力機関（ＩＡＥＡ）に提出した報告

書においても，被告国自身が，既往最大の考え方は不十分なものであったと自

認していることが指摘できる。  

 すなわち，被告国（原子力事故対策本部）が，２０１１（平成２３）年６月

に，ＩＡＥＡに対して提出した本件原発事故に関する報告書（甲ロ４６の１及

び２）においては，「津波評価技術」について，「土木学会の『津波評価技術』

は，ＩＡＥＡの津波技術基準ＤＳ４１７にも反映されている。しかしながら，

この評価法は，津波の再来周期を特定していない
．．．．．．．．．．．．．．．

。」（甲ロ４６の１・同報告書

「Ⅲ．東北地方太平洋沖地震とそれによる津波の被害」２９頁）と評価されて

いる。 

 さらに，同報告書の「ⅩⅡ．現在までに得られた事故の教訓」（甲ロ４６の２）

においては，「津波の発生頻度や高さの想定が不十分
．．．．．．．．．．．．．．．．．

であり，大規模な津波の襲

来に対する対応が十分なされていなかった。設計の考え方の観点からみると，

原子力発電所における耐震設計においては，考慮すべき活断層の活動時期の範

囲を１２～１３万年以内（旧指針では５万年以内）とし，大きな地震の再来周

期を適切に考慮するようにしており，さらにその上に，残余のリスクも考慮す
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ることを求めている。これに対し，津波に対する設計は，過去の津波の伝承や
．．．．．．．．．

確かな痕跡に基づいて行っており
．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
達成するべき安全目標との関係で
．．．．．．．．．．．．．．．

，
．
適切な
．．．

再来周期を考慮するような取組みとはなっていなかった
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

。」（同２頁）と述べら

れている。 

 被告国自身によって，ＩＡＥＡという国際機関に対して，津波評価技術の「既

往最大」の考え方に立つ津波想定については「不十分である」と明確に報告し

ているにもかかわらず，自らが被告となった訴訟においては，「既往最大津波に

対する対応で合理的」と主張するのは，矛盾というしかない。 

エ 被告国の安全規制が既往最大の考え方に留まったことへのＩＡＥＡの

評価 

 ＩＡＥＡは，２０１５（平成２７）年に，「福島第一原子力発電所事故 事務

局長報告書」を公表した。その中で，ＩＡＥＡは，わが国の原子炉施設におけ

る津波などの「外部事象に対する発電所の脆弱性」に対する安全規制の在り方

についての評価を明らかにしている（甲ロ１６０・４４～４６頁）。 

すなわち，ＩＡＥＡの 安全基準においては，津波等の「外部事象の評価に付

随する高レベルの不確実性
．．．．．．．．．

」
．
に対処するためには，十分な安全裕度

．．．．．．．
を見込むこ

とが必要とされ，そのためには，歴史上記録された最大の地震強度等を更に増

加させ，または，最大地震等が（実際には発生が記録されていない場所である）

当該サイトから最も近い距離で起こると想定
．．．．．．．．．．．．．

することが求められるとされてい

た。こうした「既往最大の地震・津波」等を超える想定は，「比較的短期の観測
．．．．．．．．

では潜在的最大値が得られない
．．．．．．．．．．．．．．

かもしれない」という可能性を踏まえて行われ

るものであるとする。 

これに対して，「福島第一原子力発電所の１号機と２号機の設計に対する地震

ハザード評価は，主として地域の歴史上の地震データに基づいて実施され，上

記の安全裕度の増大は含まれなかった」と評価している。 

また，ＩＡＥＡの安全基準においては，「プラントの供用期間中に新たな情
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報・知見が得られた結果としての変更の必要性を特定するため，サイト関連ハ

ザードも定期的に再評価
．．．．．．．

する必要がある」とされていたところ，「日本では，地

震ハザードと津波ハザードの再評価を実施する規制要件がなかった」とも評価

されている。 

これに対して，２００２年「長期評価」については，最新の情報を使用し検

討した発生源モデルを想定し「福島県の沿岸沖合の日本海溝が津波を引き起こ

す潜在性を検討した」ものであり，「地質構造沈み込み帯のこの部分に関する津

波の歴史上の記録のみに頼ったものではなかった」としている。そして，２０

０２年「長期評価」による「新しいアプローチは，福島県の沿岸沖合でマグニ

チュード８．３の地震が起こることを想定」するものであり，「このような地震

は，福島第一原子力発電所において（２０１１年３月１１日の実際の津波高さ

と同様の）約１５ｍの津波遡上波につながる可能性があり，その場合主要建屋

は浸水することとなる」と指摘しているところである。 

以上から，ＩＡＥＡの示す原子炉施設の外部事象に対する国際的な安全基準

と対比しても，津波評価技術の「既往最大」の考え方は，不十分なものといわ

ざるを得ない。 

 

（３）既往最大の考え方を合理的とする根拠に理由がないこと 

ア 計算方法の精緻さから波源モデルの精緻さを求める理由がないこと 

 被告国は，津波評価技術が「既往最大」の想定に留まったことについては，

原子炉施設の津波防護策の設計のためには精緻な津波推計が必要であり，その

ためには精緻な基準断層モデルが得られる「既往最大の地震・津波」を想定す

るのが合理的であるとする。 

 しかし，津波シミュレーションにおいて，海洋部における伝播計算や陸上部

への遡上態様を，可能な限り精緻な計算方法によって行うべきことは当然とし

ても，この推計の精緻さの問題と，これら推計計算の出発点となりかつ津波予
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測の結果に大きな影響をもつ波源モデルの想定について「確実に分かっている

ものだけを想定すれば足りる」のかという問題とは，全く別個の問題である。 

 歴史上の地震・津波について得られるデータが（歴史地震の知見を考慮した

としても）４００年程度に留まる以上，波源モデルのデータが明確になってい

る地震・津波（これは近代的観測に基づく地震・津波に限られることになる）

だけを想定したのでは，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」とい

う原子炉施設においては高度の安全性が保障されないことはあまりに明らかで

ある。 

イ 地震・津波は再来周期を度外視することは許されないこと 

 被告国は，「地震は過去に起きたものが繰り返し発生する」という地震学上一

般に受け入れられている見解を理由として，「既往最大」の考え方に合理的な理

由があるとする。 

 しかし，「地震は過去に起きたものが繰り返し発生する」という知見に基づい

て「既往最大」の想定で足りるとするためには，われわれが，その地震の再来

周期を超える期間の地震・津波データをすでに手に入れていることが前提とな

る。しかし，歴史地震・津波のデータに限界があるということについては，都

司証人及び島崎証人が，明確に指摘しているところである。 

 被告国の「既往最大」の想定で足りるという主張は，近代的な地震・津波観

測データの限界（１００年程度），及び歴史地震・津波に関する記録の限界（４

００年程度）を無視するものであり，理由がない。 

 

５ 波源想定を含め津波評価技術を唯一の基準と位置づけた被告らの誤り  

（１）原子力安全・保安院長が津波評価技術が基準であるとしていること 

既に第１の２でみたように，被告東京電力は，津波評価技術について，「２０

０２年（平成１４）年以降，本件事故以前の時点において・・・・津波評価手

法を体系化した唯一の基準
．．．．．

であり，以降，国内原子力発電所の標準的な津波評
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価方法として定着し，被告東京電力以外の原子力事業者も含めて，規制当局へ
．．．．．

提出
．．

する際の評価にも用いられてきている」とし，被告国も「平成１４年から

本件地震発生に至るまでの間において，被告国が把握していた限り，津波の波
．．．．

源設定
．．．

から敷地に到達する津波高さの算定までにわたる津波評価を体系化した

唯一のもの
．．．．．

であ」るとしている。 

ア 原子力安全・保安院長の国会答弁における表明 

この点に関しては，原子力安全・保安院自身も，津波評価技術を原子炉施設

の津波防護に関する事実上の基準としてきたことを公然と認めている。 

すなわち，広瀬研吉原子力安全・保安院長は，２００６（平成１８）年３月

衆議院内閣委員会において，吉井英勝議員より津波に伴う引き波による海水取

水の障害に関して質問された際に，「現在，我が国で営業運転中の原子力発電所

は五十四基ございます。社団法人土木学会の『原子力発電所の津波評価技術』

に基づく評価手法による低下水位というもので評価をしておりますが，発電所

の非常用海水ポンプの渦流吸い込み水位を下回るものが，先生御指摘のように

幾つかございます」と答弁しており，原子炉施設の津波に対する防護基準とし

て，津波評価技術を用いて評価をしていることを，原子力安全・保安院長とし

て国会の委員会の場で正式に表明しているところである。 

イ 刑事捜査においても事実上の基準であったと認定されていること 

 この点に関しては，被告東京電力の経営陣らに対する刑事告訴を担当した検

察官が行った不起訴決定においても，津波評価技術については，「事故前の津波

評価に関する事実上の基準とされていた津波評価技術」という評価が示されて

いる（甲ロ１７３・６頁「東京電力福島第一原子力発電所における事故に係る

業務上過失致傷事件の処理について」東京地方検察庁平成２７年１月２２日）。 

  

（２）津波評価技術の目的と限界を考慮していない不合理 

 しかし，佐竹証人も認めるように，津波評価部会においては，過去の地震に



   
 

231 

 

ついての詳細な検討は行っていないのであり，その結果として将来において起

こり得る地震・津波についての詳細な検討も行ってはいない。 

よって，津波評価技術は，少なくとも，原子力発電所における津波評価の基

準として，将来において「想定し得る最大規模の地震・津波」について地震学

の最新の知見を整理したものとは到底言えないものである。佐竹証人も認める

ように，そうした将来の地震の想定について中心的に検討したのは，地震調査

研究推進本部「長期評価」にほかならないのである。 

よって，原子力発電所における津波対策について，津波評価技術をもって「津
．

波の波源設定
．．．．．．

から敷地に到達する津波高さの算定までにわたる津波評価を体系

化した唯一の
．．．

もの
．．

」として考慮してきた被告東京電力及び被告国の対応は，津

波評価技術の目的と，そこから必然的に導かれる限界を考慮しない不合理なも

のといわなければならない。 

被告東京電力は，土木学会に研究を委託した電気事業連合会の中心企業とし

て，津波評価技術の目的とその限界を熟知していたはずである。 

また，既に見たように，被告国（旧通商産業省）は，7 省庁手引き等に対す

る電気事業連合会の抵抗と最終的な「対応方針」（甲ロ１７０）の確定，及びそ

の後の「中長期的対応」として「断層パラメータのバラツキや安全余裕の議論

をするための技術的検討」がなされる経過について，電気事業連合会と緊密に

連絡を取っていたことは明らかであり，被告国も，被告東京電力と同様に，津

波評価技術の目的とその限界については，当然に認識をしていたといえる。 

それにもかかわらず，被告東京電力と被告国が，地震の想定（断層モデルの

設定）を含めて津波評価技術が「津波評価の唯一の基準」であるとするのは，

津波評価技術の限界を意図的に無視して，その目的を越えて過大な評価と利用

をするものと言わざるを得ない。 
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（３）津波評価技術には原子炉の安全規制基準としての適格性がないこと 

ア 津波評価技術を規制の前提とするとの正規の決定はないこと 

被告東京電力も被告国も，上記した通り，津波評価技術が原子力発電所の津

波評価の唯一の基準であると主張し，現実にも原子炉施設の安全規制に関して

はこれに沿う取り扱いがなされてきたところである（「溢水勉強会」，「耐震バッ

クチェック」に関しては第７章以降でも詳述する。）。 

しかし，被告国（原子力安全・保安院）において，原子炉施設の津波に対す

る安全性の確保に関して，津波評価技術をその基準として用いることについて，

正規の手続きを経て決定をしたというという事実はない。 

この点に関しては，原子力安全・保安院も，本件事故後において，国会事故

調査委員会によるヒアリングに対して，「土木学会手法を規制基準として用いて

いないとしている」のであり，現実の運用実態は別として，公式には，津波評

価技術に基づいて津波想定をすることによって技術基準の要請が満たされる関

係には立たないことを自認しているところである（甲イ１，国会事故調査報告

書９１頁の注９６） 

つまり，土木学会・津波評価技術については，原子炉の安全規制に用いるた

めの基準としての適格性の確認を経ないままに，なし崩し的に，事実上，原子

力安全・保安院によって，原子炉の安全規制の前提として取り扱われるという

不正常な状況にあったといえる。 

しかし，そもそも，津波評価技術は，原子力安全・保安院による安全規制の

前提とされるべき「民間規格」としての適格性を備えていないものである。 

以下，この点について詳述する。 

イ 津波評価技術が原子炉の安全規制基準として適格性を持たないこと 

以下では，津波評価技術が，原子炉の安全規制の基準としての適格性が認め

られるか否かという観点から，その策定手続き及びその内容を検討する。 

結論としては，津波評価技術は，後述する原子力安全・保安院の「原子力発
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電施設の技術基準の性能規定化と民間規格の活用に向けて」（甲ロ６３）が民間

規格を法規制に参照するために求められるとした条件に照らしても，原子力の

安全規制の基準としての適格性が認められないものである（国会事故調査報告

書９０～９１頁）。 

（ア）メンバーが公正に選抜されていないこと 

 津波評価技術の策定にあたった当時の土木学会・津波評価部会の委員・幹事

等の構成は，３０人のうち，１３名が原子力事業者（電力会社），３名が電力中

央研究所，１名が電力会社のグループ会社の所属であり，電力業界に偏ってお

り，その構成自体において，法規制を受ける対象である企業の構成員が多数を

占めている。 

また，津波評価部会の事務局も原子力事業者が担っており，その公正に疑い

が持たれかねないものである。 

（イ）活動資金を全て原子力事業者が負担していたこと 

 津波評価部会の研究費の全額（１億８３７８万円），津波推計手法の審議のた

めに土木学会に委託した費用の全額（１３５０万円）は，被規制者である電力

会社が負担しており，公平性に疑いが残るものである（国会事故調査報告書９

０頁。２０１２〔平成２４〕年５月３１日付の同調査委員会への被告東京電力

からの回答文書による）。 

（ウ）策定手続きが公開されなかったこと 

 津波評価部会における津波評価技術の策定に向けての作業は，一般には全く

公開されることはなかったのであり，その策定過程における公開性を欠くもの

である。当然ながら，適格性の要件とされる策定過程の公衆審査（パブリック

コメント）も実施されていない。  

（エ）原子力事業者の見解をオーソライズするという目的があったこと 

津波評価技術が策定されるに至る経過についても，被規制者である，被告東

京電力ら原子力事業者の意向が強く反映している。 
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この点は，既に詳述したところであるから繰り返さないが，「想定し得る最大

規模の地震・津波」を考慮すべきとする７省庁手引き（甲ロ１５）等に対する

電気事業連合会による修正要求が容れられないという事態に対して，電気事業

連合会が，自らの控えめ
．．．

な（安全確保上は極めて問題のある）地震・津波想定

を正当化するために駆け込んだ場が，民間である土木学会の津波評価部会であ

る。 

この経過については，電気事業連合会の内部資料自体において，「津波評価に

関する電力会社の共通の研究成果をオーソライズする場
．．．．．．．．．

として，土木学会原子

力土木委員会内に津波評価部会を設置し，審議を行っている」と，その目的が

あけすけに語られているところである（甲ロ１９，国会事故調・参考資料１－

２－１，４２頁，２０００（平成１２）年の電事連部会への報告の添付資料）。 

つまり，土木学会・津波評価部会は，その設置の段階から，被告東京電力ら

電気事業連合会により，原子力事業者の考え方を正当化するための場として設

置されたのである。 

こうした位置付けからすれば，構成メンバーに多数の電力関係者が含まれる

こと，資金はすべて原子力事業者が負担したこと，事務局も原子力事業者が担

ったこと，審議過程が公開されず批判的な見解にさらされることもなかったこ

となども，全て電気事業連合会の意向に沿う一連の事態であることは容易に理

解されよう。 

（オ）内容において原子力事業者の意向に沿うものとなったこと 

a 「重要機器の浸水はあり得ない」との取りまとめが目指されたこと 

津波評価技術は，その内容においても，原子力事業者の意向を反映して，津

波の想定を控えめな（不十分な）ものとする「歪み」が生じている。 

すなわち，被告東京電力ら津波評価部会幹事団は，第５回（２０００〔平成

１２〕 年７月２８日）の津波評価部会において，首藤伸夫主査から「想定津波

以上の規模の津波が来襲した場合，設計上クリティカルな課題があるのか否か
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検討しておくべき」と指摘された上で，「最終的なまとめ方のイメージをどのよ

うに考えているか。①重要機器が浸水したり，取水に支障をきたすことはない

という保証がこの検討から出てくるというイメージなのか，それとも②想定津

波以上のものが全く来ないとは言えず，それが来た場合の対処の仕方も考えて

おくというイメージなのか」と質問されたのに対し，「前者①のイメージである」，

「原子力発電所の場合には，放射能を絶対に外部に漏らしてはいけないとのハ

ード面の要求があるため，②のような考えは取りにくい」と，回答した（甲ロ

９７の１，３７９頁）。この考え方は「深刻な災害が万が一にも起こらないよう

にする」という原子力安全の原則から，逆に「事故の発生につながりかねない

津波想定は取りにくい」とする立場に立つという，本末転倒した発想であり，

地震・津波の想定に関する学問的な判断とはいえず，原子力事業者の立場に沿

う姿勢を示している。 

b 想定を超える津波の可能性の検討が排除されたこと 

また，被告東京電力は，２００２（平成１４）年１月２９日，原子力安全・

保安院の原子力発電安全審査課技術班より津波評価技術の内容に関する説明の

求めに対し，「物を造る
．．．．

という観点で想定される津波のｍａｘ」であると述べて

おり（甲ロ９７の１，３７７頁），津波評価技術は「物を造る」という工学
．．

の立

場から，そこで想定されている以上の津波は来ないという前提で作成されたも

のであることが示されている（甲ロ８８の２，柳田・文芸春秋２０１２．５月

号３０６～３０７頁）。 

ｃ 首藤主査が株主総会の説明に配慮していること 

津波評価部会主査である首藤伸夫氏は，政府事故調査委員会からの聴取に際

して，「計算波高を超える可能性に関する主張が津波評価技術に反映されなかっ

たのはなぜか」との質問を受け，これに対して，「対策しようとすれば百億円な
．．．．

りの金
．．．

がかかるが，株主総会
．．．．

に説明できるものでない」と回答している。また，

「中防会議（「中央防災会議」のこと・引用注）は福島沖での地震津波を防災の
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対象とすべきとは提唱していなかった。にもかかわらず，一電力会社でそれを

防災対象にしようと考えても株主総会
．．．．

を通らなかったのではないか」とも述べ

ている（甲ロ７９）。 

純粋の学究である首藤氏が，津波知見に関する学術的な見地でもなく，また

原子力発電所に求められる高度な安全対策の見地でもなく，「株主総会の承認」

という経営的な見地をもって津波評価技術の想定津波の設定を擁護することに

ついては違和感を禁じえないところであるが，こうしたところに，津波評価技

術を策定した津波評価部会が，実質的には，被告東京電力を中心とする電力業

界によって運営され，電力会社の主張を「オーソライズする場」として位置づ

けられたことの影響が窺えるといえる。 

ウ 民間規格を法規制に活用する際に最低限求められる条件 

原子力安全・保安院は，２００２（平成１４）年ころから，原子力の安全規

制に関して，従来の「仕様規定」による安全規制を改め「性能規定」による規

制に移行する方針を示した。 

原子力安全・保安院が定めた「原子力発電施設の技術基準の性能規定化と民

間規格の活用に向けて」（平成１４年７月・甲ロ１７４）においては，「原子力

発電設備に係る技術基準には，設備の構造，材料等に関して要求される詳細か

つ具体的な仕様が記載されているもの（所謂「仕様規定」）があ」るが，これに

ついては，「要求される性能を中心とした規定（性能規定）とし，それを実現す

るための仕様には選択の自由度を与える」とし，その際に，「民間規格の活用」

を行うという方針が示されている。 

そして，民間で策定した技術基準を，原子力安全の法規制に用いるためには，

以下の要件が必要であるとしている。 

すなわち，第１に，当該民間規格の策定プロセスにかかわる要件として，「産

学会から偏りのないメンバー選定を行うとともに，公衆審査を経るなど公正，

公平，公開を重視した」ものであることが求められるとしている（「公開された
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場での公平なメンバー構成による検討」要旨１～２頁）。 

また，第２に，その技術基準の内容においても，「規制基準で要求される性能

との項目上の対応が取れること」（すなわち，当該民間規格の条件を満たすこと

によって法が求める性能規定の条件を満たす関係にあることが技術的に確認さ

れていること）など，技術的な事項についての３つの項目が要求されるとして

いる。 

さらに，「規制当局が民間規格の規制基準への充足性を確認した場合，行政手

続法上の審査基準や規制基準を満たす規格の例として告示するなどの方法で公

示することが必要である」（要旨２頁）とされている。 

これに対して，「透明でない，あるいは，透明性に欠けたプロセスで策定され

た規格（具体的には，事業者が独自に策定した規格がこれに相当する）」は，規

制基準に活用しうる「学協会規格」とは区別される，としており，「従来の民間

規格は，こうした策定プロセスに基づく分類はできない」（＝すなわち，直ちに

規制に援用し得る「学協会規格」と取り扱うことはできない）とされている。 

エ 参照される民間規格に津波評価技術が含まれていないこと 

 原子力安全・保安院は，原子炉の安全に関する技術基準に関して参照されて

いる民間規格の例として，たとえば日本電気協会技術指針（４６０２）「原子炉

冷却材圧力バウンダリ，原子炉格納容器バウンダリの定義」などを挙げており，

現に，同指針は技術基準省令６２号２条９号などの解説において法規制に参照

されている。 

 これに対して，土木学会・津波評価技術については，こうした参照を示す告

示等は一切なされていない。 

かえって，「民間規格の整備に関する学協会の活動状況」のなかで，「土木学

会では，活動成果を日本電気協会に提供し，民間規格化していくことによって，

基本方針を達成する方策をとっている」とされている（同付録１３頁）。そして，

「土木学会原子力土木委員会の活動状況」として，津波評価技術について触れ
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ており，これについては「ＪＥＡＧ」（日本電気協会技術指針）に反映するとい

うプロセスを経ることを予定していると整理されている。 

 また，原子力安全・保安院がまとめた「学協会規格の規制への活用の現状と

今後の取組について」（平成２１年１０月，甲ロ１７５）によれば，「学協会規

格（学協会において透明なプロセス（公開された場での公平なメンバーによる

検討）で策定された規格）の策定段階において，規格を策定する委員会（日本

機械学会，日本原子力学会，日本電気協会）に，原子力安全・保安院及び原子

力安全基盤機構の職員が専門家として参画している」ことが紹介されている。

そして，「これまでに行った原子力安全に係る学協会規格の技術評価の実績は，

（別紙１）のとおり」であるとされ，「（これまでに）４４件の学協会規格を引

用（エンドース）してきている（平成２１年１０月２９日現在）。」とされてい

る。 

 上記の「別紙１」には，「日本機械学会，日本原子力学会，日本電気協会」の

４４件の学協会規格が整理されているが，土木学会・津波評価技術は，技術基

準によって引用の対象とされている４４件には含まれていない。 

 また，原子力安全に関する学協会規格についての「当面の技術評価計画」に

おいても，土木学会・津波評価技術は，技術基準によって引用の対象とするこ

とも予定されてはいない。 

 以上より，津波評価技術自体は民間の土木学会が定めた規格に過ぎず，しか

も，これを原子力安全の観点から規制に参照することが認められる「学協会規

格」として採用するか否かという適格性の審査の対象にさえ挙げられていなか

ったものであることがわかる。  

オ 小括 

 以上より，津波評価技術は，原子炉施設の安全規制の際に参照されるべき「学

協会規格」としての適格性を備えていないことは明らかである。 

それにもかかわらず，原子力安全・保安院は，正式な適格性の確認を経ない
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ままに，溢水勉強会及び耐震バックチェックに際して，事実上，土木学会・津

波評価技術を安全規制に用いるための基準として取り扱ってきたのであり，そ

の対応は不正常というしかない。 

国会事故調査報告書は，原子力安全・保安院が，被規制者である電力会社の

意向に事実上支配されていた状態を「規制の虜」と表現した（甲イ１・４７６

頁以下）。 

規制当局である国（経済産業大臣）が，２００２年「長期評価」など他の防

災関係省庁の定めた地震・津波防災に関する指針についてはこれを検討するこ

ともせず，他方で，被規制者である原子力事業者が自らの立場を正当化（オー

ソライズ）するために設置した津波評価部会の検討結果（「津波評価技術」）を，

その適正さの検証も行わないままに，事実上，安全規制の基礎に据えてきたと

いう事態は，本末転倒というしかなく，まさに「規制の虜」と表現されるべき

事態である。 

 

６ 津波評価技術の波源設定はＩＡＥＡの示す国際慣行とも齟齬があること 

（１）はじめに 

被告国は，前記のとおり「津波評価技術」が安全側に立って設計津波を検討

するものであり，合理性を有する評価方法であるとし，①同評価方法が原子力

施設の具体的な設計津波水位を求めるための手法として合理性を有すること，

②断層モデルのデータを得ることができない歴史上の地震を考慮しないことが

不合理とはいえないこと，③福島沖に延宝房総沖地震などの断層モデルを設定

しなかったことは不合理とはいえないこと等を主張する（被告国第１４準備書

面３２～４９頁）。 

 しかしながら，以上の被告国の津波評価技術に基づく主張は，ＩＡＥＡが示

す当時の国際慣行とも矛盾するものである。すなわち，この点についてＩＡＥ

Ａは，「土木学会の手法（引用者注：津波評価技術のこと）では，近場の津波
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については有史データをもとに基準震源モデルを用い，福島第一・第二の各原

発サイト沖の日本海溝には津波発生源がないものと想定された。この想定が，

この標準慣行を用いて実施されたすべての評価作業において，鍵となった。」

（４８頁）と指摘する。 

ここでの「鍵」ということの意味の帰結は，後述するとおり，津波の予測に

おいて決定的に重要となる波源設定において限られた有史データのみを用いて

いた津波評価技術の誤りである。以下，詳述する。 

 

（２）ＩＡＥＡの示す国際慣行 

IAEA の示す一般的な国際慣行では，歴史上のデータを得ることができない

場合には，安全寄りの仮定を追加し，決定論的手法を用いることにより年間発

生頻度の非常に低い激甚事象の発生可能性を勘案する。被告国の主張は国際慣

行にも一致していない。また，安全寄りの立場に立つならば繰り返し間隔は長

く取るべきである（後記のとおり，代表的には再来間隔１万年規模とされる）。 

ＩＡＥＡ技術文書も，以下のとおり，この点を明確に問題視している。 

（引用） 

「日本国内の手法と国際慣行との齟齬を指摘しておきたい。前節で述べたと

おり，１９６０年代と１９７０年代には，地震とそれに付随する（津波など

の）ハザードの推定手法を適用する際には，歴史記録を用いるのが一般的な

国際慣行であった。この手法は基本的に，決定論的なものであった。安全シ

リーズ No. 50-SG-S1 に詳述されているように，歴史記録のある最大の震度

または規模に上乗せし，そのような事象がサイトから最短の距離で起きると

想定することにより，安全余裕を大きめに取ることで，年間発生頻度の非常

に低い，未実測の激甚事象に関する情報の欠如を補うのが国際慣行であった。

比較的短い実測期間では，最大値が得られていない可能性があることを割り

引いて考えるためであるが，日本ではこれが行われていなかった。」 
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「この手法（引用者注：津波評価技術のような既往最大に基づく手法）では，

以下の各点に留意する必要がある。 

-- わずか数百年というごく近年の歴史記録しか用いていないこと。激甚事象

（代表的には再来間隔１万年規模）の発生可能性を勘案する必要性について，

安全寄りの仮定を設けていなかったこと。 

 

津波評価技術の波源設定の方法は，わずか４００年という限られた期間の歴

史地震に基づく。当然，再来間隔１万年規模の発生可能性も考慮しておらず，

安全寄りの仮定にはなっていない。国際慣行に照らせば津波評価技術の既往最

大のみに基づいた波源設定の方法には合理的根拠は見いだせない。 

さらにＩＡＥＡは，国際慣行に基づく本件事故前の福島沖日本海溝寄りの波

源設定方法のあるべき考え方として，以下のように指摘する。 

（引用） 

「数十年ないし数百年というごく近年の期間分しかない，有史の実測事象デ

ータを主として用いるという，少なくとも２００６年までの日本国内の手法

が，津波ハザードの評価にあたって，地震規模を過小評価する主因となった。

発電所の当初設計時点での一般的な国際慣行では，地震及びそれに付随する

（津波などの）ハザードの推定手法を適用時に，歴史記録を用いることとさ

れていた。必要とされる低確率（通常受け入れられている再来期間は１万年

単位）と釣り合うような先史データがないことを埋め合わせるため，この慣

行では次のような想定を置いていた。 

（ⅰ）歴史記録のある最大の震度または規模に上乗せする決まりと，（ⅱ）

震源をサイトから最短距離に置く想定とである。… 

このようにＩＡＥＡが示す国際慣行は，まさに津波評価技術のような既往最

大の地震ではなく，当時から被告国自らも公表していた，７省庁手引きや４省

庁報告書のとおり，「想定しうる最大規模の地震・津波」を想定することを求め
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ていたのである。 

 

（３）ＩＡＥＡの示す国際慣行が地震動のみで津波には存在しないとの被告国

の主張の誤り 

上記引用に対し，被告国は，ⅰ地震動については，震度又は規模を上乗せす

ることや最短距離で発生することを想定する国際慣行が存在したが，これは地

震動についてのみ通用するもので，津波にも直接適用できるハザート手法とす

る点で（技術文書２の記載が）明らかに誤っているなどと指摘する。 

被告国の反論は，「震度又は規模を上乗せすることや最短の距離で発生すると

想定すること」という「国際慣行」が，地震にのみ適用があり，津波について

は適用がない，という点に尽きる。 

しかし，そもそも津波が通常，海底における地震活動に随伴して発生する自

然現象であることからすれば，地震において想定すべき考慮要素は，地震随伴

事象である津波の発生源（波源モデル）の想定においても，同様に妥当すべき

ものと考えるのが自然な思考の流れであり，一般の地震と津波の原因となる地

震とで分けて考えることの方がよほど不合理である。 

この点，被告国は，前記反論の根拠として，１９７９年安全基準を引用し，

同書の記載が，地震における考慮要素として当然であった，過去の事象の収集

や分析，それを踏まえた予測に関連する事項が抽象的に列挙されていたに過ぎ

ない，津波については主に歴史記録に基づく調査等について述べており，少な

くとも，津波に関して，地震の震源のように地震が活発な構造区分の境界部に

おいて，サイトに最も近い位置に設定すべきなどとする記載がない，というこ

とを挙げる。 

しかし，以下に述べるとおり，これらは，単に１９７９年安全基準の字面を

限定的に解釈しているに過ぎず，技術文書２の記載を誤りと断定するまでの根

拠になるとは到底考えられない。 
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まず，１９７９年安全基準の構成をみると，「３．３． 設計基準地震動を演

繹する手法」の「３．３．３．１. 序論」において，「設計時に想定される基準

地震動」を確定するための「地震構造論的なテクニック」として， 

「（ｂ）地震が活発な構造上の，または，地震構造区の境界部の，サイトに

最も近いポイントにおける，この最大地震ポテンシャルの発生によって，

サイトにおいて生じる設計基準地震動を算定する。」（丙ロ８８の１（以下

略）１９頁） 

と記載があることに続き，「５．地震によって発生する津波」とあり，その次

の「５．１．津波」において， 

「津波は，海，または大洋の波，または一連の波で，通常，地震活動（地

震）に関連して，海底の地殻の変形によって生じる。」（３６頁） 

と記載されている。このことに照らせば，「３．３． 設計基準地震動を演繹

する手法」における想定すべき地震についての想定の方法は，津波をもたらす

海洋部における地震の想定（波源モデルの設定）においても，同様に妥当すべ

きものと解するのが自然な解釈であろう。 

なお，ＩＡＥＡ安全シリーズ第５０―ＳＧ―Ｓ１０Ｂ（以下「１９８３年安

全基準」という。）における「５． 津波の発生源」の「５．２． 海底の動き」

（２２頁）においても，１９８３年安全基準の策定当時，津波の発生原因とな

る地震についても，地震動の場合と同様の方法によって評価すべきとし，かつ

サイトに最悪の津波をもたらす地震が発生することを仮定すべきと明確に記載

している。この記載は，まさに震度又は規模を上乗せすることや最短距離で発

生することを想定するという国際慣行が地震動のみならず，津波の原因となる

地震にも適用できるハザート手法ではあることを意味しているに他ならない。 

したがって，国際慣行が地震動についてのみ通用するもので，津波にも直接

適用できるハザート手法ではないとする被告国の反論は明らかに誤りである。 
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（４）地震調査研究推進本部の「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期

評価について」の考え方がＩＡＥＡにおいても支持されていること 

原告らは，これまで，２００２年に発表された政府の地震調査研究推進本部

の「長期評価」に基づき，津波高さを試算することは，長期評価の公表後直ち

に可能であったと主張している。そこでは，長期評価と津波評価技術とではそ

の趣旨，目的を異にするものであり，相互に排斥する関係にないため，長期評

価によって予想される地震に基づいてどのような津波が想定されるかについ

て，津波評価技術が提案する「波源モデルによるシミュレーションモデル」に

よって予測評価することも長期評価が公表された２００２年当時から当然に可

能だったことが理由であるが，ＩＡＥＡ技術文書でも，以下のとおり，長期評

価に従った場合，津波災害を予測できたと結論付けている。 

  （引用） 

「国内機関である地震調査研究推進本部は，日本海溝沿いの他の場所でも

Ｍ８．２の地震を考慮すべきであると主張してきた。東電の実施した試

算にこの立場を適用してみると，得られた津波浸水水位値は２０１１年

３月に発生した浸水水位と非常に近く，標準慣行を用いて得られる水位

よりははるかに高くなった。 

従って，仮に当初設計・建設の時点で適用されていたような安全寄り

の手法が日本で用いられていたか，あるいは具体的な先史データがない

ゆえに，世界各地の類似事象を用いていたならば，関連して得られる津

波高は，試算で算出された高さに近いものになったと考えられる。 

 …国内外で得られるすべての関連データをもとに安全寄りの手法を用い

た評価作業では，２０１１年３月事故時に記録された水位に近い津波

高予測値が得られていた。」（４８頁） 

「試解析（引用者注：被告東京電力による２００８年推計のこと）が示

すように，仮に福島県沖の日本海溝断層で起きる地震の震源モデルと
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規模とについて，正しい想定（地震調査研究推進本部の震源モデル）

が行われていたならば，土木学会の手法でも，安全寄りの津波高予測

値を与えることができたはずである。」（４２頁） 

以上のとおりＩＡＥＡ技術文書によれば，津波評価技術の波源設定が限られ

た有史データのみ基づき国際慣行にも明確に反するものであったこと，これに

対し，地震本部の長期評価に基づくことがＩＡＥＡの考え方とも一致すること

などが明確にされており，これらはこれまでの原告らの主張をより強固に裏付

けるものである。 

 

第４ ２００６年中央防災会議・日本海溝等専門調査会による報告～同防災対

策の対象の限定が「長期評価」の地震想定を否定するものではないこと 

 

第６章第５で述べた「長期評価」公表以降の知見に対して，被告らは，中央

防災会議が設置した日本海溝等専門調査会による報告（２００６〔平成１８〕

年）において，「長期評価」が示す見解が採用されなかったことをもって，「長

期評価」の信頼性が低いなどと主張していることから，この点について，以下，

被告らの主張に理由がないことを述べる。 

 

１ 日本海溝等専門調査会での結論 

中央防災会議は，２００３（平成１５）年１０月に，災害対策基本法及び「日

本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置

法」２００４〔平成１６〕年）に基づいて，「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地

震に関する専門調査会」（以下，単に「日本海溝等専門調査会」という。）を設

置し，同調査会は，２００６（平成１８）年１月，その検討結果を「日本海溝・

千島海溝周辺海溝型地震に関する専門調査会報告」（丙ロ２８。以下，単に「日

本海溝等専門調査会報告」という。）として公表した。 
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日本海溝等専門調査会においては，「防災対策の検討対象」とする地震につい

て，最終的に次のとおりに限定することとされた。 

すなわち， 

「防災対策の検討対象とする地震としては，過去に大きな地震（Ｍ７程

度以上）の発生が確認されているものを対象として考える。・・・・大

きな地震が繰り返し発生しているものについては，近い将来発生する可

能性が高いと考え，防災対策の検討対象とする。・・・・大きな地震が

発生しているが繰り返しが確認されていないものについては，発生間隔

が長いものと考え，近い将来に発生する可能性が低いものとして，防災

対策の検討対象から除外することとする。このことから，・・・福島県

沖・茨城県沖のプレート間地震は除外される。」（丙ロ２８・平成１８年

１月２５日「日本海溝等専門調査会報告」１３～１４頁） 

この決定は，たとえば東北地方を前提とすれば，歴史記録が残っている約４

００年間で繰り返しが確認できた大きな地震・津波のみを検討対象とし，対象

となる約４００年間で繰り返しが確認できない「発生間隔が長い」地震・津波

を一律に防災対策の検討対象から除外することを意味する。 

地震調査研究推進本部の「長期評価」が日本海溝寄りの津波地震として挙げ

た３つの地震・津波のうち，同調査会報告においては，１８９６年明治三陸地

震のみが検討対象とされるに留まり，１６１１年慶長三陸地震及び１６７７年

延宝房総沖地震は，留意事項に留めて検討対象から除外し，その結果として，

福島県沖及び茨城県沖におけるプレート間地震（津波地震）への対応は不要と

されたのである。 

 

２ 日本海溝等専門調査会においても地震専門家から「長期評価」の見解に沿

う意見が出されたこと 

この点，当時から同調査会に参加した島崎証人をはじめ多くの地震学者が「長
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期評価」の考え方を取り入れるべきだとの意見であったにもかかわらず，前記

のような日本海溝等専門調査会での結論が出されているが，このような結論が

当時から地震学の知見とも相容れないものであったことは，島崎証人が証言し

たとおりである。 

すなわち，同証人によれば，「１６１１年の慶長の津波も，１６７７年の延宝

の津波も繰り返しの発生が分かっていませんので，この明治三陸を一緒にして

４００年間に３回しかないということは，繰り返しの間隔が長いということを

明らかにしているわけです。一方，明治三陸からは１００年しかたっていない

わけですから，これが近い将来起こるということは非常に考えにくい」もので

ある。実際にも，島崎証人は，同調査会の会議で，「むしろそれより南のほうが

起こる可能性が高い」，「明治三陸に対して同じ場所でまた起こるというような

防災対策をとるならば，それは後手後手に回る」と述べている（島崎証人第１

調書３０頁，甲ロ５３・島崎意見書，甲ロ２１，２３，島崎証人の各論文）。 

そして，いかに日本海溝等専門調査会の結論が，当時から想定として不十分

で現実の津波被害をむしろ押し広げる結果となったかは，本件で起きた津波の

高さと日本海溝等専門調査会が想定した本件事故前の津波の高さを比較した島

崎証人の証言からも明らかである（島崎証人第１調書３２～３３頁，甲ロ５３・

島崎意見書等）。 

 

３ 中央防災会議・日本海溝等専門調査会の行政的見地から防災対策の検討対

象の津波を限定する判断は「長期評価」の示す地震学の知見を踏まえた地震

想定を否定するものではないこと 

（１）はじめに 

そもそも被告国が主張するように日本海溝等専門調査会の結論自体が「長期

評価」の知見としての信頼性を否定する理由とはならない。すなわち，日本海

溝等専門調査会は，「長期評価」の地震学の知見に基づく評価を否定しているの
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ではなく，これら学問的な知見，観点を前提に置きつつも，時間的，金銭的，

人的といった学問的知見とは別に行政上の制約を理由に，「防災対策の検討対象」

とする地震等の議論を行っているのである。したがって，前記（１）で，結果

として同専門調査会で「長期評価」の考え方は取り入れられなかったことを指

摘したが，これは「長期評価」の知見自体が否定されたことを意味するもので

はない。以上のことを中央防災会議の災害対策基本法上の役割を踏まえて以下

に詳述する。 

 

（２）中央防災会議の役割は地震本部の「長期評価」と異なること 

中央防災会議は，災害対策基本法に基づいて，内閣総理大臣を会長に全閣僚

や学識経験者などで構成され（同法１２条），防災対策の基本計画の作成など政

府の防災に関する指針を決める機関である。そこでは国としての防災基本計画

を作成し，その実施を推進する役割をも担い（同法１１条第２項），その所掌事

務については，地方公共団体に必要な協力を求めたり，勧告を行うこともでき

る（同法１３条）。そして，この防災基本計画では，総合的な計画だけでなく防

災上必要な人員や物資，運輸，通信等の資料を添付することとされ（同法３５

条２項），これらに基づいて都道府県，市町村は具体的な防災計画を作成するこ

ととされている（同法４０条等）。このように地方公共団体を通じた具体的な防

災計画の策定と実施までを踏まえた防災行政の推進が中央防災会議である。こ

こでは，純粋に学問的知見だけから防災計画を立てることは予定していない。

すなわち，国は自治体等との間で，「災害に係る経費負担の適正化を図らなけれ

ばならない。」とされ（同法３条２項），財政上の考慮を含めた行政における政

策的な判断を踏まえて防災（計画作成等）を進めることが容認されているので

ある。 

これに対し，前記第１の２のとおり，「長期評価」を策定する地震調査研究推

進本部は，科学的，学問的知見に基づいて「地震に関する観測，測量，調査及
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び研究の推進」をはかり，その調査研究の「成果の普及に努め」る機関であっ

て（地震防災対策特別措置法７条，１３条），その求められる役割もそこでの判

断がもつ意味も，科学的学問的知見から離れて防災計画作成等の防災行政を担

う中央防災会議とは全く異なる。 

以上のように，もともと財政上の考慮事項等の行政上の制約が法律上も予定

された中央防災会議の中に，前記のとおり２００３（平成１５）年１０月に日

本海溝等専門調査会が設置されたのである。 

 

（３）中央防災会議・日本海溝等専門調査会でも中央防災会議の役割を前提に

議論がなされていること 

前記（２）のような中央防災会議の役割は，日本海溝等専門調査会の議論の

過程でも中央防災会議事務局から明確に表明されている。 

すなわち，日本海溝等専門調査会において，地震・津波の専門家からは，前

記のとおり「長期評価」に基づく地震の想定を考慮すべきという意見が相次い

で表明されたが，これに対して，中央防災会議事務局は， 

「過去に実際に起こったことをベースに次のことを考えても，なかなか

そこへいろいろな防災対策として人
．
，
．
時間
．．

，
．
金を投資
．．．．

していくわけです

から，その投資の一般的な合意の得られやすさというのは過去に起こっ

たことをベースにしま（し）たというのは得られやすい」（２９～３０

頁） 

として，時間的・財政的な制約を挙げて専門家の指摘を事実上棚上げにして

しまったのである。 

留意すべきことは，中央防災会議事務局が，「防災対策の検討対象」を限定し

た理由として挙げているのは，地震の専門家が示した「長期評価」に沿う地震

想定の信頼性が低いという学問的な見地ではなく，飽くまで，防災対策に関す

る行政計画として，時間的・財政的制約をも考慮して，どこまでの地震・津波
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を想定して対策をたてるべきかという行政的な判断事項であるということであ

る。 

この点は，中央防災会議に設置された上記専門調査会の会議では，同会議事

務局は，その専門調査会の役割について「時間的な限定」がある中で「防災対

策の検討対象とすべき地震を選ぶ」ことに主眼があるとしてこれを強調してい

ることにも表れている（甲ロ３６）。 

また，当時第１回の専門調査会に出席した防災担当大臣は，その役割につい

て，「大体役所がやりますことは・・・一般の国民のレベルに合わせまして物を

言うものですから，非常に荒っぽい議論をします。・・・もう一つは税金を使い

ますので，かなり明確にこういうことをするということを言わないといけない」

と述べているのである（甲ロ３６・３９頁）。 

 

（４）本件事故後の中央防災会議に対する各調査等においても中央防災会議の

「長期評価」と異なる役割が強調されていること 

以上のことは，本件事故後の各事故調査委員会における中央防災会議事務局

に対する調査過程からも確認できる。 

すなわち，中央防災会議事務局は，本件事故後の政府事故調査委員会の聴取

に対して，日本海溝等専門調査会が「防災対策の検討対象」とすべき地震につ

いて限定を行った理由について，「一連の検討によって防災対象とする地域が決

まった後は防災計画の策定等が法律上義務化
．．．．．．

されていくが，そのような行政行

為を行うには，相当の説得力を持つ根拠が必要であったためで」（甲イ３，政府

事故調最終報告書３０７頁）あると説明している。 

同様に，中央防災会議の事故当時の担当者は，国会事故調査委員会のヒアリ

ングに対して，「地震本部の予測の扱いは悩ましかった。しかし，これまで起き

た証拠がはっきりしないものへの対策を求めるのは，多くの民間業者や行政を
．．．．．．．．．．．

対象とする我々では困難
．．．．．．．．．．．

だった。」と述べている（甲ロ１９，国会事故調査報告
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書参考資料４７頁）。 

 

（５）結語 

以上みたとおり，財政上の考慮事項など行政上の政策的観点が入り込む同会

議の結論自体が，「長期評価」のように本件の津波襲来の予見可能性を裏付ける

知見とは全く性質が異なるものであり，その結論は，学問的知見として地震学

者が同会議で多数支持していた「長期評価」自体を否定するものではない。 

 

４ 日本海溝等専門調査会報告はあくまで「一般防災」を目的としたものであ

り，その対象地震の限定という結論はより高度の安全性が求められる原子炉

施設の地震・津波に対する防護策において想定しないことの理由とはならな

いこと 

甲イ１・国会事故調査報告書は，日本海溝等専門調査会報告が，防災対策の

検討対象とする地震・津波を「繰り返し発生する大きな地震」に限定したこと

に関して，「中央防災会議は，地震本部の『長期評価』について『過去（文献の

残る数百年以内）に発生したことがない』ことを理由に，防災の対象とする津

波として想定しなかった。しかし高度なリスク対策が求められる原発における

津波想定と，一般市民レベルの津波想定を定める中央防災会議の決定とでは，

要求される水準がそもそも異なる。」（甲ロ１９，４７頁）として，一般的な施

設を対象とする一般市民レベルの防災のための地震・津波の想定と，高度な安

全性が求められる原子炉施設の防災対策としての地震・津波の想定では，求め

られる安全性に差があるとして，日本海溝等専門調査会報告の想定をもって，

原子炉の安全確保のための想定を基礎づけることは相当でないと明言している。 

この点に関しては，日本海溝等専門調査会が行ったのは，通常の市民生活・

経済活動一般を対象とした防災（一般防災）を対象とする津波の検討であり，

海岸付近に設置された原子力発電設備など人の生命・身体に重大な影響がある
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施設の防災対策までは念頭になかったのである（島崎証人第１調書３１頁）。規

制する被告国や事業者である被告東京電力が，日本海溝等専門調査会の結論を

もってして，あたかも本件で福島県沖の日本海溝寄りに津波地震を想定しない

根拠とすること自体，論理のすり替えであり，牽強付会という他ない。 

 

５ 日本海溝等専門調査会の限定にかかわらず茨城県が津波地震対策をとった

こと 

（１）はじめに 

日本海溝等専門調査会が「防災対策の検討対象」として「繰り返し発生する

大きな地震」に限定した結論が，（高度な安全性が要求される）原子炉施設の地

震・津波に対する防護策の観点からはもちろん，一般的な施設を対象とする一

般市民レベルの防災の観点からしても，不十分なものであったことは，日本海

溝等専門調査会報告後の自治体の独自の対策をみても明らかである。 

すなわち，日本海溝等専門調査会では，１６７７年の延宝房総沖の津波地震

は防災対策の検討対象とされていなかったが，茨城県では，日本海溝等専門調

査会の結論に左右されることなく，独自に，延宝房総沖に相当する津波を想定

して浸水防護対策を取っている。その経緯は以下のとおりである。 

 

（２）佐竹証人らによる延宝房総沖地震の痕跡調査・新たな断層モデルの公表

と同調査を踏まえた茨城県による「津波浸水想定区域図」 

２００７（平成１９）年１月に佐竹健治・都司嘉宣証人ら地震専門家が，千

葉県から福島県までの１６７７年延宝房総沖地震の痕跡高調査を行い，各地の

浸水高さの推定結果と，その推定結果を説明できる断層モデルを論文として発

表した（甲ロ１４３，今村・佐竹・都司ら「延宝房総沖地震津波の千葉県沿岸

～福島県沿岸での痕跡高調査」，次頁に図を掲載）。 

この調査には，千葉県の河川環境課や茨城県の河川課も参加している。 
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そして，その調査結果を踏まえて，茨城県は，同じ年の１０月に「津波浸水

想定区域図」を作成，公表した（甲ロ９１）。なお，この浸水図作成のための茨

城沿岸津波浸水想定検討委員会には，佐竹証人も委員として参加している（佐

竹証人第２調書１４頁）。同委員会では，前記佐竹証人らの調査結果（甲ロ１４

３）を踏まえて，１６７７年延宝房総沖地震の波源を茨城県沖から福島県南部

にまで広がる位置に設定し，想定を行っている。 

        

図２ 延宝房総沖地震の断層モデルに基づく地盤変動量分布（単位：㎝） 

                （甲ロ１４３，５８頁）   

 

（３）茨城県の津波浸水想定区域図を踏まえた東海第二原子力発電所における

津波防護対策 

そして，この茨城県による津波浸水想定区域図を踏まえた要請を受けて，東

海第二原子力発電所では，本件地震の前から，津波対策の強化として非常用デ

ィーゼル発電機の冷却に必要な海水ポンプを設置しているエリアに防護壁を設



   
 

254 

 

置するなど浸水防護対策を行い，免震構造の緊急時対策室建屋の屋上には緊急

用自家発電機，電気室電源盤までのケーブルも設置していた（甲ロ９２）。 

本件地震による津波は，この茨城県の津波浸水想定区域図における想定と同

程度だったため，上記の浸水防護の対策が功を奏し，電源喪失事故が回避でき

たのである（同上）。以上の茨城県の想定が地域防災計画の一環として，原子力

発電所の防災にも役立ったことについては，佐竹証人もその意義を以下のとお

り全面的に肯定する（佐竹証人第２調書４９頁）。 

「問 想定した地震は延宝房総沖だったけれども，実際の今回の地震に

よる津波に対してもかなり津波被害を減少させるのに役立ったと，そう

いうふうに読んだんですけれども，よろしいでしょうか。 

    茨城県に関してはそうです。」 

「問 そうすると，こういう茨城県や千葉県の方と協力した調査は，災

害を減じるのに一定貢献したというふうに考えているんですが，そうい

う理解でよろしいでしょうか。 

茨城県の場合は，茨城県の津波浸水の想定図を作成するときに

は，既に既往津波として明治三陸津波とそれから延宝の津波を考

慮しておりました。」 

「問 ２つやっていますね。 

はい。それで，結果的にその２つで想定したもので，本件の津

波はそれと同程度だったということでございます。」 

 

（４）東海第二原子力発電所以外の原子力発電所においても日本海溝等専門調

査会の結論とは別に津波対策をとっていること 

なお，その他にも，東北電力の女川原子力発電所では，日本海溝等専門調査

会が検討対象から除外した１６１１年の慶長三陸沖地震がもっとも大きな津波

をもたらすとして，同地震を対象に津波水位を検討し，対策にあてているし，
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中部電力の浜岡原子力発電所も中央防災会議の想定より厳しい揺れを想定した

（以上，甲ロ４８，１８４頁参照）。中央防災会議・日本海溝等専門調査会の結

論に基づけばいいとするのは，福島第一原子力発電所を擁する被告東京電力と

被告国だけである。 

 

第５ 原告らの主張する予見可能性を後知恵とする被告国の主張 

 

１ 被告国の主張 

被告国は，第１７準備書面の第１の２において，ハインドサイトバイアスな

る概念を持ちだし，専門的知見や技術に関する評価が問題となる場面において

も，事前の可能性と事後の確定事項の大きな開きを不当に小さく評価しやすく，

事故が起きる前には当該事象が予測不可能であった場合においても事後的に予

測可能と判断しやすい傾向にあることを指摘し，本件訴訟では，島崎邦彦証人

が本件原発事故前に福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波を知見の述

べていたことから，事象の予測が当たったとして，本件原発事故後も「長期評

価」の信頼性を強調して強く予測されていたと証言しやすい立場にあると指摘

する。さらに，結果回避措置における渡辺敦雄氏の意見書（甲Ｂ３６９）に対

しても，同様に本件原発事故後の浜岡原子力発電所で取られた対策を参考に推

計した結果をもって対策が物理的に可能であったことを述べるだけで，工学的

観点が欠落し後知恵を排除する意識もないなどとして論難する（結果回避の関

連については，次章にて反論する）。 

 

２ 原告らの主張する知見はいずれも２００６（平成１８）年当時の知見に基

づくものであり後知恵バイアスがあるとの被告国の主張が誤りであること 

（１）原告らの主張・立証は遅くとも２００６年までの知見によっていること 

被告国は，このような後知恵バイアスを論じる前提として，過去の特定の時
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点における予見可能性や結果回避可能性の存否に関して，事後的に判明した科

学的知見により（遡って）問題があったとして責任を問うことはできないとし，

本件で予見可能性を考えるにあたっては２００６（平成１８）年当時の地震学・

津波学の知見のみによって予見可能性が判断されなければならないと指摘す

る。このことは当然のことで原告らも被告国と全く同様の見解に基づいて，こ

れまで本件の主張・立証をおこなってきたのであり，原告らが主張してきた津

波及び結果回避措置に関する知見は，いずれも２００６（平成１８）年当時の

（または２００６年以前にも同様の知見として存在しえた）知見である。 

（２）地震・津波に関する予見可能性を基礎づける資料について 

すなわち，原告らが敷地高さを超える津波の予見可能性を基礎づけるものと

して援用している証拠は，①２００２年「長期評価」（甲ロ５０），②２００

２年津波評価技術（丙ロ７等），③２００６年溢水勉強会（甲ロ４，丙ロ１０，

丙ロ１３等），④２００８年東電推計（甲ロ２７，甲ロ１７８，なお２００２

年に既に同様の精度で推計が可能であったことについては原告ら第４２準備書

面で詳述）など，いずれとして２００２（平成１４）年から遅くとも２００６

（平成１８）年までに存在していた資料であり，事故後に公表された資料は一

切援用してはいない。 

「長期評価」の当時の予測の信頼性やその公的見解としての意義はすでに原

告らが主張・立証したとおりであるし，島崎証人においても，当時，津波地震

のメカニズムが未解明であったこと過去の地震を全て把握していなかったとの

限界をも踏まえ，２００２（平成１４）年当時の「長期評価」の内容に基づい

て福島第一原子力発電所の敷地高さを超える津波の襲来の予見可能性を証言し

ているところである。すなわち，明治三陸地震と同様の津波地震が福島県沖を

含む三陸沖から房総沖日本海溝寄りのどこでも起きるとの結論が２００２（平

成１４）年当時の「長期評価」において示されていたこと，２００８年東電推

計が２００２年「長期評価」の結論と２００２年「津波評価技術」による津波
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推計の方法から導かれるものである以上，２００２（平成１４）年当時から同

様の推計が可能であったことを証言しているものであって，これらは本件原発

事故後の知見を参考に証言しているものでは全くない。 

２００８年東電推計については，佐竹証人も同様に，２００２（平成１４）

年当時から技術的に可能で，「数値自体は信頼できるもので」，「各号機，そ

れから北側，南側と，これを分ける程度の精度を持っていた」と述べていると

おりである（佐竹証人第２調書４６頁）。また前記のとおり，阿部勝征氏も，

本件原発事故前の知見として（２００３〔平成１５〕年１０月），明治三陸地

震による津波が起きれば福島沖を含めて１０メートルを越えるような津波がど

こでも起こると述べている（甲ロ３６・２５頁）。 

（３）敷地超の津波で全交流電源喪失となることを示す資料について 

原子炉施設が設置されているＯ.Ｐ.＋１０メートルを超える津波の襲来によ

って，大物搬入口等の地上開口部からタービン建屋へ内部に浸水が生じ，非常

用電源設備及びその付属設備等が被水して，その結果として全交流電源喪失と

なり得ることを示す資料についても，原告らは，２００６（平成１８）年以前

の資料によって主張・立証している。 

すなわち，溢水勉強会においては，２００６（平成１８）年当時に福島第一

原子力発電所の敷地高さを超える津波が襲来した場合における浸水（具体的に

は，福島第一原子力発電所５号機を対象に敷地高さを１メートル超過する津波

が継続すること）に対してその建屋内への具体的な浸水経路と浸水状況まで想

定している（丙ロ１３の１，２，丙ロ１５の１）。この点は，原告らの第４７

準備書面２６頁においてすでに詳しく述べているとおりである。 

このような本件原発事故前から存在する知見の性質やその進展も無視して，

原告らの主張・立証があたかも本件原発事故後に判明した資料に基づく結果論

であるなどと論難する被告国の主張は明らかに誤りである。 
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第６ 津村，松澤，今村各氏の意見書に基づく被告国の主張 

 

 被告国は，第１７準備書面において，２００２年「長期評価に対し，新たに

提出した意見書（津村建四朗の意見書（丙ロ９３），松澤暢の意見書（丙ロ９４）

を引用しつつ，いずれも未成熟な知見であり，予見可能性が認められる程度に

確立した知見ではなかったと主張している。また，新たに提出された今村文彦

の意見書（丙ロ１００）についても，被告国からの主張はないものの，おおむ

ね同様の趣旨と思われる。これらの意見書は，すでにこれまでの本章の主張に

おいて反論は尽きているが，念のため意見書に対応する形で反論する。 

 

１ 津村意見書について 

（１）過去に確認された既往最大地震を考慮すれば足りるとの主張 

 津村氏はその意見書において，将来発生することを想定すべき地震・津波に

ついて，「過去に津波地震の発生が確認されていない領域を含めて津波地震が

発生する可能性があるとする評価は，地震学の基本的な考え方にはなじまない」

と述べており，被告国もこれをそのまま引用し主張している（津村意見書４頁，

被告国第１７準備書面）。この点は，後記３の今村意見書（丙ロ１００）でも

同様の見解を今村氏も述べている。 

しかし，２００２年「長期評価」に先立ち，１９９８（平成１０）年に公表

された，いわゆる「７省庁手引き」（甲ロ１５）及びこれに関連する「４省庁

報告書」（甲ロ１７）は，被告国自身による津波防災対策の指針として，以下

のとおり述べている。この点は第５章第３でも引用しているがあらためて引用

する。すなわち，「地震観測技術の進歩に伴い，空白域の存在が明らかになる

など，将来起こり得る地震や津波を過去の例に縛られることなく想定すること
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

も可能
．．．

となってきており」「既往最大津波とともに
．．．．

，現在の知見に基づいて想
．
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定される最大地震により起こされる津波
．．．．．．．．．．．．．．．．．．

をも取り上げ，両者を比較した上で常

に安全側になるよう，沿岸津波水位のより大きい方を対象津波として設定する」

ことが求められており，さらには，地震が小さくとも津波の大きい「津波地震」

がありうることに配慮するようにも求めている。 

このように，将来起こり得る地震や津波については，過去の例（既往最大）

に縛られることなく想定すべきであるし，かつ地震学の進歩によりそうした想

定が既に可能となっているとの基本的見解は，被告国自身によって，防災行政

の指針である「７省庁手引き」等において示されていたのである。 

津村氏の言とは逆に，既往最大に留まらず地震学の見地から想定し得る最大

規模の地震・津波を把握することも可能となってきたという考え方こそ，むし

ろ２００２年「長期評価」が取りまとめられた当時における「地震学の基本的

考え方」であったというべきである。 

そして，そうした地震学の知見を踏まえて，被告国自身がそうした最大規模

の地震・津波を（一般防災を前提とした）防災対策上も想定して対応を行うべ

きであるとしていたのであり（甲ロ１７０・電事連ペーパー，本章第２参照），

被告国の主張は，自ら策定した津波防災の指針の内容にも反するものといわざ

るを得ない。 

 津村氏が「過去に津波地震の発生が確認されていない」という際の，その「過

去」は，せいぜい歴史記録が残っている約４００年程度の期間についての限ら

れた知見を指しているに過ぎない。わずか４００年の「過去」についての限ら

れた情報から，将来もにおいても，この「過去」と同じ箇所でしか津波地震は

起こりえないとする考え方が誤りであることは明白である。 

 長期評価は，過去に対する我々の知見には限界があるという当然の前提に立

った上で，「時間軸が限られている場合は，空間軸を広く取ることによって標

本域を確保して，統計的に検討」しているのであり，ごく合理的な手法である

（島崎証人第１調書１４頁）。 
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（２）津村氏自身が地震調査委員会の長として「長期評価」を認めたこと 

地震と津波の予見についての津村氏個人の考え方がどうあれ，津村氏個人が

長を務めた当時の地震調査委員会は，２００２年「長期評価」の結論を了解し

公表しているという事実である（津村意見書４頁「地震調査委員会として…実

際に了解し，公表するに至りました」）。 

 島崎邦彦氏・都司嘉宣氏・佐竹健司氏の３名の地震・津波専門家の証言でも

示されたとおり，地震本部の公表する「長期評価」等の見解は，地震学会にお

ける個々の専門家の見解等とは異なり，被告国の防災施策に用いられることが

当然に予定された公的な見解である（原告ら第４２準備書面等）。 

地震本部・地震調査委員会の長である津村氏は，同委員会が「長期評価」を

了解し公表することの意味を十分理解していたことは疑う余地はない。また，

津村氏は，地震調査委員会の長であり，「長期評価」の領域分けや過去の３つ

の津波地震に基づき将来の地震を予測するという内容につき，強い疑問を示し

地震調査委員会としての了解と公表を留保させようと思えばできる立場にあっ

た。その津村氏を長とする地震調査委員会が，海溝型分科会から提出報告され

た「長期評価」を了解・公表しているという事実は，「長期評価」の妥当性を

示すものである。 

（３）津村氏の原子炉施設に求められる安全性についての言及 

津村意見書は，その全体が一般防災を前提とした考察に留まるものである。

原子炉施設に求められる高度の安全性との関係についての言及は，１～４項の

本文部分においては一切ない。 

 「５ おわりに」の末尾に「付け足し」的に原子力発電所への言及がある。 

 法務省訟務局の担当者からの意見照会に対応した意見書として一定の誘導が

なされていることは想像に難くないが，そうした中でも「原子力発電所につい

ては，一度事故が起きたら取り返しのつかないことになりかねないため，万全

の対策を講じることが求められるという観点から，必ずしも成熟していない知
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見に基づく地震・津波に対しても対策を講じることが考えられる」としており，

結論としては，「なかなか難しい問題だと思います」と判断を留保するに留ま

っている。 

津村氏が「難しい問題」だとして判断を留保している事項は，要するに，「深

刻な災害が万が一にも起こらないようにする」（伊方原発訴訟最高裁判決）と

いう原子炉等規制法等の求める高度の安全性との関係で，地震学の知見が完全

に確立するまで対策を講じないことが許されるかという，法的・規範的な判断

に属する事項といえるのである。法的・規範的な判断に関わる部分について見

解表明を留保したのは，地震学者としては当然ともいえる対応といえる。 

 

２ 松澤意見書について 

（１）「長期評価」の見解を考慮する必要はなかったとの主張 

 被告国は，その第１７準備書面において，３頁以上にわたり松澤意見書を引

用した上で，「長期評価には相当の問題があり，成熟した知見とか，地震・津

波の最大公約数的な見解，つまり専門家の間でコンセンサスを得た見解ではな

かったことは明らかである。」とし，２００２年「長期評価」の見解を原子炉

施設の津波防護の前提として考慮する必要はなく，これを考慮しなかった被告

らの対応を正当化する主張する（被告国第１７準備書面１６頁～１９頁）。こ

の点は，後記３の今村意見書でも同様の趣旨が述べられている。 

このうち，被告国は，津波地震のメカニズムが未解明だったとの松澤意見書

の指摘を引用して，「長期評価」の知見としての未成熟性などを強調する。 

しかしながら，津波地震が，海側プレートが陸側プレートに沈み込む海溝付

近において発生することは，２００２年「長期評価」策定時において，地震・

津波学における確立した知見となっていたところである。これを踏まえ，２０

０２年「長期評価」は，１６１１年慶長三陸沖地震，１８９６明治三陸沖地震，

そして１６７７年延宝房総沖地震と，同一の構造をもつ日本海溝の北部及び南
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部において津波地震が発生しているとの地震学の知見を確認した上で，「三陸

沖北部から房総沖の日本海溝寄り」を津波地震の起こり得る一つの領域として

捉えることとしたものであり，こうした領域設定を行うことの合理性は，津波

地震のメカニズムが完全に解明されていないことによって何らもそこなわれる

ものではない（第６章第４，原告ら第４２準備書面）。 

また，松澤氏自身が「（津波地震のメカニズムは現在も）まだはっきりした

ことはわかっていません」（意見書１４頁）と述べているように，津波地震の

メカニズムは現在においても地震学上解明されてはいない。津波地震のメカニ

ズムが地震学上解明されていなかったことをもって，２００２年「長期評価」

を防災対策上考慮する必要がないという松澤氏及び被告国の見解は，結果とし

て津波地震に対する原子力施設の防災対策を未来永劫にわたり先送りするもの

であり，「深刻な災害が万が一にも起こらないようにする」という原子炉施設

の安全性確保の観点からは全く受け入れることができない主張である。 

（２）三陸沖から房総沖日本海寄りの南北における海底地形の違いを指摘する

主張 

 さらに被告国は，海底地形の違いを理由に津波地震の発生可能性について宮

城県沖を境としてその南北では異なるだろうとのべる松澤氏の見解（意見書１

７頁）を引用して，２００２年「長期評価」に信頼性がないと主張する。 

  ア 日本海溝南部で津波地震が起こらないとの積極的見解はないこと 

しかし，この点に関しては，松澤氏を含め，日本海溝の南北の海底地形の違

いを理由として，宮城沖以南の日本海溝南部においては津波地震が発生しない

という積極的な主張は，誰からも提出されていないという点が重要である。 

松澤氏自身，土木学会・津波評価部会のアンケート（丙ロ４４・２００９〔平

成２１〕年２月）に対して，分岐②「活動域内のどこでも津波地震が発生する

が，北部領域に比べ南部ではすべり量が小さい」（つまり，北部で発生した明

治三陸津波地震ほどの規模ではないが，南部でも延宝房総沖地震に相当する津
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波地震が発生し得る）という選択肢に最も大きな重み付け（０．６）を行い，

かつ分岐③「活動域内のどこでも津波地震（１８９６年タイプ）が発生し，南

部でも北部と同程度のすべり量の津波地震が発生する」との選択肢に０．２の

重み付けをおこなったとしており，要するに，南北における明治三陸地震と延

宝房総沖地震の規模の違いを除けば，「日本海溝沿いのどこでも津波地震が起

こり得る」という考え方に８割の重みづけを行って，逆に分岐①「過去に発生

例がある三陸沖（１６１１年，１８９６年の発生領域）と房総沖（１６７７年

の発生領域）のみで過去と同様の様式で津波地震が発生する」という「既往最

大」の考え方については０．２の重み付けしか与えていない（意見書１９～２

０頁）。 

同アンケートの全体の集約結果は，上記の分類によれば，分岐②が０．３５，

分岐③が０．２５であり，合計して「日本海溝沿いのどこでも津波地震が起こ

り得る」という考え方に６割の重みづけがおこなわれており，逆に分岐①の過

去に発生した領域でのみに津波地震が想定されるといういわゆる「既往最大」

の考え方については４割の重み付けしか与えられていないところである（丙ロ

４４・２０頁）。 

以上の結果は，日本海溝沿いのどこでも津波地震が起こり得るという見解が，

６～８割の重みをもって支持されていることを示すのであり，過去に発生した

領域においてだけ津波地震が繰り返して発生するという「既往最大」の考え方

の支持がわずかに留まるものであることを示している。 

  イ 「長期評価」の領域分けが繰り返し確認され支持されていること 

また，松澤氏は２００４（平成１６）年４月から２０１６（平成２８）年３

月まで地震本部の長期評価部会の委員を務めている。しかし，この間，地震本

部の長期評価部会において，日本海溝沿いの南北における海底地形の違いを理

由として２００２年「長期評価」における領域分けを見直すべきとの意見が述

べられたことはない。同様に，日本海溝寄りにおいて発生した過去の３つの津
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波地震，特に１６７７年・延宝房総沖地震が津波地震であることを見直すべき

との意見が述べられたこともない。 

逆に，２００２年「長期評価」が公表された後においても，同「長期評価」

は複数回にわたって見直しの機会があったが，その都度，２００２年「長期評

価」の領域分けと津波地震発生の長期評価については，その内容が確認されて

いるところである（第６章第５，原告ら第４２準備書面）。すなわち，２００

２年「長期評価」の領域分けと津波地震の長期評価は，松澤氏自身が関与した

長期評価部会においても，重ねてその結論が支持され，貞観地震の知見をも包

摂した新しい「長期評価」に引き継がれることが予定されていたところである。 

２００２年「長期評価」の領域分けに地震学上の根拠がないかのように述べ

る，松澤の意見はこうした経過にも反するものといわざるを得ない。 

（３）松澤意見書による延宝房総沖地震等の評価に対する疑義 

松澤意見書は，１６１１年慶長三陸地震と１６７７年延宝房総沖地震につい

て，本当に津波地震なのかは明確ではなく，また震源もよくわかっていないと

述べ（意見書１８頁），被告国もそのまま引用し主張している。今村意見書も

同様に延宝房総沖地震が津波地震であることに疑義を呈している。 

この点，上記の津波地震が三陸沖北部から房総沖の日本海溝寄りのどこでも

津波地震が起こりうるという２００２年「長期評価」の判断を基礎付けるもの

であることは，第６章の第４で詳述したとおりである。 

そして，上記いずれの地震についても，海溝型分科会の長期評価策定の過程

においては，当時すでに呈示されていた異論（１６１１年慶長三陸地震は北海

道に震源があるのではないかとの佐竹氏らの意見，１６７７年延宝房総沖地震

の震源は海溝寄りではなく陸寄りだったのではないかとの石橋克彦氏の意見）

を検討し，それぞれ根拠をもって退けられているものである。同部会では，島

崎氏・都司氏・佐竹氏や阿部勝征氏など当時の地震・津波の第一線の専門家が

過去の地震につき詳細な検討をおこない，その議論を経て上記の結論に達して
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いるのである（第６章第４）。  

とりわけ，延宝房総沖地震の評価については，海溝型分科会において，歴史

地震の研究を専門とする都司嘉宣証人の示す見解を含めて，仙台近くの岩沼に

まで大きな津波被害が及んでいることなどを踏まえた慎重な検討が行われ（都

司証人第１調書１５８～１８３項），同地震が津波地震であることが確認され，

それを基礎として２００２年「長期評価」の結論が導かれた関係に立つ（原告

ら第４２準備書面）。さらに，延宝房総沖地震が津波地震であることは，「長

期評価」に先立ち２００２（平成１４）年２月に公表された土木学会「津波評

価技術」，２００６（平成１８）年の中央防災会議での報告，佐竹証人，都司

嘉宣氏，今村文彦氏による２００７（平成１９）年１月の痕跡高調査（甲ロ１

４３），２００９（平成２１）年の土木学会津波評価部会（丙ロ７等）におい

ても確認されていることである。このように，延宝房総沖地震が津波地震であ

ることは，「長期評価」の前後で繰り返し確認されているところであり，この

前提自体への疑義を入れる松澤意見書，及びそれに基づく被告国の主張は失当

という他ない。 

（４）その他松澤意見書の評価 

松澤意見書は，付属の資料を含めて地震学の基本的な知識から説明を説き起

こすものとなっているが，その説明の大半はマグニチュード９クラスの巨大地

震に関する知見（５頁以下の「４」），こうした巨大地震の既往例としての貞

観地震（２０頁以下の「６」），さらには巨大地震が現実化した３．１１地震・

津波（２２頁以下の「７」）に費やされている（この部分については本訴にお

ける原告らの主張とは噛み合っていない）。こうした考察に基づいて，被告国

や東京電力を非難することは困難との意見を述べているものの，それは主要に

は３．１１地震・津波の巨大さを理由とするものである（２４頁「９」）。 

さらに，松澤意見書は，「私自身は，調査委が防災上の観点から，長期評価

において，宮城県沖から福島県沖にかけて津波地震は発生しないという評価を
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出すよりも，日本海溝沿いの領域をひとまとめにして確率を評価したことは理
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

解できますし
．．．．．．

，
．
今でも
．．．

，
．
そうすべきであったと思っています
．．．．．．．．．．．．．．．．

。」（１７頁）と

している。 

つまり，松澤氏は，２００２年「長期評価」の地震学的な根拠について疑義

を述べてはいるものの，他方で，地震調査研究推進本部が２００２年「長期評

価」を公表したこと自体についてはこれを肯定的に評価していることに留意が

必要である。つまり，松澤氏も２００２年「長期評価」の見解が，防災上の観

点からは国民や防災関係機関に向けて公表・周知され，防災対策に際して考慮

されるだけの知見であることを認めているのである。 

そして，ここで松澤氏が想定しているのは，あくまで「長期評価」が想定す

る一般防災の観点である。松澤氏は，原子炉施設に求められる安全性との関連

については（地震学者としての専門性を踏まえ）言及していないが，一般防災

の観点でも公表が適当であると今でも判断されるとされる「長期評価」の見解

を，原子炉等規制法等によって求められる原子炉施設の高度の安全性との関係

でどのように評価すべきかという問題は，裁判所が判断すべき規範的・法的事

項に属するものといえる。 

 

３ 今村意見書について 

（１）「長期評価」の見解を考慮する必要がなかった等の主張 

 今村意見書での指摘は，大要，津村意見書，松澤意見書でのそれと同様の趣

旨であるが，念のため以下のとおり反論する。 

 すなわち，今村意見書では，今村文彦氏の意見書（丙ロ１００）においても，

「本件事故の当時は，一般防災／原子力防災を問わず，『既往最大』を基本と

して津波対策を講じるというのが，防災に携わる専門家のコンセンサスでし

た。」として，同様に「既往最大」の地震・津波に対する対応で足りるとの考

え方が示されている。この点は，前記１の津村意見書に対する反論したとおり，
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既往最大に留まらず想定しうる最大規模の地震・津波を把握する必要があるこ

とを，被告国自身も認識していたことなどからして理由がない。 

また，今村意見書では，「長期評価」の示す見解が，「科学的コンセンサス

が得られているものではなかった」とも指摘するが（１６～２３頁），この点

も前記２の松澤意見書に対する反論のとおりである。 

次に，今村意見書が，福島県沖を含む日本海溝南部に津波地震が発生するこ

とを想定すべき領域とすることに疑義を呈している点についても，前記２の松

澤意見書に対する反論が妥当する。 

この点，今村氏の前記土木学会・津波評価部会のアンケート（丙ロ４４・２

００９〔平成２１〕年２月）については，分岐②「活動域内のどこでも津波地

震が発生するが，北部領域に比べ南部ではすべり量が小さい」（北部で発生し

た明治三陸津波地震ほどの規模ではないが，南部でも延宝房総沖地震に相当す

る津波地震が発生し得る）という選択肢に最も大きな重み付けの０．６，分岐

③「活動域内のどこでも津波地震（１８９６年タイプ）が発生し，南部でも北

部と同程度のすべり量の津波地震が発生する」との選択肢に０．１の重み付け

を行っており，「日本海溝沿いのどこでも津波地震が起こり得る」という考え

方として７割の重みづけを行っているが，逆に分岐①の過去に発生した領域で

のみに津波地震が想定されるといういわゆる「既往最大」の考え方については

０．３の重み付けしか与えていない（意見書１９～２０頁）。 

さらに，今村意見書においては，松澤意見書と同様に，１６７７年延宝房総

沖地震について，津波地震であることに対する疑義を呈しているが，この点も，

前記２の松澤意見書に対する反論が妥当する。前記のとおり「長期評価」での

海溝型分科会での当時から異論を含めて検討し，それが根拠をもって退けられ

た上で，「長期評価」の結論が導かれているのである。今村氏らの意見は，こ

うした海溝型分科会における延宝房総沖地震についての詳細な議論と検討の経

過を知らないままに，当時の地震学会の一般的な捉え方に基づいて延宝房総沖
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地震の捉え方について疑義を提示し，それを根拠として２００２年「長期評価」

自体の信用性も否定しようとするものであり，２００２年「長期評価」を評価

する前提の確認を怠っている点で誤っているといわざるを得ない。また，今村

氏は，２００７年に延宝房総沖地震の痕跡高調査を行った者であり，同地震が

津波地震であることについては，同調査における断層モデル等からも一層明ら

かになっているところである。 

（２）今村氏が津波防護措置が不要であると進言した当事者であり中立性に欠

けること 

今村意見書を評価する際にまず留意すべき点は，今村氏自身が，被告東京電

力に対して２００２年「長期評価」に基づく津波防護措置を講じる必要はない

と進言した張本人であり，今村氏は，本件訴訟の最大の争点に関して当事者的

な立場にあり，中立的な第三者専門家として意見を述べる適格性に欠けるとい

う点である。 

すなわち，被告東京電力は２００８（平成２０）年に２００２年「長期評価」

の地震に基づいて敷地南部でＯ.Ｐ.＋１５．７メートルの津波推計を得て，こ

れを今村氏に報告した（意見書３２頁）。 

被告東京電力によるこの検討は，いわゆる原子力安全・保安院による耐震バ

ックチェックの審査に向けてのものであった。そして今村氏自身は，耐震バッ

クチェック審査を担当する委員の一人であった（３０頁）にもかかわらず，原

子力安全・保安院を通じての正規の手続きを経ることなく，被告東京電力から

の直接の照会に対して，２００２年「長期評価」を踏まえた津波対策は考えな

くてもよいとアドバイスを行ったというのである。 

この今村氏の被告東京電力に対する「アドバイス」は，要するに本件の最大

の争点である２００２年「長期評価」に基づく２００８年推計を前提とした津

波防護措置の要否という点について，今村氏が，被告東京電力との間の私的な

接触を通じて，２００８年推計に基づく津波防護措置を行わないという被告東
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京電力の方針決定に直接に影響を及ぼし，ひいては，その結果として本件津波

に対して全交流電源喪失を回避することができずに本件原発事故を招来させた

ことに関与したもの評価されるべきものである。その意味で，今村氏は，本件

の最大の争点についていわば当事者的な立場に立つものであり，本件訴訟につ

いて，中立的な第三者専門家として意見を述べる適格性に疑義があるものとい

わざるを得ない。 

（３）「津波評価技術」の地震想定についての今村氏の弁明について 

ア 「発生することを否定できない地震」を評価対象としているかのよう

な弁明 

今村意見書は，「津波工学」の観点からの意見を述べるとし（３頁以下の「２」），

「津波評価技術」について言及しているのが特徴である。そして，「訴訟にお

いて，津波評価技術が歴史記録の残っている既往津波のみに基づいた安全評価

であるかのような指摘がなされていることを聞きました」（１３頁）として，

そうした理解は誤っているとし，同意見書１０頁の図１に沿って「既往津波の

再現性の確認」においては既往津波による再現性の確認がおこなわれるものの，

他方で，「想定津波による設計津波水位の検討」の段階では，「太平洋沿岸の

ようなプレート境界型の地震が歴史上繰り返し発生している沿岸地域について

は，各領域で想定される最大級の地震津波をすでに経験しているとも考えられ

るが（既往最大の考え方），念のため，プレート境界付近に将来発生すること
．．．．．．

を
．
否定できない地震
．．．．．．．．

に伴う津波を評価対象とし，地震地体構造の知見を踏まえ

て波源を設定する」（丙ロ７「津波評価技術」１－３１頁）とされているとし，

「津波評価技術は既往津波のみに基づいた安全評価をするものではなく，地震

地体構造などの知見が進展し，新たに理学的根拠から発生をうかがわれるとい

う科学的コンセンサスが得られている可能最大津波が認められるに至った場合

は，これを考慮の対象とすることができる，ということ前提にしている」と指

摘する（１４頁）。 
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イ 津波評価部会では過去の地震についての詳細な検討はなかったこと 

 しかし，今村氏とともに津波評価部会において「津波評価技術」の策定に携

わった佐竹健治証人自身が証言しているように，「津波評価技術」の策定過程

においては過去の地震・津波についての詳細な検討自体を行ってはいないので

あり，どの領域にどの程度の地震を想定すべきかということについては，「津

波評価技術」自体は独自の知見を示しているものではない（この点は，原告ら

第４４準備書面で詳述している。）。 

 さらに，被告国自身が，「津波評価技術」においては精緻な推計計算を行う

ことから既往最大の地震・津波のデータに基づいてその推計を行っているので

あり，そうした対応は合理的なものであると主張していることは，前述のとお

りである。 

 今村氏は，「津波評価技術」においても，既往最大に留まらず想定し得る最

大規模の地震をも前提として津波推計計算を行うことも「できる」と指摘する。

確かに，「津波評価技術」は津波推計手法
．．

を体系化したものであるから，たと

えば２００２年「長期評価」の見解（それは，少なくとも福島県沖の日本海溝

寄りの津波地震との関係では既往最大を超えるものである。）を前提に津波推

計計算を行うことは可能であり（現に２００８年に被告東京電力が推計を行っ

ている。），原告らはまさにこの「可能であった推計」を行ってそれに基づい

て必要な津波防護措置を講じておれば本件原発事故が回避可能であったと主張

しているものである。 

 しかし，被告国も被告東京電力も，既往最大の考え方に留まってこうした津

波防護措置を講じることはなかったのである。 

ウ プレート構造の同一性と３つの津波地震から福島県沖を含む日本海溝

南部においても津波地震が発生することが否定できないこと 

そもそも，今村氏が「津波評価技術」について指摘する「プレート境界付近

に将来発生することを否定できない地震に伴う津波を評価対象」とするという
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表現をその字義どおりに受け取れば，２００２年「長期評価」の示す見解こそ，

これに相当するものといわなければならない。 

すなわち，既に述べたとおり，２００２（平成１４）年当時には津波地震が

海側プレートが陸側プレートの下に潜り込む海溝寄りで固有に発生するもので

あることは確立した知見だったのであり（争いのない事実），また日本海溝が

プレート間の構造として同一の構造にあることも当然の前提であったところ，

地震調査研究推進本部の海溝型分科会においては，歴史津波の詳細な検討の結

果として，日本海溝寄りにおいては，北部における１６１１年慶長三陸地震，

１８９６年明治三陸地震だけでなく，南部において１６７７年延宝房総沖地震

という３つの津波地震が発生していることが確認されたところである。２００

２年「長期評価」はこうした知見を前提として，同一の構造をもつ日本海溝寄

りにおいては，記録が残っている三陸沖と房総沖に限定されることなく，福島

県沖を含む日本海溝南部においても津波地震が発生し得るとしたものである。 

よって，今村意見書の指摘を字義どおりに受け取れば，「津波評価技術」に

おいても，２００２年「長期評価」の地震想定を前提として，（実際に，被告

東京電力が２００８〔平成２０〕）年に行ったように想定津波に取り入れ）津

波推計計算を行うべきだったといえるのである。 

要するに，（今村氏のアドバイスに従った）被告東京電力による「津波評価

技術」の運用の実際は，今村意見書が指摘するような「プレート境界付近に将

来発生することを否定できない地震に伴う津波を評価対象とする」との立場と

は全く正反対のものに留まったものというしかないのである。 

エ 今村氏が延宝房総沖地震を度外視していること 

 今村氏は，その意見書において「津波評価技術」が「将来発生することを否

定できない地震に伴う津波を評価対象とする」としているとする一方で，２０

０２年「長期評価」に基づく津波防護措置は不要であると被告東京電力にアド

バイスを行い本件原発事故の発生に直接に関与するに至っている。 
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 今村氏の立場を合理的に説明する方策としては，延宝房総沖地震が津波地震

であることを否定することが考えられる。延宝房総沖地震が津波地震でないと

すれば，津波地震が海溝寄りに固有に発生するとしても，日本海溝北部にしか

発生例がないのであるから，南部において発生するということも「否定できる」

こととなり，福島県沖の日本海溝寄りの津波地震も「発生することが否定でき

ない地震」にあたらないこととなる。既に見たように，今村意見書（２０頁）

は，延宝房総沖地震が津波地震であることを「疑問」としているところである5。 

 しかし，延宝房総沖地震が津波地震であることは，２００２年「長期評価」

の策定過程において海溝型分科会で慎重に検討された結果であり，また，土木

学会・津波評価部会においても，中央防災会議・日本海溝等専門調査会におい

ても，そうした評価が確認されているところであり（前記２の松澤意見書に対

する反論を参照），結局，今村氏の立論はその前提を欠くものというしかない。 

 

第７ 総括 

 

第７章では，まず，被告らの主張の拠り所となる「津波評価技術」の作成に

至る前提として明らかとなった，７省庁手引き等で示された既往最大を超える

「想定しうる最大規模の地震津波」に対する被告らの対応方針について整理し

た。被告らは，それが基準化されることを回避しようと画策したものの最終的

には被告らにおいてもこの基準を受け入れるに至った。すなわち，原子炉施設

においても，既往最大を超える「想定しうる最大規模の地震津波」について想

定し，そのための新しい知見を取り入れるべきことを，被告国も被告東京電力

                         
5今村意見書１１頁は，津波防災について「既往最大」の想定で足りるとの理由

について「津波被害を伴うようなＭｗ８．０級のプレート間地震の発生頻度は，

日本列島周辺・・では，それぞれ１００年に１回程度である」ので，江戸時代

以降約４００年の既往津波を検討すれば足りるとするが，例示されている対象

領域からは，１６７７年延宝房総沖地震が発生した房総沖の領域は除外されて

いる。 
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も当時から認めていたのである（第２）。 

そうだとすれば，そもそも「既往最大」の歴史地震だけしか考慮していない

「津波評価技術」では，当時から波源の設定方法として基準となりえないこと

は明白である。 

そして，民間の土木学会による「津波評価技術」は，前記の流れを受けて，

対象津波の検討（すなわち，想定される最大規模の地震津波の検討）を目的と

せず，あくまでそれと区別された，「津波評価に際しての計算誤差，バラツキ

の取り扱い」についての技術的検討を行うことを目的に策定されたものである。

そのことは，その策定に携わった土木学会津波評価部会の委員である佐竹証人

自身が，認めているとおりである。すなわち，同証人は，津波評価技術が原子

力発電所における設計水位を求めるための「評価手法」を検討することが目的

で，個別の地震について詳細な検討はしていないことを認めているのである（第

３）。 

また，「津波評価技術」は波源設定の方法に関し「既往最大」しか考慮して

いないという限界を有するだけでなく，そもそも策定する委員の構成として，

その大半が規制を受ける側の電力事業者やその関係者であること等であり，原

子炉施設の安全規制として民間規格に最低限求められる公平な委員構成や公正

さなどの条件を満たしておらず，到底適格性を有するものではない（第３）。 

そして，被告らが「長期評価」の結論を採用しなかったとして指摘する中央

防災会議では，財政上の考慮や行政上の政策的観点が重視され，「長期評価」

のように本件の津波襲来の予見可能性を裏付ける知見とは性質も役割も全く異

なるものであり，その結論をもってして「長期評価」の前記信頼性が否定され

る論拠とはなりえない（第４）。 

そもそも「長期評価」の知見はそれ自体独自に存在し，その信頼性も前記の

とおり明らかなところ，中央防災会議の前記判断は，「長期評価」の結論に対

して，その結論の根拠や信頼性を検討した上での判断ではない。仮に「長期評
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価」の信頼性を否定する論拠として被告らが中央防災会議を挙げるのであれば，

そこでの議論において「長期評価」の地震学等の知見等を踏まえてその根拠に

ついても十分に議論検討がなされた上で否定されているはずである。しかし，

そもそも中央防災会議は，「長期評価」の地震学の知見に基づく評価自体は否

定しておらず，その前提に立った上で，時間的，金銭的，人的といった行政上

の制約を理由に対象地震の選別を行っているのである。この点からみても，被

告らが「長期評価」の信頼性を減じるために中央防災会議の判断を持ち込むこ

と自体が大きな誤りというべきものである（第４）。 

さらに，被告国は，原告らの予見可能性に関する主張を後知恵などと論難す

るが，原告らが主張する知見は，いずれも２００６（平成１８）年までに存在

し，また２００６（平成１８）年以降の知見であっても，それ以前に認識が可

能な知見（２００８年推計）であり，被告国の論難は，言い掛かりという他な

く，まさしく白を黒というに等しいものである。 

最後に，被告国は，本訴訟終盤に至り，津村，松澤，今村と専門家の意見書

を立て続けに提出してきているが，いずれも「長期評価」以前から，被告国が

自ら認識していた既往最大に留まらない「想定しうる最大規模の地震・津波」

の考慮の必要性をも無視し，「長期評価」において異論も含めて十分に議論し

た上で結論づけられた延宝房総沖地震等の評価をも無視して事後的に疑義を挟

む（これこそ後知恵である）など，いずれも専門家の意見としては信用性がな

いことが明らかである。今村氏に至っては，被告東京電力に対して直接に本件

事故前に津波防護措置が不要と進言している当事者であるから，専門家として

の中立性や信用性に欠けることはいうまでもないところである（第６）。 

以上のとおり，津波の予見可能性に関して被告らの「津波評価技術」等に基

づく主張は，原告らの主張する予見可能性を否定する論拠となりえないことは

もはや十二分に明らかである。 

 


